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ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

はじめに

昨年、『ITプロジェクトの「見える化」下流工程編』を発行してから、約1年が経過しまし

た。この間に、同書はソフトウェア業界やソフトウェア研究者から大きな反響を得ることが

できました。

同書は、「現場のありのままを分かりやすく表した事例」としてまとめられており、「ソフ

トウェア開発現場での改善に役立つ」、「見えない現場を見えるようにするための秘訣がよく

理解できた」などの賛同をいただいてきました。

一方、「下流工程も重要だが、上流工程をどのように見える化すべきかを教えてもらいたい」、

「上流工程での品質をどのように測ったらよいのか」、「プロジェクトの成否を決定的にしてし

まう上流工程を、どのような考え方で進めればよいか」など多くの意見が寄せられました。

そこで、『ITプロジェクトの「見える化」上流工程編』では、プロジェクトの成否を決定付

けてしまう要因とはそもそも何であるのかを研究しました。そして、それらの要因を見える

ようにするためには、何をどう測ればよいのか、その測定結果から見えたことをどのように

判断すべきか、という実践的な視点から、プロジェクトの不調の要因をいち早く検出できる

ようにしました。不調の要因が分からず悩んでいるプロジェクト・マネージャが、的確な対

策を早期に実施できるように構成しています。

ITプロジェクトにおいて、絶対に死守しなければならないコスト・納期・品質の3要素を十

分把握したうえで、しっかりした計画を立案し、プロジェクトを強力に推進していくことが

重要です。今後も絶え間なく発展していくソフトウェア開発技術への追従と、プロジェク

ト・マネジメントのプロセス改善が継続的に必要です。私たち、ソフトウェア・エンジニア

リング・センター（SEC）および「プロジェクト見える化」部会は、ソフトウェア・エンジ

ニアリングの発展に貢献していきたいと考えております。

これを契機に、本書と下流工程編がますます活用されていくことを期待しています。

2007年4月

プロジェクト見える化部会一同
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1.1
ITプロジェクトの実情

近年、ビジネス環境が急激に変化し、

それを支える情報システムの開発にお

いても無理な納期・コストが要求され

る事態が発生している。

しかし、ITプロジェクトには「手戻

り」が発生するリスクが大きく、その程

度によってはプロジェクトに重大な危

機をもたらす。そもそもITプロジェク

トの推進主体は人間であるため、メン

バー間の意志疎通にズレが生じたり、

コミュニケーション不足や常識（文化）

の違いからくる誤解・誤認などが生じ

たりしやすい。これらに起因して、常に

手戻りが発生する可能性がある。

では、現実のITプロジェクトでは、

こうした問題の本質を正しくとらえて

いるだろうか。例えば要件定義の工程

において、ユーザー/顧客から指摘され

る問題は、「業務内容を理解していな

い」、「提案がない」などプロジェクトを

推進するシステム・エンジニアの未熟

さに起因すると考えられることが多い。

プロジェクトが抱えている問題の一面

を示していることは間違いないが、それ

がすべてでないことを、読者の方々も

察していることだろう。

もっと重要で本質的な問題は、上流

工程、特に要件定義における「見える

化」がどの程度実現できているか、と

いう点にある。家の建築を建設会社に

依頼するときのことを考えてみれば分

かる。どのような家を建築するかは、顧

客が建築模型や間取り図、サンプル

（モデルルームや部品）など、具体的に

見えるものに基づいて重要な判断をし

ている。

一方、情報システムを構築する場合

はどうか。家の建築のように具体的に

見えるものに基づいていないため、要求

内容の認識にズレが生じやすく、厳密

性に欠け、曖昧な仕様となってしまう

ケースが多い。

そのため、ITの専門家ではない顧客

は、正しい仕様かどうかの判断が難し

く、設計書の承認を遅らせたり、後でも
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簡単に直せると誤解し、安易な判断を

したりする。その結果、後になって仕様

変更が頻発することがしばしば起こる。

こうした問題を未然に防ぐために、

本書はITプロジェクトの要件定義工程

において、プロジェクトの「危機」の兆

候を「見える化」するエンジニアリング

的アプローチを提案する。

対象読者

本書が想定する読者は、①情報シス

テム開発の受注側プロジェクト・マネ

ージャおよびプロジェクト・メンバー、

②受注側のPMO（Project Manage-

ment Office）や品質管理部門の担当

者である。

また、ITプロジェクトの上流工程で

は、情報システム開発の発注者もプロ

ジェクトの成否に大きな影響を及ぼす。

このため、発注側の責任者、PMO、品

質管理部門も対象読者とする。

本書の狙い

本書の狙いは、ITプロジェクトに関

与する人々に、「このような兆候が表れ

ている場合は危険信号であり、後工程

でプロジェクトが不調となる可能性が

ある」という“気付き”を与えることに

ある。そのため、上流工程のプロジェ

クトが直面している問題や実際の事例

などを紹介しつつ、プロジェクトのステ

ークホルダーに示唆を与えることも考

慮している。

具体的には、「プロジェクト計画の内

容がどのように実行されているかを問

題とする」のであって、「プロジェクト

計画書の書き方を説明する」のではな

い。特に、「本来はそうすべきかもしれ
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 図表1-1●本書の見える化の対象



ないが、現実的には様々な事情から、

理想通りにはできない」というプロジェ

クト・マネジメントの現状を十分に考

慮して、現場で実践的に使える「見え

る化」の方法を紹介する。

対象とする開発工程の範囲

本書が対象とするITプロジェクトの

「上流工程」とは、図表1-1に示すよう

に、要件定義工程からシステム設計工

程までとする。結合テスト工程以降の

見える化については、『ITプロジェクト

の「見える化」下流工程編』を参照し

てもらいたい。

1.2
上流工程の「見える化」の目標

ITプロジェクトの上流工程では、要

件の曖昧さ、納期までの切迫感の欠如、

成果物の見えにくさなどにより、問題

を内在させたまま工程を進めてしまう

傾向がある。「計画との乖離」、「放置し

てはいけない問題」をつかまえるため、
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図表1-2●フライトにおける目的地設定と飛行計画

燃料の量 
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前に計画していた経路を変更して、
その分の燃料や飛行高度を計算し
直して対処する必要がある 
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目的地の空港の状態確認 
引き返し条件の明確化 
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まだ顕在化していない問題をとらえ、

プロジェクトの状況を見えるようにする

ことが大切である。

上流工程での見える化の目標は、『ど

こに問題があるのかを、早期に発見す

ること』である。また、不確定な要素

への対策を立てることを含め、『不確定

な要素がいつまで不確定のままでよい

のかを評価し、判断すること』である。

そのため、発注側と受注側がプロジ

ェクトの目的について合意し、その合

意に基づいた計画の中で、成果物の作

成基準や変更基準を事前に決めておく

必要がある。こうしておけば、プロジェ

クトの環境変化に対応することができ

る。

このことは、ITプロジェクトを旅客

機のフライトに例えてみると分かりやす

い（図表1-2）。旅客機のフライトでは、

初めに顧客がどこに行きたいのかとい

う目的地を設定するが、「アメリカに行

きたい」とだけ言われても曖昧で、パイ

ロットは困ってしまう。「アメリカの東

海岸に」でも困る。「ニューヨークのJFK

空港までだ」という明確な目的地がな

ければ、フライト計画が具体化しない。

目的地が具体的でなければ、ハワイ

までの燃料しか積まずに出発して、途

中で燃料不足に気付いたり、大量の燃

料を積み過ぎて燃費が悪くなって費用

がかさんだりする。運よくJFK空港に着

いても、滑走路が空いていなくて着陸

できなかったりすることもあるはずだ。

飛行中も、現在の旅客機の位置や高

度、燃料、天候情報などの様々な計器

や情報を見ながら、予定通りに飛んで

いるのかを確認しつつ、目的地に向か

う必要がある。もし、何かのトラブルで

別の旅客機が近くを飛んでいる場合は、

ニアミス防止のために飛行高度を変え

たり、飛行高度を変えることによる燃

料消費量の変化に合わせて飛行経路を

変えたりしなければならない。

このように、常にフライトの状態に

ついての時間的な遷移や、発生する可

能性のある問題事象を想定しながら、

目の前で次々に起こるトラブルに冷静

に対処する必要がある。もちろん、旅

客機を破損させてはいけないし、顧客

を時間通りに目的地に連れていかなけ

ればならない。

ITプロジェクトの上流工程でも、最

初に与えられた予算や開発範囲、体制

や期間などの条件を基に、プロジェク

トを進めるのか、中止するのかを判断

すべき場面がある。ITプロジェクトで

は当初想定していた問題や想定してい

なかった問題が噴出する場合もあるが、

プロジェクト・マネージャはそのつど的

確に判断し、計画を柔軟に変更して対

処しなければならない。詳細は本書の

第3章以降で解説する。
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2.1 
3つのアプローチ

前述したように、ITプロジェクトの

上流工程においては、目標と計画をき

ちんと立て、計画との差異を把握しな

がらプロジェクトを進めることが重要で

ある。これらのリスク、計画との差異

を把握するには、3つのアプローチが必

要になる。
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俯瞰図 事例集 

リスク分類表 

定性的見える化アプローチ 

定量的見える化アプローチ 

統
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ 

チェックシート 
（自己評価シート/ヒアリングシート） 

測定分析データ一覧表 

実践の場 
プロジェクト 

測定分析項目にしたがって 
定量化した情報による 
リスクの見える化 

俯瞰の視点による 
ドミナント・アイテム 
の見える化 

チェック項目による 
リスクの見える化 

見える化アプローチを 
ひも付けることによる 
統合的判断の仕組み 

図表2-1●「見える化」方法の全体とツール



それは、①「定性的」見える化アプロ

ーチ、②「定量的」見える化アプロー

チ、そして③両者を統合的に見る「統

合的」アプローチである。

「定性的」見える化アプローチ

定性的見える化アプローチとは、プ

ロジェクトの当事者の目や外部の有識

者の知見を通して、プロジェクトの状

態を「定性的」に把握することを指す。

そのためのツールとして、プロジェク

トを全体的にとらえるための「俯瞰図」、

問題が潜んでいる可能性のある個所を

特定するための「チェックシート」、過

去のITプロジェクトで発生した上流工

程の問題に関する「事例集」を用意し
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ツール・資料 説明

定性的見える化
アプローチ

俯瞰図 ITプロジェクト・マネジメントにかかわる諸要素を俯瞰するための
図。 ITプロジェクトの持つ本質的な問題（変化/変革による潜在的
問題の多さ、ステークホルダーの多さ、加速度的な進化・変容を
続けるIT技術・利用技術などの影響）を概観する。これを用いるこ
とにより、プロジェクト・マネジメント・プロセスで起こり得る問題
を予測。「リスクの見える化」を図り、リスクを織り込んだマネジメ
ントを展開できる

チェック
シート

プロジェクト・リスクの洗い出しに用いる。自己評価シートとヒアリングシートの２種
類がある。プロジェクト・マネージャ自身の意識と、第三者がプロジェクト・マネージ
ャにヒアリングした結果との差異に基づいて、プロジェクト・マネージャにリスクへの
気付きを与える

自己評価
シート

プロジェクトの状況について、プロジェクト・マネージャが自らチェッ
クするためのスプレッドシート（Excel）。各チェック項目に3段階の評
価を入力すると、レーダーチャートで結果を表示し、特に注意すべき
項目を対策案とともに表示する

ヒアリング
シート

プロジェクトの状況について、外部の専門家がプロジェクト・マネー
ジャにヒアリングをするときに利用するチェックシート（Excel）。各項
目に5段階で評価を入力すると、レーダーチャートで結果を表示し、
特に注意すべき項目を対策案とともに表示する。自己評価シートの
結果と突き合わせれば、プロジェクト・マネージャの自己評価と乖離
する点をレーダーチャートなどから見いだせる

上流工程に起因するトラブルが発生したプロジェクトの事例をまとめ
たもの。こうした事例と同じミスを繰り返さないようにするための資料

定量的見える化
アプローチ

測定分析データ一覧表
（および導出尺度一覧表）

プロジェクトのリスクを定量的に測定するための指標をまとめた一
覧表。リスクの監視項目を知識エリアごとに整理した

統合的アプローチ

図表2-2●「見える化」のツールとその概要

ヒアリングシート、測定分析データ一覧表、事例集をそれぞれ結びつ
けたもの。プロジェクトのリスクを確認する視点（分類）を軸にまとめた。
これを用いることによって、ツールの横断的利用を可能にする

リスク分類表

事例集



た（図表2-1）。上流工程を進めている

プロジェクトは、これらのツールを使っ

て問題点がどこにあるのかを把握でき

るようになる。

「定量的」見える化アプローチ

定量的見える化アプローチとは、文

字通り定量的なデータにより、スコー

プの変化やプロジェクトの進捗状況、

成果物の品質、コミュニケーションや

モチベーションの状態などを見える化

する手法である。

そのためのツールとして、「測定分析

データ一覧表」を用意した。上流工程

におけるプロジェクトの状態を数値で

測定するための項目をまとめたものだ。

「それらの数値を見れば、どのような判

断ができるのか」ということが理解でき

る。プロジェクトの状態を定期的に測

定する際に利用できる。

「統合的」アプローチ

統合的アプローチとは、定性的なア

プローチと定量的なアプローチにより見

える化した事象を基に、経験豊富なプ

ロジェクト・マネージャが考えるのと同

じようなやり方でプロジェクトの問題点

を特定するための手法である。

そのためのツールとして、「リスク分

類表」を用意した（図表2-2）。プロジ

ェクトの問題点を洗い出すために分類

した項目にしたがって、定性的・定量

的な見える化ツール（チェックシート、

測定分析データ一覧表、事例集）を関

連付けたものだ。各ツールを統合的に

利用することで、リスクを的確に洗い

出せるようにしている。詳細は第5章を

参照してもらいたい。
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3.1
定性的アプローチの概要

上流工程における「見える化」は、ま

ずプロジェクトの潜在的な問題を探る

ことから始める。どのようなツール（道

具）で、問題を探ればよいのだろうか。

既刊の『ITプロジェクトの「見える

化」下流工程編』では、既に問題が芽

生えている（火を噴いている）という実

態をプロジェクト・マネージャに気付

かせ、実際どのような状態（症状）にあ

るか、症状からどのような対処策が見

えてくるかという観点で「見える化」を

考えてきた。

一方、上流工程では、大きな問題が

顕在化することは多くない。たとえ顕

在化しても、まだ上流工程であれば軌

道修正する時間が残されている。

そこで本書では、まだ顕在化してい

ない問題をプロジェクトの「リスク」と

とらえ、プロジェクトの潜在的な問題

を見える化することに重点を置いた。

よくあるプロジェクトの不調や、放置

しておくと悪くなる一方の現象を見え

る化できるようにする。そのための具体

的なツールとして、プロジェクトを高い

位置から見るための俯瞰図、チェック

シート（自己評価シートとヒアリング

シート）、事例集という3つの定性的見

える化アプローチを採る。

俯瞰図

ITシステムを構築する際、プロジェ

クトに入り込んでしまうと、「木を見て

森を見ず」という近視眼的な状態に陥

り、結果的にシステム開発に不調を来

たすことがある。プロジェクト・マネー

ジャおよびメンバーが、客観的な視点

で、「今自分たちは、どこにいて、どう

動けばよいか」、「どこに問題が生じる

か」を知ることが重要である。そのため

には、プロジェクトの全体像を高い位

置から眺めた俯瞰図の作成が役立つ。

自己評価シートとヒアリングシート

下流工程を見える化する際に開発し

た2種類のチェックシートは、上流工程
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でも効果がある。プロジェクト・マネー

ジャによる「自己評価シート」と、経

験のある評価者による「ヒアリングシ

ート」である。

要件定義を終え、基本設計に着手し

たあたりで、プロジェクトの実態を見る

ことが重要だ。ヒアリングに先立って、

プロジェクト・マネージャに「プロジェ

クト概要」ドキュメントを記述させる

のと同時に、自己評価シートを用いた

自己チェックを実施してもらう。これ

らの資料を参考にしながら、評価者が

ヒアリングを行い、結果を分析する。

チェック項目は、実際にいくつかの

プロジェクトで試験的に適用し、ブラ

シュアップを図ってきた。

事例集

上流工程の各ポイントにおける判断

（見切り）の結果、様々なトラブルに至

った事例を収集した。本書の付録資料

として、58件のプロジェクト事例を紹

介している。この事例集を読むことで

問題プロジェクトの状況を追体験し、

読者のプロジェクト運営に役立てるこ

とを期待するものである。

3.2
俯瞰図を使った「見える化」

ITプロジェクトにおける俯瞰図は、

いわゆる「木を見て森を見ず」の弊害

を排除し、ドミナント・アイテム（プロ

ジェクトの目的達成を阻止する可能性

のある本質的問題）を継続的かつシス

テム横断的にとらえながらマネジメント

することを可能とするツールである。

開発規模が大きい、ステークホルダ

ーが多い、プロジェクトの構成が複雑

であるなど、一目で全体像を把握する

ことが難しい場合に、俯瞰図を作成す

ることが望ましい。しかし、小規模で

あるとか、ステークホルダー数が少ない

というプロジェクトでは、あえて俯瞰図

を作成する必要はない。

俯瞰図の作成時期

俯瞰図は、プロジェクト発足時にプ

ロジェクト計画書と同期して初版を作

成する。計画書の一部として位置付け

てもよいが、計画書を作成する前にプ

ロジェクトの俯瞰図を作成して、プロ

ジェクトの全体像をまず把握する方法

が最も望ましい。

俯瞰図の修正

俯瞰図は、プロジェクト・マネージ

ャがプロジェクトの状況を客観的に掌

握して次に進むべき方向を指示する際

のよりどころである。しかし、要件変更

などが発生したときには、ただちに新た

な俯瞰図を作成する必要がある。
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基本的な俯瞰図

ITプロジェクトを俯瞰する際に用い

る基本的な俯瞰図は6種類である（図

表3-1）。プロジェクトの状況によって、

必要であれば該当する俯瞰図だけを作

成すればよい。ただし、俯瞰図の作成

に慣れていない場合は、すべて作成す

ることを勧める。

「ステークホルダー俯瞰図」は、ITプ

ロジェクトに関するステークホルダーと

その利害関係などを表現する。各ステ

ークホルダー間の関係が不明確なとき

には、各ステークホルダーの立場に立

って俯瞰図を作成していく。

「プロジェクト推進体制俯瞰図」は、

プロジェクトの実施体制と構成する各

組織のミッションを表現する。この俯

瞰図によって各組織が担うべきミッシ

ョンを確認し合い、プロジェクトをスム

ーズに運営できるようにする。

「周辺システム構成俯瞰図」は、開発

システムがより大きなシステムの一部で

ある場合に、開発対象システムと連動

する他システムとの構造的な関係を表

現する。

「システム構成俯瞰図」は、開発シス
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ステークホルダー俯瞰図 ●関係するステークホルダーの全体像 

●プロジェクト推進体制の全体像 
●ステークホルダー俯瞰図に含めることもある 

プロジェクト推進体制俯瞰図 

周辺システム構成俯瞰図 
 

スケジュール俯瞰図 

要員遷移俯瞰図 

●開発システムと連動する他システムとの関連 
●開発システムを含む、より大きなシステムの全体像 

システム構成俯瞰図 
●開発するシステムの全体像 
●外部ハードウェアとの接続関連 

●プロジェクト全体のスケジュール 
●クリティカル・パスのスケジュール 

●キーパーソンのアサイン状況をフューズごとに示したもの 

図表3-1●基本的な俯瞰図



テムのハードウェア構成と入出力を中

心とする構造を表現する。開発システ

ムの性能や関連システムとの関係から、

どのように復旧するかの要件を検討す

る際に役立つ。

「スケジュール俯瞰図」は、詳細なプ

ロジェクト・スケジュールとは別に、ク

リティカルな作業のスケジュールだけを

抽出して表現する。スケジュールの記

述レベルは中程度の詳細さに留め、さ

らにその中で重要だと思われる上位7～

10程度に絞り込む。多すぎると管理で

きないし、重要なスケジュールがそれほ

ど多いということはない。

「要員遷移俯瞰図」は、どこからどこ

までの工程をどのキーパーソンが担当

するのか、その遷移を表現する。時間

の推移に伴う要員配置の妥当性をシミ

ュレーションするのに役立つ。

どのような俯瞰図を作成すべきか

俯瞰図を作成するとき、どのような

俯瞰図を、どのように作成すればよい

か迷うことがある。だが、「なぜ俯瞰図

を作成するのか」という原点に立ち返

ることが必要である。

俯瞰図を作成する目的は、ドミナン

ト・アイテムを見つけ出し、プロジェク

トを成功に向けてマネジメントすること

である。見栄えのよいものを作ることが

目的ではない。

3.2.1 ステークホルダー俯瞰図

近年、複数の企業間での業務連携を

前提とした情報システムの開発が増え

ている。こうした場合などは特に、多

くのステークホルダーが関係し、複雑

に利害関係が絡み合う。ここまで複雑

でなくとも、ステークホルダーをいかに

マネジメントするかは、プロジェクトの

成否を左右する重要な要素である。

ステークホルダー俯瞰図は、基本的

にプロジェクト・マネージャが作成す

る。まず、各ステークホルダーのキーパ

ーソンとおぼしき人に当たりを付けて、

話をすることから始める。結果として、

その人がキーパーソンであることが分か

るか、実は別の人がキーパーソンだった

ということが分かるだろう。ステークホ

ルダー俯瞰図を作成する作業は、単に

図を描くことだけではなく、ステークホ

ルダーのキーパーソンを探すことであ

り、また、キーパーソンの考え方を知り、

人間関係を構築する入り口でもある。

ステークホルダー俯瞰図の例を図表

3-2に示す。ステークホルダー俯瞰図

は、発注側の領域、受注側の領域に分

け、協力会社が含まれる場合には、そ

の会社も別領域にする。発注側の領域

には、発注者の顧客も含める。システ

ム運用開始時期を公表しているときに

は、その時期も併記しておく。
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次に、ステークホルダーの各領域に、

それぞれキーパーソンとなる人の名前を

記入していく。単なる体制図を作るの

が目的ではなく、それぞれの領域での

キーパーソンが誰なのかを理解すること

が重要である。

ステークホルダーの構成が単純な場

合、ステークホルダー俯瞰図とプロジ

ェクト推進体制俯瞰図を合体させるこ

ともある。だが、ステークホルダー俯瞰

図は基本的に外部へ公表しない資料な

ので、使い勝手が悪くなる。

ステークホルダー俯瞰図をベースに、

「コミュニケーション・マネジメント計

画」や「会議体の設定」、「運営計画の

作成」などに応用できる。

コミュニケーション・マネジメント計

画を作成するときには、どのステークホ

ルダーに、どのような情報をどのように

伝え、情報共有するかを検討する必要

がある。その際、ステークホルダー俯瞰

図を使うと、コミュニケーション・マネ

ジメント計画を適切に作成できる。

コミュニケーション・マネジメント計

画で会議体を検討するときは、ステー

クホルダー俯瞰図から適切な参加メン
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マスコミ 

GM

PM
営業 

担当者 

PM

メンバー 

営業 

営業 

共通 

GM

経営者 

発注側の 
株主 
 

発注側の 
顧客 

プロジェクト・ 
マネージャ 

スタッフ 

メンバー 

発注側 

協力会社 

プロジェクト 

受注側 

先方のキーパーソン。 
決定権を 
持っている 

技術面、業務面 
における 
キーパーソン 

GM：ゼネラル・マネージャ　PM：プロジェクト・マネージャ 

図表3-2●ステークホルダー俯瞰図の例



バーを選んだり、適切な運営計画を作

成したりできる。ステークホルダーの体

制やキーパーソンが変更された場合は、

タイムリーにステークホルダー俯瞰図を

更新する。

3.2.2 プロジェクト推進体制俯瞰図

一つの組織だけでプロジェクト推進

体制が構成されることはまれで、通常

は複数の組織によって構成されている。

そのため、各組織体に対して果たすべ

きミッション、すなわち役割を明確に

割り当てなければ、プロジェクト推進

体制をうまく機能させることができない。

このことはプロジェクト・マネジメン

トにおける最も重要なポイントとなる。

さらに、それぞれのミッションを有機的

に連動させることこそが、プロジェク

ト・マネージャの最大のミッションでも

ある。
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協力会社D社 
サブシステム開発担当 
PM：×× 
リーダー：×× 
メンバー：××・・・・ 

院長（オーナー） 

副院長 
（プロジェクト・オーナー） 

病院システム 
改革委員会 

委員：20部門×2人 

病院システム 
改革委員会WG

発注者 A総合病院 

上級管理者 

営　業 

C プロジェクト 

受注SIベンダー B社 

PM：×× 
PM補佐：×× 
メイン・システム開発担当リーダー：×× 
メンバー：××、××・・・・ 

協力会社E社 
サブシステム開発担当 
PM：×× 
リーダー：×× 
メンバー：××・・・・ 

パッケージ・ベンダー 
F社 
アドオン担当 
リーダー：×× 

パッケージ開発元 
米国G社 
カスタマイズ担当 
リーダー：×× 

PM：プロジェクト・マネージャ 
WG：ワーキング・グループ 

図表3-3●プロジェクト推進体制俯瞰図の例



図表3-3に示すプロジェクト推進体

制俯瞰図は、プロジェクト・マネージ

ャかプロジェクト・スタッフが、各ステ

ークホルダーの役割を明確にしながら

作成する。プロジェクト推進体制俯瞰

図の目的は、各組織体のキーパーソン

が、割り当てられたミッションを実施

するのにふさわしい能力を持っているか

を把握し、推進体制の強化策を立てる

ことにある。

プロジェクト推進体制俯瞰図は、各

組織体のスムーズな業務遂行のために、

ミッションを明確にするものである。プ

ロジェクトのキックオフ・ミーティング

では、プロジェクトにかかわるステーク

ホルダーにミッションを認識してもらえ

るよう、プロジェクト推進体制俯瞰図

を用いて説明する。

さらに、コミュニケーション・マネジ

メント計画の作成や、会議体設定、運

営計画の作成時にステークホルダー俯

瞰図を補完する資料として用いる。プ

ロジェクト体制やキーパーソンが変更

された場合は、速やかにプロジェクト推
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顧
客（
消
費
者
） 

サプライヤ メーカー リテーラー  系列店/量販店 

Ｄ
Ｃ
Ｍ 

調
達
系 

Ｓ
Ｃ
Ｍ 

販 

売
系
Ｓ 

Ｃ
Ｍ 

DCM：デマンドチェーン・マネジメント　SCM：サプライチェーン・マネジメント 

調達 
計画 

調達 製造 

売上 

発注 

仕入 販売 

返品 

支払 

在庫管理 

商品計画 

需要計画 

補充計画 

財務会計 

受注情報 

販売戦略策定 

商品販売予測 

出荷情報 

返品情報 

生産 
計画 

ERP（既存） 

今回の開発対象プロジェクト 

SCM

素
材
・
部
品
供
給 

図表3-4●周辺システム構成俯瞰図の例



進体制俯瞰図を更新する。

3.2.3 周辺システム構成俯瞰図

開発システムが単独で運用されるケ

ースはまれになっており、他システムと

連動して運用したり、システムを構成

するサブシステムの一部として運用し

たりすることが多くなっている。

周辺システム構成俯瞰図（図表3-4）

は、次の4つの目的のために作成する。

①連動する他システムとの関係や位置

付けについて検討する、②連動する他

システムとの関係において、当該シス

テムの性能がボトルネック（効果を発揮

するうえでの障害）とならないようにす

る、③連動する他システムとのインター

フェースを検討する、④総合テストおよ

び移行テスト計画を策定する、である。

周辺システム構成俯瞰図は、プロジ

ェクト・マネージャかプロジェクト・ス

タッフが作成する。この俯瞰図はプロ

ジェクト内部で使用することもできる

が、主に発注側との打ち合わせで用い

る。したがって、発注側が容易に理解
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顧
客（
消
費
者
） 

大手サプライヤ 

中小サプライヤ 

量販店および 
大規模系列店 

系列店 

トータル約300社 

デ
ー
タ
交
換 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

ERP：統合業務パッケージ　　SCM：サプライチェーン・マネジメント　　EDI：電子データ交換　　VAN：付加価値通信網 

  

 

データ送受信 

物流 物流 

開発対象システム 

基幹システム 
ERP（SAPなど） 
調達系SCM

運用監視 
サーバー 

ERPフロントエンド・サーバー 
販売系SCMシステム 

デ
ー
タ
交
換 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

データ送受信 

Web

データ交換 
サーバー 

VAN方式EDI 
各種通信制御手順 
EDIフォーマット変換 

Web-EDI 
サーバー 
EDIフォー 
マット変換 Web

各種 
情報 

図表3-5●システム構成俯瞰図の例



できる図にする配慮が必要である。

周辺システム構成俯瞰図を作成する

とき、一次資料としてRFP（提案依頼

書）を用いることができる。そこに、関

連システムとの連動状況（データ総量、

ピーク時のトランザクション量、運用

時間など）、および開発システムの復旧

要件などを発注者側に問い合わせて記

入していく。

3.2.4 システム構成俯瞰図

開発システムの性能要件および関連

システムとの関係からどのように復旧

するかの要件を検討する際、開発シス

テムのハードウェア構成が必要となる。

そのため、プロジェクトで作成するシス

テム構成図を基に、直接接続している

ハードウェアを加えてシステム構成俯

瞰図を作成する（図表3-5）。周辺シス

テム構成俯瞰図はシステム間の連動に

ついて記述するのに対し、システム構

成俯瞰図はハードウェア間の連動につ

いて記述する。

システム構成俯瞰図は、プロジェク

ト・マネージャかプロジェクト・スタッ

フが作成し、周辺システム構成俯瞰図

と同時に用いる。

3.2.5 スケジュール俯瞰図

多くの詳細スケジュールがあるプロ

ジェクトでは、プロジェクト・マネージ

ャがそのすべてをマネジメントするのは
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7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

1年目 2年目 3年目 
期間 

要件定義・ 
基本設計 

基本 
設計 

PGM 
設計 

製造 結合 
試験 

結合試験 
総合運転試験 

クリティカルパスである結合試験・ 
総合運転試験 
スケジュール部分を拡大 

基本計画 

AP 系 

制御系 

移行系 

性能 

サブシステム統合 システム統合 総合運転試験 

単独（異常）/連動 

移行本格統合試験 

本番  システム接続実測 

オンライン-バッチ間連動 

2Q 
 

1Q 
 

3Q 
 

4Q 
 

1Q 
 

2Q 
 

3Q 
 

4Q 
 

1Q 
 

2Q 
 

3Q 
 

4Q 
 

図表3-6●スケジュール俯瞰図の例



不可能であり、非効率でもある。1人

が同時にマネジメントするスケジュール

は、多くても10本以上にならないよう

にするのが現実的である。

そのためプロジェクト・マネージャ

は、クリティカル・パス関連のスケジュ

ールに絞ったスケジュール俯瞰図を作

成し、重点的にマネジメントすべきだ

（図表3-6）。例えば、構築期間が非常

に長いプロジェクトにおいて、結合テス

トおよび総合テストこそがクリティカ

ル・パスであると考えているとしよう。

その場合、テスト工程のスケジュール

は、さらに詳細まで落とし込んだ俯瞰

図を書くことによって、スケジュール全

体のドミナント・アイテムを俯瞰でき

るようになる。問題になりそうな部分

をクローズアップすることが重要だ。

3.2.6 要員遷移俯瞰図

「要員（キーパーソン）がどの作業を、

いつまでに終わらせて、次の作業に移

るのか」。こうしたプロジェクト要員に

関するマネジメントは、全体のスケジュ

ール・マネジメントと同じぐらい重要

である。

例えば、システム設計のキーパーソ

ンが統合テストを担当すると、テスト

の品質が高くなるだけでなく、テスト効

率も高まる。特に、納期に間に合わせ

るため、複数の作業を並行して進める

ようスケジュールを変更するときには、
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

基本検討 
策定 

詳細検討 
試験準備 

・・・・・・・・・ 

3月 

要員移動 
システム総合 
試験実施 

総合運転 
試験実施 

要員移動 要員移動 

・・・・・・・・・ 

・
・
・ 

・
・
・ 

3月 

基本設計 
山田 
高橋 

山田 
高橋 
木下 

山田 
高橋 
木下 

高橋 

鈴木 
木下 

詳細検討 
試験準備 

システム総合 
試験実施 

図表3-7●要員遷移俯瞰図の例



キーパーソンがネックにならないような

スケジューリングが絶対条件となる。

要員遷移俯瞰図は、専門家あるいは

業務知識を持つなどのキーパーソンを

考慮してプロジェクト体制を検討する

場面や、プロジェクト固有の事情を加

味したクリティカル・パスのスケジュー

ルを検討する場面で利用する（図表3-

7）。また、要員遷移俯瞰図を用いて、

プロジェクト・メンバーにプロジェクト

の特徴と全体の作業を意識付けること

が重要である。

要員遷移俯瞰図は、次工程の準備段

階ごとに、必要に応じて作成する。さ

らに、対象となる要員には、この図に

基づいて次工程の作業を説明する。

3.3
チェックシートを使った見える化

要件定義・基本設計段階では、問題

自体は表面化せず、リスクとして存在

していることが多い。その将来起こり

得る問題を見通し、適切に対策を打っ

ていくことが重要である。見える化の

ツールであるチェックシートは、上流工

程におけるプロジェクト・マネジメント

の要点を示し、問題点を明らかにする

ことで、どの領域にリスクが多く存在

しているかを見えるようにする。

チェックシートには、「自己評価シー

ト」と「ヒアリングシート」の2種類が

ある。自己評価シートは、プロジェク

ト・マネージャやプロジェクト・リーダ

ーが自らプロジェクトの問題点やリス

クを明らかにするために用いる。ヒアリ

ングシートは、専門家によるヒアリング

を通して、プロジェクトの外側から客

観的に問題を指摘するためのチェック

シートである。

この2つのチェックシートを使用する

ことによりプロジェクト・マネージャが

認識できない問題を明らかにできる。

自己評価シートとヒアリングシートは、

付録資料にその全体を掲載する。

ただし、実際のプロジェクトで2種類

のチェックシートを利用する際は、SEC

のWebサイトからダウンロードできる

Excelファイル形式のチェックシートを

利用してもらいたい。入力した評価の

値から、各種の判定を自動計算できる。

以下の説明は、このExcelファイル形

式のチェックシートに基づいている。

3.3.1 チェックシートを用いた

見える化の流れ

チェックシートは、次の3点を想定し

て作成されている。まず想定する利用

場面は、要件定義の終了直前から基本

設計の中盤頃まで。想定するプロジェ

クトは、業務アプリケーションを開発

するプロジェクトとする。想定するプロ
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ジェクト・マネージャは、受注者側（SI

ベンダーなど）のプロジェクト・マネー

ジャである。

したがって、適用工程が異なったり、

想定するプロジェクトが異なったり、あ

るいは立場が異なるプロジェクト・マ

ネージャの場合にはチェックシートの読

み替えが必要になる。この読み替えに

ついては【3.3.6項】で説明する。

チェックシートを用いるきっかけとし

ては、①プロジェクト・マネージャ、プ

ロジェクト・リーダーが自分のプロジェ

クトの問題を明らかにしたいケース、②

PMOやプロジェクトを監理する立場の

者（専門家チーム）がプロジェクトの

問題を見えるようにしたいケースの2つ

がある（図表3-8）。

3.3.2 自己評価シート

自己評価シートは、プロジェクト・

マネージャがプロジェクトの問題点を明

らかにするため、または専門家チームに

よるヒアリングに先立ち、プロジェク

ト・マネージャの現状認識を確認する

場合に使用する。図表3-9に自己評価

シートのイメージを示す。

自己評価シートには、実際にプロジ

ェクトで行っているマネジメントについ

て35のチェック項目を用意している。

チェック項目のそれぞれについてプロジ

ェクト・マネージャが3段階で評価を入

力すると、分野別に判定結果を表示し、
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プロジェクト・マネージャ、 
プロジェクト・リーダーが 
自身のプロジェクトを診察する場合 

自己診察 
 
 

専門家チームの後方支援がある 
プロジェクトの場合 

専門家チームが「ヒアリングシート」を用いてヒアリングを実施し、 
プロジェクトの現状を評価する。ヒアリングの結果、 
明らかになった問題点に対して専門家チームが適切なアドバイスを与える 

専門家チームによるヒアリング診断 
 

「自己評価シート」を用いて、 
プロジェクトの問題点を自ら明らかにする 

専門家チームによるヒアリングに先立ち、 
プロジェクト・マネージャの認識を確認 
するために「自己評価シート」を用いる。 
必要に応じて実施する 

自己診察 
 

さらに問題点を 
明らかにしたい場合、 
専門家チームに 
ヒアリングを依頼 
 

図表3-8●チェックシートを用いた見える化の流れ



レーダーチャートとしてグラフ化する仕

組みだ。レーダーチャートを見ると、プ

ロジェクト・マネジメントの問題がひと

目で分かるようになっている。

自己評価シートには、チェック項目

や判定結果のほか、プロジェクト・マ

ネージャに気付きを与えるヒント（マネ

ジメントにおけるヒント欄）が含まれて

いる。また、対策案欄では、問題があ

るチェック項目への対処方法を説明し

ている（図表3-10）。

3.3.3 自己評価の実施方法

自己評価シートを用いて自己評価を

実施する際には、まずチェック項目の

質問とともに「評価基準」と「マネジメ
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統合 
スコープ 

自己評価 

自己評価レーダーチャート 

タイム 

プロジェクトの問題がひと目で分かる 

コスト 

品質 

人的資源 

コミュニケーション 

リスク 調達 

顧客 

技術 

組織 

基本動作 

モチベーション 

課題管理 5 

4 

3 

2 

1 

0

5 

4 

3 

2 

1 

0

結果がレーダーチャートで出力される 

自己評価の結果を1～3の数字で記入。判定結果が出力される 

図表3-9●自己評価シート



ントにおけるヒント」をよく読んで、質

問の趣旨を理解する必要がある。その

うえで、できるだけ客観的な目でプロ

ジェクトの現状を評価することである。

自己評価シートに記述されているチ

ェック項目は汎用的な表現になってい

るため、評価するプロジェクトによって

は読み替えが必要な項目もある。読み

替え方法については【3.3.6項】で説明

する。もし読み替えもできない場合は、

「対象外」の項目とする。

プロジェクト・マネージャは、自己

評価シートの各チェック項目に対して、

「評価記入欄」に「1」、「2」、「3」の3段

階で数字を入力する。最低レベルの

「1」は、「チェック項目のマネジメント
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項目 項目説明

No “S”で始まる連番が付けられている。チェック項目を識別するのに使用する

知識エリア チェック項目が属する１５種類の知識エリア名。PMBOKの9つの知識エリア（統合、
スコープ、タイム、コスト、品質、人的資源、コミュニケーション、リスク、調達）に加え、
PMBOKにヒューマンウェアの部分を追加している。追加しているのは、「顧客」「技
術」「組織」「基本動作」「モチベーション」の5つとプロジェクトの監視コントロールに
注目した「課題管理」である

チェック
項目

質問の内容が記述されている。この質問に従って、あとの評価記入欄に結果を入力する。
評価基準チェック項目の質問を補足する、具体的な評価基準の例が記述されている

マネジメント
における
ヒント

チェック項目を評価する際のポイントとともにマネジメントを行う際に気付きを与えるヒン
トが記述されている。特に自己評価のみ実施する場合にはこの項目をよく読んでチェッ
ク項目の趣旨と何を気付かせようとしているのか理解する必要がある

評価記入欄 この欄に評価結果を1～3の数字で記入する。このチェック項目が評価対象のプロ
ジェクトに該当しない場合には－1を記入する。評価結果の入力方法は【3.3.3項】で
説明する

判定 判定結果がＡ、Ｂまたは空欄にて表示される。判定の見方は【3.3.3項】で説明する

対策案 判定がＡまたはＢの場合の対策案が記述されている。対策案は、一般的なプロジェクト
を基に考えられているので、評価対象プロジェクトでは読み替えが必要な場合もある

図表3-10●自己評価シートの項目説明

チェック項目のマネジメント方法を知らない 

チェック項目のマネジメントとして何をしなければならないかは分かっているが、様々な 
事情によりうまくできていない 

チェック項目のマネジメントとして何をしなければならないかが分かっており、うまくできている 
 
対象外。評価対象のプロジェクトには、チェック項目に該当するものがない 

入力値 評価基準 

1

2

3

－1

図表3-11●自己評価シートの評価基準



方法を知らない」とする。具体的な評

価基準は図表3-11を参照してもらいた

い。対象外となるチェック項目の場合

には「－1」を入力する。

評価記入欄の入力を行うと、判定欄

に判定結果が表示される。判定結果は

「A」、「B」か“空欄”であり、「A」は

対策が必要な項目、「B」は注意が必要

な項目である。特に何も表示されない

（空欄である）場合は、「特に問題なし」

という判定である（図表3-12）。

35のチェック項目に対して回答が完

了すると、自己評価レーダーチャート

が作成される。この自己評価レーダー

チャートを見るとプロジェクトの弱点を

洗い出せる。すなわち、レーダーチャー

トでは、問題のある知識エリアが低い

評点で表示される（図表3-13）。

自己評価シートの評価欄やレーダー

チャートを見て問題点、弱点が分かれ

ば、マネジメントにおけるヒントや対策

案を参照してプロジェクトに対する具

体的な対策を考えることができる。

自己評価シートの評価結果について

は、評価記入者（プロジェクト・マネ

ージャやプロジェクト・リーダーなど）

による主観的判断が入る場合もある。

このため、事実と異なる可能性がある

という点に注意する必要がある。

また、自己評価シートは、必ずしも

すべてのプロジェクトで問題を網羅的

に摘出できるわけではない。プロジェク

トの上流工程で問題になりやすい状態

についての汎用的なチェック項目で構

成されているためだ。チェック項目の記

述内容に固執し過ぎずに、ITプロジェ

クトを取り巻く環境に応じた判断をす

るように心がける必要がある。

自己評価シートによる評価で不十分

な場合は、さらに専門家チームにヒア
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統合 
スコープ 

自己評価 

タイム 

問題のある知識エリアは 
低い評点になる 

問題のない知識エリアは 
高い評点になる 

コスト 

品質 

人的 
資源 技術 

コミュニ 
ケーション リスク 調達 

顧客 

組織 

基本 
動作 

モチベー 
ション 

課題管理 5 

4 

3 

2 

1 

0

5 

4 

3 

2 

1 

0

図表3-13●自己評価シートのレーダーチャート

注意が必要な項目 

対策が必要な項目 

問題なし 

判定結果 内容 

A

B

空欄 

図表3-12●自己評価シートの判定



リングを依頼する。なお、自己評価シ

ートは、環境の変化に応じてアップデ

ートしていくことが必要である。

3.3.4 ヒアリングシート

ヒアリングシートは、PMOやプロジ

ェクトを監理する立場の者（専門家チ

ーム）が、チェック対象のプロジェクト

の問題点やリスクを明らかにするため

に使用する。ヒアリング作業は、ヒア

リングを行う評価側とヒアリングを受

ける受診側が協力して行う。

ヒアリングは自己評価シートでの評

価と異なり、相応の準備と手順が必要

となる。基本的なヒアリングの流れは

図表3-14のようになる。
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評価側 
 
専門家チーム 
（PMO、プロジェクト監視役） 

・ヒアリングチームの編成 
・対象プロジェクトの選定 
・自己診察結果の入手 
 （省略する場合もある） 
・受診側への依頼 
プロジェクト概要記録用紙 
への記入、 
各種マネジメント資料の用意、 
ヒアリング場所の確保 （　　　　　　　　　　　　 ） 
・オリエンテーションの実施 
・ヒアリングの実施 
・マネジメント資料の確認 

・専門家チーム内の意見調整 
・ヒアリングシートへの入力 
・評価結果の把握 
・問題の把握 
・ヒアリングシート内の対策案の  
  確認 

・評価の説明 
・意見交換 
・対策案の検討 
・実行計画の策定 

受診側 
 
プロジェクトの運営メンバー 
（プロジェクト・マネージャ） 

・自己診察の実施 
  （省略する場合もある） 
・専門家チームからの依頼への
回答 

・オリエンテーションへの参加 
・ヒアリングへの回答 
・マネジメント資料の提出 

・意見交換 
・対策案の検討 
・実行計画の策定 

準備 

実施 

評価 

対策検討 

図表3-14●専門家チームによるヒアリングの流れ



ヒアリングシートの評価結果は、専

門家チームと受診側が対策を考える際

の基本資料となる。ヒアリングシート

は74項目のチェック項目からなり、評

価記入欄に5段階で評価を入力する。

これにより、チェック項目ごとに判定

結果が表示されるとともに、レーダー

チャートに分野別の判定結果が図示さ

れる（図表3-15）。

ヒアリングシートは、専門家チーム

が用いるように構成されているため、自

己評価シートにあるプロジェクト・マ

ネージャに気付きを与える項目はない。

代わりに、チェック項目ごとのヒアリン

グ要領や、エビデンスなどによるチェッ

ク項目の確認方法が記載されている
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診断結果が分かりやすく 
レーダーチャートで表示される 

自己評価とヒアリングのレーダーチャート 

自己評価 

ヒアリング評価 

統合 
スコープ 

タイム 

コスト 

品質 

人的資源 

コミュニケーション 

リスク 調達 

顧客 

技術 

組織 

基本動作 

モチベーション 

課題管理 5 

4 

3 

2 

1 

0

5 

4 

3 

2 

1 

0

評価結果を1～5の数字で記入、判定が表示される 

図表3-15●ヒアリングシート



（詳細は図表3-16参照）。なお、チェッ

ク項目は概要から詳細・個別へと、ヒ

アリングしやすいように並べてある。

3.3.5 ヒアリングの実施方法

ヒアリングは、図表3-14で示した通

り、（1）準備→（2）実施→（3）評価→

（4）対策検討、という4段階の手順で実

施する。

（1）準備作業

ヒアリングを実施するに当たり、

29

ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

t項目 項目説明

No “Ｈ”で始まる連番が付けられている。チェック項目を識別するのに使用する

対策案 チェック項目に対して問題があった際の対策案が記述されている、プロジェクトに
よっては読み替えが必要な場合もある

知識エリア チェック項目が属する１５種類の知識エリア名。PMBOKの9つの知識エリア（統合、
スコープ、タイム、コスト、品質、人的資源、コミュニケーション、リスク、調達）に加
え、PMBOKにヒューマンウェアの部分を追加している。追加しているのは、「顧客」
「技術」「組織」「基本動作」「モチベーション」の5つとプロジェクトの監視コントロ
ールに注目した「課題管理」である

チェック項目 チェックする質問が書かれている。ヒアリング時にこのチェックに対する回答を評
価記入欄に入力する

個別のヒア
リング要領

ヒアリングを行う際のポイント、チェックする内容の詳細、そのチェック項目の確
認方法が記載

評価基準 チェックする際の評価基準が説明されている

エビデンス・
確認方法

チェック項目を判断する際に確認すべきエビデンスの種類がリストアップされている

評価記入欄 チェック項目に対する回答を1～5の数字で記入、具体的な入力方法は【3.3.5項】
で説明する

影響度 チェック項目が判定に与える影響度合いを示す。この値が大きい（1.0）項目はより
リスクが高いと見なされる。チェックシートに記載されている値は、リスク分類表
（5章で説明）へのマッピング度合いや、チェック項目の評価の具体性を考慮して
重み付けされた値が設定されている

判定 チェック項目に対する判定をＡ、Ｂ、空欄で判定する、判定内容は【3.3.5項】で説明する

図表3-16●ヒアリングシート項目

役割 内容 必要な経験/能力

ヒアリング担当者 専門家チームのリーダーとしてヒアリングを実施する 豊富なプロジェクト・マネ
ジメント経験を持ってい
ること。プロジェクトで
「今後起こる問題」を見
通す能力が求められる

観察者 ヒアリング対象者の表情・仕草などを観察する。
ヒアリング担当者の兼務も可能

記録者 ヒアリング結果を記録する

図表3-17●専門家チームの編成



PMOやプロジェクト監理担当者からな

る専門家チームを編成する。専門家チ

ームは、「ヒアリング担当者」を中心に、

ヒアリング対象者の表情や仕草などを

観察する「観察者」、ヒアリング結果を

記録する「記録者」で構成する（図表

3-17）。

専門家チームを編成したら、受診側

に次のような作業を依頼する。まず、

①自己評価シートを提出してもらう。

急を要する場合であれば、省略するこ

ともある。次に、②プロジェクト概要

書の作成、③各種マネジメント資料の

用意をしてもらう。これらはヒアリング

のための基礎資料となる。そして最後

に、④ヒアリングの場所を確保しても

らう。

専門家チームから依頼された受診側

チームは、ヒアリング実施までに依頼

されたことを実施しておかなければなら

ない。

①自己評価シートの提出は、専門家

チームがヒアリングを効果的に進める

ために、プロジェクト担当者側が自分
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項目 説明

開発システム 開発対象のシステムの５W１H（目的、ユーザー、利用場面・場所、入
出力、システム形態/処理内容）を簡潔に記述する

特徴 開発対象システムにおいて特徴的な事柄を記述する。具体的には、
新技術・未経験技術の適用有無、新規顧客か否か、新規業務/業務
改革の有無、新しい開発体制（新しいプロジェクト・マネージャ、新し
い協力会社）、品質・コスト・納期に対する制約の度合、大規模処理
の有無、パッケージ利用の有無、特徴的な開発ツールの利用有無、
遠隔地開発の有無、現行システム保証の度合、開発において制約
となる事項（開発手法、モジュール共通化の要請、既存システムの再
利用など）の有無など

プラットフォーム OS、DBMSなど開発対象システムのプラットフォーム

プログラム開発規模 開発対象システムのステップ数、ファンクション・ポイントなど

開発時期 開発の開始時期と終了予定時期

開発期間 開発期間

開発形態 最終顧客と開発にかかわる組織を記述する。請負開発が多重構造
になっている場合は、請負構造をすべて記述

プロジェクト要員数（延べ） プロジェクトにかかわる延べ要員数

プロジェクト要員数（現時点） 現時点でプロジェクトにかかわる要員数

現在のフェーズ 現在の進捗状況が、スケジュール上のどこに当たるのかを記述

あなたが感じている課題 現在の課題認識を記述

図表3-18●プロジェクト概要の項目説明



自身をどう評価しているのかを明らか

にすることが目的である。ヒアリング後

の評価の際に、自己評価シートとヒア

リングシート両方の評価結果が入力さ

れていると、両方のレーダーチャートが

表示され、相互の認識の相違点を明ら

かにできる。

②プロジェクト概要書は、専門家チ

ームがヒアリング対象プロジェクトの性

格を知るために、受診側チームに作成

してもらう。主な記述内容は、開発シ

ステムの目的、ユーザー、利用場面・

場所、入出力、システム形態などには

じまり、技術面やマネジメント面での

リスク、制約などを記述する。プロジ

ェクト概要の詳細な項目説明は図表3-

18を参照してもらいたい。

③各種マネジメント資料は、チェッ

ク項目それぞれの判定材料にする。各

種俯瞰図やプロジェクト計画書、マス

ター・スケジュールなどである。ヒアリ

ング時に、口頭説明と併せて見せるこ

とができればよい。

したがって、元々ないものを改めて

作成する必要はなく、マネジメント資

料のコピーを専門家チームに渡す必要

もない。ヒアリング時に開示できるよう

にすべきマネジメント資料の一覧を図

表3-19に示す。

④ヒアリング場所は、マネジメント

資料を参照しやすい場所にするとよい。

ヒアリングの中で、必要に応じてエビ

デンスの確認を行うので、実際にマネ

ジメントを行っている場所の近くが好

ましい。紙の資料ならドキュメント・

ファイルなどをヒアリング場所に用意

し、電子データになっているならすぐに

見せられるように準備しておく。
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種別 資料名

俯瞰図 周辺システム構成俯瞰図、システム構成俯瞰図、プロジェクト推進体制俯瞰図、ステ
ークホルダー俯瞰図、スケジュール俯瞰図、要員遷移俯瞰図

プロジェクト
計画・ルール

プロジェクト計画書、リスク管理表、責任分担表、体制図、WBS、システム規模見積
もり、テスト計画書、レビュー計画書、構成管理計画書、移行計画書、保守・運用計
画書、要員育成目標、レビュー実施要領、変更管理ルール、チェックリスト類

スケジュール マスター・スケジュール、チーム別スケジュール、要員山積表

進捗管理・
報告書

課題管理表、リスク管理表、変更管理表、進捗報告書、メンバーの勤務管理表、各
種議事録

設計書 RFP、要件定義書、基本設計書、用語集

契約 各種契約書、協力会社との契約書、提案書、見積書

図表3-19●ヒアリング時に開示できるようにすべき資料



（2）実施段階

専門家チーム側は、ヒアリング実施

前に受診側から提供された自己評価シ

ート、プロジェクト概要書について、あ

らかじめ理解しておく。

ヒアリングを実施する際には、まず

①10分程度のオリエンテーションを実

施し、その後に②2時間程度をかけて

ヒアリングシートを用いたヒアリングを

実施する。

①ヒアリング前のオリエンテーション

は、受診側にヒアリングの目的や実施

手順を説明するための時間である。ヒ

アリング実施の目的を説明する際には、

プロジェクトの実施状況を評価し、問

題やその予兆を発見することによって

適切な対処を行い、プロジェクトを成

功させることが目的だと受診側に理解

してもらうことが重要である。ヒアリン

グを受ける受診側はどうしても身構え

てしまい、情報をガードする傾向があ

る。ヒアリングをスムーズに行うには、

プロジェクト・メンバーと一緒にプロジ

ェクトの問題点を洗い出す雰囲気作り

が重要である。

目的を説明したあとに、専門家チー

ムおよび受診側それぞれが自己紹介す

る。続いて専門家チームがヒアリング

の進め方について説明する。受診側か

ら提供されたプロジェクト概要書によ

りプロジェクトの性格を確認する。

②ヒアリングの実施は、ヒアリング

担当者がヒアリングシートの内容に従

い順次質問していく。ヒアリング担当

者は、チェック項目を読み上げたあと、

具体的な例を示すなどして、チェック

項目の質問の意図を分かりやすく説明

する。専門家チーム側は受診側の回答

を基に評価し、ヒアリングシートに記

入するとともに、必要に応じてエビデ

ンスを確認していく。

チェック項目によっては、プロジェク

トの状況に応じた読み替えや、当該項

目を対象外とするかどうかの判断が必

要なときがある。これらの判断はヒアリ

ング担当者が適宜行う。疑問点や違和

感があった場合には、問題を深掘りす

ることも必要である。

受診側の表情・仕草などは、観察者が

記録していく。記録者は、受診側の回

答やエビデンスの状況を記録していく。

（3）評価段階

ヒアリングの実施後、ヒアリング場

所とは別の場所に移動してから、専門

家チームのメンバーによる評価会を開

く。専門家チーム内で円滑に評価・検

討できるよう、評価会には受診側メン

バーを参加させないようにする。

「実施段階」でヒアリングをしながら

評価を行っているが、ヒアリングシート

に記載されている評価基準をよく読み
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直し、主観的な評価ではなかったかを

確認する。場合によっては、評価を見

直す。また、「対象外」項目がどの項目

だったか、専門家チームのメンバー間

で意識合わせをする。

各チェック項目について5段階の評

価を付ける。評価はヒアリングシート

の「評価記入欄」に、1～5の5段階で

数字を入力する。最も低いレベルの

「1」は、「質問領域のプロジェクト・マ

ネジメントが分かっていない。しかも、

的外れなマネジメントを実施している」

という意味である。評価基準の詳細は

図表3-20を参照してもらいたい。当該

項目が対象外となる場合には「－1」

を入力する。

ヒアリングシートの各チェック項目

には、プロジェクトに対する「影響度

（重み付け）」を設定できるようにした。

この影響度は、「範囲」欄と「エビデン

ス」欄の値を基に算出している。

ヒアリングシートでは、以下に示す

考え方に基づいて影響度を3段階に分

類している。各チェック項目に対する5

段階の評価は影響度と掛け合わせ、独

自の計算方法に従って「判定」を導き

出している。

「範囲」欄は、各チェック項目が明ら

かにしようとするリスクの範囲にばらつ

きがあることを調整するためのものであ

る。例えばプロジェクト計画書の不

備・不足を問うチェック項目の場合、

プロジェクト・マネジメントの面で様々

な影響を及ぼす可能性がある。一方、

トラフィック量の想定の検討など、方

式設計にかかわるチェック項目は、比

較的リスクの範囲は限定されると考え

られる。

各チェック項目がどの程度の影響度

を持っているのかは、リスク分類表
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評価レベル 評価基準

1 質問領域のプロジェクト・マネジメントがわかっていない。しかも、的外れなマネジメント
を実施

2 質問領域のプロジェクト・マネジメントがわかっていないまま、勘と度胸のマネジメントを
実施

3 質問領域のプロジェクト・マネジメントはわかっているが、ほとんどできていない

4 質問領域のプロジェクト・マネジメントはわかっているが、内部・外部の要因によって、
そのすべてはできていない

5 質問領域のプロジェクト・マネジメントがほぼ完璧にできている

－１ 対象外、当該プロジェクトには当てはまらない質問であり、読み替えることもできない

図表3-20●ヒアリングでの評価レベル



（【5.2節】を参照）へのマッピングの結

果から導出した。つまり、特定のチェ

ック項目がリスク分類表の中でたくさ

んマッピングされているほど、広い範囲

に影響を及ぼすと考えられる。広範囲

に影響を及ぼせば、当然リスクも大き

くなる。そこで、マッピングされた個所

が1カ所の場合は影響度を「1」とし、2

カ所の場合は「2」、3カ所以上の場合

は「3」で表すこととした。

Excelのヒアリングシートの「範囲」

欄には、デフォルトで上記の値が入力

されている。専門家チームは、ヒアリン

グを通してデフォルト値を変更すべき

と判断すれば、新しい値を範囲欄に入

力する。

「エビデンス」欄は、チェック項目に

対して具体的、客観的な回答を求める

度合いを示している。チェック項目の

質問が、エビデンスを含む具体的な回

答を求めている場合は重く評価し、回

答者の恣意的な判断が多分に含まれる

マインドの問題や意識レベル（姿勢）

を問うようなチェック項目については軽

く評価するという考え方を採る。いく

つかの実プロジェクトでの実地検証を

通して、回答者や専門家チームの恣意

性が混入しやすいチェック項目が見つ

かったからだ。そこで、具体性、客観

性が高いチェック項目の影響度を「2」、

恣意性が混入しやすいチェック項目の

影響度を「1」とした。

2つの影響度要因（範囲、エビデン

ス）の値はチェック項目ごとに合計し、

統合した影響度を算出している。4点

以上なら「1.0」、3点なら「0.7」、2点

なら「0.5」という値とした。

各チェック項目に5段階の評価を入

力していくに従い、問題の有無を示す

「判定」が表示される。判定欄は自己診

察と同じく「A」、「B」、“空欄”で示さ

れる。判定の意味は自己評価シートと
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統合 
スコープ 

自己評価 

タイム 

問題のある知識エリアは 
低い評点になる 

問題のない知識エリアは 
高い評点になる 

コスト 

品質 

人的 
資源 技術 

コミュニ 
ケーション リスク 調達 

顧客 

組織 

基本 
動作 

モチベー 
ション 

課題管理 5 

4 

3 

2 

1 

0

5 

4 

3 

2 

1 

0

統合 
スコープ 

自己評価 ヒアリング評価 

タイム 

コスト 

品質 

人的 
資源 

コミュニケー 
ション 

リスク 調達 
顧客 

技術 

組織 

基本 
動作 

モチベー 
ション 

課題管理 5 

4 

3 

2 

1 

0

5 

4 

3 

2 

1 

0

図表3-22●ヒアリングシートのレーダーチャート

判定結果 内容

A 対策が必要な項目

B 注意が必要な項目

空欄 問題なし

図表3-21●ヒアリングシートの判定



同じである（図表3-21）。

入力が終わると、レーダーチャート

に知識エリアごとの判定結果が表示さ

れる（図表3-22）。問題ない知識エリ

アは評点が高く、問題の知識エリアは

評点が低く表示される。

図表3-23に自己評価シートとヒアリ

ングシートの両方を入力し終わったと

きのレーダーチャートと、それぞれの判

定の乖離グラフを示す。

専門家チームは、この3種類の判定

結果から問題点を洗い出す。その際、
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合 

統合 
スコープ 

自己評価 

自己評価とヒアリング・レーダーチャート 

自己評価とヒアリング評価のスコア乖離 

タイム 

コスト 

品質 

人的資源 

コミュニケーション 

Ｐ
Ｍ
が
悲
観
的 

Ｐ
Ｍ
が
楽
観
的 

リスク 調達 

顧客 

技術 

組織 

基本動作 

モチベーション 

課題管理 

ヒアリング評価 

5 

4 

3 

2 

1 

0

5 

4 

3 

2 

1 

0

ヒアリング評価-自己評価 

プラスに乖離が大き
い場合、ヒアリング評
価のほうが、自己評価
よりも高いことを表し
ている 

マイナスに乖離が大
きい場合、ヒアリング
評価のほうが、自己評
価よりも低いことを表
している 

図表3-23●自己評価シートとヒアリングシートの入力後の評価



ヒアリングシート内の対策案欄の内容

を参考にして、問題点をより具体的に

するとよい。

問題点を洗い出す際には、チェック

項目の判定欄が「A」、「B」のものをよ

く調べ、マネジメント上の個別の問題

点を拾い出す。また、ヒアリングシート

のレーダーチャートを分析し、マネジメ

ントの傾向を把握することで問題点を

洗い出すこともできる。自己評価の判

定とヒアリングの判定の乖離が大きい

部分を調べ、問題点を掘り出す気持ち

で検討するとよい。

問題点が明らかになったら、評価結

果と問題点をまとめ評価案を作成する。

（4）対策の検討

専門家チームは、評価案ができたら、

受診側のプロジェクト・マネージャ、プ

ロジェクト・リーダーに評価結果説明

会を行う。説明会には、ヒアリングに

参加した専門家チームとヒアリングを

受けた受診側メンバー全員が出席する

ことが望ましい。評価結果の説明後に

は、専門家チームと受診側チームが一

緒になって問題点への対策を議論する。

3.3.6 評価項目の読み替え

自己評価、ヒアリング評価の中で説

明したように、実際のプロジェクトで

は、チェック項目に読み替えが必要に

なる場合がある。自己評価シート、ヒ

アリングシートとも、要件定義の終わ

りから基本設計の中盤に利用すること

を想定している。評価は、業務システ

ムの開発を受注した側のプロジェク

ト・マネージャに対して行われる。この

想定から外れた場合に、評価項目の読

み替えが必要になる。

読み替えが必要な例としては、発注

側のプロジェクト・マネージャが評価

を行う場合や、パッケージ製品開発な
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自己評価シート：S3

発注側プロジェクトの場合 

製品開発の場合 

組み込みソフトウェア開発の場合 

顧客のプロジェクト目的は明確か？ 

プロジェクトの目的は明確か？ 

市場に対する目的は明確か？ 

顧客の製品目的は明確か？ 
読み替えることもできない場合には 
該当するチェック項目を除外する 

図表3-24●チェック項目の読み替え例



ど自社で仕様を決められる場合、また

組み込みソフトウェア開発の場合など

がある。図表3-24にチェック項目の読

み替え例を例示する。読み替えできな

い場合には、該当するチェック項目を

対象外とする。

3.3.7 チェックシートの改良

自己評価シート、ヒアリングシート

とも、IT業界の動向や経営環境、自社

の位置付け、自部署の状態が変化して

いくに従い、本当の問題点を示せなく

なっていく。このため、自己評価やヒ

アリングの結果をプロジェクトの実態

と比較することで、チェックシートをブ

ラッシュアップし、常に“使える状態”

に維持しておく必要がある。ブラッシ

ュアップを怠ると、チェックシートは陳

腐化し、使いものにならなくなる。

ブラッシュアップのためには、「チェ

ック項目自体を変更する」、「マネジメ

ントにおけるヒントや対策案などを変

更する」、「ヒアリングシートの影響度を

修正して、適切な判定が得られるよう

に変更する」という3つの方法が考えら

れる。プロジェクトへの適用を積み重

ねる中で、継続的にブラッシュアップ

していくことが重要である。

3.3.8 チェックシートの実地検証

SECのプロジェクト見える化部会で

は、上流工程向けの自己評価シートお

よびヒアリングシートの有効性を実証

するために、実際に進行中のプロジェ

クトへ適用を試みた。チェックシートに

関する課題の抽出と見直しを繰り返し

ながら、合計8プロジェクトに適用し、

最終的に付録資料に示すチェックシー

トの内容にまとめた。以下に実プロジ

ェクトに対するチェックシートの実証の

概要を示す。

本来、付録資料に示すチェックシー

トは、要件定義の終了ごろから、基本

設計中盤までの時期に利用することを

想定しているが、チェックシートの実地

検証に協力してもらったプロジェクト

とのスケジュールが合わない場合もあ

り、実際には現状分析からテスト工程

まで様々な時点で適用することになっ

た。また、ヒアリング対象としては受注

側プロジェクトを前提としているが、発

注側のプロジェクトも含まれていた。

ヒアリングを行う専門家チームはプ

ロジェクト見える化部会のメンバー5人

から7人で構成し、あらかじめヒアリン

グ担当者を決め、参加メンバー全員で

観察と記録を行った。ヒアリングを受

けるプロジェクト側は、プロジェクト・

マネージャを中心に、プロジェクト・リ

ーダーや品質管理担当者が参加する場

合もあり、1人から4人であった。

プロジェクト概要書の記入用紙と自
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己評価シートをヒアリング対象プロジ

ェクトに事前に渡し、ヒアリング前に

回収して専門家チームのメンバーに配

布しておいた。ヒアリング場所は、開

発作業を実際に行っている場所に近い

会議室で行い、管理帳票などの準備を

依頼した。ヒアリング時間は2時間を

目標に実施した。

ヒアリングは、ヒアリングシートのチ

ェック項目をプロジェクタで映しなが

ら、一項目ずつ読み上げ、回答を求め

た。専門家チームのメンバーには、ヒア

リング開始時にプロジェクト概要記述

用紙とヒアリングシートを配布し、チ

ェック項目ごとの回答や説明に対して、

その場で評価を記入し、気になる発言

などを書きとめた。また、プロジェクト

によってはチェック項目の一部を読み

替える必要があったが、その場で協議

してどのように読み替えるかを決めた。

事象が発生していない項目、例えば課

題が発生していない時点での課題管理

に関する質問などについては、ほかのチ

ェック項目への回答内容を勘案して評

価することにした。

付録のチェックシートでは、初めに

プロジェクトを大きくとらえた質問が続

くため、初めの項目ほど内容確認に時

間がかかるが、後半は比較的簡単な確

認項目になる。時間配分を考える場合

には、全体の時間をチェック項目数で

均等に割らずに、前半に時間をかけて

プロジェクトの全体像を確実に把握し

たほうがよい。

ヒアリングの最後には、ヒアリングを

受けたことに対する感想などを聞き、

チェックシートを使ったヒアリングにつ

いて意見交換した。次に、判定結果を

説明する打ち合わせ日程（1週間後が

目安）を決めて終了した。

ヒアリング終了後、専門家チームは

別施設の会議室に移動して評価会を開

き、ヒアリング結果のまとめと対策が

必要な課題について検討した。ヒアリ

ングした内容を忘れないよう、同じ日

に評価会を開催するようにした。

この評価会では、対象外とすべきチ

ェック項目を最初に確認した。その後、

対象プロジェクトの課題として、対策

を検討すべき項目についてのブレーン

ストーミングを実施。抽出された課題

に対する対策案について検討した。

また、チェック項目の内容や順番な

どについても検討し、チェックシートの

見直しも行った。検討にかけた時間は、

プロジェクトの課題の多さにもよるが1

時間から3時間程度だった。なお、各

チェック項目に対する評価は、専門家

チーム・メンバーの評価点の平均値を

採用した。

実地検証で抽出された問題は、例え

ば以下のようなものがあった。
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「責任分担が曖昧になっている」
「ドミナント・アイテムが把握できてい
ない」
「見積もり根拠が曖昧になっている」
「リスク管理と課題管理の区別ができて
いない」
「課題の重要度に対する判定基準がな
い」
ヒアリング結果の説明会では、まず

自己評価結果を確認するとともに、ヒ

アリング結果でA判定となった項目に

ついての確認、ヒアリング結果でB判

定となった項目の紹介（詳細な説明は

省略）をした。続いて、自己評価とヒ

アリング結果の差異（乖離）について

確認し、課題とその対策案について説

明した。すべてを説明するのに1時間程

度を使った。専門家チームの認識が間

違っている項目がないかを質問しつつ、

提示した対策案について意見交換もし

た。

ヒアリングを受けた側の感想として

は、以下のようなコメントがあった。

「客観的にアドバイスしてもらえるのは
うれしい」
「客観的にヒアリングされることで気付
くことがある」
「的を射た聞き方で回答を導き出しても
らえたのがよかった」
「日頃なんとなく問題を感じているが、
文書化されると、見えなかったものが

見えてきた」
「課題のあるところを、さらに深掘りし
てヒアリングすると効果的である」
8つのプロジェクトへのヒアリングを

通して、チェックシートのチェック項目

内容を見直し、概要から詳細になるよ

うに項目の順番を入れ替え、協力会社

に発注する場合や業務改革を含む場合

など、プロジェクトの内容や条件によ

って選択する項目をまとめた。また、対

象外の項目については評価を「－1」と

して処理できるようにした。

チェックシートが本来想定している

工程や立場と異なるプロジェクトでも

ヒアリングを行ったが、チェック項目を

読み替えることで対応できることが分

かった。すなわち、チェックシートを使

った「見える化」の枠組みはそのまま

で、チェック項目の内容を読み替える

ことによって、様々な進行状況のプロ

ジェクトに適用できることが判明した。

ヒアリング時間については、最初は2

時間で終わらなかったが、項目の見直

しや順番を変更したことに加え、次第

に慣れてきたこともあり、最終的には2

時間に収まるようになった。チェック項

目を詳細に確認するには、2時間では

不十分かもしれないが、プロジェクト

の状況を大まかにとらえることはでき

る。

ヒアリング対象となるプロジェクトの
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事情があらかじめ詳細に分かっていれ

ば、ヒアリングする必要のない項目も

あると思われる。プロジェクトの性格に

合わせて事前にチェック項目を見直し

ておくと、効率的にヒアリングを実施

できる。

3.4
上流工程事例

3.4.1 事例集の公開

上流工程におけるプロジェクト推進

の難しさは、最終的なゴールがはっき
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図表3-25●プロジェクト事例のサンプル

事例番号、タイトル、概要 事例に付けられた通番とタイトル、トラブルの概要を説明

事例における見切り内容 プロジェクト・マネージャがその事例でどのような見切りを行ってプロジ
ェクトを推進したか、またそのときの状況

本来の見切りの考え方 本来はどのような観点で見切り判断を実施すればよかったのかの説
明、および補足コメント

捉えるべき兆候 そのような状況に陥る兆候としてどのようなものがあるかを例示

対処例 見切りを行うときの対処例や、問題が起こってしまったあとの対応方法
の例示

図表3-26●事例の項目

事例番号 

1 顧客側担当者が異動になり約束事が反故に 
顧客側の担当課長レベルと費用および作業内容について内々に話をつけ仕事をしたが、顧客側の職制が変更に 
なった（前任者は退職）。後任者は前任者からこのことについて全く引き継ぎがなかったため今までの話がご破算 
になった 

事例における見切り 

捉えるべき徴候 

内容本来の見切りの考え 

対処例 

決められた社内ルールを無視して顧客
との契約をせずに開発に着手 

●顧客側の人事異動情報 

●費用と作業内容については最低限、文書で取り交わしておく。作
業を実施するに至った経緯についても記録しておき、たとえ後付け
でも作業の妥当性を顧客側の新担当者に説得できるようにしてお
く必要がある 
●その非公式な約束事が反故になるケースを想定し、そのリカバリ方
法が確保できていて、かつリカバリコストへの対策が決まっていれ
ば見切ってもよい 

●契約する前であれば、機能を削減し、予算判明以降に発生する赤
字を減額する 

●契約内容を確認し、プロジェクト単体が最小限の損害で契約を満
たす方法を検討する 
●システム化対象範囲を分割して複数年度の契約にする等、戦略
的に採算が取れるような交渉を進める 
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事例
番号

事例タイトル

1 顧客側担当者が異動になり約束事が反故に

2 本当のユーザーを見誤ってしまう

3 新サービスと非合理的な納期

4 仕切る気がないとりまとめ役

5 発注側から要件が小出しにされ、マネジメントできなくな
る

6 体制の事前確保が仇に

7 営業がプロジェクト・マネージャの承認のないまま概算見
積もりで受注契約を結んでしまった

8 基本設計の承認なしで詳細設計に着手

9 評価が終わっていない基本設計で協力会社に着手依頼

10 性急な立ち上げでの体制確保のため、要員調達でコス
ト高に

11 業務経験・業務知識の乏しい要員で要件定義工程を実施

12 コーディングの標準化を実施する時間を惜しんだために
かえって非効率に

13 法務部同士で合意に至らず契約が破談

14 初物プログラム言語での開発で十分な性能が出ない

15 現行システムと新システムの並行開発

16 運用テスト入ってから現場固有の業務要件が多数発覚

17 標準仕様に先駆けてシステム構築したが、標準化への対
応で品質問題が発生

18 仕様検討に時間を要し、十分なテストができないまま受
け入れテスト（１）

19 仕様検討に時間を要し、十分なテストができないまま受
け入れテスト（２）

20 顧客側メンバーの体制が弱く、仕様が詰められない

21 不条理な予算圧縮要請で開発に着手

22 さほど大きな影響はないだろうと思い、既存システムのプ
ログラムを修正

23 時間のかかる顧客側承認プロセスを見切って、承認前に
作業着手

24 契約金が未決定ながら進めたプロジェクトだったが、契約
時に予算額が大幅に減額

25 保守フェーズにおける作業慣習で、仕様変更の見積もり
とともに作業を着手してしまった

26 最新技術てんこ盛りで、納期も短いシステム構築で手戻
り多発

27 ＤＢＭＳが詳細設計後に決まって手戻り

28 開発効率向上のためのフレームワーク作りがボトルネッ
クになってしまった

29 プロジェクト・マネージャに大規模プロジェクトの経験が
なく、結合テストの頃から調整不足が露呈

事例
番号

事例タイトル

30 未知のパッケージを協力会社から提案してもらったが、
そのパッケージに品質問題が発生

31 経験の少ないオープン系システムで、プロジェクト・マ
ネージャがコントロール不能に

32 複数会社でのプロジェクトで旗振り役が不在

33 顧客指定のフレームワークで受注し、大幅コスト増

34 本番データに現場部門のパッチが当たっており、論
理的不整合が多く移行コスト増大

35 現行システムを再利用した新システムを導入しようとし
て例外処理に苦しむ

36 顧客側からの要件出しが細切れで、なかなか要件を
確定してくれない

37 既存資産が流用できると思っていたが、流用でき
ないことが分かりコストオーバー

38 顧客との共同開発という名目で、イニシアチブが取れ
ずに要件がなかなか確定できない

39 何でも言うことを聞くという応札条件の案件

40 パッケージの品質と機能は十分に確認しよう

41 仕様変更に関する扱いは、顧客と意識合わせをしておくこと

42 大幅な再利用を前提とした開発は要注意

43 作りながら仕様を確認

44 知らないもので決まっていないものを作る

45 無理な見積もりを通すと作り手か使い手のどちらかが破綻する

46 個別に検討したものを繋げてみたら、繋がらなかった

47 顧客側の体制、顧客との役割分担、作業分担を明
確にすること

48 オフショア開発では、ドキュメントの記述は詳細に、
プロジェクト管理はしっかりと

49 顧客の体制が弱いときは、仕様追加、変更が多発
する可能性が大

50 規模が大きくなくても、協力会社に丸投げは危険

51 信頼関係だけでは適切な課題管理はできない

52 インパクトが大きい要件への対処は先送りしない

53 フィット＆ギャップ分析をせずにパッケージ導入の決断
はしない

54 過去データ移行の難易度はプロジェクト・コストにイン
パクトあり

55 中核と思われる機能以外に相応の開発規模が隠れ
ていることも

56 ドキュメントの成果レベルは事前調整が不可欠

57 RFPとの差異が明確になっているか

58 パッケージ開発では業務要件とのギャップが重要な
見極めのポイント

図表3-27●事例一覧



りと見えていない段階で作業を進めな

ければならない点にある。たとえ設計書

が完成しつつある状況においても、突

然、思いもよらないところからの横やり

でひっくり返ることがある。プロジェク

ト・マネージャ数人に話を聞くと、「昔

こんなことがあった」と過去のプロジェ

クトの失敗談について教えてくれるが、

同じような経験をしている人が多い。

プロジェクトで問題を起こさないよ

うに進めるためには、リスクに対して

「どれだけ鼻が利くか」が重要だ。ただ

し、これは経験に負うところが大きい。

過去に似たような経験をした人は、そ

の経験を基に何を疑うべきかをよく理

解している。経験と勘だけに頼るマネ

ジメントは良いマネジメントとは言えな

いが、少なくとも経験は非常に重要で

ある。こういった経験を蓄積し、統計

を取ったり、「べからず集」を作ったり

して、次に失敗しないための施策を実

行している企業も多い。

失敗に学ぶことは、失敗を繰り返さ

ないためにも大切なことである。他の失

敗プロジェクトの事例を知ることで、自

分のプロジェクトに対する引き締め効

果もあるだろう。

本書では、上流工程における58件の

問題事例を公開する。これらは実際の

プロジェクトで起こった事象を収集し

たものである。プロジェクトの詳細な経

緯や個別の情報は掲載してはいないが、

特徴的な問題事象を取り上げて説明し

た。

特に、問題の発生が予測されたとき、

あるいは問題に出くわしたとき、プロジ

ェクト・マネージャがその問題に対し

て、「リスクを内在させたまま“見切り”

を行ったのか」という点に注目した内

容にしている。上流工程においては、

ゴールが曖昧なままでも、納期は決ま

っているのでなんとか作業を進めなけれ

ばならないこともある。そのときに、ど

ういう判断をしたら、どうなってしまっ

たのか。そのときに本来どうするべきだ

ったのか、を各事例で紹介する。

事例集のイメージは図表3-25の通り

である。各項目についての概要説明は

図表3-26を参照してもらいたい。ま

た、図表3-27に、収録した58事例の

タイトル一覧を示す。

3.4.2 問題発生の傾向と対策

上流工程に関して収集した問題事例

や、プロジェクト見える化部会の委員

が携わったことのあるプロジェクトで発

生した問題には、いくつかの典型的な

ケースが見られた。その問題発生の傾

向と対策を分類したのが図表3-28であ

る。主に、①マネジメント、②要件定

義と開発範囲、③設計・構築技術、④

ステークホルダー、⑤モチベーションに
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かかわる問題が典型例として浮かび上

がった。

ここで記述した問題や現象は、それ

ぞれに因果関係がある。これを整理し

て図示したのが図表3-29のリスク原因

結果分析図である。

この図では、問題カテゴリを階層的

に配置することにより、プロジェクトが
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t分類 問題のパターン 対策の傾向

プロジェクト・
マネジメントの
問題

プロジェクト・マネージャのスキル
不足や経験不足に起因する問
題。たとえば開発者の進捗管
理ができていなかったり、規模の
見積もりが甘かったりすることに
よるマネジメント不足など

作成する成果物の定義や、実施工程の終了基準、そこまでに必要な工
数に見通しをたてて、関係者間で共通認識にしていくことが重要である。
プロジェクト･マネージャの交代や分業を上流工程で行うと、プロジェクト全
体としてほぼ振り出しに戻る覚悟が必要。進行を是とするなら、手続き面
ではスタッフワークを担うメンバーを補うことでリスクを軽減できる。終了基
準や成果物定義については、有識者のレビューを適宜実施して、遅れの
検知や見積もりの精度アップを図るなどの予防策をとる

要件定義など
開発範囲に
かかわる問題

要件定義がなかなか確定しない
ことによって開発工程が遅れる
ケースや、要件定義が曖昧だっ
たり矛盾があったりすることで、
システム仕様に問題が埋め込
まれて後工程で破綻をきたすこ
と

上流工程にて、そもそも到達すべきところまで到達できていないということ
なので、要件定義の記述方式の設定や、別視点からの要件定義内容の
検証方式を導入するなどの方法論の導入が重要となる。
標準開発工程との照合による検討プロセスのチェック、作成した成果物
間の整合性チェックなどをタスクに追加して不完全な要件定義のリスクを
回避する。タスクを増やすことでさらに工程完了が遅れることになるが、後
工程におけるプロジェクトの破綻回避のためであることを関係者と調整し
て、上流工程の期間延長を受容する

システム設計・
構築技術に
かかわる問題

アーキテクチャ設計やパッケー
ジの利用、移行方式の検討不
足などに起因する問題。現行
機能や現行業務の調査不足
が引き金になることも多い。開
発側のスキル不足も品質低下
などにつながる

システム構築の専門家としてサービス提供のために十分な情報、調査、ノ
ウハウが不足した状態でプロジェクトを進めなければならないので、不足分
をいかに迅速に認識して、かつ補っていくかが重要になる。
不足分が明確な場合は、体制面の補強を行って不足を補う場合が多い。
現行機能や業務の調査については、必要十分な判断を組織的に行うこ
とや、工程に合わせた調査を継続する

ステーク
ホルダーに
かかわる問題

顧客側のプロジェクトに対する
オーナーシップの不足、重点ス
テークホルダー（たとえば役員や
現場の利用者）への対応不足
による問題

顧客（発注）側の体制やプロジェクトの位置付けによって、意思決定への
推進力が乏しくなる場合があるので、システム部門やベンダーからの提案
型の進め方が重要になる。
発注側キーパーソンとの直接交渉、発注側で検討成果をどのように取り
扱うかを含めた提案支援を行う必要がある。開発体制への内向きのマネ
ジメントに対して、ステークホルダー全体を把握した上での外向きなマネジ
メントに重点をおいてリスク軽減を行う

モチベーション
にかかわる
問題

プロジェクト・メンバーのモチベ
ーションの低下に起因して作業
品質や生産性が低下したり、セ
キュリティ問題などの他の問題
に発展したりすることがある

プロジェクト参画者のマインドの問題ではあるが、善管注意義務がある程
度の前提になっているシステム構築の上流工程では、モチベーションの
維持が極めて重要になる。
管理レベルを上げて標準的なパフォーマンスを維持する方法と、コミット
メント・レベルを上げて自発的な活動を活性化する方法がよく見られる。
いずれの場合もコミュニケーション・レベルの向上に注力する。参画者
のマインドの悪化が特定の人物に端を発している場合には、当該者の入
れ替えが必要である

図表3-28●問題のカテゴリーとパターン



44

定性的見える化アプローチ3

ス
テ
ー
ク 

ホ
ル
ダ
ー 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・ 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

要
件
定
義
・ 

開
発
範
囲 

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン 

シ
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術 

問
題
発
生 

発注側のオーナー 
シップの不足 

受注側プロジェクト・ 
マネージャの 

マネジメント力不足 

開発体制の不足 開発メンバーの 
スキル不足 

発注側と受注側の 
コミュニケーションの 

問題 

発注側と受注側 
双方の 

業務知識の不足 

要件定義の 
遅れやブレ 

開発範囲が 
不明確 

役割分担が不明確 

開発の標準化を 
軽視 

開発者の 
参画意識の低下 

生産性の低下 
現行機能・ 
現行業務の 
調査不足 

開発ドキュメントの 
品質の問題 

移行作業で 
問題発生 

納期の遅延 想定規模より 
膨らむ 

システム品質 
の低下 

コストの超過 

プロジェクトの失敗 

図表3-29●リスクの原因結果分析図の例



不調に陥る原因を、因果関係をさかの

ぼりながら概観できる。逆に、上段の

階層から、すなわち顧客のオーナーシ

ップを根幹としてプロジェクトを発足

した直後から、プロジェクト・マネジメ

ントを駆使して運営する必要があると

いうことも分かる。技術やマインドの問

題も、プロジェクトを進行するうえで優

先的にクリアすべきハードルである。こ

れらの問題カテゴリをすべてクリアして

いかないと、結果としてプロジェクトの

不調・破綻に陥ってしまうということ

である。

リスク原因結果分析図の中には、主

な流れとして、「発注側のオーナーシッ

プの不足→発注側と受注側とのコミュ

ニケーションの問題（情報共有できな

い）→要件定義が振れる→想定規模よ

りも膨らむ」という状況の遷移が示さ

れている。また、それらの事象と他の事

象がどのように関連しているかも示し

ている。読者が実際に経験しているプ

ロジェクトの現象をこの図と比較すれ

ば、プロジェクトの不調・破綻につな

がる最悪の道筋を知ることができ、事

前に対策を検討できるようになる。

3.5
パッケージ利用時の見える化

現在、ITプロジェクトにおいて、個

別のリスク・マネジメントが必要とな

る可能性が大きいテーマは、①流通パ

ッケージを使う場合、②協力会社を使

う場合、③契約事項の3つが考えられ

る。このうち本節では、現場のプロジ

ェクト・マネージャにとって管理プロセ

スが一部異なる「流通パッケージを使

う場合」に関するリスクの見える化に

ついて解説する。

現在、パッケージを利用しないシス

テム開発を探すのが難しいほど、ほと

んどのシステム開発でパッケージ・ソフ

トを使っている。パッケージを使って開

発量を削減することで、コストと開発

期間を削減できるからだ。

ところが、プロジェクト・マネージャ

自身が「パッケージを使うからプロジェ

クト・マネジメントも楽になる」と誤解

していることが原因で、プロジェクトが

破綻する事例も少なくない。パッケー

ジ・ソフトの中には、詳細マニュアル

が提供されない製品があったり、これ

までに開発したシステムを流用した「パ

ッケージもどき」が混在していたり、性

能要件がほとんど説明されていなかっ

たりするなど、システムがブラックボッ

クスになりやすい。このため、パッケー

ジが提供する機能について、顧客が正

しく理解しないまま、広告やパンフレ

ットの情報をそのまま鵜呑みする可能

性も高い。
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このような状況であるため、パッケー

ジを使ったシステム開発を成功させる

ためには、パッケージの内部がブラック

ボックスであることを前提としたマネジ

メントが必要とされる（図表3-30）。

また、パッケージの中身や設計思想

を理解したうえでフィット＆ギャップ分

析を行うが、そこではカスタマイズを極

力しないために、業務をパッケージに合

わせて変えてもらうように導く必要が

ある。

さらに、受注側（SIベンダー）のプ
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プロジェクト・マネジメント領域 

企画プロセス 

情報戦略 

システム化 
構想 

開発プロセス 

業務詳細設計 

運用プロセス 

業務移行・運用・評価 

運用・ 
評価 

システム化 
計画 

システム 
移行 

要件定義 運用テスト 

外部設計 
システム・ 
テスト 

内部設計 結合テスト 

プログラ 
ミング 単体テスト 

性能要件の 
定義が軽視 
される 

フィット＆ギャップ 
分析の正当性は 
設計段階では 
見えない 

パッケージ部分部分は、 
設計設計とテストが 
対応対応しない 

パッケージ部分は、 
設計とテストが 
対応しない 

カスタマイズ部分は、 
通常、パッケージ・ 
ベンダーが行う 

パッケージ部分は、 
ブラックボックス 

性能要件 
問題が 
露呈する 

パッケージ部分に 
ついて、テストケースが 
不足する 

パッケージ・ベンダーは、 
必要十分なテストデータを 
用意できないことが多い 

カスタマイズの場合、どの部分が 
設定での対応なのか、どの部分が 
カスタマイズなのか不明確 

業務概要 

図表3-30●パッケージを用いたシステム開発で必要なマネジメント
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パッケージ・ベンダー

海外の
場合

海外の
導入実績

いつから、どれくらい、どこで、どのような業務に、
またどのような規模で導入されているか

出荷履歴 いつ頃から出荷しているか

出荷累計 これまでに何本出荷しているか

導入企業 どこが導入しているか

適用業務 どのような業務に適用しているか

導入規模 どれくらいの規模か

国内の
導入実績

日本で使用する場合にローカライゼーションが必要
か。日本版があれば、いつから、どれくらい、どこで、ど
のような業務に、またどのような規模で導入されてい
るか

ローカライ
ゼーション

●ダブルバイト化（FEP 導入）が必要か
●法令や慣習に適合させるため、内部ロ
ジックの修正が必要か
●パッケージ・ベンダーはローカライゼーシ
ョンに積極的か
●プロジェクト開始までにローカライゼー
ションが完了するか

出荷履歴・出荷累計本数・導入企業・適用業務・
導入規模については、海外での導入実績の各確
認項目と同じ

国内の
場合 導入実績

いつから、どれくらい、どこで、どのような業務に、またど
のような規模で導入されているか

出荷履歴・出荷累計本数・導入企業・適用業務・導
入規模については、海外での導入実績の各確認項
目と同じ

経営 経営が安定しているか。パッケージのカスタマイズやアドオン開発
に積極的か（積極的でも小規模のため、所定の期間内に必要な
工数を確保できない場合がある）

取り
組み

●パッケージのカスタマイズやアドオンに対するスタンスは積極的
か
●保守支援能力があるか
●海外ベンダーの場合、コミュニケーションが難しいか

利用者の評価 このパッケージを顧客、プロジェクトの関係者がどのように評価しているか

パッケージ販売代理店＊1 パッケージ・ベンダーとの役割分担が明確か

パフォーマンス このパッケージを採用することで、納期、品質、コストにどのような影響があ
るか

性能 このパッケージを採用することで、性能にどのような影響があるか

バーションアップの影響 プロジェクト期間の前後にバージョンアップの予定があるか。カスタマイズや
アドオンにバージョンアップが影響するか

図表3-31●パッケージ候補を選定するときの「見える化」チェックシート

＊1 パッケージ販売代理店を通さず、ベンダーから直接購入することもある。パッケージ販売代理店経由の場合には、販売代理
店の対応力などを見極める必要がある。



ロジェクト体制に、パッケージ・ベンダ

ーやパッケージ販売代理店（パッケー

ジ・ベンダーとの明確な役割分担を考

慮する）を必ず加える必要がある。

こうしたプロジェクト・マネジメント

の「見える化」のポイントを、①パッケ

ージ候補を選定する時点、②パッケージ

のソリューションを評価する時点、③プ

ロジェクト体制構築および契約時点に

おいて、それぞれ解説する。最後に、リ

スク対応策の策定と、それに基づくマネ

ジメントを実施する方法を説明する。

3.5.1 パッケージ選定時の見える化

受注側（SIベンダー）がパッケージ

候補を選定する際に確認すべきチェッ

ク項目には、次のような点がある（図

表3-31）。

まず、パッケージを提供するパッケー

ジ・ベンダーの実績情報を確認するこ

と。もし、そのベンダーが海外のベンダ

ーである場合は、海外での導入実績だ

けではなく、国内の導入実績について

も確認する。国内導入に関しては、日

本固有の問題への適応内容（ローカラ

イゼーション）も確認しておく必要が

ある。

次に、そのパッケージの販売代理店

について、パッケージの内部処理にか

かわる不具合が発見された場合の対応

方法などを確認する。パッケージ・ベ

ンダーと販売代理店との役割分担も明

確にしておく。

パッケージを利用すること、あるいは

利用しないことによる、納期、品質、

コストへの影響度合いや、性能が出な

かった場合の影響、製品のバージョン

アップがカスタマイズやアドオンにどの

ように影響するのかを確認しておく必

要がある。

3.5.2 ソリューション評価時の見える化

パッケージ候補を選定した後に、パ

ッケージを利用したソリューションを評

価する際のチェック項目には、以下の

ようなポイントがある。

一つは、パッケージ導入を支援する

受注側（SIベンダー）に、そのパッケ

ージでの導入経験があるかを確認する

必要がある（図表3-32）。導入計画を

策定する場合や、パッケージ・ベンダ

ー側の対応内容の妥当性を評価する場

合など、当該パッケージの導入経験が

重要になる局面があるためだ。

また、パッケージ・ベンダーの体制

や、サービス拠点についても確認する。

何か問題が発生し、調査や対処が必要

なとき、サービス拠点が海外にしかな

い場合は対処が遅れる可能性がある。

業務内容への適合性、業務が想定し

ている規模とパッケージが想定してい

る規模、ハードウェアの適合性などを
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発注側
（SIベンダー）の
該当パッケージ
の使用経験

パッケージの導入経験があるか。パッケージ導入経験者を確保できるか

社内のパッケージ
導入経験者をメン
バーとして確保で
きるか

自社内で確保する場合、パッケージ導入経験者が業務適合
性分析や機器適合性分析を行えるか

協力会社で確保する場合、社外のパッケージ導入経験者を
確保できるか。また、そのメンバーが業務適合性分析や機器
適合性分析を行えるか

発注側が使用しているパッケージからのデータ移行が必要になるか。また、デー
タ移行技術を持つ要員を確保できるか

パッケージ・
ベンダー

パッケージ・ベンダーの要員の定着率は良好か。良好なコミュニケーションができるか。
特に、海外ベンダーの場合
・適用業務知識を持った要員を確保できるか
・パッケージに関する技術を持った要員を確保できるか
・発注側が使用しているパッケージからデータ移行できる要員を確保できるか

海外ベンダーの
場合

サービス拠点が国内にあるか

サービス拠点が国内になく、販売代理店しかない場合、そこ
がベンダー機能を代行できるか

業務適合性
（フィット＆
ギャップ分析）

パッケージの機能がどの程度適合するか

パッケージ導入経験者が業務適合性分析を行うか

発注側が業務を
パッケージに
合わせられるか

（Yes）発注側に、現場の抵抗を収めてくれるキーパーソンが
いるか

（No）カスタマイズが
必要か

（No）アドオンが
必要か

既存システムとの
連携が必要か

データ連携か

インターフェースに
よる連携か

規模適合性

発注側の事業規模
やユーザー数に対
してパッケージのカ
バレッジが適正か

パッケージ導入経験者が規模適合性分析を行ったか

短期間でパフォーマンスが悪化することはないか
（将来の事業規模の拡大・従業員数の増加・処理可能端末
の増加などを考慮）

短期間でライセンス料の負担が増加することはないか
（ユーザー数の増加・トランザクション数の増加・処理可能端
末の増加などを考慮）

機器適合性 ・予定されたハードウェア構成で稼働できるか
・パッケージ導入経験者が機器適合性分析を行ったか
・周辺システムとの連携を含むトータルなパフォーマンスを発揮できるか

図表3-32●パッケージのソリューションを評価するときの「見える化」チェックシート

（Yes）カスタマイズボリュームはどれ
くらいか。
カスタマイズ部分に、パッケージのバ
ージョンアップが影響するか

（Yes）アドオンボリュームはどれくらい
か。
アドオンのインターフェース要件がし
っかりしているか

（Yes）データ連携方式はしっかりして
いるか

連携のインターフェース要件がしっか
りしているか。
インターフェース連携に、パッケージの
バージョンアップが影響するか
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受注側の体制
確立の要件

該当パッケージ
の使用経験の
程度

パッケージ導入経
験者をメンバーとし
て確保できるか

（Yes）パッケージ導入経験者が業務適合性分
析や機器適合性分析を行えるか

（No）プロジェクト期間中にメンバーがパッケー
ジのスキルを習熟する時間を確保できるか

これまでのパッケージからのデータ移行が必要になる場合、移行技
術を持つ要員を確保できるか

カスタマイズに
関する折衝能力

カスタマイズの優先順位付けなどによって予定のコストに収めるよう
発注側との折衝ができるか

代替ソリューショ
ンへの対応力

途中でそのパッケージの採用を断念した場合に、代替ソリューション
でも推進できる体制を整えているか

契約にかかわる
要件

発注側の
プロジェクト
方針の明確度

パッケージ導入と
同時に業務改革
（ＢＰＲ）を実施するか

トップの業務改革断行の意思がしっかりしてい
るか

強い権限を持ったプロジェクト専任要員がい
るか

利用部門の協力体制がとられているか

発注側との契約において、対象業務範囲が明確に示されているか

発注側との契約において、カスタマイズやアドオン量の上限が明示
されているか

発注側との契約において、業務資料・システム資料（仕様書）が開示
することを条件にしているか

発注側とパッケージ・ベンダーとの担当作業が明確にされ、双方の契
約に反映されているか

パッケージ・
ベンダーとの
契約

契約上、パッケージ導入作業の委託範囲が明確になっているか
・パッケージ自体の導入・カスタマイズ・アドオン開発・操作研修の実
施など

契約上、カスタマイズ・アドオン時のフォロー体制が明確になって
いるか
・フォロー期間・フォロー要員・作業場所・フォロー時間・休日対
応の有無・交通費や宿泊費の負担など

契約上、カスタマイズ・アドオン時の作業条件が明確になっているか
・開発言語・著作権の帰属・納品物（プログラム、ドキュメント）など

エスクロー契約を締結できるか

パッケージのバージョンアップを考慮した契約になっているか

パッケージ・
ベンダーと発注側
間の契約に
かかわる要件

ライセンス契約と保守契約が発注側の要望に合っているか

保守契約のサービス内容、サービス開始時期及び費用が適切か

契約間の
整合性の確認

受注側と発注側との契約、受注側とパッケージ・ベンダーとの契約、発注側とパッケー
ジ・ベンダーとの契約の相互間に不整合がないか

図表3-33●プロジェクト体制構築と契約に関する「見える化」チェックシート

発注側がパッケージ・ベンダーのテーラリング方法やテスト方法に同
意しているか



考慮する必要もある。

3.5.3 体制構築、契約時の見える化

プロジェクト体制を構築する際に考

慮すべきチェック項目は、まず、受注

側のパッケージ導入経験や、発注側

（顧客）との折衝能力など、受注側に求

められる要件に関する確認事項がある。

次に、ソリューションを発注側に提

供する際の契約要件がある。例えば、

その顧客へのパッケージ導入に関して、

業務改革（BPR）を含むかどうかを確

認する。もしソリューションに業務改

革を含む場合、顧客側に求められるの

は、トップの業務改革断行の意思と、

必要な権限委譲である。当然、導入す

るパッケージがその目的を達成するた

めに妥当なものかどうか、すなわちパッ

ケージの採用動機が明確になっている

かを確認する必要がある。その他、い

くつかのチェック項目があるので、図表

3-33を見てもらいたい。

3.5.4 リスク対応策の策定と

マネジメントの実施方法

パッケージを使ったシステム開発に

おいて、典型的な問題・リスクと対策

案を3つ紹介する。

1つめは「パッケージの選定後に、パ

ッケージ・ベンダーの経営に問題が起

こる」という例である。この場合、パッ

ケージ・ベンダーと適切な契約を結ん

でおけば金銭的なリスクは小さいが、プ

ロジェクトの納期やサポート対応に関

してリスクが高くなると考えられる。基

本的に、開発サポート条件や違約時の

ペナルティなどを契約書の条件に盛り

込んでおく必要がある。

2つめは「カスタマイズやアドオンの

品質が低い」という例。開発スキルが

低いことに起因するものではあるが、管

理体制を強化すればリスクを解消でき

る。パッケージ・ベンダーを巻き込んで

品質計画を立て直す方法や、定例会議

での品質報告、デバッグ体制を明確化

する方法などがある。

3つめは、「パッケージに対応可能な

技術者が離脱する」という例である。

パッケージ・ベンダー側の技術者の場

合もあるが、それを利用するSIベンダ

ー側の技術者が離脱する場合も見過ご

せない。大きな問題に発展する可能性

もあるため、こうしたリスクも想定して

おく必要がある。その際、運営体制の

改善を図る必要がある。
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4.1
定量的アプローチの概要

自己評価シート、ヒアリングシート

などのツールを用いた定性的見える化

アプローチは非常に有効である。ただ、

プロジェクトを一層見える化するため

には、プロジェクトの実際の動きを客

観的なデータで把握することが不可欠

である。

なぜなら、ヒアリングだけでは実態の

一部を垣間見るにすぎないし、定性的

な状況を表しているだけである。定性

的なデータを裏づけのあるものにするた

め、第4章では、要件定義から基本設

計にかけて、何のために、どのようなデ

ータを測定すればよいかについて解説

する。

例えば要件定義工程の終了時点で、

すべての要件が確定していないまま次

工程に進んだ場合に、基本設計での手

戻りとそれによる工程遅延がどの程度

定量的見える化アプローチ

図表4-1●測定分析データ一覧表（タイム）の例

4第　　 章



発生するのか分析する場面があるだろ

う。このとき、要件の確定状況が「良

い」、「ほぼ良い」という定性的な把握

では不十分である。「要件確定度が90％

で、計画に対して10％遅れているが、

ここ1カ月間では20％上昇している」と

いうように、定量的に把握することが

必要である。

このような定量的把握により、「最大

10％の手戻り発生の可能性はある。要

件確定要員を継続確保すれば、あと2週

間で要件をすべて確定できる。この程

度であれば、人の投入により工程遅延

は防げるであろう」といった見通しを立

てられる。

定量的測定をする場合、あらかじめ

要件確定とはどういう状態のことをい

うのか、要件確定度とはどのような式

を用いて定義することができるのか、そ

の式に使うデータとして何を測定する

のかを決めておく必要がある。同時に、

測定の時期・頻度、使い方などを決め

ておかなければならない。

4.2
測定項目リスト

プロジェクトの状況を定量的に把握

するための測定項目を「測定項目リス

ト」として整理した。

測定項目リストは、2種類の一覧表

で構成する。1つは、測定項目とその測

定方法、分析方法を整理した「測定分

析データ一覧表」。もう1つは、測定分

析データ一覧表の各項目を測定する際

のベースとなる多様な定量情報を整理

した「ベース尺度一覧表」である。

4.2.1 測定分析データ一覧表

測定分析データ一覧表は、プロジェ

クトの状況をどのような狙いで測定す

るかという「測定の目的」と、その目

的を達成するための測定方法について、

知識エリアごとに分類してまとめたも

のだ（図表4-1）。

測定方法は、「導出尺度」と「ベース

尺度」で表現している。「導出尺度」と

はプロジェクトの状況を見るための項

目、「ベース尺度」はその導出尺度を導

くための測定要素を表したものとなっ

ている。

例えば、「測定の目的」が「要件定義

レビュー作業の進捗を把握し、計画と

の差異を確認する」である場合、「導出

尺度」の1つは「要件定義書のレビュ

ー進捗率」である。この導出尺度を導

くためには、「要件定義書のレビュー実

施回数や累計時間、レビュー計画書に

おける計画回数や計画所要時間」とい

う定量情報が必要となるが、これらを

「ベース尺度」とした。

測定分析データ一覧表は、測定の目

53

ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編



的から導出尺度を選び、それに対応し

たベース尺度を求める際に利用する。

また、「導出尺度の見方、分かること」

に記述されている内容から、導出尺度

の値、傾向を見て、次工程以降に起こ

り得る問題を見つけられる。

ただし、測定分析データ一覧表に列

挙した項目のすべてを測定することは、

プロジェクトを運営していくうえで管理

負荷が高く、現実的には難しい。そこ

で基本的に押さえておくべき測定項目

については、測定分析データ一覧の

「重点項目」欄に★印を付記したので参

照してもらいたい。

しかしながら、1つの導出尺度だけを

見ていると、次工程以降に起こり得る

問題やリスクを見誤る可能性がある。

リスクを的確に把握するためには、複

数の尺度や定性的見える化アプローチ

の判定結果を統合的に評価する必要が

ある。

4.2.2 ベース尺度一覧表

ベース尺度とは、実際にデータとし

て測定する対象項目である。ベース尺

度一覧表は、ベース尺度の単位、収集

工程・時期・タイミング、収集者を知

識エリアごとに分類してまとめたもので

ある（図表4-2）。

例えば、要件定義作業の進捗状況を

見るための導出尺度である「要件定義

ドキュメント作成の進捗率」について、

測定分析データ一覧表を見てみよう。

その定義式は、「完成したドキュメン

ト・ページ数／計画ドキュメント・ペ

ージ数」である。定義（式）に用いら

れる「完成したドキュメント・ページ

数」、「計画ドキュメント・ページ数」が

実際に測る尺度であり、ベース尺度で

ある（付録にも関連記述あり）。

ベース尺度一覧表を用いれば、①測

定プロダクト（粒度：サブシステムごと
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図表4-2●ベース尺度一覧表（タイム）の例



や機能ごと）、②測定する工程（要件定

義工程や基本設計工程など）、③測定

時期（月次、週次、日次など）、④測定

タイミング（マイルストーンで定めたタ

イミングや進捗会議時など）と⑤収集

者（プロジェクト・マネージャ、PMO、品

質管理者など）を求めることができる。

定量的測定を実施するためには、あ

らかじめ見るべき導出尺度を決めると

ともに、ベース尺度に関する上記の諸

項目を調べて、測定データを蓄積して

おく必要がある。また、測定タイミン

グ、収集者はプロジェクトの事情によ

り異なるので注意が必要だ。

4.3
導出尺度の見方と分かることの例

定量的に測定したデータだけで、次

の工程で起こり得る問題やリスクを特

定することは難しいが、大まかな問題

点を見出すことはできる。

測定分析データ一覧表にまとめた

「導出尺度の見方と分かること」の例を

次に説明する。

4.3.1 スコープに関する例

要件定義工程で、要件数および確定

した要件数の推移を測定することは、

プロジェクトの全体工期やコストへの

影響を考えるうえで有意義である（図

表4-3）。例えば、計画時点より要件の

数が増加している場合、基本設計以降

の工程の作業工数や期間が増加し、全

体工期、コストを守れなくなる可能性

がある。

また、要件の数が途中で急激に増加

あるいは減少している場合、顧客の考
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時間 

発生要件数 

確定要件数 

未確定要件数 

要
件
数
 

計画時点の要件数 

図表4-3●発生要件数、確定要件数の推移



える目的、前提条件が途中で変わった

ことが考えられる。この際には、目的、

前提条件の確認が必要である。

未確定の要件が多く残っている場合

はどうか。その対応（要件確定）に工

数と期間がとられ、基本設計に移れず、

工期が守れなくなる可能性がある。

要件定義の後半で確定要件が急激に

増加している場合、本当は完全に確定

していない要件が多く残っていること

も考えられる。つまり、要員を追加投

入して、短期間で無理やり要件定義工

程を終わらせている疑いがあるからだ。

さらに詳しく見る必要があれば、要

件を重要度別に、優先度別にランク分

けして、それらの推移を見ることができ

る。

例えば、要件数が増加する要因のほ

とんどが、重要度の高い要件数の増加

である場合を考えてみよう。スコープを

計画の規模に抑えるために、重要度の

低いものはスコープから外すことができ

る。だが、重要度の高い要件数ばかり

増えている状況ではスコープから外す

ことができない。結果としてスコープの

規模が増加し、基本設計以降の工程の

作業工数、期間が増加し、全体工期、

コストを守れないリスクが生じる。

また、要件数が増加する要因のほと

んどが、優先度の高い要件数の増加で

ある場合でも同様だ。工期を守るため

必要な機能から順次リリースをしよう

としても、最初にリリースすべき機能

数が増加しており、後回しにできなく

なる。つまり、工期を守れないリスクが

生じる。

基本設計工程では、機能数、確定し

た機能数の推移、ファンクション・ポ

イントなどの推移を見ることにより、大

まかなリスクを見つけ出せる。

測定する要件の数、機能の数として

は、次のものを採用することができる。

要件定義書、基本設計書の企業内標準

フォーマットがある場合には、その標準

フォームの特定欄の項目数を要件の数

としてカウントする方法がある。標準

フォームにおける項目単位では、粒度

がある程度そろっていると考えられるか

らだ。

さらに、重要度、優先度を利用する

場合、その定義を明確にし、顧客の合

意を得ておく必要がある。例えば重要

度については、「開発するシステムの目

的に照らして、それがないと目的を達

成できない程度」と定義できる。優先

度については「その要求・機能が実現

するまでの間、取り得る代替手段の少

なさの程度」と定義することができる。

4.3.2 タイムに関する例

要件定義工程で、妥当性のある要件

にまとめ上げることは、以降の工程に
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おける中間成果物や製品の品質を高め

るだけではない。手戻りを少なくして、

コストや工期の目標達成に大きく貢献

する。そうするためには、要件定義書

のレビューを確実に実施することが肝

要である。その進捗を定量データから

見る例を6つ紹介しよう。

（1）要件定義のレビューの回数や累

計時間が計画より多い場合は、要件定

義書の品質が元々悪い可能性が考えら

れる（図表4-4）。レビューで十分な品

質レベルを確保できていなければ、基

本設計以降の工程で手戻りが発生し、

コスト増加やスケジュール遅れにつなが

る。レビューにおける誤りの検出や修

正の状況、再レビューの状況（手法、

かけた時間、参加した人、検出された

誤りと修正、終了時の状況など）を調

べ、誤りが出つくしていると考えられる

ならば、品質問題が残るリスクは小さ

いと考えられる。

一方、レビューのやり方が非効率な

ことが原因となっているとも考えられ

る。この場合は、プロジェクトのスケジ

ュールやコストに慢性的な悪影響を与

えるので、レビューの手順書の改善や
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レビューで誤りを出しつくしているか？ 

レビュー回数・時間：計画より多い 要件定義書の品質問題 後工程での手戻り 

レビュー作業の品質問題 慢性的な低生産性 

測定データ 考えられるリスク（例） 影響（例） 

レビューのやり方に問題はないか？ 

要件定義の計画や進め方に問題はないか？ 

レビュー回数・時間：計画より少ない 要件定義工程の遅れ 要件定義書の品質問題 

要件定義書の品質問題 後工程での手戻り 

レビューをきちんと実施したか？ 

図表4-4●要件定義書レビューの進捗



研修などの対策が必要になる。

一般に、ドキュメントの品質が悪く

てレビューに時間がかかったり、レビュ

ーが繰り返されていたりする場合には、

多少のスケジュール遅延が発生しても、

しっかりしたレビュー完了基準に至る

までレビューを繰り返すほうがよい。そ

のほうがドキュメントの品質が向上し

て下流工程がスムーズに進み、プロジ

ェクト全体としてスケジュールの遅れを

最小化できる場合が多い。

前述の例とは逆に、（2）要件定義の

レビューの回数や時間が計画より少な

い場合を考えてみよう。レビューを行

った範囲（ドキュメントの数やそのペー

ジ数など）が計画より少なければ、要

件定義そのものが遅れていると考えら

れる。

要件定義や基本設計で作成したドキ

ュメントのページ数や章の数の推移を

見ることでも、次のようなことが分る。

（3）要件定義の進捗（作成したドキ

ュメントのページ数など）が計画より遅

れている場合は、顧客業務の理解不足

や顧客とのコミュニケーション不足な

どにより、要件定義が進んでいない可

能性がある（図表4-5）。スケジュール

を挽回するため、要件の検討が不十分

なまま最後に一気に決めようとすると、

以降の工程で要件の見直しが発生する

リスクが生じる。

このとき、要件定義のレビューが、

適切な人員と時間をかけ、チェックリ

ストなどの標準を用いてきちんと行わ

れていれば、このリスクは小さくなると

考えられる。また、要件定義の参加者
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時間 要件定義の 
完了予定日 

計画 遅れた場合 早い場合 

進
捗
率
 

100％ 

0％ 

図表4-5●要件定義の進捗



の基準や、決めるべき項目の標準を作

っておくと、このリスクを小さくするこ

とができる。

（4）反対に、要件定義の進捗が計画

より早い場合を考えてみよう。新規シ

ステムの場合や担当者の経験が少ない

場合などにおいては、要件を見落とし

ている可能性がある。要件の再検討や

基本設計時の設計漏れが発生すること

により、品質の低下やスケジュールの

遅れにつながるリスクがある。このと

き、計画より早く終わった正当な理由

を説明できれば、このリスクは少ないと

考えられる。

（5）基本設計の進捗が計画より遅い

場合は、次のようなリスクが考えられ

る。要件定義が不十分で基本設計が進

んでいない、計画での見積もりが甘か

った、基本設計のためのリソースやス

キルが不足している、などだ。適切な

人員の追加投入が可能ならスケジュー

ルを挽回できるかもしれないが、これが

うまくいかないままスケジュールの挽回

を拙速に進めると、品質の悪化、さら

なるスケジュール遅れ、モチベーション

の低下を引き起こすリスクがある。顧

客とのネゴシエーションが必要な場合

もある。

（6）基本設計の進捗が計画より早い

場合は、基本設計における検討度合い

が不十分で、品質の低下につながるリ

スクがある。特に、新規システムを開

発するときや担当者の経験が少ないと

きに起こりやすい。進捗が計画より早

いとき、その正当な理由を説明できて

いればリスクは少ない。

4.3.3 品質に関する例

要件定義工程でのレビュー状況、レ

ビュー結果への対処状況を見ることに

より、要件定義書の品質がある程度分

かる。例えば、要件定義書レビュー時

の指摘事項数あるいはページ当たりの

指摘事項数が少ない場合、レビューが

有効に行われておらず、レビューが不

十分な可能性がある。また、要件定義

書レビュー時の指摘に対する修正数が

少ない場合、あるいは指摘事項対応率

が低い場合に、レビュー結果への対処

が確実に行われておらず、要件定義書

の品質が低いことが分かる。

指摘事項対応率を測る尺度としては、

次のものを使うことができる。

指摘事項対応率＝

指摘事項修正数累計／指摘事項数累計

基本設計工程での品質の良しあしは、

品質特性に対応する設計がどの程度行

われているかで決まる。それを測定する

ための尺度としては次のものを利用で

きる。
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品質＝設計済みの品質特性／

設計すべき品質特性（品質特性の充足度）

一般的に品質は、機能性、信頼性、

使用性、効率性、保守性、移植性の各

品質特性に分類される。このうち機能

性を除くと非機能要件がシステムを実

現するうえで品質の要素となる。

品質特性を単一の指標で測定するこ

とはできず、それぞれの品質特性に応

じて設計内容が異なっている。しかし

ながら、レビューの実施回数や指摘数

などは共通の尺度ととらえられる。こ

れらの関係を図表4-6に示す。

ここでは、システムの稼働時に問題

となりやすい時間効率性、すなわち性

能を例として、トランザクション処理の

性能設計を行う際の測定例を5つ示す。

設計充足度 

●品質特性別 
　充足度 

システムの品質 

品質特性ごと 

設定項目数 設計項目ごとの特徴 

設計内容 

設計プロセス 

●レビューの 
　実施状況 

指摘能力 
修正能力 
修正速度 
修正効率 

設計の品質 

（設計書の品質） 
 

レビューの実施回数 レビュー 

指摘事項への対応 

レビュー時期 

レビュー時間 

指摘事項修正数 

指摘事項修正の工数 

指摘事項修正の期間 

参加者の数 

指摘事項数 

有識者の数 

図表4-6●品質測定の品質特性と共通的な尺度の関係



まず、（1）性能設計進捗度（性能設

計完了率）の測定について考えてみた

い。性能設計を行う場合は、要件定義

の段階でトランザクション種別とトラ

フィック量、トランザクション別の要求

応答時間、スループットを洗い出し、

エンドユーザーと合意ができていること

が前提である。

これらを目標値として設計を行うた

め、要求が明確になっていない場合は

品質目標値がないという状態である。

この状態では総合テストを実施したと

きに、性能が満足できているかどうか

を客観的に判断できない。総合テスト

に至ってから性能要件のすり合わせを

すると、性能に関する発注側の想定と

受注側の想定との乖離が大きい場合に、

性能要件を満たすことが難しくなって

しまう。

性能設計を行う場合は、前提条件と

して、ハードウェアやミドルウェアの能

力などを基本情報として押さえておく

必要がある。これらの基本情報が押さ

えられていない場合は、プロトタイプを

作成して事前に性能を測定する必要が

ある。

例えば、データベースに関して測定

しておくポイントは、①SQLの処理時

間（参照、更新、削除、連結、結合な

ど）、②1件検索時のSQLの処理時間、

③複数件検索時のSQLの処理時間、④

所要メモリー量、⑤トランザクション

の実行時間などである。

次に（2）タスク進捗度を測定する

例を考えてみる。性能設計の進捗を測

定する場合は、このような作業をWBS

（Work Breakdown Structure）に展

開し、プロトタイプの設計、開発、ハ

ードウェアの調達、測定項目の完了状

況などをWBS上のタスクの消化と連携

させて把握する。この場合の進捗度の

尺度として、次のものを用いる。

タスク進捗度＝

WBS上の完了したタスク数／タスク総数

ここでは進捗度としているが、必要

なWBSをすべて消化しているかどうか

は、性能設計の品質も表している。

（3）トランザクション設計進捗度の

測定は、まず性能要件、基本情報を確

定した後、トランザクション別のデータ

ベース・アクセス回数などをおおまかに

見積もり、重点的に性能を確保すべき

トランザクション処理を決定する。続

いて、トランザクション処理の種類別

の設計がどの程度完了したかを測定す

る。このトランザクション設計進捗度

を見ることで、性能設計に漏れがない

ことを確認し、それがレビューされて見

直しが実施され、品質が確保されてい

ることを確認できる。
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トランザクション設計進捗度＝設計が完

了したトランザクション処理の種類数／

トランザクション処理の総種類数

図表4-7はトランザクション別の処理

時間の設計内容を示している。例えば、

在庫照会処理は平均処理時間が680ms

と見積もられていることが分かる。

トランザクションごとの平均処理時

間を求め、縦軸に平均処理時間をとり、

横軸に平均処理時間がかかる順に処理

名を並べたのが図表4-8である。図中

の折れ線グラフは、各トランザクション

の平均処理時間が全トランザクション

の平均処理時間の合計に占める累積比

率を示している。

この累積比率を見ると、処理に時間

がかかる上位3つのトランザクション処

理（在庫照会、販売伝票作成、販売伝

票訂正）が、全体の処理時間の8割を

占めていることが分かる。これらの処理

の処理方式を中心にプログラム構造や

データベース設計のチューニングを計画

する。

このような分析を行うことで、重点

的に性能を確保すべきトランザクショ

ンを決定し、プログラムの処理方式設

計にフィードバックする。

対象とすべきトランザクション処理

に漏れがあると、設計時であれば追加

設計を行うだけで済む。だが、総合テ

ストで性能設計の漏れが判明すると、
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図表4-7●トランザクション別の処理時間例

項
番

処理名

2 販売伝票作成

3 会員照会

4 販売伝票訂正

5 配送指示

6 会員登録

7 会員訂正

8 入庫予定照会

0.8 

1.0 

0.4 

0.06 

0.04 

0.0020 

0.1 

1トランザクション当りの
平均処理時間［Tr/ms］
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4

0.3

20

48 

50 
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48 

2

0.2

10

10 

36

0.6

0.4 

0.03

1.5

平均処理
時間合計
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276

9.6

6.4

0.53

31.5

1 在庫照会 2.0 200 100 40 400 200 80 680
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ーション
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データ
ベース
サーバー

データ
ベース

アプリケ
ーション
サーバー

データ
ベース
サーバー

データ
ベース

9 販売員登録 0.0003 100 50 10 0.03 0.015 0.003 0.048

合計 4.4023 － － － 930.3 393.2 176.5 1,500

設
計
の
網
羅
性
を
判
断

ピーク時
間帯のト
ランザク
ション量
［Tr/s］



システム全体の方式の見直しが必要と

なる場合がある。この場合、多大な影

響を及ぼしてしまう。

性能設計自体の品質を確保するうえ

で、対象トランザクションを漏れなく洗

い出すことは重要である。総トランザ

クション数は、要件定義からの機能分

割数、画面数、帳票数などから漏れが

ないことを検証すべきだ。

こうした分析結果に対して、（4）対

策実施率を測定するには、以下の指標

を利用する。

分析結果の対策実施率＝分析結果の対策

を実施したトランザクション数／分析結果

の対策実施対象のトランザクション数

最後に（5）トランザクション別設計

品質の測定方法を見てみよう。設計品

質を上げるためには、繰り返しレビュ

ーを実施することによって、設計上の

ミスや改善点の洗い出しを行う必要が
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図表4-8●トランザクション処理時間のパレート分析



ある。レビューでの指摘事項に対して、

どれだけの指摘がされているのか（指摘

率）と、指摘内容に対してどれだけ対

応しているのか（指摘事項対応率）で、

設計品質を評価できる。

指摘事項対応率＝指摘事項への対応数／

指摘事項数

指摘率 = レビュー時の指摘事項数／ド

キュメント・ページ数

4.3.4 人的資源に関する例

要件定義および基本設計工程におけ

るプロジェクト体制の強弱（参画したメ

ンバーのスキル、作業負荷）を見ること

により、成果物である要件定義書、基本

設計書の品質を推定できる。

プロジェクトの体制の強さが、過去

のデータを基に定めた基準値以下であ

れば、要件定義、基本設計が十分にさ

れていないリスクがある。また、プロジ

ェクト・マネジメントの体制が弱い場

合、管理が十分にされていない可能性

がある。具体的な測定項目として次の

ようなものがある。

（1）要件定義工程の体制の強弱を測

る指標としては、次の3つが考えられ

る。

ITコーディネータ相当のスキル保有者数／

要件定義メンバー数

対象業務分野経験者数／

要件定義メンバー数

Σひも付け率／要件定義メンバー数

（＝要件定義メンバーのプロジェクト間兼

務率）

要件定義メンバーの兼務状況を調べ

ておくことは重要である。組織構成上

は経験者が確保されていても、他のプ

ロジェクトとの兼務なら、十分な戦力

にならない。

（2）基本設計工程の体制の強弱を測

る指標には次のようなものがある。

基本設計経験者数／基本設計メンバー数

対象業務分野の経験者数／基本設計メン

バー数

対象プラットフォーム経験者数／基本設

計メンバー数

Σひも付け率／基本設計メンバー数

（＝基本設計メンバーのプロジェクト間兼

務率）

近年、システム構築に用いるプラッ

トフォームの差異により、必要技術、

難易度の差は大きい。基本設計におい
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ては、対象業務の経験と合わせて、対

象プラットフォームに関する経験の重

要性が高まっている。

（3）プロジェクト管理体制の強弱を

測る指標には次のものがある。

プロジェクト・マネージャのITスキル標準

のレベル

プロジェクト管理チーム・メンバーの人

数、ITスキル標準のレベル

4.4
定量的管理指標の分析事例

定量的な尺度の利用と、その基とな

るデータの収集・分析活動はソフトウ

ェア開発の見える化における基本的な

実践項目である。ここでは、本書で解

説する定量的尺度の枠組みの基となっ

た、奈良先端科学技術大学院大学と日

立製作所 情報・通信グループ生産技

術本部との共同研究事例について紹介

する。

4.4.1 背景

定量的管理の概念は、プロセス改善

のための組織成熟度モデルであるCMM

（Capability Maturity Model）や

CMMI（Capability Maturity Model

Integration）でも大きく扱われてい

る。成熟度レベル3で組織標準のプロ

セス定義を確立したうえで、レベル4で

定量的な開発管理を行うことが想定さ

れている。データの計測と分析を行う

ことは、定量的管理を実践するうえで

必須の活動であり、CMMIではプロセ

ス分野の1つとしてまとめられている。

ここでは、特定の観点から定量的管

理を実践するための「指標」を頂点に、

それを得るための「測定量」（あるいは

尺度とも呼ぶ）による階層構造に基づ

いた概念を整理した。

定量的管理の実践には2つの大きな

課題が存在する。1つはデータ収集の省

力化である。例えば、ソースコード行

数のように、プロダクトを対象とした定

量的計測は、ツールを介してある程度

自動的に計測可能だ。しかし、障害件

数や工程遅延時間数など、管理的側面

の強いデータについては、紙ベースの報

告書を基に手動計測されることが多く、

収集コストやデータの信頼性がしばし

ば問題とされる。

2点目の課題は、データに対する正

しい理解の提供である。データの収

集・分析の目的を理解せずに、形式的

な実践が行われることは、最も好まし

くない事態である。だが、これを避ける

には、利用される各管理指標が目的に

対して適切に定義されていることや、

管理指標の定義が運用者によって正し
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く理解されていることが必要になる。さ

らには、管理指標のために収集される

データの定義や目的が、収集者（多く

の場合は現場の開発者やマネージャ）

によって正しく理解されていなければな

らない。管理目的そのものが、対象と

なるプロジェクトにとって必要・適切

なものかどうか、あらかじめ検討してお

くことも、もちろん必要である。

4.4.2 研究の内容

ここでは、日立製作所情報・通信グ

ループ生産技術本部（以下、生産技術

本部）がプロジェクト・マネジメントの

ための指標として試行中である「測

定・分析データ一覧」の内容について、

奈良先端科学技術大学院大学 ソフト

ウェア設計学講座（以下、NAIST）と

共同で行った分析内容を紹介する。さ

らに、NAISTで試作された、定量的管

理指標運用のための支援ツールEPDG2

についても紹介する。

4.4.3 分析対象

生産技術本部では、プロジェクトの

見える化やプロセス改善などを目的と

して、定量的管理指標群を策定し、運

用を進めている。指標群の中には、従

来、社内で実践されてきた手法を整理

したものや、CMMIベースによる組織

改善を進めるうえで、新たに提案・試

行されているものなどいくつかの種類が
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図表4-9●組織標準管理指標の一例

＃ 目的

2 プロジェクト計
画立案状況と
実施状況をレビ
ューし、プロジェ
クト計画の進捗
と質を向上させ
る

利用者 目的達成度合
を見る指標

プロジェク
ト管理部
門

①プロジェクト
計画書のレビュ
ー遅延日数

②…

指標を求めるた
めの測定データ

データの収集
元・方法

①プロジェクト計
画書のレビュー
予定日、プロジ
ェクト計画書の
レビュー実施日

②…

①プロジェクト
受注時にレビュ
ー予定日を収
集し、レビュー
実施日にその
差を求める

②…

データ
収集者

プロジェクト
管理部門

指標番号 利用分類

#1～#21 進捗管理

#22～#26 レビュー管理

#27～#31 テスト管理

#32～#35 プロセス品質管理

#36～#38 リスク管理

#39～#42 要件管理

#43～#45 支援プロセス管理

図表4-10●指標番号と利用分類の対応



含まれている。図表4-9はその一例で

ある。

これらの指標群から、単一プロジェ

クト内での定量的管理を目的に定義し

た45の管理指標を分析対象としてい

る。これら対象指標群の利用目的は、

進捗、レビュー、テスト、プロセス品

質、リスク、要件、そして支援プロセ

スの管理である（図表4-10）。

本研究では以下のような分析・検討

を行っている。

（1）指標定義構造を分析する。各

管理指標に対し、ISO15939の測定情

報モデルやCMMIのプロセス・エリア

「測定と分析」に準じたデータ分類を行

い、測定データと分析データ間それぞ

れを構造的視点から分類する。さらに、

測定データと分析データ間の依存関係

に着目した整理を行う。

（2）各管理指標の利用実態につい

て、プロジェクト・マネージャを対象に

調査を行う。

（3）定量的管理の支援環境を試作す

る。データ間の依存関係を基に、計測

作業の段階的導入や、代替データによ

る分析、標準データへのスムーズな移

行に対する指針を考案する。さらに、

測定者、分析者がデータを理解するこ

とを助ける仕組みを開発する。

4.4.4 指標定義構造の分析

まず、管理指標リストの内容からベ

ース尺度（基本測定量）と導出尺度を

抜き出し、それらのデータ型や、スティ

ーブンズの尺度定義（図表4-11）に基

づく分類などの情報を補足した。
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分
類

名称

名義尺度

順序尺度

間隔尺度

比例尺度

零
点

×

×

×

○

順
序

×

○

○

○

等
間
隔

×

×

○

○

連
続
量

×

×

○

○

説明

対象を単に区別する目的で付けられる尺度。数の大小
には意味がない。例えば、対象業種：｛公共、産業、金
融、その他｝を｛0、1、2、3｝に対応させたもの

大小関係にのみ意味がある尺度。例えば、要員の経
験値：｛達人、ベテラン、中堅、初心者｝を、それぞれ｛4、
3、2、2｝に対応させたもの。平均値は定義できないが
中央値は定義できる

絶対値よりも数値の差に意味がある尺度。順序尺度
の性質も備えている。例えば日付など

数値の差とともに数値の比にも意味がある尺度。順
序尺度・間隔尺度の性質も備えている。絶対零点を
持つ。例えばコード行数など

図表4-11●スティーブンズの尺度定義（参考）

計
数
値

計
量
値



データタイプやその他の性質をパラ

メータ化して分類し、明らかに同一尺

度であるとみなされる重複を除去した

結果、178のベース尺度を得た。ただ

し、この中には単位や収集方法が若干

異なるだけで、同一種類のものである

と思われるものも若干含まれている。今

後さらに整理を進める予定である。

これらのベース尺度を尺度分類、用

途分類、および、単位の観点から整理

したものが図表4-12である。一方、導

出尺度は、本指標群ではすべて指標に

相当するもののみが特定でき、数値（5

種類）、サイズ、 項目数、 割合、 日

数、 工数（人月）、リスト（3種類）、

表（7種類）、グラフ（27種類）に大別

された。これらの分析を基に、ベース尺

度と導出尺度で定めるべき属性を図表

4-13および図表4-14に整理した。こ

れらの属性は本書のベース尺度一覧表
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図表4-12●ベース尺度の抽象的分類

尺度分類 用途分類

名義尺度 ラベル付け

順序尺度 イベント位置の計測

イベント回数の計測

総合的な分析値

プロセス・サイズ計測

プロダクト・サイズ計測

列挙型

主な単位

なし

日付、時刻

回数、件数

金額、無単位数（リスク値、%など）

項目数、個数、時間、人月、人数

行数、個数、ステップ、バイト、FP、頁、無単位数

件数

名称 ベース尺度の名称

データタイプ データ形式

尺度分類（１） 数値、尺度、属性、モデルの区別

尺度分類（２） 名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度の区別

見積もり・実測の区別 その値が見積もり値か実測値かの区別

計測対象プロダクト 対象となるプロダクトが存在する場合の詳細

計測対象工程 対象となる工程が存在する場合の詳細

収集者 データの収集を担当する役割

収集方法 収集に当たって利用するツールや手段についての説明

収集のタイミング データの収集を行うタイミングや工程

バリエーション 類似のデータタイプが想定される場合に、それを列挙したもの

図表4-13●ベース尺度の属性一覧

比例尺度



の原型にもなっている。

4.4.5 管理指標の利用実態調査の概要

調査はアンケートを用いて実施した。

回答者はそのソフトウェア開発組織に

おいて、定量的管理を適用したプロジ

ェクト・マネージャとした。各プロジェ

クト・マネージャに対して、45の組織

標準管理指標に関する実際の利用状況

について質問した。

アンケートの前半部分は、開発規模、

対象業種、そして回答者の経験として

これまでの経験月数や経験プロジェク

ト数に関する質問を並べた。このアン

ケートの主要部分である後半部分には、

対象とした45の管理指標を並べ、回答

者にはそれぞれの管理指標ごとに利用

の程度を記入してもらった。

ここでの利用の程度の記入とは、「利

用した」または「利用しなかった」とい
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図表4-15●指標利用調査アンケートの選択肢一覧

利用状況 選択肢

必須指標

選択指標

不要

理解不足

高コスト

環境未整備

その他

意味

同種のプロジェクトでは必ず利用する

プロジェクトの状況によっては利用する

当該プロジェクトには不要と判断した

指標の理解が不足していたため利用しなかった

利用のためのオーバーヘッドが大きいため利用しなかった

指標利用のための環境が整っておらず利用できなかった

その他の理由で利用しなかった

その他 その他の理由により利用した

類似指標 プロジェクトに合うように改変した。あるいは類似の指標で代
用した

利用した

利用しなかった

名称 導出尺度の名称

目的 利用目的

対象プロセス・エリア この尺度を利用することで効果が得られるプロセス・エリア

利用者今尺度を利用する役割 テスト管理

尺度分類（1） 数値、尺度、属性、モデルの区別

尺度分類（2） 名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度の区別

データタイプ データ形式

依存するベース尺度 この尺度を求める上で必要となるベース尺度（ID 番号で列挙）

図表4-14●導出尺度の属性一覧



うそれぞれの場合について、図表4-15

に記載される選択肢の中から選ぶ形式

とした。さらに、管理指標ごとに詳細

記入欄を設け、利用した／しなかった

理由、類似指標を利用した場合はその

詳細について、自由に記述できるよう

にした。

実施したアンケート調査では、最終

的に17件のプロジェクトから回答を得

た。

開発規模については、これらの業種

内で大きな偏りがないように抽出した。

17件のプロジェクトの中には、現在進

行中のもの含まれていた。回答者の属

性は、経験年数が0カ月から25年で、

平均は約6.7年。プロジェクト管理経験

回数が0回から100回で、平均は約9.1

回であった。

4.4.6 利用実態調査の結果

今回の調査対象プロジェクトのうち、

ソースコード行数による規模が判明し

ている14件から開発規模の中央値

（100万行）を得た。これより大きい7件

を大規模（開発規模100万行以上）、中

央値より小さい7件を小規模（開発規

模100万行未満）に分類した。

さらに、それぞれのプロジェクトを、

回答者の経験年数4年未満の「ノービ

ス・クラス」と、経験年数4年以上の

「シニア・クラス」に分類して、管理指

標の利用状況をグループ間で詳細に比

較した。クラス分けによるサンプルの分

割数は、大規模プロジェクトにおいて

はシニア・クラス4件、ノービス・クラ

ス3件であった、小規模プロジェクトに

おいては、経験年数が不明であった1件

を除外し、シニア・クラス、ノービス・

クラスともに3件であった。

特に顕著な傾向として以下のような

特徴が得られた。

（1）進捗管理、テスト管理、要件管

理に関する管理指標は、プロジェクト

の開発規模や対象業種によらず、ほぼ

すべてのプロジェクトで利用されてい

る。ただし、進捗管理指標は、月次の

進捗会議や顧客との会議の遅延状況を

監視するもので、小規模プロジェクト

ではほとんど利用されなかった。会議

実施には遅延が発生しないことが明白

であるためだ。逆に、大規模プロジェ

クトでは、常に利用されていた。

（2）レビューに関する管理指標のう

ち、「レビューとそれ以降の工程で発生

した欠陥数を追跡することによって、

レビュー作業の効果を監視する」とい

った比較的複雑な概念に基づく指標は、

現場での理解が進んでいなかった。そ

のため、ほとんどのプロジェクトにおい

て利用されていなかった。

（3）進捗管理に関する管理指標に関

して、小規模プロジェクトにおいてはシ
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ニア・クラスで類似指標を代用するケ

ースが多く見られた。それに比べ、ノー

ビス・クラスでは利用するかしないかの

どちらかに分かれた。これは、経験のあ

るマネージャはプロジェクトの実情に応

じた計測値を用いて、指標を柔軟に設

定していることを示唆している。

（4）プロセス品質管理、リスク管理、

支援プロセスに関する管理指標の利用

状況は、開発規模や対象業種、計画者

の経験の違いによる目立った特徴は見

られなかった。しかし、プロジェクトの

個別事情による差異が顕著に表れてい

た。例えば、支援プロセスが外部委託

されていて、管理されていなかったケー

スや、プロセス品質管理を行わなかっ

たケースがそれに該当する。

また、プロセス品質管理指標は主に

大規模プロジェクトで利用されること

が多いが、シニア・クラスのマネージャ

はこれらを小規模プロジェクトにおいて

も利用する傾向がみられた。過去に経

験した大規模プロジェクトにおいて、プ

ロセス品質保証の意義とその効果を理

解しているためと考えられ、興味深い。

また、シニア・クラスはノービス・クラ

スと比べ、リスク管理をより重視する

傾向があることも確認された。

4.4.7 調査結果に対する考察

これらの事例は、あくまでも特定の

組織で利用されている固有の管理指標

群に対する評価である。だが同時に、

以下のような一般的と思われる傾向も

確認できた。

第1に、プロジェクトによっては、不

要な指標や、規模に合わない不適切な

指標が存在すること。第2に、経験を

積んだマネージャは、プロジェクトの実

情に合わせて指標の取捨選択やカスタ

マイズができることだ。

第3に、指標の運用を進めるには、適

切な指標定義と運用者による定義の理

解が重要であるということである。

4.4.8 電子ガイドブック/テーラリング

支援システムの試作

組織の文化・特性により、測定指標

の定義そのままの形では収集・利用が

困難である場合や、プロジェクト・マ

ネージャにデータ活用の経験が少ない

場合などには、計測活動に関する教

育・トレーニングが必要である。ここ

ではNAISTが開発した定量的管理指

標のための電子ガイドブック兼テーラ

リング・システム「プロセスデータガイ

ドブックEPDG」シリーズについて紹

介する。

このツールは、日立製作所の管理指

標群の定義ファイルを基に作成した

XML形式の管理指標定義ファイルと、

組織標準WBSの定義ファイルを読み込
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み、これらの情報を様々な角度から閲

覧し、テーラリング（カスタマイズ）す

る機能を提供している。開発メンバー

は、提供されたプロセス・データ電子

ガイドブックを参照することにより、各

尺度の持つ性質や収集の手段、実例な

どを容易に参照できる。

最新バージョンのEPDG2には、管理

に用いる指標の取捨選択や、管理スケ

ール（時間的スケールやプロセス／プ

ロダクト・スケール）の調整といったテ

ーラリング機能が追加されている。経

験の浅いマネージャに対して、各管理

指標の仕組みの理解と実際のプロジェ

クトへの適用を支援できるようにして

いる。

定量的管理を開発計画に導入する際

には、管理指標の取捨選択、測定量の

精度や頻度に関する調整を行った後、

開発計画に管理指標利用に必要な測定

量の測定・分析活動を組み込む。これ

らテーラリング作業を行う際には、管

理指標およびその指標の利用に必要な

測定量の理解が必要である。EPDG2

は、管理指標の選択、管理指標利用に

必要な測定量の分析・測定活動の開発

計画への組み込み、管理指標および測

定量の理解などを支援する。

EPDG2はJavaで記述されており、

スタンドアローン・アプリケーションと

して動作する。また、グラフィック・コ

ンポーネントとして、オープンソースの

JGraphパッケージを採用している。

4.4.9 EPDG2の基本操作

図表4-16にEPDG2の画面構成を示
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す。上段にある①プロセスペイン、②

確認ペイン、③詳細表示ペインと、下

段にある④指標・測定量一覧ペインの

4領域から構成される。

以下に、EPDG2の利用法を簡単に

説明する。

（1）起動と定義ファイルの読み込み

EPDG2起動時には、組織標準の開

発プロセス定義および管理指標・測定

量の定義ファイルを読み込む。そして

プロセスペインには、開発プロセス

（WBS）をツリー構造で一覧表示する。

指標・測定量一覧ペインには、読み込

んだ管理指標・測定量に関する概要を

表形式で一覧表示する。

（2）テーラリングの実施

現在、EPDG2によるテーラリングで

は、管理指標の取捨選択のみが可能で

ある（今後、指標のカスタマイズに対

応する予定）。指標を取捨選択するに

は、指標・測定量一覧ペインから管理

指標一覧のタブを選択し、管理指標一

覧を表示させ、利用チェックボックス

により選択する。

（3）WBSと測定作業の参照

プロセスペインに表示されたWBSツ

リーのノードを選択すると、選択した

プロセスとそれに関連する開発作業項

目が確認ペインに表示される。図表4-

17では、プログラム作成時の「プログ
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プロセスペインで選んだプロセスと関連する 
作業、および測定量が表示される 

図表4-17●対象工程の絞り込み中の画面



ラム設計書の作成」というプロセスと

その関連作業にリンクした測定量を表

示している。例えば、「SG105：ファイ

ル／レコード仕様…」というセルがプ

ロセス・作業項目であり、それに関連

付けられた測定量が「B035」、「B036」

などであることを示している。

（4）管理指標、測定量の定義参照

指標・測定量一覧ペインにおいて、

管理指標一覧中にあるIDボタンをクリ

ックすると、図表4-18のような管理指

標と基本測定量、導出測定量のデータ

依存関係が図示される。確認ペインに

表示されている測定量を表すマークを

ダブルクリックすると、詳細表示ペイ

ンに当該測定量に関する詳細内容が表

示される。詳細表示ペインには、測定

量ごとにその測定方法や分析方法、測

定担当者などの情報が表示されている

（図表4-19）。

また、測定のサンプルや関連する測

定量などがリンクされており、それらの

関連情報も参照することができる。さ

らに、確認ペインでダブルクリックする

以外に、詳細表示ペインの上部にある

テキストボックスに管理指標・測定量

のIDを直接入力することで、その指

標・測定量の詳細情報を表示すること

も可能である。

（5）テーラリング・ファイルの保存

最後に、テーラリングを行ったプロ

セスをファイルに保存する。保存した

プロセスはEPDG2で読み込むことで参

照され、再利用される。

4.4.10 期待される効果

テーラリング作業時にEPDG2がプ

ロジェクトの計画者に対して提供する

支援機能は、以下の目的にも役立つと

考えている。

まず、管理指標の取捨選択に役立つ

こと。プロジェクトで適用する管理指

標をEPDG2で一覧することができ、そ

の場で容易に取捨選択ができる。この

ため、一貫した視点に基づいて管理指

標を導入できる。
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次に、プロセスに統合された測定作

業を適時確認できること。各工程やそ

の各作業で必要となる測定作業の存在

を視覚的に確認できるため、計測と管

理に対する具体的なイメージを持って

プロジェクトに臨める。

指標の理解も進むだろう。管理指標

や測定量の概要および詳細を容易に参

照できるため、指標や計測データに対

する理解を深めることができ、管理や

測定が正しく実践される。

事例の再利用も容易になる。テーラ

リングに関する情報を保存・収集する

機能を利用して、系統的なテーラリン

グガイドの作成や、テーラリング・パタ

ーン・ライブラリを構築し、経験の浅

いマネージャに提供することができる。
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確認ペインの測定量をダブルクリックすると、 
詳細表示ペインに詳細情報が表示される 

図表4-19●測定量の詳細表示



5.1
統合的アプローチの概要

プロジェクトを成功させるためには、

開発工程のなるべく早い時期（すなわ

ち本書がターゲットとする上流工程）

にリスクを発見し、そのリスクが顕在

化しないように注意しながらプロジェク

トを進めることが肝要である。

プロジェクトには、その特性に応じ

て様々なリスクが潜んでいる。なかば明

示的に「そこにはリスクがあるだろう」

と思えるものから、事前に気付くこと

ができず「まさかそれが問題になるなん

て」と、後になってからリスクだったこ

とに気付くような場合もある。

すべてのリスクは、それが顕在化し

た場合に、最終的には品質（Q）、費用

（C）、納期（D）のいずれかに影響を及ぼ

すと考えられる。また、QCDに影響が

及ぶほどの問題に至るまでには、なん

らかの予兆があるはずである。この予兆

に気付くか否かがリスクを発見するう

えでの重要なポイントになるが、経験

や知識に負うところが多い。

第3章、第4章では、プロジェクトに

潜むリスクを特定するために、チェック

シートや定量的な測定方法を利用した

リスクの「見える化」について説明し

た。これらは、いわば個別のツールであ

り、プロジェクトのリスクをそれぞれの

側面でとらえる方法の説明である。

この章では、リスクを統合的な視点

で特定するための実践的な方法「統合

的アプローチ」について説明する。その

中心となるツールは、プロジェクトにお

いてリスクが潜みやすい事項をまとめた

「リスク分類表」だ。リスク分類表は、

これまで説明してきた見える化ツール

の各項目をひも付けている。

5.2
リスク分類表によるアプローチ

上流工程でプロジェクトのリスクを

的確に特定し、対策を打つには、経験

豊富なプロジェクト・マネージャによ

る、非定型で発見的なレビューが欠か
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せない。上流工程では、プロジェクト

が始まったばかりであり、プロジェクト

に関する情報収集の仕組みも出来上が

っておらず、プロジェクトの今後を十分

に見通せないことが多い。そのため、的

確にプロジェクトの状況を把握し、リ

スクを洗い出すには、曖昧で不確実な

情報も含め、できるだけ多くの情報を

集め、起こり得る事象への対策を検討

する必要がある。

その意味で、上流工程を「見える化」

する（＝リスクを検出し、プロジェクト

の問題を特定する）ためには、事象や

情報をできる限り俯瞰し、総合的に判

断する「統合的アプローチ」による手

法が有用と考えられる。

リスクの洗い出しは、何の根拠もな

く、感性や偶然だけで未来を占うとい

った非科学的作業ではない。網羅性、

一覧性を確保し、組織的知見を蓄積す

るために各種ツール類を準備したうえ

で、経験の少ないプロジェクト・マネ

ージャでも、上流工程の問題に統合的

にアプローチできることを目指す。

上流工程のリスクの検出と対策は、

航空機の離陸時の「コックピット・ド

リル」にたとえて考えると分かりやすい

（図表5-1）。パイロットは、離陸前に、

飛行計画をよりどころとして、膨大な

チェックリストをチェックし、計器類を
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飛行計画とチェックリストに基
づき、多数の計器類をチェック 

機長との会話を通して
ノウハウを習得 

多数の計器が 
飛行状態を 
リアルタイムに示す 

機長 副操縦士 

豊富な飛行経験を基に、計器の値
や管制塔とのやり取りなどから操縦
に関する総合的な判断を下す 

図表5-1●コックピット・ドリルの利用イメージ
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項番 知識
エリア

リスク分類 ヒアリングシート 測定分析
データ一覧

事例集

1 顧客予算 H6,H42,H47 6,13,24

2 顧客特性 H2,H3 4,20,24,27,32,38,
39,46,47

3 案件特性 H32,H70 23,26,27,35,36,38,
39,46,47,56

4 顧客役割分担 H2 Ko1,Ko2,Ko3 2,4,5,20,32,34,46

5 開発範囲の取り決め H32,H34,H52 5,6,23,25,27,41,
42,43,44,45,46

6 要求と要件の整合性 S1,S2,S3 3,43,45,52,53,57

7 要件とシステム化範囲の
整合性

H1,H4,H5,H6,
H33,H34

S5,S6,S7,S8,
Q10,Q11,Q14,
Q15,Q16

16,17,32,36,43,45,
49,52,53,56,57

8 システム化範囲と
体制の整合性

H3,H4,H16 2,32

9 システム化の
実現可能性

H5,H6,H7,H25,
H35,H72

Q14,Q15,Q16 26,31,33,53

10 変更対応 H32,H33,H42,
H47

S4,S9 14,15,22,27,43,45,
51,55

11 クリティカルパスの特定 H5,H22 T15 3,12,31,32,44,49

12 実行可能スケジュールの
作成

H4,H16,H18,H19,
H21,H23,H31

T16 3,5,10,17,18,26,
32,44

13 進捗確認 H27,H68 Q10,Q11,Q14,
Q15,Q16,T3,
T4,T7,T8,T9,
T10

49,50,51

14 作業ボリューム推移 H7,H18,H21 T1,T2,T5,T6,
Q16

31,49

15 タスクの分解 H16,H19,H31 Q10,Q14 32,46,49

16 上流工程の見積り
妥当性

H46 C1 7,26,43,44,45,46,
56

17 基本設計以降の見積も
り妥当性

H7,H46,H47,
H48

Q10,Q11,Q14,
Q15,Q16

26,43,44,45,49

18 業務有識者 H28 H2,H6 11,21,43,45,48,54

19 技術系専門家 H29 H1,H5,H7 11,26,28,34,35,58

20 PJ内部体制 H13,H14,H15,
H17,H30,H66,
H69,H70,H7

H3,H4,H8,H9,
H10,Ko1,Ko2,
Ko3

10,25,26,28,29,31,
48

21 調達 外部調達の妥当性 H66,H67 H3,H4,H8,H9,
H10,Ko1,Ko2,
Ko3

10,30,46,48

人的
資源

図表5-2●リスク分類表

タイム

コスト

スコープ
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項番 知識
エリア

リスク分類 ヒアリングシート 測定分析
データ一覧

事例集

22 調達 パッケージ適用 H32,H73 40,43,45,53,55,58

23 PJ支援体制 H14 26,29,50

24 組織の効率 H14 O6 26,29,50

25 PJ内情報共有 H1,H8,H9,H11,
H20,H60

Cm2,Cm3,
Cm4

25,51

26 PJ外情報共有 H2,H10,H12,
H20,H24,H38,
H43,H44,H53

Cm1 17,38,43,44,45,46

27 品質計画 H26,H49,H50,
H51,H68,H73

Q10,Q11,Q14,
Q15,Q16,Q17,
Q18,Q19

17,38,43,44,45,46

28 品質管理 H9,H40,H41,
H49,H51,H56,
H68,H72,H73

T11,T12,T13,
T14,Q2,Q3,Q4,
Q5,Q6,Q7,Q8,
Q9,Q10,Q11,
Q14,Q15,Q16,
Q17,Q18,Q19,
O1,O2,O5

30,50

29 品質保証 H9,H40,H41,
H49,H51,H56,
H68,H72,H73

Q1,Q12,Q13,
Te1

30,50

30 未経験技術 H74 Te2 14,26,28,31,33,48

31 標準化検討 H26,H40,H41,
H52

Q13 12

32 システム実現方式検討 H25,H35,H54,
H56,H57

Te1 26,31,33,35,46

33 移行・パッケージ H55,H73,H74 Te1 30,33,34,37,39,47,
54,55,58

34 作業標準 H40,H58,H59 O1,O2,O5,O7,
O8

1,8,9,24,25,43,45

35 セキュリティ順守 H39 O1,O2,O5,O7,
O8

1,8,9,24,25,43,45

36 人材活用 H61,H62 M1

37 当事者意識 H15,H60,H62,
H63,H64,H65

M2

38 リスク識別 H36 R1,R2 31,43,45

39 リスク分析・評価 H37 R1,R2,R3 26,27,45

40 リスク対応策 H38 R1,R2,R3 27

41 課題認識 H43,H44 K1,K2,K3 27

42 課題解決 H45 K1,K2 27

図表5-2●リスク分類表（続き）

コミュニ
ケーショ
ン

品質

技術

基本
動作

モチベー
ション

リスク

課題

組織



確認し、安全を確認してから離陸操作

を開始する。このときパイロットは、個

別のチェックを行うだけでなく、先輩

パイロットのノウハウを蓄積した講義・

シミュレータ・実機による訓練や長年

の経験から、総合的にフライトの実現

可能性と安全性を確認している。

プロジェクト・マネジメントも同様

である。プロジェクト計画をよりどころ

とし、まずチェックシートや測定データ

でプロジェクトの状態を定性的・定量

的に把握する。続いて、事例集でベテ

ラン・プロジェクト・マネージャの貴重

な経験に触れ、統合的にプロジェクト

状況を確認する。こうした作業は、プ

ロジェクトが上流工程を乗り切り、成

功へのスタートを切るために欠かせない

ものである。

5.2.1 リスク分類表

上流工程のリスクを統合的アプロー

チで発見するためのツールとして、「リ

スク分類表」を用意した（図表5-2）。

リスク分類表は、見える化のための3つ

のツール（ヒアリングシート、測定分析

データ一覧表、事例集）を連携させ、

統合的な視点でリスクを洗い出すため

のツールである。チェックシートを用い

た定性的な視点、測定分析データ一覧

を用いた定量的な視点、事例集を用い

た類似事例からの視点で、プロジェク

トで生じやすいリスクを探ることができ

る。

リスク分類表の縦軸は、上流工程で

生じやすいリスク項目をリストアップ

し、知識エリアで分類したものを一覧

にしたものである。この知識エリアによ

る分類は、多くのプロジェクトを推進

した10人以上のプロジェクト・マネー

ジャが議論して、経験的に導いたもの

だ。各企業の現場で使われているリス

ク・チェック項目も加味して作成して

いる。

5.2.2 統合的アプローチの活用法

リスク分類表を用いて、統合的に上

流工程でのリスクを洗い出し、的確に

プロジェクトを導くための活用例を3つ

紹介する。

（1）プロジェクト・マネージャへのヒ

アリング結果を基に、類似の過去事

例を参照してリスクを検討する

PMOのような専門家チームがプロジ

ェクトの状況を把握する場合、最初に

ヒアリングシートを使ってプロジェク

ト・マネージャにヒアリングすることが

多い。この場合、ヒアリングした結果

は、あくまでもプロジェクト・マネージ

ャの意見や、表面的な現象から分かる

状況を確認したものなので、さらに踏

み込んだ調査を行うのが一般的である。
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見識の深い専門家であれば、ヒアリン

グの内容から判断して、どの部分をさ

らに踏み込んで調査すべきかを考える

ことができるだろう。

しかし、見識の深い専門家が、常に

ヒアリングに参加できるわけではない。

経験の浅いチームによってヒアリングが

行われた場合、リスクが顕在化すると

プロジェクトがどのような状況に陥るか

を具体的にイメージできないことがあ

る。具体的なイメージがなければ、その

後に十分な調査が行なわれず、結果と

して重要なリスクや問題を見過ごすこ

とにもなりかねない。

そこで、ヒアリングした結果を基に

類似の事例を参照してイメージをつか

めるように、リスク分類表を利用する。

例えば、ヒアリングを実施した結果、

ヒアリングシートの項目番号H28「求

められる業務知識のキーパーソンを獲

得できているか？」というチェック項目

に問題があったとする。この「H28」

をリスク分類表の中で探すと、同じ行

に、関連事例がいくつかマッピングさ

れていることが分かる（図表5-3）。例

えば事例番号「11」は、「業務経験・

業務知識の乏しい要員で要件定義工程

を実施」という事例だ。業務知識のキ

ーパーソンを獲得できていないと、どう

いうリスク、問題が起こるか過去の事
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要件定義に必要な要員の人数は確保できたので、 
プロジェクトをスタートした。担当者に業務知識がな 
く、要件定義は日を追うごとに遅れていき、成果物の 
品質もきわめて低いものとなってしまった 

リスク分類表 

ヒアリングシート 
 

事例集 

知識エリア リスク分類 チェックシート 測定分析データ一覧 事例 

No. 知識エリア チェック項目 

H28 人的資源 求められる業務知識の 
キーパーソンを獲得 
できているか？ 
 

人的資源 業務有識者 
 

H28 H2,H6 11,21,43,45,48,54

PJ内部体制 H13,H14,H15, 
H17,H30,H66, 
H69,H70,H71

H3,H4,H8,H9,H10,Ko1, 
Ko2,Ko3 
 

10,25,26,28,29,31, 
48

技術系専門家 H29 H1,H5,H7 11,26,28,34,35,58

業務経験・業務知識の乏しい要員で 
要件定義工程を実施 
 

事例11  
 

図表5-3●リスク分類表活用例（1）：ヒアリングシートから事例を検索する



例から知ることができる。

（2）ヒアリングシートからリスク分類

表を参照し、測定項目を調べ、定量

的に評価する。定量評価が行われて

いない場合は測定を開始する

活用例（1）と同様に、初めにプロジェ

クトの状況を把握するためにヒアリン

グを実施する。次に、ヒアリングで見

えてきたリスクを定量的に確認するた

めに、測定分析データ一覧を参照して、

具体的なプロジェクトの定量指標を確

認する。ヒアリングシートのみによる確

認では、主観的な判断が混じりやすい

が、併せて定量的な測定結果を参照す

れば、そのプロジェクトに潜むリスクを

的確につかめる。

例えば、活用例（1）でも説明したヒア

リングシートのチェック項目「H28」

に対し、リスク分類表を見ると、いく
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リスク分類表 

ヒアリングシート 
 

測定分析データ一覧 

知識エリア リスク分類 チェックシート 測定分析データ一覧 事例 

項目 
番号 

知識エリア 
（主） 

知識エリア 
（関連） 

測定の目的 利用者 

H2 人的資源 要件定義工程に 
おける体制の 
強弱を測定する 
 
 

ＰＭ、 
ＰＭＯ 

導出尺度 

要件定義工程における、 
対象業務分野（小売業とか 
保険業とか）の経験者率 
（対象業務分野経験者数/ 
要件定義メンバー） 
 

No. 知識エリア チェック項目 

H28 人的資源 求められる業務知識の 
キーパーソンを獲得 
できているか？ 
 

人的資源 業務有識者 
 

H28 H2,H6 11,21,43,45,48,54

PJ内部体制 H13,H14,H15, 
H17,H30,H66, 
H69,H70,H71

H3,H4,H8,H9,H10,Ko1, 
Ko2,Ko3 
 

10,25,26,28,29,31, 
48

技術系専門家 H29 H1,H5,H7 11,26,28,34,35,58

図表5-4●リスク分類表活用例（2）：ヒアリングシートから定量測定項目を検索する



つかの測定項目がマッピングされてい

ることが分かる（図表5-4）。そのうち

の1つである「H2」は、「要件定義工程

における体制の強弱を測定する」とい

う測定項目だ。「求められる業務知識の

キーパーソンを獲得できているか？」と

いうヒアリングシートの質問に対し、定

量的なデータで裏付けをする方法を示

している。具体的には、要件定義工程

における対象業務分野での「経験者率

を求める数式」と、その測定のための

測定項目（経験者数と要件定義メンバ

ー）を指し示している。

その時点で定量的なデータを収集し

ておらず、定量的判断ができない場合

もある。しかし、それからでも遅くない

ので、定量的なデータの収集・分析方

法を計画する機会と考え、定期的・継

続的に測定していくことが望ましい。

（3）事例集から現在の状況に類似し

たプロジェクトを見つけ、チェックシー

トでプロジェクトの状況を確認する

プロジェクト・マネージャが本書の
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リスク分類表 

ヒアリングシート 
 

事例集 

知識エリア リスク分類 チェックシート 測定分析データ一覧 事例 

No. 知識 
エリア 

チェック項目 

H74 技術 〔新技術/未経験技術がある場合〕 
その技術に対する対応策は 
十分か？ 

技術 未経験技術 H74 Tel2 14,26,28,31,33,48

標準化検討 … … … 

移行・パッケージ 
 

… … … … 

システム実現 
方式検討 

… … … 

初物プログラム言語での 
開発で十分な性能が出ない 
 

事例14  
 
ユーザー側から、まだ市場に出て日が浅い
プログラム言語を使っての開発を指定さ
れた。その顧客はそのベンダー側にとって
は重要な顧客であったため、どうしても受
注したかった。そのプログラム言語での実
装を行ったが、十分な性能要件を満たす
ことができなかった 

図表5-5●リスク分類表活用例（3）：事例集からヒアリングシート項目を検索する
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事例集を読むと、自身が参画している

プロジェクトに似た状況の事例を見つ

け出すかもしれない。または、プロジェ

クトの進行中に、ふと、目の前で起き

ている現象に似たような事例が、事例

集の中にあったということを思い出す

かもしれない。

そのようなとき、チェックシートや測

定分析データ一覧にある関連項目をた

どれば、より広い、統合的な視点で自

身のプロジェクトの状況をつかめるよう

になる。

例えば、自らが手がける新規プロジ

ェクトで、あまり経験のない新しいプロ

グラム言語を使う計画があるとしよう。

事例集を探すと、事例「14」に「初物

プログラム言語での開発で十分な性能

が出ない」がある。事例14に対応する

チェックシート項目は、リスク分類表

から「H74」の「その技術に対する対

応策は十分か？」であることが分かる

（図表5-5）。事例やチェックシートに記

載されている詳細な情報を見れば、ど

のような対応を打つべきかを検討でき

るようになる。

5.2.3 リスク分類表の高度な利用法

リスク分類表は、一度作って利用す

るだけのものではない。プロジェクトを

取り巻く環境は、常に変化し続けてい

る。現実のプロジェクトを運営するこ

とによって得られる情報とノウハウを整

理・蓄積し、より精度が高く、より早

い時期にリスクが特定できるようにリ

スク分類表をブラッシュアップすること

が肝要だ。そうすれば、プロジェクトの

成功率は一層高まるだろう。

リスク分類表は、リスクが現れやす

知識 
エリア 

リスク分類 チェック 
シート 

測定分析 
データ一覧 

事例 独自ツール 

技術 未経験技術 H74 Te2 A01,A02

標準化検討 … … … 

移行・パッケージ 
 

… … … 

システム実現方式検討 … … … 

14,26,28,31,33,48

… 

… 

… 

新たな列を追加することで 
リスク分類表を拡張利用できる 

図表5-6●リスク分類表の拡張



い項目と各種ツールの要素を緩やかに

マッピングしたものであり、各組織で個

別にカスタマイズしてもよい。例えば企

業の個別事情に依存する新たなチェッ

ク項目を追加したとして、そのチェッ

ク項目をリスク分類表にマッピングし

たり、組織の事情に合わせて既存のマ

ッピングを変えたりしてもよい。組織あ

るいは業界ごとに、このマッピングを見

直すことで、より高い分析精度が期待

できる。

また、各社独自の見える化ツールを

作成した場合、このリスク分類表に新

たな列を追加して、その独自ツールの

項目番号をマッピングしてみると、チ

ェックシートや測定分析データ一覧、

事例集と、独自ツールを連携させるこ

とができる（図表5-6）。

85

ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編



「プロジェクト」は、システム開発を

はじめ、起業、経営、ビジネス、サー

ビス、製品開発・製造、研究開発など

あらゆる領域の「変化／変革」を実現

するための優れた手法である。しかし、

同時にプロジェクトの本質が、「変化／

変革」を実現することであるがゆえに

生じる数多くの問題を抱え込んでいる。

この章では、ITプロジェクトが他の

プロジェクトと比べて、曖昧性と不確

実性が圧倒的な量と質で存在するとい

うことを理解したうえで、曖昧性と不

確実性のマネジメント方法を説明する。

6.1
プロジェクトの曖昧性と不確実性

ITプロジェクトには、常に多くの

「曖昧性」が内在している。関与するス

テークホルダーが多く、成果物を言語

や図で表現することに限界があるから

だ。さらに、近年の発注側のビジネス

の変化が激しく、発注者自身も新しい

ビジネス・モデルを読みきれないことか

らくる「不確実性」が内在している。

しかも、その質と量は、他業界、他分

野と比べても圧倒的に多い。このこと

がITプロジェクトのマネジメントを難

しくし、ITプロジェクトの成功率が低

い原因となっている。

ここでいう「曖昧性」とは、知識が

不足していて分からないこと、解釈が

何通りもあって分からないこと、誤り

が含まれていて正確でないことなど、複

数の状況を指す。これは、文章、図お

よびコミュニケーションが持っている本

質的な欠陥であり、プロジェクトの失

敗原因となり得る。

一方、「不確実性」とは、主に環境の

変化によってもたらされ、想定したこ

とが起こるかどうかがその時点では分

からないことを意味する。

ITプロジェクトにおいて、曖昧性と

不確実性が存在する個所の例を図表6-

1に示す。

この「曖昧性」と「不確実性」を内

包しているプロジェクトを成功させるに

は、プロジェクトを取り巻く状況を的
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確に認識したうえで、ドミナント・ア

イテムを把握し、そこに焦点を絞った

マネジメントと複数の選択肢を活用す

るマネジメントが有効である。

6.1.1 「ドミナント・アイテム」中心の

マネジメント

プロジェクトは、その実行過程にお

いて表面化しないものを含めると、

様々な問題が発生する。プロジェク

ト・マネジメントは、顕在化あるいは

潜在化している問題を取捨選択して解

決し、プロジェクトに課せられた変革

の目的を達成することにある。

そこでプロジェクト・マネージャが最

も避けなければならない状況は、プロジ

ェクトの成否にかかわる本質的問題

（ドミナント・アイテム）を見失って、

プロジェクトを失敗させてしまうことで

ある。

ドミナント・アイテムの数は、制御

不可能なほど多くはない。定められた

プロセスで問題管理の基本的なマネジ

メントができているのであれば、結果的

には「80対20の法則（パレートの法

則）」にしたがっている。

ただし、プロジェクト・マネージャが

いかに有能でも、一般に人間の短期記

憶で同時に管理できる情報は7±2個と

されている。ある程度の限界があって、

プロジェクトに発生するすべての問題

に対応することはできない。そこで、ド

ミナント・アイテムに的を絞るわけだ。

リスクを組み込んだマネジメントの概

念を「変化に呼応する予測／予見のマ

ネジメント」として図表6-2に示す。こ

の図は、縦軸にプロジェクトに課せら

れたミッションの達成度合いをとり、横

軸には時間をとる。曖昧性・不確実性

を内包したままプロジェクトを開始し
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図表6-1●ITプロジェクトにおける「曖昧性」「不確実性」が潜む個所の例

項目 曖昧性 不確実性

プロジェクト ●ステークホルダー間の視点、価値観
●対象とするシステムの特性と関係性の理解
●プロジェクトの位置付け

●潜在的な問題の数と質が確定できない
●IT技術、プロダクト品質などの変動

マネジメント ●要件定義、品質管理などの非定量性
●発注側のプロジェクト・マネジメントと受注
側のプロジェクト・マネジメントのレベルの
相違や整合性

●プロジェクトの目的自体の変化
●要求仕様、人的質・量の変化
●ステークホルダー間のコミュニケーション量

IT技術 ●ビジネス/サービスなどの利用形態の多様性
●ビジネス/サービスなどのモデル/業務仕様、
要件定義の表現

●外部環境の頻繁かつ俊敏な変化
●モデル/業務仕様/要求仕様の変化
●IT技術の非連続的な進化



た後、ある不確実な要素が明確になっ

たときに、ミッションの達成度合いが

高まることを示している。図では、将

来のミッション達成度合いの振れ幅を

予測して、Best-Moderate-Worstと

表している。

重要なことは、まずドミナント・ア

イテムの一つになり得る不確定要素が

何であるかを早期に認識すること。次

に、その不確定要素が明確になった時

点で、何をどこまで決めておくべきなの

かというシナリオを、プロジェクト・マ

ネージャが描いておくことである。そう

することで、環境の変化が発生するた

びに場当たり的な検討を繰り返さずに

済む。プロジェクトの位置付けを見失

わないマネジメントへの道が開ける。

6.1.2 選択肢（オプション）を用いた

マネジメント

プロジェクト・マネジメントは、予

測／仮説の下で実施されている。例え

ば、要求仕様が不確実で曖昧な状況の

とき、スケジュール優先で次工程に進

むべきか、仕様が明確になるまで現工

程での検討を継続すべきか、選択に迫

られることがある。

スケジュール優先で次工程に入ると、

見切り開発による「手戻り」の増加が

リスクになる。一方、仕様が明確にな

るまで待つと、プロジェクトの「遅延」

がリスクになる。このように不確実な状

況下で後戻りできない意思決定をする

場合には、「意思決定者がその決定を先

延ばしにできる自由度を最大にするマ
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時間 完了時 時間 開始時 

こうありたい 
（Best） B

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
達
成
度
合
 

こんなところかな 
（Moderate） 

悪くてもこれだけは 
（Worst） 

M

W

図表6-2●変化に呼応する予測/予見のマネジメント



ネジメント」が正解である。

例えば、「仕様が8割がた明確になる

時点まで次工程への進行を待ち、重要

な検討事項に解を得たうえで次工程に

入る」といったマネジメントである。ベ

テランのプロジェクト・マネージャは、

作業ロスを少なくするこのようなマネジ

メントを行っている。当初の不確実な

状況が明確になったときに、あらかじ

め設定したオプションを選択して、方

向転換する。方向転換する際には、新

たなオプションの設定を行うのである。

ここで述べた「不確実な状況下で不

可逆的な（後戻りできない）意思決定

をする場合に、意思決定者がその決定

を先延ばしにできる自由度を最大にす

る」マネジメント手法は、『リアル・オ

プション』と呼ばれ、他業界のプロジ

ェクト・マネジメントでは既に用いられ

ている。

リアル・オプションには、図表6-3の

ような選択肢がある。例えば、要件定

義工程で要件が的確に定義できていな

いため、業務部門からの承認が得られ

ないという状況を想定してみよう。こ

こでは、次のようなリアル・オプション

を用意することが考えられる。

拡張オプション

発注側としては、業務部門からの要

望や要件を的確にかつ十分に説明でき

ていないことが問題となる。オプション

として、「発注側の担当者を、要件の説

明が十分にできる人に変更する」を選

択する。

バリア・オプション

受注側としては発注側の業務知識が

不足しているために、これまでの説明

を十分に理解できていないことが問題

となる。近日中に要員増強が必要であ

り、かつそれが満たされないとき、次に

選択するオプションとの連続性が必要

である。バリア・オプションとして、
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図表6-3●ITプロジェクト・マネジメントで活用できるリアル・オプション

オプション名 内容

拡張オプション 達成目標などの拡張を選択する

撤退オプション 撤退（取りやめる）オプションを選択する

縮小オプション 達成目標などの縮小を選択する

切替オプション 異なる技術などへの切替えを選択する

選択オプション 拡張、撤退、切替、縮小などのオプションを選択する

バリア・オプション 特定の条件（バリア）を満たすかどうかで、次のオプションを選択できる



「10日以内に業務を熟知した担当者に

交代することを条件に設定する」を選

択する。

撤退オプション

バリア・オプションで設定した条件

が満たされない場合には、破綻するプ

ロジェクトを継続するよりも、オプショ

ンとして「次工程に入らず、プロジェ

クトを中止する」を選択する。これら

のオプション選択の流れを図表6-4に

示す。

6.2
プロジェクト・マネジメントの勘所

6.2.1 要件定義工程

要件定義は、上流工程における中心

的な活動である。その際、プロジェク

ト・マネジメントの観点から是非とも

押さえておきたいポイントは次の通りで

ある。

（1）要件が確定できない案件への対

応を強化する

上流工程の成果物として、プロジェ

クトの方向を決めるプロジェクト計画

書を作成する。一般的に、プロジェク

ト計画書の作成作業は、次のように進

める。

①スコープ定義

②作業定義・資源計画作成

③作業順序設定・所要期間見積もり・

コスト見積もり

④スケジュール作成・予算設定

⑤プロジェクト計画策定

要件定義工程において、スコープ定

義（業務、アーキテクチャなどのシステ

ム、システム運用、移行や非機能要件）

を行うが、ここで定義されたスコープが
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条件クリア 

リアル・オプションの活用 

拡張 
オプション 

業務要件を 
説明できる 
発注側担当 
者への変更 

バリア・ 
オプション 

10日以内に 
業務内容を 
熟知した 

担当者に交代 

撤退 
オプション 

次工程に入らず、 
プロジェクト中止 

要件定義工程 基本設計工程 

図表6-4●ITプロジェクト・マネジメントでのリアル・オプション活用例



プロジェクトのスケジュール、コスト、

体制などの計画を立てる際のインプッ

トである。

要件を整理した段階で発注側と合意

する必要があるが、ステークホルダーの

範囲が広がり、人数も増えているので、

発注側だけでは決められないケースも

多くなっている。特に、システムが社会

インフラとなっており、障害発生時の

影響範囲、影響規模が大きく、経営上

のリスクにもなっている案件で顕著で

ある。

このような場合、受注側が積極的に、

ステークホルダーの合意をとる働きかけ

をしたり、他案件での経験を基に適切

な要件を提案して、発注側の決定を促

したりすることが必要である。また、ス

テークホルダーが多く、複雑な要求が

ある場合、要件定義が不明確あるいは

間違いであることがないように業務と

システムの要件定義それぞれに専門家

を投入する必要がある。さらに、担当

者では決定できない場合には、発注側

の経営者を加えて、経営リスクに応じ

た要件を決めてもらうといった対応が

必要である。

（2）発注側のキーパーソンを

把握するチャンスを活用する

要件定義工程においては、発注側の

参画が必須であり、必然的に発注側と

のやり取りが多くなる。このときが発注

側を知るチャンスでもある。発注側の

属人性、会社・組織としての文化、お

よびステークホルダー、キーパーソンを

観察するとよい。

キーパーソンを把握し、組織の文化

に応じた対応（合意形成）をとること、

および発注側の信頼を得ておくことは、

その後の工程での発注側との検討作業、

結果の承認をスムーズに進めるうえで

必須条件である。

（3）要件定義の決定責任はあくまで

発注側にあることを明確にする

発注側と一体となって活動する要件

定義工程では、両者の役割が不明確な

ままに作業を進めることがあり、そのこ

とによって責任の所在が不明確になる

ことがある。

要件の決定をサポートすることは必

要だが、要件全体は発注側しか把握で

きないので、最終決定責任は発注側に

あることを明らかにしておく必要があ

る。責任を明らかにしないままに要件

が決まると、要件定義を終了させるこ

とができても、多くの要件漏れが隠さ

れる結果となり、その後の工程で要件

変更多発の原因となる。

結果、責任の所在が不明確であるこ

とが明らかになり、納期遅延・コスト

増大となる。
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（4）要件定義の不備、特に曖昧性を

徹底的につぶす

要件定義の不備は、この段階で徹底

的にチェックしておかないと、下流工

程で大きな手戻りを生じる。要件定義

の不備を防ぐための方法を図表6-5に

示す。要件が決定した後でも、その記

述・表現が曖昧だと、後工程に大きな

影響を及ぼす。

6.2.2 プロジェクト計画書作成

上流工程における重要な成果物とし

てプロジェクト計画書がある。プロジェ

クト計画書を作成する時点では、次の

ことを見える化する必要がある。

（1）プロジェクトのドミナント・

アイテムを把握する

プロジェクト計画書を作成する前に、

俯瞰図を用いて、プロジェクトのドミ

ナント・アイテムを把握しておく。

（2）プロジェクトの目的、成果物、

成功基準を明確にする

プロジェクトの目的、成果物、成功

基準という重要な要素は、プロジェク

トの目的、成果物の品質・納期・コス

トへの影響が大きい。

成果物が不明確なプロジェクトは稀

であるが、成果物の作成にとらわれて

目的が見失われているプロジェクトを

92

曖昧性と不確実性のマネジメント6

図表6-5●不備のある要件定義の防止策

防止策およびチェック方法

誤った情報 ●不完全なスコープとならないように、複数の立場の人により
スコープの食い違いがないことを検証する
●システム利用時のコンセプトが明確になっているか検証する
●検証の成果に論理的根拠を盛り込む
●ステークホルダーを巻き込んで要件の検討、成果物のレビュー
などを実施する

欠落 ●標準的なテンプレート/チェックリストを用いる

不明確 ●標準的な記述方法から逸脱していないかチェックする
（例：二重否定や「など」という表現は極力避ける）
●妥当性を確認する

欠落表現上の
複雑さの排除

●単純なフォーマットを用いる
（例：区切りが分らない長文（100文字以上）になっていないか）
●エディタを使用する

見当違い ●標準的なテンプレートに従って検討成果を記述する

開発者は、「なぜ？」と尋ねる習慣をつける。
要件定義の記述者は、「証明に何が必要か？」を考える。
これらのやり取りが必要である。

実行や運用での発見方法

曖昧性

不備の内容

誤り・欠落



目にすることがある。目的が明確でな

い場合、当然ながら、成功基準も定義

されていない。

（3）スコープの確定の度合いを把握

する

発注側が参画するスコープ（要件・

機能）の確定作業におけるステークホ

ルダー、発注側の対応から発注側の特

性やプロジェクトの問題を観察できる。

また、要件定義の発注側の承認段階に

おける状況を観察することによっても、

スコープの確定度を推測できる。

承認に際して発注側内部が紛糾した

り、納得できる説明がないままにスコ

ープが変更されたりする場合には、ス

コープの確定度が低いと判断する。

その場合、スコープ変更に対応でき

る契約になっていることを確認し、対

応できていない場合には必要な条項の

追加を交渉する。そのうえで、スコー

プ変更を前提としたスケジュールを計

画しなければならない。

（4）クリティカルなスケジュールの

状況をマネジメントする

まず、スコープに照らして適切なス

ケジュールが計画されているかを見る。

不適切なスケジュールとは、納期か

ら機械的に逆算して作成され、不足す

る日数のつじつまを合わせるために、滞

りなく上流工程を終わらせることを想

定して作成されたものである。このよう

なスケジュールでスタートすると、実際

には上流工程の期間が短すぎて、成果

物である要件定義書、基本設計書の品

質が悪く、次の工程の進捗に影響する

場合が多い。

また、作業量が莫大な大規模プロジ

ェクトでは、プロジェクト・マネージャ

がすべてのスケジュールをマネジメント

できないし、非効率である。そのような

場合、プロジェクト・マネージャがマネ

ジメントすべきクリティカル・パスに関

連する7±2個に絞った「スケジュール

俯瞰図」を作成し、そのスケジュール

を重点的にマネジメントするとよい。

（5）プロジェクトの制約条件を把握する

プロジェクトの制約条件とは、社内

のリソース確保、チーム・ビルディング

の状況、コスト、契約条件などである。

これらの要素により、プロジェクトが成

功するかどうかが決まることが多く、問

題への対応（制約を受け入れる、制約

を回避する、制約をやわらげる）を状

況に応じて変える必要がある。

6.3
リスク・マネジメントの勘所

今まで失敗したプロジェクトを概括
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すると、リスクが内在しているにもかか

わらず、問題が表面化するまで手を打

たなかった、または、打てなかったケー

スが多い。いわゆる、リスク・マネジメ

ントが不十分であったわけだ。リスクを

回避するには、プロジェクトでリスクが

問題となって顕在化する可能性のある

要素について、①早期にリスクをリス

トアップする、②万一リスクが顕在化

した場合の回避策を事前に用意する、

③リスクが顕在化する状況にあるか否

かを検証する、といった対応が必要で

ある。

6.3.1 リスクの識別

（1）リスクの性質

どこにどのようなリスクが潜んでいる

かを識別するためには、リスクがどのよ

うなものであるかを整理しておく必要

がある。リスクがどこに発生するか、ま

たいつ発生するか、何をリスクとして見

るか、といったリスクの起因内容によ

って整理することができる（図表6-6）。

さらに、リスクがどのような性質を持

つものなのかを説明する。

まず、「システム開発にはリスクが常

に伴う」ということである。システム化

の要件という抽象的な事柄をシステム

という具体的な形で実現するので、シ

ステム化することによる要求の漏れと

いうリスクが常に存在する。

また、「リスクは現時点より必ず後工

程にて顕在化する」。上流工程では、サ

ービス・インまで時間的余裕があり、

リスクが現実的な問題となって発生し

ないために、リスクの認識度が低くな

る。

「想定していなかったリスクが後工程

で顕在化した場合、必ず大きな損害と

なる」という性質もある。リスクが顕在

化した場合、予定の作業を継続するこ

とに加え、問題処理のために、体制、

工数、期間、費用、メンバーのモチベ

ーションを度外視して対処しなければ

ならない事態に陥る。対症療法でマネ

ジメントを進めるために、問題の根本

的な解決がされないままになる。また、

プロジェクト・メンバーの心理的作用

図表6-6●リスク起因区分

起因区分 起因するもの

発生する場所 ●市場、業界
●発注側
●個人
●プロジェクト
●その他自然災害など

発生する時期 ●受注、契約段階
●要件定義段階
●設計段階
●製造段階
●テスト、移行段階
●運用開始以降

リスクとして
見る内容

●金銭
●信用、社会性
●人材
●ビジネス
●企業の存亡



として問題を隠ぺいしたり、過小評価

したりするケースが多い。

リスク・マネジメントは最終的に発

注側、受注側両者にとって有効でなけ

ればならない。リスクは、発注側、受

注側の立場によって相反する場合があ

り、リスクを回避するためには、最終

的に両者にとって有効な内容でなけれ

ばならない。一般的には、受注側が過

負荷になることが多いが、これは本来

の姿ではない。

（2）リスク要因のとらえ方

プロジェクトにおけるリスク要因を決

めるキーポイントは、次の3点に集約さ

れる。①決定すべきことは、すべて決

定しているか否か。また、以降、決定

事項に変更がないか否か。②決定した

内容に客観性があるか否か。③決定し

た内容が計画通り着実に進捗している

か否か。

現実には、この3点が問題なく遂行

されているプロジェクトが少ないため、

これらが守られないことを想定して、④

課題を速やかに表面化させ、問題発生

以前に対処することが可能か否か、が

加わる。

この①～④のキーポイントをリスク

回避のための基本行動に照らし合わせ

ると次のようになる。

物事の決定とそれ以降の変更をなく

すために、基本的計画、すなわち、開

発範囲、費用、体制、負担、開発手法、

開発期間などを明確にする必要がある

（①）。また、決定事項の客観性を担保

するには、レビュー（承認を含む）を徹

底させることが欠かせない（②）。決定

事項の着実な推進のためには、プロジ

ェクト・マネジメント標準の確立とメ

ンバー全員への浸透、進捗フォローが

不可欠である（③）。そして、課題に対

処するためには、迅速なエスカレーショ

ンが必要である（④）。

（3）リスクの認識

リスク・マネジメントを難しくしてい

る理由の一つは、リスクを「○○不備」、

「○○不足」というように認識しなけれ

ばならないことである。すなわち、現在

は上流工程に位置しながら、中流・下

流工程での結果を想定しなければなら

ない。

これは、あらかじめプロジェクトの先

をすべて見通さなければならないため、

経験不足のプロジェクト・マネージャ

には困難である。大問題が発生するこ

とが分かっていれば、手を打たないこと

は通常あり得ない。分からないか、ま

たは発生しないだろうという認識から

手を打たなかったのである。その背景

として、「計画がきちんと明確になって

いるか」、「体制が整っているか」、「費用
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は妥当か」、「開発期間は十分か」、「発

注側との関係は良いか」など、概念的

で、かつタイミング的に疑問のあるリス

ク認識のみがリストアップされているこ

とが多い。

また、数多くのリスク認識項目がリ

ストアップされると、数の論理に気を

取られ、あたかもリスク・マネジメント

を十分に行っているかのような錯覚に

陥りやすい。

しかし、本質的にリスク・マネジメ

ントを行うということは、「次の工程が

うまくいくために直前の工程がどうい

う状況にあるべきか。何が明確になっ

ていなければならないか」を考えること

だと言ってよい。つまり、次の工程を

スムーズに進めるに当たり、前工程の

何が阻害しているのかということを単

純にリスク要因として認識するという

ことである。

6.3.2 リスク分析

（1）リスク影響度の考え方

システム開発は、出来合いのものを

同じ環境や条件で適用するよりも、カ

スタマイズするか、個別にシステムを構

築するケースが多い。システム開発の

上流工程におけるリスクは、①目的、

要件の明確性、②計画、体制、組織の

具体性、③技術、進捗の確実性、④プ

ロジェクト・マネジメントの客観性、と

いう4つの要素に分類できる。

一方、もう1つのリスク回避を阻害

する要因の分類方法として、外部要因

と内部要因がある。これらの分類に、

①～④を組み合わせると次のようにな

る。

外部要因は、目的、要件、計画、費

用、体制に密接に関連する。プロジェ

クトにとって根幹を成す要因であり、

影響範囲は大きい。

内部要因は、計画、組織、技術、進

捗、管理に密接に関連する。外部要因

に比べ、影響範囲は小さいものの、具

体性という点で結果への関連は大きい。

したがって、リスクを分析する場合

には、外部要因に力点を置くべきであ

る。

（2）リスクの大小の判断方法

リスクの大小判断は、プロジェクト

の特質により異なるが、いくつかの視

点があるのでここで紹介する。

まず、連携動作する個所が多い場合、

リスクが大きいと判断する。例えば、関

連するサブシステムが多い場合に、サ

ブシステム間のインターフェースの仕様

変更を想定してみよう。たとえプログ

ラムの変更量が小さくても、設計の見

直し、運用の変更、テストのやり直し

など影響が大きいため、リスクも大き

くなる。
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また、後工程になるほど、リスクが

大きいと判断する。システム開発の途

中での変更、追加はやむを得ない事象

としても、早い時期での変更、追加と、

サービス・イン直前の変更、追加では

リスクの大小が異なる。

例えば、テスト段階で設計にかかわ

る変更、追加は、工数、進捗に関係す

るだけでなく、作業の完成度にも影響

する。当然リスクは大きい。一方で、

設計作業途中での変更、追加は、関係

者が設計に注力しているため、一般的

にリスクは小さい。

他のシステムや工程に対する影響度

合いが大きい場合、リスクが大きいと

判断する。過去の事例から考えると、

①品質（正確性）、②性能、③機能（広

義）、④納期、⑤費用の順でリスクの大

小を判断するのが妥当と考える。ただ

し、代替案があり、かつ代替案による

対応が容易な場合にはリスクが小さい

と判断する。

（3）リスクの重み

リスクを認識してリストアップするこ

とは、経験を積み重ねれば比較的容易

だが、これらをすべて同等に扱うことは

非現実的であり、有効なリスク・マネ

ジメントとはならない。リスク・マネジ

メントを過不足なく偏りなく実施する

ためには、リスクを図表6-7のリスク要

因マトリックス上に整理する必要があ

る。

現場でどのようにリスク・マネジメ

ントがなされているかを見ると、①の領

域（リスク大、リスク発生確率高い）

は危険性が高いことから、企業、また

は組織として強く注目される。半面、

中にはプロジェクトだけで解決できない

リスクが含まれているため、手が打たれ

ないままになる。特にコミュニケーショ

ンの良くない組織においては、後工程

で大問題が発生するケースがある。失

敗として公表されるプロジェクトの大

半は、この領域のリスク・マネジメン

トが不十分だったと言っても過言では
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リスク発生確率 
高 
 

リスク発生確率 
低 

リスク小 
（危険性小） 

リスク大 
（危険性大） 

 

③ ① 

④ ② 

⑤ 

リスク認識項目の数  
大 

（プライオリティ大） 

リスク認識の深さ強化 
（プライオリティ大） 

（C） （A） 

（D） （B） 

図表6-7●リスク要因マトリックス



ない。

②の領域は、危険性が大きいと理解

しつつも、発生確率が低いため、リス

クと認識することが難しい。しかし、無

理をすれば解決できる場合もあり、リ

スク・マネジメントが最も難しい領域

である。

③の領域は、リスク発生確率は高い

が、リスクが小さく、リスクの認識が容

易である。このため、集中的なリスク・

マネジメントが行われることが多い。

④の領域は、リスク発生率が低く、

リスクも小さい。リスク・マネジメント

というより、課題管理の対象として扱

うことが多い。

⑤の領域は、リスク発生確率の高低、

リスクの大小の視点と異なり、曖昧性

に起因している。例えば、設計書のレ

ビュー、合意の重要性は誰でも理解し

ているが、レビュー、合意の内容、深

さがどの程度で十分かという物差しの

定義は困難である。この「十分な合意

のレベル」をできるだけ明確にして見定

めることが⑤の領域でのマネジメントで

ある。この領域のマネジメントが不十

分であると、いずれ①～④の領域にも

波及する。

⑤の領域についてのキーポイントは、

多くのマネジメント手法で述べられて

いる。しかし、リスク・マネジメントの

物差しが不足しているか、その物差し

が現実に即していない場合がある。こ

の領域は、プロジェクト・マネージャと

しての経験、資質、センスなどがより

多く問われている。極論すると、プロ

ジェクト・マネージャは、日々、この領
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領域 発生確率 危険性

① 高 大 ●組織的に注視される
●高い地位者が対応するためエスカレーションが重要

② 低 大 ●リスクと認識し難い
●無理することにより解決できる場合があり、リスク・マネジメント
が難しい

③ 高 小 ●リスク・マネジメントとして注力しやすい（①、②がなおざりにな
りやすい）

④ 低 小 ●プロジェクト・マネジメントとしては、見切る場合が多い
●課題管理として対処するケースが多い

リスク・マネジメント領域
領域の特徴

図表6-8●リスク要因の概要



域のリスク・マネジメントに追われてい

るのが実情である。

プロジェクト・メンバーは、リスクと

なる問題とその発生確率を比較的早い

段階で、感覚的にとらえていることが

多い。プロジェクト・マネージャ、プロ

ジェクト支援組織は、それらの内容を

聞き出してリスク識別・リスク分析を

する必要がある。

6.3.3 リスクの評価方法

リスク要因マトリックスの各領域の

特性に応じてどう対応すべきか、方法

を説明する。

リスク要因マトリックスの領域を2分

割した縦軸（リスク発生確率）と、2分

割した横軸（リスクの大小）によって

（A）～（D）の4つの領域に分け、それ

ぞれの領域におけるリスク要因と、対

処策を整理したのが図表6-8である。

リスク要因領域（A）

この領域のリスク要因は、基本的事

項（特にQCDおよび法律、信用にかか

わる重要な項目）が合理性を持って確

定しているか否かである。

上流工程だからといって、要件、仕

様、方式、体制、費用、計画などの基

本的事項が、この段階で決定していな

い、または確定していない状態を決し

て「やむを得ない」と容認してはならな

い。このような基本的事項の合理性に

立脚し、このリスク要因領域における

リスク認識を行う。

現実には、基本設計段階になっても

要件が決定しない、または決定したと
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領域 リスク・マネジメントに必要な基本行動 リスク発生の兆候と対応

（A） ●基本的計画の明確化（開発範囲、費用、
体制、開発手法、納期などの基本計画）

●計画通りの進捗が逆に問題
●容易にエスカレーションできるルール作りと、
その運用

（B） ●原則、要件、計画を変更しない
●レビューの徹底

●些細な変更が多発
●無理、無茶の防止
●どんな些細な変更も発注側、受注側の
責任者の承認

（C） ●プロジェクト管理標準の確立と
プロジェクト・メンバーへの浸透

●結果がプロジェクト管理標準の期待値から
逸脱する場合が多い
●リーダーによる管理結果のフォロー

（D） ●プロジェクト管理標準の確立と
プロジェクト・メンバーへの浸透

●計画通り進捗するが懸念が残る
●管理結果のフォローをプロジェクト・メンバー
に任せる

リスク要因領域



しても仮決定の意味が含まれているこ

とが多い。しかし、ある時期に物事が

確定していることを前提において、規

模、生産性、工数、期間など綿密に計

画を立てているにもかかわらず、実際

のプロジェクト運営が未決定、未確定、

変更やむなしととらえることは誤ってい

る。

発注側、受注側もそれが当然と考え、

また、それら不確定要素に柔軟に対処

することが受注側の実力と解釈する風

潮があるとするならば、それはリスク・

マネジメント上、非常に危険である。

最初から失敗を受け入れているような

ものである。

仮に、未決定、未確定事項がある場

合、どんな些細な未決定、未確定事項

でも問題視すべきだ。発注側、受注側

の社内で問題提起（エスカレーション）

し、公にすることが重要である。その

後、計画を見直して、発注側、受注側

の責任者の承認を得るなどの施策を実

施する。これは、プロジェクトという立

場を超えた発注側と受注側という企業

間の問題だからである。

無理をして決定、確定しないことも

重要である。計画通りに進捗しない場

合、決定、確定に向けた行動をとるこ

とは当然である。しかし、この段階で

未決定、未確定があるということは、

その背景に根深い問題が潜んでいるこ

とにほかならない。それを無理に決定、

確定しても、必ず後工程で変更、追加

が発生し、混乱する。

プログラム製造、テストの消化など

は、ある程度、増員、設備強化など物

理的対応により進捗が促進される可能

性がある。だが上流工程においては、

最低限必要な期間、巻き込むべき組織、

採るべきプロセスがあり、これを無視で

きない。

一方、問題を複雑にする理由として、

納期まで時間的余裕があるため、「後工

程で何とかなるだろう」という希望的

観測、精神論的になることである。特

にこのリスク要因領域は、現工程で予

定通り進捗しないにもかかわらず、後

工程で計画通り進捗する、あるいは遅

れを取り戻すなどプロジェクトの進捗

が向上することは稀であることを認識

すべきである。

リスク要因領域（B）

この領域のリスク要因は、以降の工

程で、ジワジワと痛手を被るものがな

いか否かである。

この領域には、内容、質という若干

抽象的な要素が問われるものと、抽象

的要素を具現化するための組織的バッ

クアップ体制が整っているかという要

素がある。それらを次の視点で認識す

る必要がある。「計画に曖昧さがある
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か」、「計画実行に曖昧さがあるか」、「コ

ミュニケーション不良、モチベーション

低下など人間的な問題が内在している

か」、「上記の課題をひたすら頑張ろう

などという精神論で解決しようとする

姿勢があるか」、「第三者的立場による

検証など客観的評価ができる組織か」、

「エスカレーションのルールが明確か、

エスカレーションの効果は十分か」な

どである。

例えば、性能はシステムにとって重

要である。そのため、リスク要因領域

（A）での必要性能を確定、試算、検証

する手立て、つまり性能確保について

は誰でも認識する。

仮に、毎秒100件のトランザクショ

ンを処理する要件の場合、設備、ツー

ル、評価体制などを整え、毎秒100件

の性能要件を満たそうとする。問題は、

実システム、あるいは実運用前のテス

トで、毎秒100件以上の負荷がかかっ

た場合、この性能値の扱いについて発

注側、受注側で大きく意見の分かれる

ところである。

発注側は、毎秒100件以上の負荷が

かかった場合、若干の処理遅れがあっ

ても、システム障害に至るとは考えな

い。一方、受注側は、毎秒100件の負

荷まで検証するとしても、それ以上の

負荷がかかった場合にシステム全体に

どういう影響が出るかは、設備、工数、

ツール、期間などの制約、困難が発生

するため、特別な場合を除いて検証し

ない。その結果、一般的に性能改善に

は大きなリスクが伴う（危険性大）と

理解しているにもかかわらず、リスク発

生確率が低いため、見落としやすい。

これを防ぐためには、第三者検証によ

る先を見越したリスク・マネジメント

が重要である。

リスク要因領域（C）

この領域は、プロセスが目的に沿っ

て正常に進展しているか否かが視点と

なる。

ただし、この領域は、発生確率が高

いためリスク認識として欠落すること

は少ない。何がリスクか、この領域で

のリスク・マネジメントを怠ったらどう

なるかは、参考文献が多く、マネジメ

ント手法も確立されている。プロジェ

クト・マネージャ自身も体験的に知っ

ている。特に、プロジェクトで定めたル

ールの順守をプロジェクト・メンバーに

任せきりにせずに、プロジェクト・マネ

ージャ自身がマネジメントしなければな

らないことに注意する必要がある。

例えば基本設計工程なら、要件、規

模、機能などに基づいて、設計書の目

次、書き方、レビューの仕方、是正処

置の手順を決めたルールを作るか、標

準のルールを利用する。一般的に、進
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捗会議での報告は、基本設計書の予定

総項目数、予定総機能数、予定合計ペ

ージに対する実績総項目数、実績総機

能数、実績合計ページ数などの数値か

ら、進捗率○○％という報告が行われ

ている。

その報告を受けたプロジェクト・マ

ネージャは、進捗率に興味を示すもの

の、基本設計書の深さ、基本設計書全

体の整合性、あるいは基本設計に潜ん

でいるリスクに目を向けることが少な

い。特にスケジュール的に厳しい状況

下では、なおさらである。

そのため、レビュー、または第三者

機関による検証を行う場合に、定量的

検証を通じて定性的内容の検証に注力

する必要がある。

同様に基本設計工程を例にとると、

レビュー、第三者機関により検証を行

う場合、「要件に過不足がないか」、「基

本設計書に正しく反映されているか」、

「要件に定義された内容から、仮に逸脱

した場合、その扱いが基本設計書で明

確になっているか」といった検証項目

を重視する必要がある。

リスク要因領域（D）

この領域は、マニュアルの体裁、分

かりやすさ、画面のレイアウト・配色、

報告書の様式、プロジェクト・ルーム

の環境、プロジェクト・メンバーの資

質など、重要ではあるが経験、説明、

教育により課題を解決できる内容であ

る。

一般的にリスクが小さいため、リス

ク・マネジメントとしては、重要視さ

れていない。しかし、この領域は、当事

者の趣味、嗜好、または企業文化とい

うような価値観により、リスク認識が

全く異なるため、扱いが非常に難しい。

リスクを認識するうえで、要件の分

かりやすさ、見やすさ、判断の容易さ

など、概念的なものがあるときに、本

当に要因領域（D）のリスクであるか

を検証することに注意しなければなら

ない。

半面、この領域のリスク・マネジメ

ントは、計画に反映させ、地道に改善

しておかないと、中流・下流工程で費

用、工数、体制、納期、納品に大きく

影響することを意識する必要がある。

同時に見切りも必要である。

6.3.4 リスク・マネジメントの事例

上流工程におけるリスク・マネジメ

ントは、プロジェクト運営にとって最も

重要である。受注側の組織の位置付け、

ビジネス戦略、プロジェクトの方針、リ

スク項目、内容、リスク認識、リスク

判断基準、リスク発生時の回避の方法

など、多くの要素によってリスク・マ

ネジメントの方針が決まる。
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プロジェクトを推進してきた企業の

中には、過去の経験、知識、失敗・成

功事例を活かし、独自のリスク・マネ

ジメントを確立し、運用しているとこ

ろがある。ここではリスクの「定量化方

法」と「分類方法」の例を紹介する。

リスクの定量化方法には、「直接リス

ク評点を付ける」という方式と、「係数

を加味したリスク評点を付ける」とい

う方式がある（図表6-9）。前者は、開

発規模、実現性、開発規模の増加要因

などを分類してあらかじめ点数化して
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評価方式 評価方法 評価例 特徴

（規模）
規模大 1.0
規模中 0.5
規模小 0.3

（実現性）
困難 0.7
やや困難 0.5
容易 0.3

●比較的多くの人が
採用しやすい
●リスク・マネジメントの
概念が浸透しやすい

（開発規模増加）
品質悪化 0.3
納期延期 0.4
収支悪化 0.3

●具体的な管理が可能
●成熟したプロジェクト・
マネジメント文化が必要

●発生確率、リスク発生時の
影響を計数化し、評点を求める

●評点＝発生確率×影響度

（発生確率）
高い 1.0
普通 0.5
低い 0.3

（影響度）
影響大 1.0
影響中 0.6
影響小 0.3

●リスク評点のバリエーシ
ョンが大きく、リスク・
マネジメントが深まる

●リスクの重要度に、リスク・マ
ネジメント状況を加味し、現
実的に、どの程度のリスクが
発生するか評価する

●評点＝発生確率×影響度×
緊急度×対応策×リスク状況

（緊急度）
緊急（即時） 1.0
中（１カ月以内）0.5
低（１カ月以降）0.1

（対応策）
対応済み 0.1
対応中 0.5
未対応 1.0

（リスクの状況）
結果（発生中、発生後）

1.0
プロセス（リスク発生の恐れ）

0.5

●プロジェクト・マネジメン
トと一体化したリスク・
マネジメントが可能
●リスク・マネジメントが
若干難しい

●あらかじめリスク項目の重要度
を点数化しておき、それを選ぶ
ことにより評点を求める

●評点＝評価項目の点数

直接リスク
評点を
付ける

係数を
加味し、
リスク評点を
付ける

図表6-9●リスクの定量化事例



おき、その合計点でリスクを定量化す

る。比較的多くの人が採用しやすい。

後者はリスクの発生確率や影響度を基

にして、各リスク項目の点数を付ける

方法となっている。

次に、リスクをどのように分類し管

理しているのか、図表6-10にリスクを

5つに分類した例を挙げる。プロジェク

トの引き合い経緯や発注側の企業情報

など、ビジネス全体の視点から見た分

類や、システム開発の計画／実行の視

点で項目を整理した分類方法があるな

ど、どの時点で、どの範囲のリスクを

洗い出そうとするかによって、様々な

分類の仕方がある。
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大分類 中分類

外部要因

内部要因
プロジェクト固有

引き合い経緯、発注側情報、
システム情報、契約条件
見積もり条件

プロジェクト・マネジメント

その他
プロジェクト固有

結合、スコープ、タイム、コスト、品質、
人的資源、コミュニケーション、リスク、
調達
技術

立上げ、計画

コントロール、実行

統合、発注側、契約、スコープ、業務、
機能、技術、タイム、コスト、品質、
組織、コミュニケーション、調達
統合、機能、技術、タイム、コスト、
品質、組織、コミュニケーション、調達

契約、約束
発注側
システム
プロジェクト・マネジメント
要員管理
調達管理
その他

前提条件、契約
発注側情報、体制
開発、環境、信頼性、性能
プロジェクト・マネジメント
組織、体制
調達管理

財務
発注側
レビュー
進捗
品質
体制
リスク・マネジメント

プロセス、結果
プロセス、結果
プロセス、結果
プロセス、結果
プロセス、結果
プロセス、結果
プロセス、結果

図表6-10●リスク項目の分類事例

リスク項目をビジネス全体の視
点で捉える（ビジネスの引き合
い、見積もり、受注、再見積も
りなどの観点で捉える）

計画時以降の
プロジェクト・マネジメントの
視点で捉える

システム開発の計画、
実行の視点で捉える

リスク・マネジメント上
重要と思われるものを
重点的に捉える

プロジェクト・マネジメントに
集中して捉える

分類
方法



7.1
実情に合わせたマネジメント

俯瞰図を使った「見える化」で述べ

たように、プロジェクト・マネジメント

で最も避けなければならないことは、ド

ミナント・アイテム（プロジェクトの成

否にかかわる本質的問題）を見失うこ

とにより、プロジェクトが失敗に帰する

ことである。

ドミナント・アイテムの数は、制御

不可能なほど多くはないが、プロジェ

クト・マネージャがいかに有能であって

も、一度に処理できる数には限界があ

る。プロジェクトに発生するすべての問

題には対応できない。

そこでドミナント・アイテムに関する

次の時点での「見切り」が必要になる。

①最初にドミナント・アイテムを選定す

るとき、②新たにドミナント・アイテム

を追加し、不要になったドミナント・ア

イテムを削除するとき、③ドミナント・

アイテムに変化が生じたとき、である。

さらに、ドミナント・アイテムに合わ

せてオプションを設定している場合に

は、次のような情報収集とオプション

の選択を決定する必要がある。まず、

どのような状況になったときに、オプシ

ョンを実行するのか。そして、不要に

なったオプションは何か、新たに設定

したオプションは何か、ということに留

意する。ドミナント・アイテムの変化

への対応やオプションの実行は、ほと

んどの場合、リスク・マネジメントの対

応策と重なる。

7.2
良い見切りと悪い見切り

「見切り」という言葉には、①全部見

る、②見込みがないとしてあきらめる、

③見極めをつける、④見かぎる、とい

った意味がある。できる限りの状況認

識を行ったうえでのギリギリの判断と

いう意味であれば③の見極めに近いが、

一般には、②④の見かぎるに近い使わ

れ方をしている。

上流工程においては、2つの意味で
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「見切る」場面が見られる。1つは、プ

ロジェクト・マネージャが得られる限り

の情報を駆使して、自己責任のもとに

ギリギリの選択をしているケースであ

る。最悪の場合も見極めているので、

結果がどう出ても対応ができる。

もう1つは、情報不足のまま「エイヤ

ッ」と決断したり、「その時点では先が

読めなかったのだから仕方がない」と成

り行きに任せたりするケースである。実

際には、こうした見切りが圧倒的に多

い。

2つの見切りには大きな違いがある。

ここで、「良い見切り」と「悪い見切り」

という問題が生じてくる。

プロジェクト・マネージャはとにかく

決断しなければならない。決断しない

ことには、物事は常にその場に留まり

前進しない。要所での決断に当たって、

自分の判断が常に正しいなどと考えて

いる“幸福な”プロジェクト・マネージ

ャはいない。苦渋の選択をしているは

ずである。

重要なのは、決断の結果が「悪いほ

うに傾くことがある」というリスクを考

えておくことだ。一言で言えば、この判

断をしたら何が起きる可能性があるか、

それが起きたらどの程度のロス（損失）

が出るか、また、回復の道にはどうい

うことがあるかということを考えておく

ことである。これが「良い見切り」であ

り、リスク・マネジメントそのものである。

大きな危険を伴う可能性があるとい

うことを想定して見切っているなら、い

わゆる“想定内”の出来事である。想

定内であれば、なんらかの危険予知と

対応策が考えられているので、それほ

ど怖さはないだろう。

怖いのは、「そのケースは考えていな

かった」という“想定外”のケースであ

る。想定外とは、全くリスクに気付い

ておらず、対策を考えていない場合を

指す。想定外の事象が発生したときに

はパニック状態に陥り、メンバーが混

乱に陥る。プロジェクトが失敗に終わ

る可能性も高くなる。

想定外の事象を皆無にするのは無理

な話だが、持っている情報を基に、起

こり得る様々な事象を想定内に持ち込

む必要がある。事前に、「このプロジェ

クトでは、ここまで想定しておけば破綻

することはない」と判断できることが重

要である。

悪い見切りは、前述したような情報

不足の状態や成り行きに任せた判断で

ある。概して、独りよがりの決断にな

る。相手は悪くしないだろう、そんなこ

とは起きないだろう、といった類であ

り、この「だろう」が危険なのである。

失敗は、独善的になったときに多く発

生している。

プロジェクトの状況は時々刻々と変
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化する。したがって、リスクは定期的

に評価し直すことが必要である。最初

に考えたリスクの中には、時期的には

過去形になってしまって、もう起こる

ことがない項目もあるし、当然新たな

リスクが発生している可能性もある。

そのために、例えば、工程の切れ目で

の要所で見直しが必要である。

正しい情報からドミナント・アイテ

ムを得て、それに対する様々なケース

を想定して、根拠をもって判断するこ

と（見切ること）ができるプロジェク

ト・マネージャであるなら、プロジェク

トが成功する可能性は高い。

7.3
「見切り」のケーススタディ

本書の付録にある事例集の中から、

いくつかの案件を選んで、実際のプロ

ジェクトにおける上流工程のある時点

で、どのような状況下でどのような見

切りを行ったかを振り返り分析する。

7.3.1 スケジュールの見切り事例

まず、事例集の事例番号20のケース

（図表7-1）を取り上げる。事例につい

て一読したうえで、以下のケーススタ

ディを読んでもらいたい。

この事例では、プロジェクトとしては

スケジュールの延期となり、納期に影

響を及ぼしたという意味では失敗プロ

ジェクトと評価せざるを得ない。しかし

ながら、プロジェクト・マネジメントの

視点からどのような見切りを行ったか

を分析すると、「良い見切り」を行った

と評価することもできる。順を追って

考察する。

（1）状況の把握

上流工程では、要件定義、仕様確定

といった発注側の意思決定が成果に大

きく影響するタスクが活動の中心とな

る。特に、「利用者が多岐にわたる」、「仕

様確定に組織的な承認が要る」など、発

注側にとっても未経験な事項が含まれ

ているプロジェクトでは、意思決定の

弱さが容易に露呈することがある。

この事例では、発注側の経験の浅さ、

決定権の不在などがあらかじめ把握で

きていて、当初用意した仕様確定期間

では決着しないかもしれないリスクが見

えている。

プロジェクト・マネジメント上の考

慮点としては、「仕様確定に必要な期間

は本来どれくらいにすべきだったのか」

をプロジェクト・マネージャがきちんと

説明できるか、という点にある。仕様

確定の終了基準が何であるかという、

この事例に限らない共通の問題となっ

てしまう可能性もある。だが、あえて指

摘するなら、決めるべき事項の数、調
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整先の数、作成するドキュメント量な

どから、与えられた期間では決着しな

いことを定量的に示し、論理的に説明

する必要があった。その中で、発注側

の意思決定の弱さが、どれくらい期間

延長に影響するのかを説明できなけれ

ばいけない。

しかしながら、現実的にはそれがで

きないため、仕様確定の期間を延長す

るという選択肢を採りづらい。これが

問題を大きくしてしまう。

3カ月かけて決められない仕様を、5

カ月かければ決められるかというと、答

えは「ノー」である。発注側の意思決

定の弱さは、承認会議を通過するなど

の手続きレベルにまで分解して対処し

ない限り、時間を費やすだけの結果に

終わる。むしろ期限を設定して、「いつ

までにどこまで決まらないと、全体の進

行が妨げられる」と説明し、発注側に

も切迫感を持って検討してもらう方が、

意思決定が進みやすい。

先に記したことと矛盾するようであ

るが、現実的には「仕様確定に3カ月

かかる」という見方でスケジュールを引

いているのではなく、「3カ月で仕様を

確定する（したい）」というロジックで

スケジュールを設定していることに問題

がある。

（2）見切りの内容

この事例では、与えられた期間内で
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20 顧客側メンバーの体制が弱く、仕様が詰められない
顧客側メンバーは、システム化の経験が浅く、現場部門に対する仕様決定権も弱いので、仕様確定には計画より期
間がかかる可能性があったが、ベンダー側の戦略上、受注する必要があった。プロジェクトが始まると、顧客側メンバ
ーが多忙との理由により、仕様検討の稼働や時間が十分に取れず仕様確定が遅れ始めた。顧客側の要件の提出
期限をベンダー側から提示。顧客は、遅れをとりもどすためメンバーの増強を行なった。また、スケジュールを延期する
こととなり、当初予定していた納期は守れなかった

当初ベンダー側としては、顧客側メンバーの
スキル不足を補う形で、ベンダー側で作成し
た仕様案をもとに打ち合わせすることにより、
仕様確定をスムーズに行い計画通りに納め
ることができると考えて受注した

・顧客側の体制やスキルの不足が事前に分かっているのであれば、顧客側の体制強化
を依頼する先（相談相手）を見極めておくこと
・仕様のたたき台が作成できるほどのスキルがベンダー側にあり、現行システムのリプレ
ース案件である場合は、現行システムのドキュメントをベースに仕様詰めする部分を絞る
などの可能性を検討しておくこと
・契約時に顧客側起因のスケジュール遅延や予算オーバーについての免責事項を入れ
ておくべきである

・顧客側メンバーの経験が浅く、決定権も
弱い

・顧客側の責任を明確にした上で、顧客側の体制強化を依頼する
・システム検討範囲の縮小や工期延長について協議する
・現行システムのドキュメントなどをもらって、それをベースに検討を進められるかを判断する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

図表7-1●事例番号20のケース



効率的に成果を上げようとするプロセ

スの考案と、その方法による完成見込

みを立てている。仕様確定に関するタ

スクの取捨選択においても、発注側の

意思決定のスピードアップという視点

から見切りを行っている。

また、「事例における見切りの内容」

欄で、「仕様案を作成して、それをベー

スに打ち合わせする」という意味は、発

注側との仕様確認に必要なドキュメン

トと、次工程のインプットとして必要

な確認済みの仕様書、という最低限必

要な成果物を取捨選択するという見切

りも行われている。

プロジェクト・マネジメント上の考

慮点としては、起こり得る事象の1つと

して、ワースト・ストーリーを想定でき

ていたか、という点が重要である。発

注側の意思決定が弱い場合は、受注側

が仕様案を提示して、発注側には「イ

エス/ノー」に近い形で回答してもら

い、仕様を確定していく。受注側が発

注側の業務内容や現行システムの構造

などを十分に把握しているなら、スピ

ード重視の最善の進め方であり、実際、

発注側もそういう進め方を期待するか

ら、現行システム担当の受注側メンバ

ーが重宝がられるのである。本事例の

場合は、少なくとも発注側の業務に明

るく、仕様提案型の進め方ができる受

注者であると思われる。

ここでのワースト・ストーリーは、仕

様案の了解を「イエス/ノー」で積み上

げていく途中のどこかで方向性を誤る

ことだ。受注側が提案する仕様は、と

きにシステムの都合を優先した内容に

陥ることがある。こうした場合、つじつ

まを合わせて仕様を確定したとしても、

「そもそもの目的を達成できていない」

という発注者視点の議論でひっくり返

されてしまう。検討の途中で、発注側

と改めて方向性の確認ができる場を設

定しておくことが重要である。

発注側の経験不足と関連して、前述

のような仕様案を提示して決めていく

進め方を行うと、ますます受注側への

依存度が高くなる。どの段階で何がど

れくらい決まっていればよいのか、発注

側が主体的に判断できなくなってしま

う可能性が出てくる。

つまり、発注側が何種類の文書（図

面）を作成すればよいのか、どれくらい

の記述レベルがその時点で求められる

のか、どれくらいの量が妥当なのか、な

どが分からなくなってしまうということ

だ。社内調整のために必要な資料も受

注側が作成しないと、発注側の組織的

な仕様の承認がなされなくなってしま

う、などが想定される。プロジェクトに

関して、発注側を「指導」できるレベ

ルのマネジント力が発揮されなければな

らない。
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（3）見切り判断

この事例では、仕様確定に際して、

発注側に期限付きでタスクを渡すこと

ができている。つまり、前述した受注

側への過度な依存を回避できている。

また、回答期限が守られないと、全体

スケジュールが遅延することを発注側

に説明できていて、上流工程のクリテ

ィカル・パスが発注側と共有できてい

る。発注側が増員したということは、

発注側も担当者が奔走するだけではな

く、仕様確定に組織的に注力している

ことを意味している。

こういったレベルで発注側と課題を

共有できたのであれば、最終的に期限

延長という結果ではあっても、プロジ

ェクト・マネジメントの質としては良好

だったと評価することもできる。とはい

え、Q（品質）、C（コスト）、D（納

期）に影響を及ぼす結果となったこと

は事実だ。結果を重視する評価をする

なら、やはり失敗プロジェクトというこ

とになる。

この事例において最も重要なことは、

「説明しながら対処する」という一言で

ある。受注側が発注側に対するプロジ

ェクト状況の説明責任が果たされてい

ることが大事なのである。

これによりプロジェクトを推進する発

注側と受注側のベクトルを合わせるこ

とができれば、極端な言い方ではある

が、少々の見切り誤りによる課題を残

したとしても、プロジェクトを終結させ

る力として作用する。

プロジェクトは期間延長という結末

を迎えているが、上流工程の仕様確定

に関する期間延長は本当に悪なのだろ

うか。課題を残したまま次の工程へ進

む方がむしろ悪であると思えるし、潜

在的な課題が見えないまま次工程へ進

むことは最悪である。必要な工数、日

程を割り出したうえでの期間延長は、

検討対象のスコープが明らかになった

ことを意味しており、前向きにとらえ

るべきである。

7.3.2 機能の見切り事例

次のケーススタディとして、事例集

の事例番号58のケース（図表7-2）を

取り上げる。この事例はパッケージ・

ソフトを利用した開発で、パッケージ

の機能と業務機能のギャップ（パッケ

ージで実現できないこと）が製造工程

になって判明したため、大幅な方式の

見直し、大きな手戻りが発生している。

失敗の原因は、パッケージ機能の検

証が不十分な状況で、パッケージでは

実現できない発注側の要望を受け入れ

てしまった点にある。なぜ、このような

状況に陥ってしまったか、どのような点

を考慮してマネジメントをすべきだった

のか、考察してみる。
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（1）状況の把握

受注側が戦略的な受注を行う場合は、

不十分な体制や条件で受注することが

多く、いろいろなリスクがプロジェクト

に潜んでいる。また、各ステークホルダ

ーの思惑により、回避できないリスク

も存在する。

戦略的な受注案件の場合は、プロジ

ェクト・メンバーに任せっきりにするの

ではなく、受注段階から組織あるいは

会社として、プロジェクトを監視する

必要がある。

サブベンダーのプロジェクト・マネジ

メント上の考慮点としては、「パッケー

ジ利用のシステム開発を戦略的に受注

した意図が共有できていたか」が焦点

の1つとなる。自社内に経験者がいない

状況で、パッケージ・ベンダーのサブと

して受注するのであれば、プロジェクト

自体が「自社のシステム開発メニュー

の拡大に向けた試験的要素を含んでい

る」ということが想定できる。それがプ

112

見切りながらのプロジェクト推進7

58 パッケージ開発では業務要件とのギャップが重要な見極めのポイント
パッケージ製品による開発に際し、プライマリーベンダーを支援する形態でプロジェクトに参画したが、開発体制にパッケ
ージ製品に関するエキスパートを組み込めないまま上流工程を進めたため、パッケージ機能と業務要件とのギャップが
製造途上で判明し、方式全体の見直しを余儀なくされ、設計及び製造に大幅な手戻りが発生した

＜プライマリーベンダーの見切り＞
顧客のビル移転との関係で稼働時期が決め
られていたこともあり、パッケージ製品の適用
による短期開発こそが最善の開発方式であ
ると思い込んでいた。フィット＆ギャップ分析
を意識はしていたものの、顧客側の仕様決
定が度々滞る事態も発生したため、パッケー
ジ機能を活用することで、顧客の要求仕様
は概ね実現できるという直感的な見切りを行
うことで、上流工程を完了させてしまった
＜サブベンダーの見切り＞
採用しているパッケージ製品の製造元がプラ
イマリーベンダーであったこともあり、プロジェ
クト推進過程で発生した問題解決は迅速に
行えるはずという判断から、上流工程におけ
るエキスパート投入を重視しなかった

・パッケージ製品の機能に依存したシステム開発を行う場合は、製造工程を圧縮してでも、
上流工程で業務要件とのフィット＆ギャップ分析を適切に実施すべきである。分析結果
という明確な証跡をもって上流工程を完了することで、例え上流工程では見えない業務
要件などが潜在していたとしても、中・下流工程で方式全体の見直しを行う場面で、
コストや納期を含めた顧客やプライマリーベンダーとの折衝が容易になるものである
・自社、他社を問わず、パッケージ製品にかかわるエキスパートの投入や迅速なQ/A対応を
実現できる体制作りは、パッケージ機能に依存したシステム開発の場合、避けて通ること
ができない重要な準備タスクである
・自社製品とはいえ、企業の合併、吸収が頻繁なIT業界では、必ずしも製品のサポート
体制が国内になるとは限らない。製品のサポートレベルについては、具体的な水準や
実現時期を明確にしたうえで、プロジェクトへの参入時点で、プライマリーベンダーと体制
に関する調整を済ませておくことが重要である

・機能設計やプログラム設計書の記載内容
に曖昧さが残る
・パッケージ機能と業務要件とのマッピング
に予想以上の時間を要し始めた

・業務要件とのギャップを埋めるノウハウを有する技術者を最優先で確保するようプライ
マリー・ベンダーに要請する
・上流工程で決定した設計内容の実現の可否を評価できるエキスパートを開発体制に
組み入れることで、製造工程以降の手戻りを最小化するよう、プライマリーベンダーに
要請する
・プライマリー・ベンダーとの契約（分担、責任など）を明確にしておく

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

図表7-2●事例番号58のケース



ロジェクト・マネージャと共有できてい

れば、パッケージの技術要素、フィッ

ト＆ギャップの進め方の両面について、

ノウハウ吸収の体制やチーム運営が当

初から組み込まれているはずである。

別の考慮点として、「パッケージに適

した使い方や制限事項について、発注

側と意識合わせしているか」という点

も重要である。パッケージを利用して

システムを構築する場合は、パッケー

ジが前提としている使い方や条件、制

限に沿うように仕様、あるいは業務フ

ローを決めていく必要がある。

本事例の場合は、発注側がパッケー

ジをよく知らないながらも、大きな期待

を寄せている。このような場合は、可

能な限り早い段階で、発注側とパッケ

ージ適用における考え方、制限を共有

し、パッケージが適用できない場合、ど

う対応するか意識合わせをしておく必

要がある。

（2）見切りの内容

要件定義が遅れながらもスケジュー

ルを死守するために、機能設計と製造

工程を並行させることはよく見られる。

ただし、それは先行する部分が、サブ

システムとしての独立性が高く、他シ

ステムへの影響が少ないと判断した状

態にのみ可能であり、大きな手戻りが

発生しないことを前提としている場合

である。

本事例では、パッケージで実現でき

る機能を的確に整理できていなかった

にもかかわらず、要件定義、機能設計、

製造を並行させる事態となってしまっ

た。ここでは、「パッケージで実現でき

ない場合のリスクを認識していたか」と

いう点が大きな意味を持つ。

プロジェクトとしてはリスクの認識は

あったものの、パッケージが提供する機

能の網羅性について受注側も過信があ

り、ギャップを埋めるために変更すべき

は業務側であるという認識から、リス

クを過小評価している。

また、納期は変更できないといった

厳しい状況のなかで、開発生産性を高

めるためにもパッケージを適用すべきで

あると信じていた。現実的にはプロジ

ェクト・マネージャの視野が狭くなり、

リスクが見えなくなって希望的観測で

マネジメントをするようになっていたと

考えられる。

（3）見切り判断

サブベンダーのプロジェクト・マネー

ジャとしては、パッケージを利用するこ

とで、ソフトウェア機能の洗い出しが

簡便に済ませられることを効率化のた

めの見切り根拠としたかったようであ

る。

しかしながら、プロジェクトに課せら
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れた戦略的なミッションとして、「自社

内に当該パッケージ・ソフト利用者を

育成する」、「パッケージ・ベンダーとの

協業体制を確立する」などがあること

を考慮すると、プロジェクト運営のた

めに必要な事項が明確になっておらず、

見切り判断を誤っていると言わざるを

得ない。

また、プライマリ・ベンダーが提案

したパッケージでありながら、そのパッ

ケージで実現している機能の検証にプ

ライマリ・ベンダーからのサポートが十

分に得られない状態であった。結果的

にはプライマリ・ベンダーに対して、パ

ッケージの検証に関する課題や対策を

申し入れ、パッケージの機能充足度を

検証するための体制を急遽、強化する

対策を打っている。プロジェクト進行

上のプライマリ・ベンダーとの役割分

担がより早い段階で明確になっていれ

ば、プライマリ・ベンダーへの要請事

項もより早く明らかにできる可能性が

十分にあったといえる。

7.4
熟練マネージャによる座談会

上流工程にあるプロジェクトについ

ての問題認識や現場の様子、進め方の

コツについて、プロジェクト・マネジメ

ントの豊富な経験を持つプロジェクト

見える化部会の委員で座談会を開いた。

企業に所属し、プロジェクトの現場で

手腕を発揮されているマネージャの生

の声を参考にしてもらいたい。出席者6

人のプロフィールは図表7-3の通りであ

る。

―上流工程におけるプロジェクト・

マネジメントの難しい点は？

D氏 顧客の要件が具体的ではないな

かで、要件を特定していくところ。ま

た、人が揃わずプロジェクトの全体が

把握しきれていない段階で、いろいろ

なことを決めながら進めなければならな

いところ。顧客の要件を把握するとい

うことと、社内のメンバーをアサインし

て体制を作っていくという同時進行自

体が難しいと思います。

C氏 上流工程と言っても、例えばシ

ステム化企画からまとめていくように最

初から要件を掘り起こしながら進める

パターンと、顧客の要件がすでに定義

されていて基本設計から始めるパター

ンの2つがあります。その2つのパターン

で、やり方の違いは何でしょうか？

F氏 やり方はそれほど変わらないでし

ょう。ただ、後者のパターン、すなわち

要件定義が終わり、そのあとにプロジ

ェクトを受注する場合のほうが、リス

クが高いと思います。要件定義をやっ

た会社がそのあとの設計を受けていな



い理由が何かあるはずなのです。

私の経験上、後工程をこちらが受注

する段階で、要件定義がきちんとでき

ていたというケースは多くありません。

一般的に要件定義が完了しているほう

が楽なように思われがちですが、現実

的には体制を作る時間がずっと短くな

っているし、「もう要件定義は終ってい

るのだからすぐ次工程ができるだろう」

と顧客も思っているので、むしろリスク

が高いのです。例えば、方式設計や非

機能要件などが、すっかり後回しにな

っていることもあります。

C氏 上流工程の難しさとして、「顧客

に決めてもらわなければならない」とい

う点もある。決定権が顧客側にある中

で、どのようにコントロールして、スケ

ジュールを決めていくのか、というとこ

ろはやはり難しい。要件をきちんとドキ

ュメント化すればよいが、「基本設計の

フェーズも自分たち（受注側）がやる」

というプロジェクトの場合、受注者側

のプロジェクト・メンバーがドキュメン

トをしっかり書いてくれないこともあ

る。

F氏 要件定義は顧客に納めるもので

ある、という考え方が必要になると思

います。そういう関係を顧客と作って

いくことが大事。成果物を何のために

作っているかというと、自分のために書

いているのではなく、顧客に納めて、

「できました。できていないところはこ

こです」ということが言えるようにする

ためのものなのです。

B氏 ソフトウェア開発はエンジニアリ

ングであるべきですが、実態はマニュフ

ァクチャリングの域を出ていません。や

はり属人的な力に頼っているところが

多分にあります。ドキュメントなども、

個々人の成功体験に基づいて作られて

いるものが横行しています。それで問題

なくできればいいのかもしれないが、会

社としてもどこまで個人に責任を問う

のかということを考えると、成り立たな

くなるし、業界の発展という観点から

も、エンジニアリングの考え方を導入

しないといけない。

顧客の要望が100あるとしたら、要

件をヒアリングしてプロジェクトがアウ

トプットできるのは100以下。そこには

差分が必ずあります。先ほどの話のよ

うに、後工程を受けるということは、そ
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年齢 47～60歳 
 

IT業従事年数 20～39年 
 

所属する企業のカテゴリ 
 システム・ベンダー、ハードウェア・ベンダー、 
 教育・研修サービス 
 

職種カテゴリ 品質保証部門、PMO、教育研修、経営企画 
 

担当経験規模 50人月～3000人月 
 

担当プロジェクトの特性（業界）  
 銀行、証券・投資信託、生命保険など14業界 

図表7-3●座談会出席者プロフィール



の差分というリスクをかぶっているとい

うことを、顧客もベンダーも双方で理

解しておくべきです。上流工程だけを

請負って成果物を納めているコンサル

ティング会社がたくさんありますが、そ

れらのアウトプットには、これで本当に

次工程ができるのかって思われるもの

がたくさんあります。

A氏 公共系のプロジェクトでは、通

常、工程を分離して発注します。上流

工程の要件定義のアウトプットは、あ

えて解釈が幅広くできるようになって

いて、100%以上のことが読み取れるよ

うになっています。もともと実現しよう

としていることよりも、大きく書いてあ

ることがある。システムを構築する際、

要件のブレを抑えるために、ベンダー側

のビューを通して顧客のスコープを置

き換えてしまうということも1つの手段

です。そもそも実現すべきことが数億

円規模であるのに、数十億円規模のこ

とが読み取れる内容で書いてあるわけ

ですから、自社の実績と提案で顧客と

折衝し、必要な読み替えを行うことで

対応可能な範囲を特定して、顧客を説

得していくというのが重要です。

ベンダー側のビューで説得するとい

うのは、具体的には実際に構築したそ

の顧客の業務に一番近いシステムのデ

モを見てもらい、顧客側の要望を満た

しているかどうかを検討して枝葉をそ

いでいくこと。大きい案件では、最初

に要件定義をしたコンサルティング会

社にも入ってもらうようにします。

E氏 少し話しを戻しますが、上流工

程の難しさは「サービスインまでに時間

がある」ということではないかと思いま

す。契約が結ばれていませんでした、要

件が決まっていませんでした、という話

はたくさんありますが、サービスインの

ときに要件が決まっていない案件はな

い。

なぜ、上流で決められないかという

と、「時間があるから、これでいいや」

とか「まだ変えられるだろうから仕様を

変えてくれ」という話が横行している

からです。現実問題として、そういう

不確定さがあるなかで、その後、「本当

にやっていけるのか？」と自問すると、

実はちゃんと見通せていなくて、受け

入れてしまったあとで破綻してしまうこ

とも多い。

例えば家を建てるときに、間取りが

決まらないまま進めたらまずいですが、

壁紙の色などはあとで決めてもいい。そ

ういう不確定要素はあってもいいこと

だと思いますが、ソフトウェア業界で

は、どこまできっちりやったらいいか、

という部分がはっきりしていません。

F氏 契約を取り交わしたうえで受注

生産品を作るのだから、要件や仕様が

決まっていなければできないっていうこ
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とを「一般的な商慣習」として組立て

ていかないと、ダメなのではないでしょ

うか。

B氏 一言で言ってしまうと、業界的

に買い手も売り手も成熟度が低いとい

うことなのですね。SLCP（Software

Life Cycle Process）とか出てきてい

るものの、相変わらず買い手側と売り

手側の常識に乖離があるので困ってい

ます。ソフトウェアが見えないからなの

かもしれません。

E氏 そこには国民性みたいなものもあ

って、物事はっきりさせるのはいかがな

ものかというような文化があるし、頑張

って何とかしますというのを良しとする

ような傾向もあると思います。別のベ

ンダーがあきらめた案件を「我が社が

頑張ってやらせてもらいます」なんて、

胸を張って言うのはおかしいと思うの

です。別のベンダーが、どういう理由で

やめたのか、技術面や戦略面などいろ

いろあるとは思いますが、なぜ営業部

隊はそれを受けたのか戦略的な理由が

分からないことが多い。そのような営業

の仕方しかできないところが、まさに成

熟度が低い証拠なのかもしれません。

―顧客側も含めて、上流工程できち

んと決めるべきこと、建物でいうところ

の“間取り”を決めないといけないとう

ことが分かっていないということです

ね？

B氏 売り手のコンセプトがはっきりし

ていない、という面もある。建築であれ

ば標準的な間取りならお安いですよ、

フリー設計だと高くなりますよという売

り方もある。高くなる理由が付けられ

る。

ソフトの場合は、そもそも何もない

ところにあるように見せて、高く売ろう

としている。例えば、基準ソフトウェア

があるのだったら、そこから、標準に対

して追加機能を付けるなど高くなる要

素、安くなる要素を整理すれば分かり

やすくなる。そういうことができずに、

しのぎを削って赤字でも取りに行くか

ら、ベンダーのお互いのつぶし合いにし

かならない。

E氏 ソフトウェア製品を作って発表

するときに、それを使うと開発工数が

半分になって、効率が2倍になるなんて

宣伝しますが、実際世の中にそんなに

うまくいったプロジェクトなんて見たこ

とがない。自分たちがやっていること

に、いったいどれだけ責任を持っている

のかというような気持ちになる。

―ソフトウェア業界の問題がそうい

うところにあるのかも知れませんが、そ

ういう中でもプロジェクト・マネージャ

はプロジェクトを進めないといけないで

すね。
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F氏 要件が決まらない難しさは皆さ

んの認識の通りなのですが、もう1つ重

要な要素があると思います。それは、プ

ロジェクトが始まったばかりなので、適

した人材が分からないということです。

しかも、上流工程は分業ができないと

いう難しさがある。実は、下流工程に

なっていくといろんなことが決まってく

るので、サブシステムに分けるとかして

分業ができる。しかし、上流工程は分

業ができないし、スキルを持った人材

も少ない。それなのに要件定義の時間

を短くするために要員を投入してしま

うところがある。そうすると大抵失敗

する。

実は上流工程の中でも、その前段に

は商談があって、「来週までに発注を決

めてもらわないと困ります」と言って

も、顧客は、「そうは言っても常務会は

来月だから」という調子でどんどん遅

れたりする。そうすると、本当は要件

定義に5カ月あったものが3カ月になっ

たりするのです。そういうとき、どうす

るかというと、最初は3人でやろうと思

っていることを5人でやろうとします。

そのアサインされた5人のうち、何人か

はそのプロジェクトに合ったスキルやノ

ウハウを持っているわけではない。で

も、人月数の世界で数字を合わせるか

ら「できるでしょ？」っていう話にな

る。最終的には、「まだ先があるから大

丈夫」というような言い方になって、未

確定要素をさらに先送りして、結局“き

りもみ状態”に陥ってしまう。たとえス

キルのある人が入ったとしても、上流

工程は分業できないから実は思った通

りには改善できない。つまり、「3人で5

カ月」と「5人で3カ月」とは違うって

ことを、皆忘れてしまっているのです。

B氏 その辺りはプロジェクト・マネー

ジャの力として、どこまでで見切るかっ

ていう判断力が必要になるのでしょう

ね。課題の棚卸しができるようなツー

ルリストを作って先に進む。そこで決

めておくべきことがあるにもかかわら

ず、「まだ時間があるから」という発想

に巻き込まれてオーバーランしてしま

う。そこの基準がはっきりしているかど

うかですね。その見切りの基準が、誰

もが同じ基準でやっていかないとおかし

いのではないかと思うのですが、ソフト

ウェアの世界でははっきりしていない。

間取りは必要だが、壁紙の色は後でも

いいという基準がない。エンジニアリン

グが導入されていない。人の経験に依

存しているから、常に失敗プロジェク

トは繰り返されるということになってし

まう。

―ダメなプロジェクトの特徴について

教えてください。

E氏 よくある現象が2つあります。1
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つはやたらと管理項目が多いというこ

と。もう1つは「うまくいってます」と

いう報告。これが危ない。つまり、嘘

をついているか、分かっていないかのど

ちらかだと思うのです。

管理項目が多いというのは、いろん

なチェック項目があったり、いろんな指

標でチェックがされたりしているという

こと。上流工程に必要な指標がそんな

にたくさんあるわけがない。結局、いろ

んなチェックをして自分はリスク管理

やプロジェクト管理をやっているのだと

誤解している。というか、思い込んで

いる。自己満足の世界なわけです。

F氏 プロジェクト計画書が、最初か

らしっかりまとまっているのって、危な

いのではないかと思ったりします。ある

いは、別のプロジェクトで書いたのをそ

のまま引っ張ってきて、「前回はこれで

うまくいきましたから」って言って、で

きたようなつもりになってしまうケース

です。プロジェクト計画書はある期間

とかフェーズによって見直して、きちん

としたものに組み上げていかなければな

らない。そういうことが分かっていない

と、やたら管理項目ばかりが多くて、

ミーティングばっかりやっていることに

なる。

むしろ、「できてないところがありま

す」という報告のほうが、きちんと見え

ているのだなってことが分かって安心で

す。それを顧客と共有できているかど

うかという事のほうが重要なのです。逆

説的な議論になってしまいましたが、も

ちろん計画がないのはNGだし、この工

程の終了基準が決まっていない、さら

には目的が定義できていないというの

はダメです。あとは、要所で「振り返

り」をしているということが分かればよ

いと思います。

B氏 自分の考えやサクセス・ストー

リーを語ってくれる人がプロジェクトに

いると進めやすいですね。そういう人が

いないときは危ないなと感じます。プロ

ジェクト・マネージャの資質の観点か

ら見ると、失敗したプロジェクト・マ

ネージャは必ず失敗を繰り返す。だか

らそこをしっかり見ないといけない。

A氏 プロジェクトのアセスメントで

は、現地、現物を見て、プロジェク

ト・マネージャの報告とのギャップをい

かに早く見つけるかということが重要

だと思います。顧客との交渉ごとをい

つまでにどう決着つけるのかということ

がマイルストーンとして管理されている

かどうかということです。プロジェク

ト・マネージャが自分に責任転嫁され

ないように考えているのは全くダメで

す。プロジェクト・マネージャをモニタ

リングして、いろいろな人のクレームを

聞けるようにしておくとよいでしょう。

たとえば、「顧客の要望に対して、プロ
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ジェクト・マネージャは何もしていな

い」といった意見です。

E氏 会社で失敗プロジェクトを分析

したところ、1つの傾向として、プロジ

ェクト・マネージャを除いて「7～8割

のメンバーが比較的早い段階で、この

プロジェクトはうまくいかないと感じて

いた」という皮肉な結果が出たことが

ありました。感覚的な意見ですが、先

ほどの現地、現物のほか、現場の人の

話というのも、適当なところを聞いて

回ると問題の所在を探ることができま

す。メンバーの話を聞くことがアセスメ

ントでは重要になります。

―プロジェクト・マネージャの資質で

必要なものは？

D氏 チーム・ビルディングができる人

が望ましい。徐々に人集めをして、目

標を共有することができて、チームとし

て取り込むことができるということ。部

下のことも分かっていて、状況も把握

できるということになる。顧客との課題

解決に一人称で動けるというようなこ

とです。「計画書や手続きに従ってやれ

ばいい」ではNGですね。あの人だった

ら、動いてくれるという信頼感がある

ということです。

E氏 チーム作りという観点ではいろい

ろ方法があるとは思いますが、コミュニ

ケーションのとり方が難しくなってきた

時代に、ルールやマニュアルでそれを補

おうというような発想ではダメです。あ

まりにも数字になっていて、本当のと

ころが忘れ去られているような気がしま

す。

―プロジェクト・マネージャが自分で

背負ってしまったり、逆に部下に丸投

げしてしまったりということもあるよう

ですが？

F氏 率先垂範するから認められて、

部下もついて来るという発想がある。

小さいプロジェクトならそれでもいいの

ですが、ある程度大きくなると、プロジ

ェクト・マネージャがどんどん下に降り

ていってしまって、まわりを見られなく

なってしまったりする。だからといって、

プロジェクト・マネージャが下に降りて

いかずに、上から「おまえダメじゃない

か」と言うだけではダメなのです。ライ

ン・マネジメントとプロジェクト・マネ

ジメントの違いになるかもしれないが、

マネジメントというプロセスの中で、リ

ーダーシップもとることができるバラン

ス感覚のよいプロジェクト・マネージャ

を育てていくということが、業界的に

求められているのだと思うのです。

A氏 日本のライン・マネジメントっ

て一直線に縦のラインになっていて、マ

トリックスとかになっていないですよ

ね。ライン・マネジメントって、「おま
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えに任せたぞ」ということが実は丸投

げのことで、その中で部下がもがいてい

る。任せられた方から見ると、「できま

せん」と言うことが、期待を裏切るこ

とになっている。きちんと横のラインが

あって、別の比較感とかがあれば、そ

こがおかしくなっているということが分

かるはずなのですが、そういう柔軟性の

なさが問題であり、怖いところだと思

います。

E氏 体育会系の動きのマネージャは

要注意ですね。ある目的に向かってま

っしぐらになるのは、一見頑張ったよ

うに見えるが、本来はそうではないので

はないか、と思うところがあります。

F氏 率先垂範して成功しているマネ

ージャに、いったいどこまで任せたらい

いのかというのが難しい。インタビュー

などの制度で、プロジェクト・マネージ

ャを育成するという観点が重要になる

と思います。

B氏 プロジェクト・マネージャが現場

を見ているかどうかがポイントです。大

丈夫だと口では言えるけれど、いろい

ろ聞いてみると、発言に「多分」とい

う言葉が入ってくる人は信用できない。

PMOがプロジェクトのすべてを見に行

くことは難しいけれども、仕組みや肝

が分かっていることが大事です。その肝

が分かっているのが本当のプロジェク

ト・マネージャでしょう。

F氏 上流で、そのシステムのミッショ

ンクリティカルが何なのかを定義できる

ことが重要だが、それができないプロジ

ェクト・マネージャが結構たくさんい

る。

A氏 そこでアカウンタビリティという

言葉が出てくる。システム・サービス

を提供するときに、もしくは動かなかっ

たときに、企業であれば経営者が株主

に、自治体であれば知事が住民に説明

しないといけない。そういう説明責任

を顧客が担っているということを、プロ

ジェクト・マネージャが認識できていな

いということです。

―上流工程は時間があるために、な

かなか危機意識を持てないとのことです

が、プロジェクトに危機意識を持たせる

コツは何かあるのでしょうか？

B氏 ビジネス・マインドが非常に強

くて、ビジネスライクに仕事をしていく

というのも重要。「利益を確保するため

に何でもする」ということが危機感を

持たせるには最適な気がします。そう

いう能力を要求される企業は強くなる。

なんとかなるさっていうような企業文化

の中では、そういう風にはなれない。

F氏 最後は評価の仕方になってしま

うかもしれないけれど、プロジェクト・

マネージャの評価の仕方を変えるやり

方もあります。ある会社では納期より
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も早く終るとボーナスが出る。もちろん

逆に納期遅れでボーナスが減ることも

あります。短期的な見方で評価しては

危ない部分もありますが。

一方、プロジェクト・マネージャを

プロジェクト・マネージャとして育てる

仕組みがあるのか、という疑問があり

ます。SEとして優秀だと、「次はプロジ

ェクト・マネージャをやってみるか」と

いう話になるのですが、それって本当は

あまり良くないのかもしれません。プロ

ジェクト・マネージャとしてのキャリ

ア・パスが定められてプロジェクト・マ

ネージャとして育成されれば、意識が

違ったものになるかもしれません。そう

いう事例はありませんか？

E氏 ある会社では、資格認定制度が

導入されています。プロジェクト・マネ

ージャの能力、資質、業績、向上心な

どを他部門長、役員がヒアリングし、

総合的に判断している。また、非常に

難しいプロジェクトを担当しているプロ

ジェクト・マネージャ、キャリアを積ま

せたいプロジェクト・マネージャに対し

ては、組織の枠組みを超えたメンター

制度により育成を図っている。従来の

ようなルール、マニュアルの順守という

プロジェクト・マネジメント・スタイル

に加え、経験、勘所というような、曖

昧ではあるが重要な内容を事例を通し

て伝授し、育成を図っている。

B氏 日本の文化としては、山がない

けど、谷もないから、やらずに済ませよ

うというところがある。一所懸命やっ

て失敗するより、何もしないで失敗し

ない人の方が上になっていたりするとこ

ろがある。

F氏 個人が実績通りに評価されるの

は良いと思います。一方で、あまり個

人の評価に結びつけ過ぎると、いまま

で日本的にうまくやっていた「みんなで

協力して達成する」という、良い部分

がなくなる恐れがあります。どうやっ

て、そういう良い部分を残しながら、制

度として成熟させていくかということが

課題だと思います。

―顧客に危機意識をもってもらうコ

ツは？

C氏 危機意識の醸成というわけでは

ないのですが、今ある会社でやっている

ことは、過去の具体的な事例を分析し

て、「要件定義など、上流をきちんと押

さえておかないと失敗する」ということ

を知ってもらうようにしています。その

うえできちんと設計書をレビューする、

プロジェクト・マネージャが具体的レ

ベルで報告するといったことを課してい

ます。現場にPMOが入って、アセスメ

ントを進める際に、アセスメントの結果

よりもそういう活動そのものが効果を

あげるきっかけになっている。
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昔は各人が自分でそういった問題に

気付こうと努力していたように思うの

ですが、今は、気付かせてもらえると思

っている人が多い気がします。昔は、自

分が知識を得るためにいろいろ探し回

った。今は、与えられたものを理解す

ることしかやってないような気がする。

そういう人に何を言ってもダメな気が

するのです。

F氏 プロジェクトを止める権限をプロ

ジェクト・マネージャに持たせることが

ポイントではないかと思います。そうす

るとプロジェクト・マネージャの意識付

けになるのではないでしょうか。やるこ

と、進めることが至上主義になってい

るが、プロジェクト・マネージャが止め

る権限は自分にあるのだということを

認識したら、変わるように思えます。

―では、上流工程のプロジェクトを

任されているプロジェクト・マネージャ

のみなさんへのアドバイスをお願いしま

す。

A氏 説明責任が重要。単に、説明す

るということではなく、自分たちがやっ

たことを皆に説明できること。何か起

こったときに、どう説明できるのかとい

うこと。

B氏 重点志向、説明責任が重要。一

歩先を見た段取りのうまさ、一歩先に

何が起こるのかという風を読むうまさ

を養ってほしい。意思を持って見るよ

うに。

C氏 無理な計画は立てないでほしい。

詰めれば詰めるほどできそうな気になる

が、ダメなものは早くダメだと言えるよ

うになってもらいたい。

D氏 チーム・ビルディングという意味

で、客も上司も含めて、同じ船に乗っ

てくれる人を集められることが大切で

しょう。

E氏 物事にはプライオリティがある。

全方位ではなく、プライオリティ付け

をして3つだけでもやるようにするとよ

い。

F氏 時間があると思わないこと。

後々、どう響くのか、先送りしていい

のかってことを気にしながら進めてほし

い。
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近年、プロジェクトの失敗あるいは

金融・通信業界などの社会インフラを

構成するITシステムの障害が多発して

いる。その社会活動への影響の大きさ

から、社会的問題にすらなっている。

同時に、IT業界の企業経営にも多大の

影響を及ぼしている。

この章は、IT利用者/IT業界双方に

影響を及ぼしているプロジェクトの実

情と課題を、プロジェクト失敗の実態

から分析・把握し、問題の所在を明ら

かにすることを目的とする。さらに、プ

ロジェクトが抱える課題の「見える化」

を図り、今後のプロジェクトにおける変

革の方向を俯瞰しようとするものであ

る。

8.1
プロジェクトを取り巻く

環境の変化とその特質

長い歴史と経験を持つ他業界と異な

り、IT業界は1940年代のコンピュータ

出現以来、まだ60数年しか経っていな

い。しかし、その間にITプロジェクト

を取り巻く環境は、ITとその利用層の

相互連鎖を伴いながら、他業界に類を

見ないスピードで変化・拡大を遂げて

きた（図表8-1）。

IT利用層の目的達成を使命とするIT

プロジェクトはいまだ成長途上にあっ

て、乗り越えるべき課題は多い。また、

今後も続くIT業界の変化とそこから派

生する問題解決のために、プロジェク

ト・マネジメントが果たすべき役割は

多く、その使命は重い。

8.1.1 ITプロジェクトを取り囲む

環境の変化

ITプロジェクトの使命は、図表8-1に

示したように、ITとIT利用層の間にあ

って両層の整合をとり、IT利用層が目

的とするビジネス/サービスを実現する

ことにある。情報システムの基盤とな

るITは、その基本要素であるハードウ

ェアがムーアの法則に象徴されるよう

に、この20年間で数千倍から数万倍の

スケールで進化してきた。このハードウ
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ェアの進化を受けて、（残念ながらハー

ドウェアの進化のスピードに追従でき

ていないが）ソフトウェア、開発言語、

開発方法論なども進化を遂げてきた。

一方、IT利用層は、1980年代に米

国でブームとなった「カイゼン」を皮切

りに、1990年代以降、ITの導入も含め

て業務を抜本的に見直すBPR（Busi-

ness Process Re-engineering）によ

り進化した。続いて、ネットワーク化

された業務システムを提唱したeビジ

ネス、2000年代に入ると、ITとインタ

ーネットを利用したWebサービス、

Web 2.0の出現など、ビジネス・モデル

はITの活用で急速な進化を遂げてき

た。

8.1.2 マネジメント対象の「曖昧性」と

「不確実性」

IT利用層のビジネス/サービスのイノ

ベーションと、ITの急進性に追従する

難しさから、プロジェクト・マネジメン
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I
T
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
そ
の
関
連
 

1960 1970 1980 1990 2000 2010（年） 

IT利用層（ITを活用する企業/ビジネス、一般利用者） 

ITプロジェクト・マネジメント 

IT技術 

コストベース競争 

ウォーターフォール RAD スパイラル・モデル 
企業サービス 

アーキテクチャ 
BASIC　　　PL/I　　C Ada C++ ERP JAVA
メインフレーム UNIX

通信 
CPU 
ストレージ 

1200bps 

0.33MIPS 

10MB

1980年代 
1000倍：1.2Mbps 

4万倍：13000MIPS 

1万倍：100GB

2000年代 

TRON Linux（1991年） NGN

タイムベース競争 
ネットビジネス 
ユビキタス 

カイゼン 

ソフトウェア工学（1968年） 

PMI（1960年） PMP（1984年） 

P2M（2002年12月） 

CMM（1991年） PMBOK（第1版）（1991年） 

PMBOK（第3版）（2006年6月） 

PMO

eビジネス Web 
サービス 

Web2.0 
SNS

リエンジニアリング 
BPR

ダウンサイジング 

図表8-1●ITプロジェクトを取り巻く環境の変化



トには以下のような「曖昧性」と「不

確実性」が存在する。

（1）ビジネス競争を背景に、猛烈な速さ

で変化するビジネス・モデル、パッケー

ジ化（ブラックボックス化）されたビジネ

ス標準モデルの「曖昧性」と「不確実性」

（2）eビジネス、Webサービス、Web

2.0などに代表されるビジネス/サービ

ス・イノベーションが持つ「曖昧性」

と「不確実性」

（3）IT個別技術の急速な進化に対して、

システム・アーキテクチャ、システム統

合インプリメントなどシステム系技術

の遅れから発生するプロジェクト・マ

ネジメントの「曖昧性」と「不確実性」

（4）IT利用層、IT、プロジェクト・マ

ネジメントのいずれの層でも、その中心

に存在する人間が持つ「曖昧性」と

「不確実性」
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プロジェクト・マネジメント導入で、１０年弱で成功プロジェクトは倍増、失敗プロジェクトは半減 

依然、改善されない成功率。再構築システムの予算超過は38％、工期遅延は42％ 
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2000年 

■ 失敗 

■ 成功 

■ 問題（遅延・予算超過） 

出典：Standish Group

出典：日本情報システム・ユーザー協会「２００５年度企業IT動向調査」 

2002年 

工期 

■ 予定通り完了 
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図表8-2●ITプロジェクトの成功率



8.2
プロジェクト・マネジメントの現状

「曖昧性」と「不確実性」を内包する

IT環境の中で、米Standish Group

Internationalのレポートによると、IT

プロジェクトの成功率は1994年に16％

であったが、2002年には34％とおよそ

2倍となった（図表8-2）。しかし、依

然として51％のプロジェクトが遅延、

予算超過などの問題を起こし、15％の

プロジェクトが中止に至っている。ちな

みに、成功率倍増の要因は、プロジェ

クト・マネジメントの浸透にあると言

われている。

一方、日本情報システム・ユーザー

協会（JUAS）による2005年度の再構

築システムの予算超過プロジェクトは

38％、遅延プロジェクトは42％となっ

ている。

日米いずれにおいても、60％から

70％のプロジェクトが目的を達成でき

ていないことになる。

8.3
ITプロジェクト失敗の問題の所在

このようなプロジェクトの遅延、予

算超過あるいは失敗発生の要因は、ど

こにあるのだろうか。

1970年代から2006年にかけて国内

で発生した43件の危機発生（遅延、予

算超過、中止）プロジェクトを分析し、

プロジェクト危機発生の混入要因（原

因）を解析した結果を図表8-3にまと

めた。リスク要因の混入時期は、プロ

ジェクトの目的を明確に定義して発足

させる「プレ・プロジェクト段階」が3

分の1、システムの要件定義を明確に

する「上流工程」が3分の1と、プロジ

ェクトの成否は、ほぼ上流工程までの

段階で決まっていることが分かる。ち

なみに、混入したリスク要因は、若干

の例外を除き、すべてシステム・テス
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図表8-3●43件のITプロジェクト危機発生要因の混入時期と概要分析

 

出典：拜原正人『日経ITプロフェッショナル』「プロマネ失敗学」（2006）より 

（1）プレ・プロジェクト 
プロジェクト 

（2）要件定義力 （3）プロジェクト・マネジメント 

34％ 
14％ 
受注者ー 
発注者間 

18％ 
受注者ー 
協力会社間 

 

16％ 
プロジェクト・ 
マネージャ 

18％ 
組織的支援 



トの段階で顕在化している。

次に、リスク混入時期別の主要なリ

スク要因の概要を述べる。

8.3.1 プレ･プロジェクト段階の要因

プレ・プロジェクトの段階では、主

に3つのリスク要因があった。

1つめは、猛烈な速さで変化・推移

するビジネス環境で、発注側がリスク

要因を内在したままに提示した、曖昧

で不確実なビジネス要件に起因するも

のである。

2つめは、受注側の売り上げ至上主

義の弊害によるものだ。1990年代に多

くの日本企業がこぞって導入した成果

主義の弊害ともいえる。フィージビリ

ティを十分に検証しないまま、売り上

げ数値のみの判断で受注して失敗を繰

り返したケースである。これは、多くの

IT企業に多大な赤字経営をもたらし

た。

3つめは、受注側のプロジェクト・マ

ネージャの選定誤りだ。43例で最も多

かったケースである。プロジェクト・マ

ネージャの人材不足あるいは受注プロ

ジェクトの性格に合わせたプロジェク

ト･マネージャの人選が行われていなか

ったことに起因する。本質的には、IT

業界のプロジェクト･マネージャの育成

不足に起因する人材不足、およびプロ

ジェクトの特性とプロジェクト・マネー

ジャのスケジューリング機能の不在に

よるところが大きい。

8.3.2 要件定義力の不足

プロジェクト開始後では、要件定義

力が不足しているためにリスク要因が

混入するケースが多い。主な要因は2つ

ある。

第1に、発注者/受注者の要件定義

の齟齬から発生したリスク要因である。

発注側の組織内ステークホルダーの業

務要件調整/設定能力が低いことや、

受注側の対象業務知識の不足、それに

起因した両者間の業務要件設定コミュ

ニケーションの脆弱性によってもたらさ

れることが多い。

第2に、受注側と協力会社のシステ

ム要件構築力が不足しているために生

じるリスク要因である。上流工程では

業務機能要件が中心となりがちで、中

流・下流工程で顕在化する非機能要

件＊1の検討が漏れやすい。システム全

体を俯瞰する能力を要する非機能要件

の検討漏れが、時間的な余裕がない下

流工程で顕在化すると、プロジェクト

に危機をもたらす。

8.3.3 プロジェクト・マネジメント力の

不足

要件定義力とならんで、プロジェク

ト・マネジメント力が不足した場合も
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リスク要因が混入しやすい。

まず、プロジェクト・マネージャのマ

ネジメント能力不足が挙げられる。IT

業界全般において、プロジェクト・マ

ネージャの能力不足は大きな問題であ

る。IT業界の持つ「曖昧性」と「不確

実性」の特性からくる、複雑なプロジ

ェクト・マネジメントの難しさに起因

している。しかし、ステークホルダーの

マネジメント能力、全体的視野に立っ

たシステム・マネジメント能力、ドミナ

ント・アイテム（プロジェクトの成否を

左右する支配的な要因）を抽出・解決

する/させる能力など、基本的なプロジ

ェクト・マネジメント能力の不足が大

きい。

また、プロジェクト・マネージャへの

組織的なサポートが不足している面も

ある。受注側でプロジェクト・マネー

ジャの位置付けが確立されていないた

め、プロジェクト・マネージャに対する

権限委譲、プロジェクト特性（ステー

クホルダーの質･量、プロジェクトの規

模/要員数、開発期間の長短など）に

合わせたプロジェクト・マネージャ・ス

タッフの付与といったサポートが欠けて

いる。IT業界の多くのプロジェクト・

マネージャは孤独である。

以上のような結果から、プロジェク

トの失敗をプロジェクト・マネージャに

帰している経営陣は、プロジェクト・

マネージャの人材育成も含めて、自ら

の責任をかえりみる必要がある。また、

多くのプロジェクト・マネジメント方法

論が、プロジェクト発足後の開発プロ

セスを指向していること、上流の要件

定義領域の問題指摘に関して定性論が

多いこと、さらに現実の企業内で上流

工程に投入されている費用割合が16％

（JUAS調査）に過ぎないことなどから、

上流工程に失敗回避の大きな余地があ

ることが分かる。

8.4
上流工程の課題

上流工程のリスク関連項目から、プ

ロジェクトの主要ステークホルダーであ

る発注者、受注者、ベンダーの上流工

程における業務要件設定能力などの不

足が明らかになった。ここでは、上流

工程における受注者の視点から、上流

工程で抱える課題とその解決策を考え

る。図表8-4に、上流工程と超上流工
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＊1 非機能要件とは、業務機能を実現する機能要件に対して、その機能を発揮させる①品質要件（信頼性、
拡張性、性能、セキュリティなど）、②技術要件（システム・アーキテクチャ、開発方法、開発環境など）、
③運用操作要件、④移行要件などを指す



程、中流・下流工程の関係を示す。

通常、システム開発の受発注は、発

注者が策定したRFP（Request for Pro-

posal、提案要求）に基づいて、受注

希望企業がプレ･プロジェクトの超上流

工程でシステムの方向性・システム化

計画を記述した提案書を作成し、発注

者に提出する。発注者はそれらの提案

書を評価して、調達先を決定し、契約

を結ぶ。受注者は、発注者が策定した

業務要求およびシステム要求を受けて、

受注者内の超上流工程でシステムの方

向性とシステム化計画を策定。さらに、

プロジェクト･マネージャを決定して、

プロジェクトを発足する。

プロジェクト発足後の上流工程では、

超上流工程で策定したシステムの方向

性、システム化計画と発注者の業務要

求、システム要求を受けて、業務要件、

システム化要件に落とし込む。これに

より、中流・下流工程の入力要件とな

るソフトウェア開発機能要件および非

機能要件を策定する。

ここで重要なことは、発注者の業務
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超上流 
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システム化計画 

システム設計 システム・テスト 
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事
業 

反復 

業
務
シ
ス
テ
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シ
ス
テ
ム
 

ソフトウェア 

図表8-4●ITプロジェクト上流工程の位置



要求、システム要求、超上流工程から

のシステムの方向性/システム化計画

は、すべて曖昧性と不確実性を残して

いることである。ウォーターフォール型

開発にしろ、アジャイル開発にしろ、シ

ステム開発モデルの多くが、業務要件、

システム化要件の確定を前提としてい

る。しかし、数カ月から１年に満たな

い短期開発プロジェクトでさえも、競

合他社の要因、企業内方針の変更、サ

ービス環境の変化などにより、プロジ

ェクトへの機能要件/非機能要件が変

わる。それほどプロジェクトを取り巻く

環境の変化は激しいのである。

この変化を受けるのは、発注者主体

の業務要求/システム要求、受注者主

体の業務要件/システム化要件である

が、変化がこれらすべてに平均的に影

響するわけではない。パレートの法則で

言われるように、20％の要因が全体の

80％を支配する。重要なことは、下流

工程でプロジェクトの危機をもたらす

変化の要因のうち、20％の主たる要因

（すなわちドミナント・アイテム）を、

上流工程で早期に検出・解決すること

である。後工程で曖昧性、不確実性が

顕在化することがプロジェクトの成功

率を落とす大きな要因であり、それを

「見える化」して早期に解決することが、

マネジメント成功の最大の要点である。

上流工程におけるドミナント・アイ

テムを「見える化」するために、プロジ

ェクトの上流から下流まで全体を俯瞰

的に見通すことが重要である。俯瞰的

とは、｢木を見て森を見ず｣の過ちに陥

って、上流で解決すべきドミナント・

アイテムを見過ごすことがないように、

高所から全体を見ることである。全体

とは、上流だけにとどまらず、中・下

流からプロジェクト終了後のシステム

運用・維持までを指す。

全プロジェクトの工程を視野に入れ、

プロジェクトの下流工程でよく起こる

ような危機の火種を、上流で摘むこと

が重要である。そのためには、上流工

程で見逃しがちなプロジェクトの非機

能要件（多くが下流工程におけるシステ

ム化要件）に十分配慮する必要がある。

中流・下流工程に対しては、超上

流・上流工程で策定したシステム要件、

ソフトウェア開発要求を提示する。こ

れを受けて、中流・下流工程ではソフ

トウェア開発・テストのスケジュールを

策定・実行。システムを完成させて発

注者に提供する。これでプロジェクト

は初期の目的を完遂する。

しかし、中流・下流工程のプロジェ

クト・マネジメントも、多数の人間に

よるプログラム開発、非機能要件を含

めてのシステム・テストといった、本質

的に分からないもの（曖昧性、不確実

性）のマネジメントである。次の工程
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に進むために、予測/仮説に基づいた準

備作業が必須である。この段取りの巧

拙が中流･下流工程のプロジェクトの

成否を左右する。

通常、この準備作業は、プロジェク

ト・マネージャ主管で、次工程が始ま

る2～3週間前から実施される。上流か

ら引き継がれてきた「曖昧性」、「不確

実性」を回避するために、あらかじめ

起こり得るリスクを予測して事前検討

するリスク・マネジメントとオプション

の導入が効果的である。

具体的には、プロジェクトの完了時

点（あるいは工程の節目）の状況から

さかのぼって実施すべき作業を想定し、

さらに準備作業として何を行うべきか

を明確にする。このようなシミュレーシ

ョンを通して、潜在する問題への気付

きが可能になる。

上流工程におけるリスク・マネジメ

ントとして、中流・下流工程に対して

予測すべき事例を以下に示す。

（1）システム・テストに対する発注側と

の意識の違い（機能/非機能要件の確

認、受注側主体/発注側主体のテスト

明確化など）の顕在化

（2）パッケージ、既存システム接続な

ど、グレーあるいはブラックボックスに

混入リスク要因 混入リスク要因の概要 曖昧性要因

超上流で導出された業務要求に
内在するリスク要因を見落とす

●発注側ステークホルダー内の業務要求調整/
設定能力向上
●受注側の発注側業務知識の修得

業務要求から業務要件への変換
過程でリスク要因が混入

発注側/受注側間における要件設定コミュニケ
ーションの強化とその結果のドキュメント化による
合意

システム要件
構築力の不足

システム機能/非機能要件の検討
漏れ

●システム機能/非機能要件、特に非機能要件
のプロジェクト危機に対する重要性の認識
●俯瞰図の導入によるドミナント・アイテムの顕
在化
●ステークホルダー（発注側/受注側/協力会社）
間の情報共有

プロジェクト・
マネジメント能力の
不足

●ITプロジェクト特有のステークホ
ルダーの「多様性」、「曖昧性」、
「不確実性」を考慮したマネジメ
ント能力が不足
●プロジェクト・マネジメントの基本
動作ができていない
●IT業界におけるプロジェクト･マ
ネージャの育成不足

●超上流の発注側業務要求からくる曖昧性の
認識とその解決
●下流方向のシステム機能要件/非機能要件の
曖昧性の認識と解決策の折り込み
●これらの工程的、質的に異なる曖昧性を統
括マネジメントする機能の設置
●プロジェクト・マネージャが対応困難な領域に
対する専門スタッフの配置

図表8-5●上流工程におけるリスク混入要因とその対策

要件定義力の不足

対策課題



関するテスト項目・稼働積み上げ漏れ

の発見（テスト・データ、テスト・シ

ナリオの漏れなど）、準備作業関連の漏

れの発見（テスト環境、スケジュール

の見直しが必要になる場合もある）

（3）時間不足に陥るクリティカルパスの

発見（多くは並行線表化、キーパーソ

ン不足に陥る）

8.5
上流工程が抱える課題への対策

上流工程におけるリスク要因から提

起された課題とその対策をまとめると

ともに、上流工程と他の工程の関係か

ら導き出された危機回避策の「見える

化」についてまとめてみる。

まず、上流工程におけるリスク要因

と回避策を図表8-5にまとめた。上流

工程におけるリスク要因とプロジェク

トの本質である「曖昧性」、「不確実性」

に着目したリスクの混入回避策を示し

ている。

この章の最初に、プロジェクトの実

態から、超上流および上流工程でプロ

ジェクト危機要因の3分の2が混入して

いることを紹介した。また、混入した

リスクは、若干例を除いて、すべて下

流工程のシステム・テストで顕在化し

ている。この事象から、以下の点を学

ぶことができる。

第1に、上流から中・下流への情報

の流れを清流化する必要があること。

これは常に言われていることであるが、

各工程の意図、特に超上流の発注者意

図、目的、機能要求、制約条件など発

注側の要求を、ドキュメント化して｢見

える化｣を図ることがまず重要だ。次

に、発注者要求を業務要件、システム

要件にまとめてドキュメントに落し込

み、上流工程から下流工程まで一貫し

た情報の受け渡しを行うべきである。

各工程のミッションを果たすうえで必

要な、情報の流れを作ることが重要に

なる。
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不確実性要因
●ステークホルダー（発注/受注社）間における不
確実性未解決項目の共有
●リアル・オプション導入などによる解決スケジュ
ールの策定・実施

●業務要件未解決項目の共有
●上記と同様の解決スケジュールの策定、実施

●曖昧性も含めた非機能要件未決項目のステ
ークホルダー内共有
●上記と同様の解決スケジュールの策定･実施

●超上流における発注側ビジネス/経営環境の
変化からくる不確実性の認識
●不確実性を前提とした意思決定の余地を与
える、全体最適解の視点からのマネジメント
●変化に対応し得るダイナミックで柔軟な意思
決定とそれを支える手法（オプションなど）の導
入



第2に、これら上流工程・下流工程間

のコミュニケーションを促進する環境

作りが必要であることだ。工程や組織

横断のPMOを設置したり、上・中・

下流工程間の見える化ツールとして、

俯瞰図やオプションなどを導入したり

することにより、上流・下流間のコミ

ュニケーションを促進すべきである。

以上、IT業界のプロジェクトで現在

起きているプロジェクトの実態を分析

し、その本質の解明と対策についての

一端を紹介した。IT業界の変化は、今

もとどまることなく進んでいる。IT業

界に生きる我々は、この変化に臆する

ことなく、変化する状態を定常（願わ

くば変化率は一定であってほしいが）

と捉えて、それをもマネジメント可能な

世界へと変えていきたい。

（株式会社クロスリンク・コンサルティング

拜原正人、栗田存）
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おわりに

本書では、「失敗しそうなプロジェクトを救う活動」を主眼において、プロジェクトの上流

工程での「見える化」を解説した。

下流工程での見える化と同様に、「見えないものを見えるようにしたい」、「見えたものを見

えたまま知らせたい」、そして「問題があれば良くしたい」という考え方のもとに「見える化」

を検討した。見える化に利用できるツールとして、チェックシート、測定項目リスト、俯瞰

図を作成した。また、上流工程でリスクを見出すためのリスク分類表を作成し、過去のプロ

ジェクトのリスクとその結果の例を「見切り」事例集としてまとめた。

今後の取り組み

2005年度は下流工程の見える化の活動を行い、2006年度は上流工程の見える化のためのチ

ェックシートなどを作成した。中期計画（図表A）の最終年度である2007年度では、今まで

の上流工程および下流工程での見える化の活動成果をまとめる。また、中流工程での見える

化を加え、上流から下流工程にわたる全体の見える化の体系化を行いたい。

今後も、優れたプロジェクト・マネージャが持つ「プロジェクトを見える化するノウハウ」

を形式知にし、体系化していきたい。そして、それを広く普及させることにより、システム

開発における失敗プロジェクトを撲滅したい。

2005年度 2006年度 2007年度

研究活動の狙い ●下流工程のプロジェクトの
見える化方法整備

●上流工程のプロジェクトの
見える化方法整備

●見える化の体系化

アウトプット ●見える化チェックシート、
症例分類表

●対応策・手法
●解説書

●見える化チェックシート、
リスク分類表

●対応策・手法
●解説書

●解説書

図表A●本部会の活動予定



上流工程における「見える化」を実践

するためのツールとして、SECは「自己

評価シート」、「ヒアリングシート」、「測

定項目リスト」、「事例集」、「リスク分類

表」を開発した。これらを本書の付録資

料として掲載するとともに、同じ内容の

ファイルをSECのWebサイト（http://

sec.ipa.go.jp/）からダウンロードでき

るようにしている。

ただし、測定項目リストだけは紙面の

都合により、本書の付録資料としては掲

載しない。SECのWebサイトからダウン

ロードしてもらいたい。

自己評価シート、ヒアリングシート

プロジェクト・リスクを洗い出すため

に、自己評価シートとヒアリングシート

の2種類を用意した。自己評価シートは

プロジェクトの状況について、プロジェ

クト・マネージャが自らチェックするた

めのチェックシートである。ヒアリング

シートは、プロジェクトの状況について、

外部の専門家がプロジェクト・マネージ

ャにヒアリングをするときに活用するチ

ェックシートである。

SECのWebサイトからダウンロードで

きるExcel形式のチェックシートでは、

各ヒアリング項目へのデータ入力を完了

させると、その評価結果をレーダーチャ

ートで表示できる。自己評価シートとヒ

アリングシートの使い方は、第3章と第5

章を参照してもらいたい。

測定項目リスト

プロジェクト・リスクの存在を、定量的

に測定するための指標をまとめた。測定

項目を知識エリアごとに分類した「測定

分析データ一覧表」と、測定分析データ

一覧表の各項目を測定するにあたってベ

ースとなる測定指標をまとめた「ベース

尺度一覧表」がある。これら測定項目リ

ストの使い方は、第4章と第5章を参照し

てもらいたい。測定項目リストは、SEC

のWebサイトからダウンロードできる。

事例集

上流工程で問題が発生した58プロジ

ェクトの事例集を用意した。プロジェク

138

見える化のツールと関連資料

付録



ト・マネジメントの“見切り”に着目

して、プロジェクトの舵取りを学べるよ

うに構成している。事例集の使い方は、

第3章、第5章を参照してもらいたい。

リスク分類表

プロジェクトのリスクを確認する視

点（分類）を軸に、ヒアリングシート、

測定分析データ一覧表、事例をそれぞ

れ関連付けたものである。これを用い

ることによって、ツールの横断的利用

を可能とした。リスク分類表の利用方

法は、第5章を参照してもらいたい。

導出尺度とベース尺度に関する補足

本書における基本的な尺度の考え方

は、ISO/IEC15939（以下ISO15939）

の参照情報モデルに基づいている。
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情報成果物 
 

情報ニーズを満足する 
測定プロセスの実施結果 

指標の定量的な情報を測定利用者の言葉で 
記述した情報ニーズに関係付けて行う説明 

基本測定量や導出測定量に特定の 
分析モデルを適用することによって 
値が割り当てられる変数 

測定量及び判断基準を結合 
するためのアルゴリズム 

アクションまたは調査の必要性 
を決めるために用いる数値的 
なしきい値，限界，目標 

実体の属性と情報ニーズ 
との間の抽象的な関係 
 

情報ニーズ 

実体 

 

複数の基本測定量を結合する 
ためのアルゴリズム 

単一の属性に特定の測定方法を 
適用することによって値が 
割り当てられる変数 

属性を尺度に 
写像する操作 

情報ニーズに関連する特性 

管理指標 

導出測定量 導出測定量 

解釈モデル 

判断基準 
 

測定可能な概念 

測定方法 測定方法 

測定の関数 

分析モデル 

基本測定量 基本測定量 

属性 属性 

複数の基本測定量
に特定の測定の関
数を適用することに
よって値が割り当て
られる変数 

図表X-1●測定情報モデル



ISO15939 は，ソフトウェア測定プロ

セスに関する国際規格である。プロジ

ェクト・マネジメントや品質保証など

の様々な情報ニーズを満たすために、

測定と分析、解釈のためのフレームワ

ークを示している。さらに、測定と分

析において扱われる情報間の関係を、

図表X-1に示すような参照モデルとし

て定めている。なお、ISO15939は、国

内でもJIS X0141として規格化されて

いる。

図表X-1は、意思決定の基礎となる

情報を得るために産み出される、中間

情報の階層構造に関する参照モデル

（測定情報モデル）である。プロジェクト

で実際に測定可能なプロセスや成果物

の属性（規模、工数、欠陥数など）と、

意思決定のための管理指標を関連付け

ている。定量化された情報に基づいて、

客観的な意思決定をしやすくなる。

プロジェクトに存在する様々な測定

可能な属性は、定められた測定方法に

従い、「基本測定量」と呼ばれる一次デ

ータに定量化される。次に、いくつか

の基本測定量を関数に入力することで

導出測定量が導かれる。この導出測定

量を、定められた分析モデルに基づい

て分析すれば管理指標が得られる。
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レビュー進捗率 

レビュー実績時間／レビュー計画時間 

レビュー計画時間 

レビュー計画書 

レビュー計画時間を数える 

レビュー実績時間 

レビュー記録票 

レビュー実績時間を数える 

導出尺度 

ベース尺度 

測定の方法 

実体 

ベース尺度 

測定の関数 

測定の方法 

実体 

図表X-2●レビュー進捗率の測定情報モデル



プロジェクト・マネージャは、管理

指標が示す情報と判断基準とを照らし

合わせることで、最終的な情報成果物

を得ることができる。このようにして定

量的測定プロセスの実施結果を意思決

定に結び付け、プロジェクトを客観的

にマネジメントできるようにする。

本書では、基本測定量、導出測定量

という言葉をCMMIなどで比較的幅用

いられている用語で置き換え、それぞ

れ、「ベース尺度」、「導出尺度」と呼ん

でいる。

レビュー作業の進捗を測定する場合

のベース尺度と導出尺度の具体的な関

係を図表X-2に示す。

計画したレビューにかける時間に対

して実際にどれだけの時間をレビュー

にかけたかを、レビュー進捗率として見

る場合、レビュー進捗率は次の式で定

義される。

レビュー進捗率＝

レビュー実績時間/レビューの計画時間

ここで、「レビュー実績時間」、「レビ

ュー計画時間」はベース尺度であり、

それぞれ「レビュー記録票」、「レビュー

計画書」に記載されたレビュー時間を

積算する。

また、「レビュー進捗率」は、ベース

尺度である「レビュー実績時間」と

「レビュー計画時間」から計算（導出）

される導出尺度である。

ベース尺度一覧表の項目にある尺度

分類のなかで、尺度分類2（図表X-3）

は、統計学で一般的に用いられている

データ分類を用いている。
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名義
尺度

順序無 ゼロ点
無

不等
間隔

離散量 単に区別するために用いられている尺度。例えば、血
液型でA型・B型・O型・AB型を、それぞれ0・1・2・3と
数値に対応させたもの。数の大小には意味がない

順序
尺度

順序有 ゼロ点
無

不等
間隔

離散量 大小関係にのみ意味がある尺度。例えば、治療
効果の判定において、悪化・普遍・改善・著効を
それぞれ－1・0・1・2と数値に対応させたもの。
平均値は定義できないが中央値は定義できる

間隔
尺度

順序有 ゼロ点
無

等間隔 連続量 絶対量よりも数値の差に意味がある尺度。順序尺
度の性質も備えている。例えば、摂氏や華氏のような
想定温度など

比例
尺度

順序有 ゼロ点
有

等間隔 連続量 数値の差とともに数値の比にも意味がある尺度。順
序尺度・間隔尺度の性質も備えている。絶対ゼロ点
を持つ。例えば、絶対温度など

計数値

図表X-3●ベース尺度の尺度分類2

計量値
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No. 知識エリア チェック項目 評価基準

S1 統合 プロジェクト計画書が作成され、レビ
ューされているか？

●プロジェクト計画書は、プロジェクト開始から規定期限以内に作成され、レビ
ューされていること

●プロジェクト計画書は、雛形になるような過去事例や社内標準などを基に作
成していること

S2 統合 プロジェクトの全体像を俯瞰できて
いるか？

●今回の開発対象となるシステムを含めた、顧客側の関連システムを表わすド
キュメント（システム構成俯瞰図など）を作成していること

●顧客や開発側の関係会社（協力会社など）に関係する体制図があること
●ドミナント・アイテム（プロジェクトの成否を左右する支配的要因）を把握でき
ていること

S3 顧客 顧客のプロジェクト目的は明確か？ ●プロジェクト計画書に開発側の目的だけでなく、顧客の目的も記載している
こと
●顧客の目的に関する記述内容について、顧客側の資料をベースにしている、
もしくは、顧客によって承認されていること

S4 コミュニ
ケーション

プロジェクト計画書は、全員が見る
ことができるようになっており、全プロ
ジェクト・メンバーへ展開しているか？

●プロジェクト計画書の所在を全員に連絡していること
●プロジェクト・メンバーにプロジェクト計画書の内容を確認し、理解してもらう
よう配慮していること

S5 コミュニ
ケーション

顧客、顧客側キーパーソンなどの要
求仕様を十分に考慮し、必要に応じ
て要求仕様のレビューが行われてい
るか？

●顧客側の要求仕様に対する理解に問題がないかをチェックしていること
●顧客からの要求仕様を整理していること
●要求仕様が有識者やキーパーソンによってレビューされていること

S6 コミュニ
ケーション

顧客との「仕様」「価格」「納期」に関
するやりとりは文書で行っているか？

●「仕様」「価格」「納期」に関する経緯と契約が文書化され、保管されている
こと

S7 組織 プロジェクト体制について、顧客も含
めたステークホルダーの責任分担が
明確になっており、体制上の不備不
足や不安はないか？

●プロジェクト体制図が作成されており、顧客側・ベンダー側含めた全体の体
制について、想定しているプロジェクトの活動目標を遂行できるメンバー・組
織構成になっているかの確認ができていること
●チームごとの責任分担が明確になっていること

S8 組織 プロジェクト内のメンバー・組織のミ
ッションが明確で、それぞれが自分の
責任を意識した行動をしているか？

●各メンバー・組織のミッションについて、各者がそれを理解し、合意していること
●プロジェクト体制図が作成できており、各メンバー・組織ごとのミッションが明
確になっていること
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マネジメントにおけるヒント 対策案

●計画のない所には、マネジメントなし
●レビューはステークホルダー間の合意形成の場である。プロジェクト計
画書のレビューを通じた合意は最初の、最も重要な合意事項である

●プロジェクト計画書が作成されていない場合は、早急に作成する。
名ばかりのプロジェクト計画書にならないよう、十分な記述内容
を心がける必要がある
●レビューを行った後に、スケジュール、納品物、責任分担につい
ては、レビューを通じてステークホルダーの同意を得る

●プロジェクトの全体像を俯瞰できないと、プロジェクト計画がきちんと
できていない可能性がある
●完全なものが作成できなくても、トライすることが重要である。トライの
積み重ねとその後のプロジェクト・マネジメント経験の反省を通じて、
俯瞰図作成レベルは着実に向上する

●俯瞰できていない場合は、まずは顧客側キーパーソンに十分にヒ
アリングしたり、マスタースケジュールを見直したり、関係者（たとえ
ば接続先となる他システムの担当者）と打ち合わせを持つなどし
て、意見交換をすること

●各担当者へのヒアリングなどの作業を通じて、どの部分がキモに
なるかを把握する（ドミナント・アイテムの把握）

●顧客との交渉を円滑に進めるために、顧客がシステム開発を通して、
何を実現したいのかを把握しておくことが重要である

●顧客の目的や目標はプロジェクトのスコープに大きく影響する。そのた
め、顧客から示された目的や目標に対して、思い込みによって過大評
価・過小評価することのないよう、プロジェクト・マネージャは顧客のプロ
ジェクト目的について十分に確認し、明確化しておかなければならない

●プロジェクトの目的が明確になっており、顧客側の目的・目標と整合し
ていることが、システム構築プロジェクトを成功させるうえで重要である

●プロジェクトの目的が不明確なままでプロジェクトを進めてしまうと、顧
客側、ベンダー側双方でプロジェクト参画への意欲が下がり、十分な
協力が得られないなどの問題が発生することがある

●プロジェクトの目的（目指すべきゴール）が明確になっていない場
合、まずは顧客のキーパーソンと個別に打ち合わせをして目的・
目標を聞き出しておく必要がある

●顧客側のキーパーソンが、明確なゴールを思い描けていない場合
も考えられるが、この場合はプロジェクトの最初の段階で、この目
的を明確化させる検討を進める必要がある。顧客側での課題認
識について意見収集を行い、プロジェクトの活動方針を検討する

●プロジェクトの概要や目的、スケジュール、スコープ、体制図など、プロ
ジェクト計画書に記述されている内容をプロジェクト・メンバーに周知
することによって、プロジェクトに参画してもらううえでの心構えを持って
もらう必要がある

●プロジェクト計画書を最新に保つようにし、特に重要な項目につ
いては必ず目を通すように徹底する
●特に、新しくプロジェクトに参加したメンバーに対しても説明するこ
とを忘れないようにする

●顧客からの要求仕様に対して、レビュー会などの打ち合わせの場を設
けるなど、直接的な会話で内容を確認するべきである

●顧客からの要求仕様は、文字にしがたい背景を含んでいることが多く、
背景も含めて要求仕様をヒアリングするべきである
●顧客からの文書による依頼内容だけで要求仕様を理解した気になっ
ていると、要求が十分に抽出されていないおそれがある

●要求内容に関して、顧客と直接打ち合わせをする
●そのためには、必要に応じて顧客から直接、説明を受けられる関
係構築が重要である
●打ち合わせに出席しているメンバーに、責任者がいることを確認
すること

●口頭による約束では「言った」、「言わない」の問題になる
●文書化された内容について顧客側、関係会社（自社、協力会社含め
て）それぞれのステークホルダーが合意している必要がある

●顧客とのコミュニケーションで重要な項目は文書でやり取りする
●口頭による依頼が慣習化している企業もあるので、文書で交わ
す手続きを慣習化させる努力が必要な場合もある

●想定されている活動計画を遂行するにあたり、以下のような観点でプ
ロジェクト体制を確認すること
・プロジェクト推進上必要な権限を持っている人がいるか
・必要な技術・スキルを持った人や組織が入っているか
・システムを利用する利用者側を取り仕切ることができるメンバーがいるか
・プロジェクトの責任者が明確になっているか
・顧客側とベンダー側とで、体制上のパワーバランス、人数バランス
に偏りがないか（質・量でバランスが取れているほうが望ましい）

●分担と責任が明確になっている必要があるが、実施能力がない
場合や能力が不足している場合は、外部からの人材補充などに
より再構築する
●顧客側責任でプロジェクトが遅れる場合は、納期やシステム開始
を遅れることについて合意しておく

●いつまでに誰が何を行わなければならないかを確定することが重要で
ある

●各メンバーにもミッションの内容を確認してもらい、合意してもらう必要
がある。ミッションが不明確な場合、のちのち作業範囲、責任分担に
ついて問題になることがある

●各メンバーに対し、そのミッションについて担当可能かどうかを判断して
もらっておく必要がある。この判断をしてもらうことによって、プロジェク
ト参画に対する責任感を高めてもらうことができる

●必要なスキルを明らかにして、作業内容をWBSによって明確に分
割して各々の作業の分担と責任を明確にする
●作業間の責任は誰の責任作業かを明確に定義する必要がある
●スキルが不足している場合は、外部研修を含む適切な教育を行
うか、または協力会社から社員代替要員を確保する
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S13No. 知識エリア チェック項目 評価基準

S9 コミュニケー
ション

顧客、開発チーム間、協力会社との
会議体が決められ実行されている
か？

●ステークホルダーと協議し、必要な会議体が設定され、実行されていること

S10 タイム 進捗状況を定期的に確認できるよう
になっているか？

●定期的に進捗管理が行われ、プロジェクト・マネージャやプロジェクト責任者、
顧客が状況を把握できる仕組みが設定されていること

S11 人的資源 必要なスキルを持った人材は揃って
いるか？

●必要な業務・知識領域と要員のスキルの比較を行ない、不足している業務・
知識領域について、コンサルタントや専門家のアサインを考慮していること

S12 タイム 要員の手配（量的）計画はできてい
るか？

●工程の変わり目など、体制の増員が必要なタイミングに間に合うように要員
手配が計画されていること
●要員の手配計画について、関係各所にあらかじめ説明をしておくこと

S13 スコープ 顧客の要件とシステムの機能、性能
が一致しているかどうかを確認してい
るか？

●顧客の要件と機能の対応表またはそれに相当するドキュメントがあること

S14 スコープ 仕様として設定された要求の実現可
能性に問題がないことを確認した
か？

●実現可能性を新技術面、性能面から検証していること
●検証結果について、有識者によるレビューがされていること

1.自己評価シート付録
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マネジメントにおけるヒント 対策案

●それぞれの会議体がどのようなことを議論し、決定する場であるのかを
明確にしておく必要がある
●会議体の設定では、会議開催の頻度や参加者、目的などを事前に計
画し、ステークホルダーに周知しておく必要がある。加えて、議事録を取
って承認してもらうなどの手続きについても明確にしておく必要がある
●計画だけではなく、実質的にその会議体が稼働していることが重要である
●公式な場では言えないこともあるので、非公式なコミュニケーションパス
にも配慮する。ただし、決定事項は会議体の中で確認する必要がある

●顧客、協力会社など、プロジェクトの状況を見て必要な会議体を
設定し、定例化する

●進捗の状況を把握するための項目を明確にし、協力会社を含めた進
捗報告確認のための会議体を設定する
●進捗の状況は、プロジェクト・マネージャだけではなく、プロジェクト責任
者、顧客にも報告する必要がある
●進捗状況に加えて、遅延理由、遅延対策まで検討する

●進捗会議を定例的に設定する
●進捗会議で報告すべき管理項目を明確にする
●管理項目は作業工程によって変わる
（例）管理項目例
①計画の変更数 ②確定した要件定義の個数
③実施レビュー数と種類 ④日程の予実績の差異
⑤タスク数（定義数、監視数、軽減数）
⑥課題管理表の解決した課題数、未解決課題数

●要員のアサインには時間がかかることが常であり、場合によってはアサ
インできない場合もある。その場合、トレーニングなどによって要員を
育てる時間が必要になるので、事前の要員計画の中で必要なスキル
についても十分計画しておくことが大切である
●システム基盤に問題が発生した場合はスペシャリストのアサインが有
効である
●特殊な業務に関する知識が不足している場合は、外部の専門会社な
どに依頼することを考慮しておく必要がある

●パッケージ利用の場合、フィット＆ギャップ分析ができる要員や、該当
アプリケーションの経験者をアサインしておく必要がある

●最適なスペシャリストを投入する計画を立てる
●必要な人材確保が遅れている場合、最初のうちはそれほど高度
な業務知識や専門知識がなくても問題ない作業を行い、作業が
進む中で必要な人材を確保する

●要員を出してもらうことについては、事前に関係会社に確認をしておく
べきである。要員を出してもらうつもりだった関係会社から、突然協力
できない旨の連絡がくる場合も想定しておくべきである
●担当者個人ごとに作業開始時期、終了時期を明確にして作業をアサ
インするようにする

●前工程における仕様変更などで必要な人員の増減が必要になった場
合は、工程の終了を待たずに速やかに手配する必要がある

●要員遷移俯瞰図の作成を通じて、山積みではなく要員遷移分析を行
い、WBSごとに、必要なスキルを持った要員の過不足を明らかにする
●前工程の終了前に、プロジェクト・マネージャがどれだけ次工程の
要員手配に注力するかが重要である
●要員の手配は、早めに、過大気味に行う
●要員不足に陥ったときには、急激な破綻を起こさず、軟着陸でき
るようにするために、スケジュールの延長、または作業量の低減
の余地を検討する

●要件定義書と設計仕様書との対応は、仕様管理だけでなく、テスト計
画にも利用できる

●顧客における常識、業界での常識などは、明文化されていない可能性
があり、注意が必要である

●要件定義書がない場合には、早急に作成する（最低限、要件項
目を明確化する）

●要件定義書がある場合は、現状と要件定義書を比較して特に乖
離の大きい部分があればその部分の状況報告をし、顧客側と認
識を合わせておく必要がある

●要件定義書には記述されていない要件がある場合、早めに洗い
出しをし、クリティカルな要件になるようであれば実装を機能面・
費用面から検討する

●要件定義書の作成段階で頻繁に修正があった機能については、
最終的な要件について基本設計・仕様書との擦り合わせを行う
など、顧客との認識を十分に合わせておく必要がある

●要件定義書と設計仕様の対応表を作成する

●計画または設計時に実現可能性そのものについて検討を行っている
かは重要である。さらに、内容について有識者などの第三者によるレ
ビューを行うべきである

●実現可能と判断するには、例えば、コスト、機能、納期に対してリスク
を認識し、その対応策が見えている必要がある
●実現可能性について疑問視される部分については、顧客側によく確認す
ること。思い違いにより、ベンダー側が仕様を重く捉えている場合もある

●実現可能性を検討していない場合は早い段階で検討する
●実現可能性が見えていないものがあるかもしれないが、それらも
含めて全体を俯瞰できるよう、要求された項目の実現可能性の
一覧を作成する

●実現可能性が低いと思われる機能の場合は、代替機能での実
現可能性や機能削除などについて顧客とともに検討する
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No. 知識エリア チェック項目 評価基準

S16 統合 すべての作業項目がスケジュール化
されているか？

●WBSが書き出されており、その内容について十分検討されていること
●すべてのWBSがスケジュールに落とされていること

S17 タイム マスタースケジュールが作成され、ス
テークホルダー間で合意されている
か？

●マスタースケジュールが作成されていること
●マスタースケジュールについて、ステークホルダー（顧客、関係会社、プロジェ
クト責任者など）の承認がされていること

S18 タイム スケジュールにおけるクリティカルパ
ス（そのパス上の作業が少しでも遅
れると、プロジェクト全体のスケジュ
ールが遅れてしまうパス）は明確か？

●プロジェクトの根幹にかかわる機能や成果物に関する計画はどのパスである
かを認識し、管理していること

S19 リスク リスク分析により、リスク項目を明確
にし、対応策まで検討しているか？

●リスク管理表などを作成して管理すること
●個々のリスクについて、リスクの対応策とその実行タイミングが明記されてい
ること

S20 統合 構成管理のルールが明確になってい
るか？

●計画書、設計書なども含めた、成果物の構成管理の手順やルールが文書化
され、メンバーに周知徹底されていること

●プログラムのソースコードや仕様書、テストデータ管理、システムの設定ファ
イルなどの構成管理方法について計画されていること

1.自己評価シート付録

S15 統合 納入物件および必要な作業成果物
が明確となっているか？

●顧客との間でどういう記述方法で、どういうドキュメントを納品するかが明確に
なっていること
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マネジメントにおけるヒント 対策案

●必要な作業項目を洗い出すために、たとえば各社で標準化している
WBSの雛形を利用したり、過去の他のプロジェクトを参考にするなど
の工夫をすること
●システム構築のための設計書作成やプログラム開発作業だけではな
く、準備作業、顧客との調整事項など、想定される作業をなるべく網
羅的に洗い出すこと

●WBSを基にしてスケジュール中の各作業の前後関係の整合が取れ
ていること

●標準WBSに基づいてテーラリングする。標準WBSがない場合で
あっても、過去の成功プロジェクトなどを参考にして、WBSを作成
する。「このWBSで必要な作業がすべて洗い出されているか」とい
う視点を常に持つこと
●各作業の前後関係の整合が取れていない場合、前作業の終了
条件、後作業の開始条件を明確にして、各作業の前後関係が整
合するように修正する
●ドミナント・アイテム関連作業のスケジュールは、計画段階から重
点的にマネジメントする。例えば、ミッションクリティカル性の高い
機能要件などもドミナント・アイテムである

●マスタースケジュールの各工程での作業内容について、十分に検討
していることが大切である。特に、納期を基準にして、作業工程の比
率だけで、後ろからスケジュールを引いている場合、それぞれの工程
がその与えられた期間で完遂可能かを十分に検証しなければならな
い

●マスタースケジュールの中で、すでに分かっているマイルストーンにつ
いて記載しておくこと

●マスタースケジュールの各工程について、事前準備の内容と時間な
ども考慮してスケジュールに記述しておくことが望ましい

●納期、総合テストの開始時期、他システムとの接続がある場合は
接続テストの実施日など、明確なマイルストーンに基づいてマスタ
ースケジュールを作成する

●マスタースケジュールの妥当性については顧客との合意だけでは
なく、プロジェクトの担当者、開発委託先のメンバー、有識者など
に確認してもらうこと

●「粛 と々やっていくだけ」と考えてプロジェクトを進めていると、問題に
気づかないことがある。計画している作業タスクの優先順位を検討し
て常に配慮することで、問題が発生したときにどの作業を優先させる
かを冷静に判断することができる
●クリティカルパスを固定的なものと捉えないこと。状況の変化によっ
てクリティカルになる可能性のあるパスも考慮すること

●複数のアウトプットが集まるタスク、複数のタスクのインプットにつなが
っているタスクはクリティカルパスの候補の一つになる

●キーパーソンを集めてクリティカルパスの抽出作業を行う。そのう
えで、クリティカルパスに関連する作業は特別体制を敷く

●作業工数の見積もりが確定できず、ある程度進まないと見通しが
立たない場合には、作業が少し進んだ段階で再度工数を見積も
り、クリティカルパスを明確にする

●リスクの洗い出しには、ステークホルダーが集まって討議することが有
効である

●リスク洗出しの際に効果的な視点としては、次のものがある
・成果の量の増減 ・成果の質の優劣
・実施タイミングの是非 ・スキルの充足度
・セキュリティ ・変化対応の柔軟性の有無

●プロジェクトの状況によってリスクは変化するため、リスク管理表は定期
的に見直す必要がある

●チームメンバーを集めてリスクの洗い出しを行い、洗い出したリス
クが発生する確率と発生した場合の影響を判定する

●各種成果物の構成管理は、プロジェクトの初期段階でルールを決め
て運用することが大切である。あとで整理しようと思ってもなかなか手
を付けることが難しい

●構成管理をきちんと行うことは、成果物および活動の品質を上げるこ
とに寄与する

●構成管理ツールを新規に導入する場合には、環境設定や試験運用
などの計画を明確にしておく必要がある。また、運用ルールを明確に
し、入力するデータの意味などを詳細に定義しておく必要がある

●構成管理ルールがある場合には、ルールが周知徹底されている
か確認する

●構成管理ルールがない場合、以下を考慮してルールを作成する
①構成管理のためのツールの導入（費用の確保、環境の整備、
運用手順の明確化が必要）
②作業工程によって管理ルールが変わる（使用するツール、管理
対象物、管理頻度）

●構成管理ルールが徹底されているかを確認する手段を検討する
（ヘルプデスク、進捗会議でのチェックなど）

●顧客との間で成果物の質と量が明確でないとその後の作業の割り
振りや規模の見積もりなどで大きな判断ミスをする可能性がある
●事前に成果物サンプルを提示することで、納入物件に関する双方の
共通認識を確立することが望ましい
●各種計画書や仕様書、運用テストの項目一覧など、具体的な成果
物のサンプルを示すことで、どのような作業が必要になってくるかを事
前に検討したり、要員のアサインを考えたりしやすくする

●ドキュメントによる成果物の場合は、目次、類似する成果物サン
プルを用いて記述項目と記述レベルについて、顧客と合意し、議
事録として残す
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No. 知識エリア チェック項目 評価基準

S22 スコープ 仕様変更は一覧などにより管理され、
変更履歴を残すことになっているか？

●仕様変更管理表などで管理することが明文化されていること

S23 課題管理 課題管理表などで課題が管理されて
いるか？

●課題（解決しなければならない既出の問題）の発生日時や課題の内容、重要
度、状況、対策予定日が分かるような管理表やそれに類する資料によって課
題を随時管理していること

S21 スコープ 要件定義と仕様変更要望との関連
付けが明確になっているか？

●顧客側のニーズ（要求）と要件定義書の項目の関係性について、顧客側、ベ
ンダー側双方のキーパーソンに確認を取ること

S24 スコープ 他のステークホルダー（顧客、関係
会社など）からの提供物のスケジュー
ルが守られているか？

●提供物のスケジュール状況を継続的にウオッチし、守られなかった場合の影
響度に応じて、事前に対策を立てていること

S25 コスト 複数視点での見積もりを実施するな
どして、見積もりの精度を向上する工
夫をしているか？

●複数の見積もり手法を使ったチェックや経験十分な複数人による見積もりチ
ェックによって、妥当性を確認していること

1.自己評価シート付録

S26 コスト 予実績管理は実行されているか？ ●収支管理計画を事前に定義していること
●週次/月次の実績把握の仕組みを確立していること
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マネジメントにおけるヒント 対策案

以下の項目が明確になっているかを確認する。
●仕様変更管理表の保管場所
●仕様変更管理表の記入者・保管責任者
●仕様書の変更履歴と仕様変更管理表の対応確認方法

●要件定義との関連付けが可能な仕様変更管理表（一覧）を作成
する

●課題管理表の内容が、形式的でないことが必要である
・記載されている内容は本当に課題か？
・課題の責任者が明確か？
・解決までの経過が記述されているか？（目標日変更も含めて）
・解決目標日と完了日に矛盾はないか？
・目標日を過ぎている未解決項目はないか？
・特定の課題に偏っていないか？

●課題に対して顧客側、ベンダー側双方に「解決する」意志を持って取
り組んでいるかを常にウオッチすること。「これは顧客側の課題だから」
と放置しないこと

●顧客側、開発側のキーパーソンを集めて課題を抽出し、一覧表
にまとめ、管理する。課題については、管理するだけではなく、ス
テークホルダー間で共有し、管理が形骸化しないようにする必要
がある。具体的には、
・議事録に課題をまとめて明記し、次回の会議で必ずフォローす
る
・ホワイトボードに書き出す、ポストイットを貼り付けるなど、課題
を全員で共有するようにする

●要件定義と仕様変更の対応付けを管理することによって、顧客要件
との合致性を確認する

●システムは要件定義書を基にした各種設計書によって作られている。
したがって、この要件定義内容と顧客からの仕様変更要望との対応
付け確認は、システムでの実装内容を把握しているキーパーソンも巻
き込んで確認する必要がある

●要件定義書と、顧客側からの仕様変更の要求に論理的な矛盾があ
ると、修正したあとのプログラムではシステムトラブルを起こすことにつ
ながる可能性がある

●要件定義と仕様変更との関連付けを明確にするために、要件定
義と仕様を対応表にして、相互に影響する要件定義変更や仕様
変更を管理する

●他のステークホルダーの役割と提出物のスケジュールを別途マネジメ
ントすることにより、役割分担があいまいになっていることを原因とす
るプロジェクトの遅延を防止できる

●他のステークホルダーからの提供物がないことに影響を受けない
作業から着手するが、作業の進捗状況とステークホルダーとの調
整を並行して行い、作業が滞留しないようにする
●ステークホルダーへ情報提供の督促を行うときは、先方の担当
者だけでなく、先方の上位上司にも一緒に依頼することが効果
的である

●複数の見積もりをすることによって、単一の見積もりでは気付かなか
った重要な要件、実現可能性、考慮すべきリスクなどに気が付くこと
がある

●見積もり方法が単一の場合や経験に基づくものである場合、現
実の規模や工数が想定からかけ離れている可能性がある。 当
初予想していた規模と現状の規模を見比べて、大きく離れている
ようであれば、プロジェクトの今後の計画を見直す必要がある
●スムーズに調整するための要件は次の通り
・顧客との間で費用や実現機能についての調整を随時できる関
係が築かれている
・計画工数と実績工数を常に監視し、差異が生じた場合にはそ
の原因を分析する
・最終的な工数（費用）が計画値を上回りそうな場合には、その
原因を明らかにして顧客と交渉する

●期間（工程の開始/終了など）、要員の山積み、およびＷＢＳについて
予実績管理を行う
●予算を順調に消化していても、仕事が進捗しているわけではないとい
うことを分ったうえで、マネジメントすること

●予実績情報を収集・整理して、今後の計画の見直しを実施する
●すべての作業の予実績情報の収集が困難な場合は、クリティカ
ルパスについての予実績だけでも集めて評価する
●過去に多数の類似プロジェクトの実績がある場合は、上流工程
でのコストの振れや工程の遅れは抑制しやすい。ただし、「過去
のプロジェクトと類似だ」という判断そのものが誤っている場合が
あり、その場合は後工程で工数が数倍に膨れあがることもある。
類似プロジェクトかどうかは慎重に判断しなければならない
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No. 知識エリア チェック項目 評価基準

S27 品質 品質計画があるか？ ●品質計画（右の欄参照）があり、レビューされていること

S28 統合 全体テスト方針と役割分担の検討は
十分か？

●全体テスト方針（何をどのテストで誰が確認するか）とテストの役割分担を記
述したドキュメントを作成し、関係者とレビューしていること

S29 品質 前工程の作業が完了し、その品質を
確認したうえで、プロジェクト内の承
認を得ているか？

●前工程の結果について品質を確かめていること
●前工程に積み残された課題がある場合は、解決のメドを付けたうえで次工程
に引き継いでいること
●条件付きの合格の場合や改善点を指摘された場合は、課題管理の対象とし
ていること

S30 調達 協力会社への発注の根拠が明確と
なっているか？

●業務知識、開発スキル、過去の設計・開発実績、担当者のキャリアなどの観
点から、なぜその協力会社に委託することにしたのかを明確にしておくこと

S31 調達 協力会社の作業と成果物を定期的
に監視する計画がされているか？

●協力会社の作業と成果物を確認する計画になっていること（例えば定期的な
進捗確認会議、工程ごとの成果物の判定会議など）
●成果物の確認は、形式的なチェックだけではなく、現物の中身も含めてきち
んと状況を確認するように計画しておくこと
●契約の内容をもとに確認項目を洗い出してあること

S32 技術 方式要件（負荷･性能･信頼性･安全
性・保守/運用・移行）と方式設計結
果は妥当か？

●方式要件と方式設計結果に関するレビューを実施していること
●方式設計レビューのレビュー者が十分なスキルや知識を持っていることを確
認すること
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マネジメントにおけるヒント 対策案

●たとえば次のような点について、計画とレビューがされていることが望ま
しい
・レビューの種類
・レビューの日程
・レビュー不良率（件／ページなど）
・下流工程における品質基準（不良摘出目標など）

●そのプロジェクトで特に重要な品質は何かを検討しておくこと（信頼性
なのか性能なのかなど）

●起こってはいけない障害が何かを考えて、それをクリアするためにどの
ような品質について向上させる必要があるかを検討しておくこと

●品質は様々な要因が総合的にからむので、レビューを通じて、問題点
を早期に把握して是正する

●品質計画が作成されていない場合は、すぐに作成する
●品質レビューの検討結果に基づき、対応策を策定して、実施する

●詳細なテスト方針はともかくとして、どのようなテストを行うかを決めてお
くことが重要である

●方針と役割分担を明確に決めておかないと、場当たり的なテストにな
り混乱するおそれがある

●上流工程でテスト工程をある程度想定しておくことで、顧客側の体制
や作業場所などの準備作業、テストデータの準備など、協力も得られ
やすくなる。特に、全国展開するようなシステムの場合は、各事業所ご
とにテストをするなど、集中的なテストができないなどの理由で、テスト
そのものがクリティカルパスになることもある

●単体テスト、結合テスト、運用テストのそれぞれのスケジュールと
品質目標が未計画の場合は、過去事例などを基に整備し、計画
する
●テスト体制も明確にする。特に、結合テスト以降は優秀な人材
（各チームのキーパーソンや優秀なエンジニア）を投入し、遅れな
い体制を計画しておくことが重要である

●上流工程の品質の悪さによって、下流工程でより大きな悪影響を及ぼ
すことがある

●前工程での積み残し課題などがあればそれらの位置付けを明確にし、
どのような対応を行うかを計画に入れる

●品質に問題がある可能性がある。品質状況を確認して、問題が
ある場合は品質向上策を実施する

●実稼働する担当者のスキルまで確認しておくことが望ましい
●協力会社評価票を準備しておくことが望ましい
●発注の根拠を明確にすることは、その協力会社を使ううえでのメリット/
デメリットを明確化することになるので、リスクの洗い出しという観点で
も重要な検討事項になる

●業務知識、開発スキル、過去の設計・開発実績、担当者のキャリアな
どの観点から、なぜその協力会社に委託することにしたのかを明確に
しておくこと

●発注の根拠を明確にして、リスク対策に反映させる

●契約時に作業進捗・成果物のチェックやレビューのやり方を詰めてお
く
●確認時にはその報告や成果物の内容チェックまできちんと確認してい
ることが重要。形式チェックだけでは成果物の出来を確認することは
できない

●協力会社に協力してもらい、作業報告とともに成果物（特に仕様
書などのドキュメント）を最新の状態にするように管理する。 特に
ソースやシステム環境については構成管理チームを作って徹底的
に管理するようにする

●顧客に責任を持って方式要件を決めてもらい、それに基づいて設計す
る。ただし、顧客だけでは方式要件を決められないこともあるので、ベ
ンダー側も方式要件の検討を支援する必要がある。

●有識者（実装経験がある者や、その製品・技術の中身に詳しい者）に
要件と設計結果の妥当性をレビューしてもらう
●方式設計において不安項目がある場合は、プロジェクトの初期段階で
プロトタイピングを行うなどの施策を講じること

●技術や製品をよく知っている技術者だけではなく、システム構築・
導入の経験者や保守フェーズの担当経験者なども入れて方式検
討をするべきである
●新規のWebサービスなどで入力件数と出力予定帳票や更新デ
ータ件数などが想定できない場合は、上限を設定し、それを超え
たときは、オーバーフローメッセージを出すなどの、トラブル対策に
ついて検討する計画をしておくこと

●システム障害時の対応想定として、回復の優先順位付けを行う
必要がある
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No. 知識エリア チェック項目 評価基準

S33 基本動作 基本となる動作（しつけ・作法）が徹
底されているか？

●「打ち合わせを行うときは議事録をとること」、「設計内容はドキュメント化する
こと」など、基本的なしつけ・作法について全メンバーが問題なく認識してい
ること
●セキュリティに対する行動規範が明文化され、徹底されていること

S34 基本動作 部下の状況を把握しているか？ ●公式、非公式のコミュニケーションを部下と行っていること

S35 モチベーション プロジェクト計画に対してメンバーの
気持ちがしらけていないか？

●プロジェクトの日程計画や実現可能性などに関してメンバーが不信感を持っ
ていないこと
●特にプロジェクト・メンバーや協力会社に対して、プロジェクト計画上の問題
点がないか、意見を求めていること
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マネジメントにおけるヒント 対策案

●チーム全体が「多少手抜きをしても大丈夫」という雰囲気にならないよ
うに、決められたことはきちんと守ることを徹底して指示する

● コミュニケーションを良くすることと、「なあなあで済ます」ことは別であ
り、緊張感を持って仕事に取り組むことが大切である

●先輩が後輩の良いかがみにならなければならないという雰囲気を作る
こと

●基本動作についての教育的な指導を普段から心がけるようにす
る
●すべての基本動作徹底が難しい場合は、プロジェクト状況により
重点的に徹底する事項を絞る

●例えば、
・仕様がふらつき傾向→ドキュメント化の徹底
・進捗遅延傾向→進捗報告の数値化と見込み提出の徹底

●部下から何の報告もない場合は、報告を上げづらい問題を抱えている
ときもあれば、話しづらい雰囲気などコミュニケーション上の問題があ
ることがある
● 定例進捗会議などの会議ではないところででも、コミュニケーションを
随時行っていることが大切である

●「何か問題を抱えてはいないか？」と声かけをするなど目に見える行動
をすること。心配していることを頭で思っているだけでは相手に伝わら
ない

●直接部下に状況をヒアリングしたり、部下とかかわりのある第三
者にヒアリングして部下の状況を多面的に把握する
●権限委譲と丸投げを誤解しないようにする。部下、協力会社に
作業を任せるとき、責任まで投げず、共有するようにする

●プロジェクト責任者よりも、実作業を担うことになるプロジェクト・メンバ
ーや協力会社のほうが、作業工程上の問題や負荷の問題などが見え
ていることもある。実現可能性について積極的に意見を集めるべきで
ある

●スケジュール、コストのベースラインは、プロジェクト・メンバーが努力す
れば、守ることができる水準である

●メンバーの表情や言動を見ることも大切である。作業の質が落ちてい
ると感じたり、粗暴になったりしている場合は、モチベーションが下がっ
ていないか、会話をするべきである

●納得していないメンバーに対して、どの部分が納得できないのかを
ヒアリングし、問題点を明らかにしたうえで問題認識を全メンバー
で共有する

●「しらけ」を抱えたままの場合は、チーム全体として著しくモチベー
ションが下がってしまうリスクがある
●クリティカルパス上の作業には比較的「しらけ」の少ないメンバー
を配置する
●作業配分、リソース配置を工夫し、直近のマイルストーンをクリア
し続けることで、実現可能であることを納得させていく
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No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H1 顧客 RFPなどに顧客からの要件として、何
を実現したいかが分かりやすく記述
されているか？
また、プロジェクト・メンバーがそれを
把握できているか？

プロジェクトの位置付けや目的を的確に把握して、共有できることが成功の第一歩
●顧客企業が作成したRFPの場合、プロジェクトの定義、アウトプットの定義などが
明確に記載されていること

●コンサルティング会社などが作成したRFPの場合、顧客がその内容を十分理解
していること

H2 顧客 顧客がオーナーシップを持って対応
できているか？

顧客自身のプロジェクトにおけるコミットメントが明確でなければ、何をすべきか判
断できない
●ユーザー部門のコンセンサスを得るための活動がなされているか
●ベンダー側としては、提案や意思決定を促すための努力が行われているか
●決定事項が変更できなくなる工程上のポイントを常に明確にしながらプロジェクト
を進めることにより、前提が覆ることへの対応が図られているか

H3 顧客 顧客のキーパーソンを押さえている
か？

責任ある人の意思あるいは判断がなければプロジェクトは進まない
●責任部門のキーパーソンが必ずしも決定権を握っているとは限らないので、キー
パーソン間の影響関係を把握しておく必要がある

●問題が発生した場合は、連絡先、協議者を個人名で管理できているか

H4 統合 プロジェクトの全体を俯瞰できている
か？

全体像を把握することで、各部分の対応の意味も明確になる
●対象システムの構造のほか、関連するシステムには何があるのかが把握できてい
ること

●主要なステークホルダーとして、
システムと業務との関連性を把握できている人、
システムを利用する人、
財布を握っている人、
システムを作る人、
を把握できていること。関係者の名前だけでなく、各キーパーソンを明確にして、
一番効果のある働きかけを行える相手を把握することが重要
●大日程表の中で、どの部分がクリティカルパスとして重要かが指摘できていること

H5 統合 プロジェクトのドミナント・アイテムを
把握できているか？

ドミナント・アイテムとは、プロジェクトの成否に大きな影響を及ぼす重点項目。それを
早期に見つけ出せることが成功のポイント
●俯瞰図に基づいてどのようにドミナント・アイテムを見つけ出したか（その理由など）が
明らかになっている

●体制上の各キーパーソンが何をドミナント・アイテムと捉えているかを自分のこれまで
の経験と照らし合わせて把握できているか

H6 統合 プロジェクトの前提条件を、目的、契
約、などの内容から、分かりやすく押
さえられているか？
また、前提条件に設定漏れがない
か？

●プロジェクトの基本的な前提条件が合意されている、という前提がないところから
出発する
●プロジェクト・マネージャがプロジェクトは失敗するリスクが大きいことを意識してい
ることが重要である

H7 統合 プロジェクトの内容として、どれくらい
の範囲（工数）を、いつまでに、どうい
う体制・コストで進めるのかが、プロ
ジェクト計画書にまとめられてあり、そ
のレビュー・評価結果に、問題・課題
が残されていないか？

いつまでにいくらでやるかはプロジェクトの前提条件
●該当業務や技術に知見のある有識者でレビューすることが重要である
●規模が測られていないと、テスト量も予測できない。全体として大きなスケジュー
ル遅れになる可能性がある

●リソースの手配（予定）と整合していること
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評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

以下のような記載事項を的確に把握
できているか
●開発範囲　　●契約条件
●教育訓練　　●検収方法
●スケジュール

①RFP ●不足分については、内容の不足分をリストアップし、顧客に調査の申し入
れを行う
●現行システムの調査作業については、別途協議して再見積もりが必要であ
ることを顧客と合意し、明文化する

顧客側のプロジェクト推進力が信頼
できるかを確認する
●顧客のプロジェクト推進に関する意
思決定力が発揮されていること

●決定事項を覆すことが頻繁に起き
ていないこと

①ステアリング
コミッティ
②体制図

●顧客内のプロジェクト･コンセンサスを確認する場を設定するよう要請する
●顧客タスクを文書化し、実行部隊のキーパーソンに徹底するよう要請する
●開発とは別体制の顧客プロジェクト・マネージャ支援契約を提案する
●上記のような対処をしても懸案事項（顧客決断で進めなくてはならないもの）
の判断が期限に遅延する場合は、解決策を検討して顧客と合意を得る必
要がある

キーパーソンであることを識別できて
いるかを、次の観点で確認する
●顧客内のシステム部門とユーザー
部門との関係を把握していること

●仕様決定権限、予算、経営層への
コミットはどの部門が握っているを
把握していること

●決定権・発言力は誰が持っている
のかを理解していること

①ステアリング
コミッティ
②体制図

●顧客内の意思決定体制を確認し、意思決定に関連するキーパーソンは進
捗会議への出席を義務付ける

全体把握（全体俯瞰）の対象となる
事項として、以下の3種類を確認する
●開発対象システム
●ステークホルダー（開発体制を含め
ることもある）
●スケジュール

①システム俯瞰図　
②ステークホルダー
俯瞰図
（体制図を含む）
③スケジュール俯瞰図　

●プロジェクトのドミナント・アイテムを把握し、対応するために、俯瞰図を作
成する

システム俯瞰図、ステークホルダー
俯瞰図、スケジュール俯瞰図、要員
遷移俯瞰図を用いるなどして、ドミナ
ント・アイテムを指摘でき、対策を立
てていること

①システム俯瞰図　
②ステークホルダー
俯瞰図
（体制図を含む）
③スケジュール俯瞰図　
④要員遷移俯瞰図

●プロジェクト計画書において、ドミナント・アイテムに関するQCD計画、実施
状況を重点的にマネジメントするような計画とする

プロジェクトの前提条件が、提案書
や契約に矛盾なく構成されており、顧
客にそのことを十分説明して納得さ
せていること

①RFP
②提案書　
③契約書

●顧客が十分理解し、納得するまで説明する

以下の観点で確認を行う
●予算とスケジュールと想定規模は整
合性が取れていること

●（事業計画などの）当初の想定と
スケジュールに大きな乖離がないこ
と

①プロジェクト計画書 ●定量的評価をした結果、金額と納期に問題がある場合は、費用、機能、納
期について、社内や顧客と調整する
●問題があっても実施しなければならない場合は、次善策として限界値を約束
することが望ましい

●限界値が分からないときは、プロジェクトから撤退するポイントを決める
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No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H8 コミュニケ
ーション

開発チーム間（協力会社間）とのコミ
ュニケーションに問題はないか？

定期会議やファイル共有などの方法を通して、コミュニケーションの促進が図られて
いること
●会議体が定義され、実施されているか
●情報の共有に関して、形骸化した制限などが存在しないこと

H9 コミュニケ
ーション

作業内容と終了基準についてのメン
バーの認識が曖昧ではないか？

曖昧さがあると作業の進捗が把握できなかったり、把握したと思っていてもメンバー
により認識の内容が異なっていたりして、プロジェクトとしての統一した進捗把握が
できない。品質にも問題が出ることがある。プロジェクト・マネージャの認識が重要

H10 コミュニケ
ーション

顧客とのレビュー議事録などがあり、
承認印をもらうなどして合意（承認）を
得ているか？

●顧客とのレビュー計画書は作成しているか？
●レビュー実施要領は作成できているか？
●実施要領などの中で確認方法を取り決めているか？
●議事録またはメールでも記録として残しているか？

H11 コミュニケ
ーション

重要な指摘が発生した場合に、指摘
事項が全員に周知徹底されて、再発
防止を図っているか？

上流では、一つの指摘、変更が他の部分にも影響する可能性がある
●重要な情報についてはメンバーに漏れなくタイムリーに伝達する方法が確立して
いること

H12 コミュニケ
ーション

スケジュール・作業内容について顧
客との認識（作業レベルの意識）に
ズレがないか？

●期限のほか、作業内容、成果物の記述レベルなどについて、具体的な資料を用
いて調整しているか

H13 組織 プロジェクトのステークホルダーとし
て位置付けられている各組織の責
任･権限は明確になっているか？

●部門の責任範囲を明確にすることで、会議体への参加意識を高め、施策のフォロ
ーを容易にしているか
●事務局やステアリングコミッティが組織されている場合は、それらが機能しているか

H14 組織 プロジェクト・マネージャがプロジェク
トの規模や性質に見合った経験を
持っているか？
また、経験不足時には、組織的支援
策はあるか？

●管理型PMOではなく、支援型PMOになってるか　
●火を噴く前に支援する文化があるか

H15 モチベー
ション

各メンバーは自分の範囲について責
任を果たすという意識が希薄でない
か？
自分が担当する範囲以外について、
無関心な対応をしていないか？

プロジェクト・メンバーの発言内容や発言回数、担当する成果物の品質、普段の
様子から責任意識を持って作業をしているかどうかを評価していること

H16 タイム 実施するべき作業が明確に定義され
ているか？

●作業のリストアップができているか
●リストアップはできているが、その作業で何をするのかが明確にされているか

2.ヒアリングシート付録
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ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

●コミュニケーション計画を立案して
いること

●情報共有の仕方が明確で、それに
より必要な計画書、設計書を各担
当者がいつでも見られるようになっ
ていること

①会議がどれだけの頻
度で行われているか
を議事録から確認
②協力会社を使って
いる場合は、協力
会社へのヒアリング

●コミュニケーションが円滑ではないと判断した場合、適切な会議体を設置する
●担当者間の相性に問題がある場合、1対1でのコミュニケーションには問題が出
やすいので、第三者（プロジェクト・マネージャなど）を交えた会議体を定例化する

●協力会社から、さらに一部の作業を別会社に発注している場合、重要事項が実際
の作業者まで正しく伝達されないなど、コミュニケーションが滞りがちになる。このよう
な場合は、階層構造をフラットにし、各社からのキーパーソンを集めた会議体を作る

例えば、システム化計画はどこまでや
ったら終了か、明確にしているか
●作成すべきドキュメントの完成を宣
言できる条件が分かっていること

●プロジェクト・メンバーに、終了基準
について説明がなされていること

●無計画な検討スケジュールにしてい
ないこと

①作業内容の終了
基準を確認

認識が曖昧になっている場合は、どのような状態になれば終了宣言してよい
かの基準を明確にし、作業者に伝える。そのためには、次のことを行う必要
がある
●作業進捗状況を定量的に測定するための方法を考え、定量的な進捗報告
を徹底する
●成果物の作成品質レベルを評価し、作業完了を判断できるキーパーソンを
明確にする

顧客とのやり取りは文書化して記録
を残していること
●顧客との各種レビューを実施
●議事録を作成
●その議事録について合意を得る

①レビュー計画書
②レビュー実施要領
②議事録

●レビュー議事録を作っていない場合は、作成する
●報告会議などで議事録のレビューを慣例化する

レビュー結果、障害情報などの情報
共有の仕組み・やり方が決められて
いること

①議事録
②周知徹底の記録
（メールなど）

●顧客レビューなどによる重要な指摘事項を周知徹底させることを義務付け
る

●スケジュール・作業内容について合
意を得ていること

①議事録
②スケジュール表
③成果物サンプル
（記述フォームなど）

●スケジュールの妥当性についてまずは内部で確認・合意し、その後顧客と
ともにレビューする
●問題がある場合はスケジュールを見直す

事前に定義しておくべきこと
●工程別の組織
●各組織の責任と権限
●会議体と目的
マネジメント･レベルの会議体も準備し、
想定外の問題にも対処可能としておく

①体制図　
②会議体

●体制図の見直しと責任範囲の明確な宣言をプロジェクト計画書などで文
書化する
●判断をするが責任を取らない組織構造こそプロジェクトを失敗させる最大の
要因である

プロジェクト・マネージャのスキルと実
際のプロジェクト規模や難しさのバラ
ンスを確認
●過去の同等規模プロジェクトの経
験とそのプロジェクトの成否

①プロジェクト計画書 プロジェクトの状態を監視する支援組織があり、プロジェクト内部のモニタリン
グ・制御が機能しているかを監視することが重要である
●プロジェクト・マネージャに対して的確なプロジェクト・マネージャ教育を行う
●コーチを付ける ●プロジェクト計画書を有識者でレビューする
●PMOを要請する ●プロジェクト・マネージャの補佐役を検討する

●目標期日までに所定の作業は完了で
きていること
●期日までに間に合わない場合は、どう
するかを相談していること
●同じチームのメンバーが何をしているか
知らないような状況に陥っていないこと

①進捗会議などの
議事録　
②報告書　
③担当者への
ヒアリング

●各メンバーに、自分自身の作業内容について自ら進捗報告をしてもらう。ま
た、報告を受けた課題に対して対策や具体的な指示を行う

●さらに、非公式のコミュニケーションによりメンバーの真意を探り、一つずつ
対策し、意識を向上させる

●ＷＢＳを基にスケジュール表が作成
されていることが前提となる
●各タスクの作業規模見積もりがな
されて、いつまでに実施すべきタス
クなのかが共有できていること
●各タスクの順序だてのつじつまが合
っていること

①スケジュール表
②ＷＢＳ
③見積もり
④責任分担表
（体制表）
⑤議事録

●キーパーソンを集めて、やるべき作業のリストアップを行う
●リストアップされた作業について、作業内容と成果物を明確にし、作業量
の見積もりと作業スケジュールを明確にする

●担当者をアサインする
●新しい領域での最初の開発など、業務ノウハウがない場合は、開発が進む
につれてやらなければならない作業が見えてくるので、新たに明らかになった
作業項目を管理対象に加えるとともに、全体を見て、作業分担の偏りがな
いかなどを確認する
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No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H17 人的資源 各作業に担当が明確に割り当てら
れているか？（ＷＢＳやスケジュール表
に担当者の名前が記述されている
か？）

●誰がその作業をするのかはっきりさせておらず、誰にやらせるかが、常に先送りにな
っていないか？
●WBSの作業には、自社でできるもの、他社との関係で作業するものがある
●失敗プロジェクトはかけもち（兼任）で作業している場合が多い
●責任分担は明確でないといけない
●兼務している担当者のスケジュールに余裕がないといけない

H18 タイム 担当の作業負荷や作業の重なり具
合、空き具合についてチェックしてい
るか？

●管理者が各担当ごとの作業負荷が計画と整合が取れているかチェックしているか
●適切な、進捗指標を使っていること。進捗報告が利用されていること。現物（実
物）をみて管理しているか
●終了したことを証明するエビデンスが規定されており、終了の際に実物で確認しているか？
●進捗数値の計算方法を決めているか

H19 タイム 工程進捗のつじつまは合っている
か？（スケジュールに表した各タスク
のアウトプット・インプットは作成順と
して矛盾がないか？）

●計画変更が発生した場合、追加作業前後の作業工程、スケジュールへの影響を
考慮しているか？

H20 統合 プロジェクトの日程、責任範囲、WBS
などがステークホルダー間で合意さ
れているか？（プロジェクトのWBSと
顧客のWBSを比較した上で調整を
行っているか？）

●顧客とプロジェクトとの協働作業でやらないといけない
●お互いの作業分担を明確にすることがこの項目の主旨である

H21 タイム マスタースケジュールとチーム別スケ
ジュールとの整合性は十分か？

●プロジェクト管理ツールを利用するなどして、整合性を取るようにしているか？
●複数のベンダーが出したスケジュールの一つに変更あった場合に、全体的なコン
トロールができ、マスタースケジュールとの整合性をとっているか？
●それぞれのスケジュールに根拠があり、単純な人月計算でスケジュールを作ってい
ないか？

H22 タイム クリティカルパスは明確か？ ●クリティカルパス候補を特定できているか？
●クリティカルパスを認識し作業管理されているか？
●変動的なクリティカルパスを、日々モニタできているか？
●ボトルネックとなりそうな人員を識別できているか？
●作業バランスが取れているか？

H23 タイム マスタースケジュールと要員山積みと
の整合性は十分か？

●当初の計画との差異を見ているか？
●作業ピークを計算した山積みになっているか？

H24 タイム マイルストーンについて、顧客との間
でコンセンサスがきちんと得られてい
るか？

●マイルストーンやイベントなどについては、議事録に残すだけではなく、線表にまと
め、顧客側関係者と開発側関係者で共有して意思疎通を図っているか？

H25 タイム 本番移行計画が明確か？ ●移行計画書が作成されている、もしくは作成する予定であること（移行計画には、
人的移行、システム移行、データ移行などがある）
●ファイルの移行はもちろんのこと、顧客データを移行するときには、顧客データの
品質に問題があることが多いので、顧客の保持しているデータの信憑性をよく確
認して移行計画を策定することが重要である
●システム導入後の支店展開など、長期にわたっての運用移行については別契約
としているか

H26 品質 本番環境でテストを実施する計画が
策定されており、本番環境での確認
項目が作成されているか？

●本番環境でのテストが実施できない場合は代替案を検討しているか？

2.ヒアリングシート付録
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ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

●誰が、何を行うかについてプロジェ
クト・マネージャと各担当者が認識
を共有していること

①体制図
②スケジュール表
③ＷＢＳ
④責任分担表

●各タスクの進行状況が明確になってくるにつれて、各担当者の状況に応じ
て動的に割り当てる方法もある
●いずれの方法でも、特定の要員に負荷が集中している一方で、遊んでいる
要員がいる場合は、作業の割り振りを見直したり、多忙要員が抱えている
作業を他者にまわす努力をする

●プロジェクト・マネージャと各担当の
双方がチェックしていること

①スケジュール表
（進捗管理）
②ＷＢＳ
③見積もり
④責任分担表

●進捗会議などで作業負荷状況を定期的にチェックするようにする。
具体的には、開発メンバーを少人数のチームに分割し、チームごとに作業を
割り振り、作業分担や作業負荷の調整はチーム内で行う。チーム内で調
整できない、影響の大きい項目だけを全体（チーム間）で調整する方法が効
果的である

●各作業項目のスケジュール表（小工
程・ガントチャートなど）の前後関係
に矛盾がないこと
●作業開始の前提となるものができ
ていないのに作業が開始されてしま
うことがないこと

①スケジュール表　
②ＷＢＳ
③見積もり
④責任分担表

全体線表と各作業項目の進捗具合をチェックし、不具合が発生しているよう
であれば、作業をいったん停止、見直しをする。
●作業の効率等を考慮して、着手できるところから着手する
●後戻りが発生しないようにするため、着手しようとする作業を規定する前作
業の終了を確認する

作成したＷＢＳがステークホルダーが
納得の上で合意されていること
例えば以下のような観点で確認を行う
●現行調査の確認方法
●要件定義に関するユーザーとの確
認方法など

①プロジェクト計画書
②責任分担表
③ＷＢＳ

●後で「聞いていない」ということにならないように、関係者を集めて日程と責
任範囲について合意を得る会議を開催する

●マスタースケジュール作成→チーム
別スケジュール作成→マスタースケ
ジュール改訂のステップを実施して
両者の整合性がとれていること

①変更管理表　
②議事録
③マスタースケジュール
④チーム別スケジュー
ル

●マスタースケジュール作成→チーム別スケジュール作成→マスタースケジュ
ール改訂のステップを実施して両者の整合性をとる。
具体的には、マスタースケジュールを理想のスケジュールとし、チーム別スケ
ジュールは現実の積み上げスケジュールと捉え、作業を進めながらチーム別
スケジュールをマスタースケジュールに近付けるよう調整する

●クリティカルパスに当る作業項目が
洗い出せていること

①スケジュール表　
②ＷＢＳ

●クリティカルパスに遅れがある場合はキーパーソンを集め、早急に問題点
の洗い出しを行い、対策を取る。クラッシング、ファーストトラッキングなどの
手法がある

●マスタースケジュール作成時に要員
山積みを作成して整合性を確認し
ていること

①マスタースケジュール
②要員山積み表

●要員調整計画を見直す
●ピーク時を想定して要員が足りなければ、開発作業と並行して要員を調達
する

●マイルストーンの内容は議事録に記
載して承認してもらうこと

①議事録
②マイルストーン
スケジュール表

●マイルストーン設定内容について顧客から合意を取る

●顧客との責任分担と日程などの作
業期限を明確にすること
●移行計画や移行に関する作業につ
いても顧客との合意を得ておくこと

①プロジェクト計画書
②移行計画書

●本番移行計画を立て、有識者や顧客も含めたステークホルダー間でレビュ
ーを実施する

●テストの段階で本番環境を利用し
なければならない範囲・事項が存在
することをあらかじめ洗い出している
こと（本番系しかないネットワークで
のテストなど）

①プロジェクト計画書 ●本番環境でのテスト計画が未計画の場合は、計画を立てる（本番環境で
のテスト実施は必須。顧客だけのWBSとなることもある）
●本番環境でのテストが実施できない場合は、代替案を検討する
●小規模の改変などの場合は、省略することもできる
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No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H27 タイム プロジェクト線表の進み・遅れをどの
ように捉えて表現しているか？（例え
ば、稲妻線の記述）
捉え方の根拠は明確か？

●進捗率の計算方法をあらかじめ決めているか
●進捗率に対応した成果物ができているか

H28 人的資源 求められる業務知識のキーパーソン
を獲得できているか？

●漠然と「業務分野の経験者」と捉えずに、求められる経験・知識レベルを明確に
把握する必要がある

H29 人的資源 求められる技術スキルのキーパーソ
ンを獲得できているか？

●対象プロジェクトのキーとなる技術は何かを理解している（求められる技術スキル
はプロジェクトによって異なる）
●該当技術のキーパーソンの経歴・レベルを確認する（質問する人の技術レベル
にも依存するので注意。自分の技術レベルが低いと他人を「高い」という傾向が
ある）

H30 人的資源 品質保証部門や他のプロジェクトの
ステークホルダーからの指摘、意見
を受け止めて対応（必要ならば是正）
を行う責任者が明確か？

●隠ぺいしようとしている部署はたちが悪い
●会社によって品質保証部門の責任の持ち方が異なる。品質の責任を持つのは
プロジェクト・マネージャであるが、プロジェクトが大規模でプロジェクト・マネージャ
が一人でできない場合は専任の品質保証担当者を置く必要がある

H31 タイム （H16～H30に関するヒアリングを踏
まえて）これまでのスケジュールに関
する個別確認を通して、作成している
スケジュールに根拠（考え方のベース
となるもの）があると判断できるか？

●根拠を考える範囲が明確か
●協力会社のスケジュール根拠を判断しているか
●能力とスキルを考慮しているか
●発注元からスケジュールの根拠が得られているか

2.ヒアリングシート付録
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ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

●進捗率の値が感覚的なものではな
く、きちんとした根拠に基づくもので
あること

①スケジュール表　
②ＷＢＳ

●進捗の評価方法を形式化／文書化し、進捗報告者に徹底させる
●成果物の作成状況や現場の雰囲気なども把握して、進捗率の報告は感覚
的なものになっていないかを確認する
●残りの作業項目を明らかにしたい場合は、進捗率に加えて、残作業工数での
管理を追加するとよい

●求められる業務分野の経験者で、
キーパーソンとなれる要員を押さえ
ること

●求められる経験・知識レベルを具体的に把握する
●次に、業務知識のキーパーソンを確保できているかを確認する
●社内に人材がいるときは、相談やチェックだけでも参加してもらう交渉をす
る
●社内に人材がいないときは、
・協力会社から調達する
・理解力のある人物を起用または採用する
・プロジェクトから降りる（失敗コストと罰金/信用失墜との見合い）

●ただし、業務をよく知っていても引っ込み思案やリーダーシップが欠如して
いれば、キーパーソンにはなれない

●プロジェクトにとって新しい技術を
採用する場合には、当該領域の有
識者を獲得できていること
●パッケージ利用の場合は、フィット＆
ギャップ分析ができる要員やプロジ
ェクトで使用するソフト（DB・ミドル・
ツールなど）の経験者がキーパーソ
ンとなっていること

●求められる技術レベルを具体的に把握する
●次に、技術のキーパーソンを確保できているかを確認する
●社内に人材がいるときは、相談やチェックだけでも参加してもらう交渉をす
る
●社内に人材がいないときは、
・協力会社から調達する
・理解力のある人物を起用または採用する
・プロジェクトから降りる（失敗コストと罰金/信用失墜との見合い）

●ただし、技術をよく知っていても引っ込み思案やリーダーシップが欠如して
いれば、キーパーソンにはなれない

●課題や問題に対する対応策が計
画されていること
●議論による問題解決や課題・障害
の解決に向けて、ステークホルダー
を説得できていること

①課題管理表 是正処置が行われていない原因を特定し、指摘事項の重要度と影響度を
考えて対応策を実施する。
例えば、
●指摘や意見に対し、是正処置を実施したいが負荷が高すぎて実施できな
い
●スキル・要員が不足していることが原因
●顧客と品質レベルとしては了解を得ている
●不適切なところは、後日見直すスケジュールにしているなど

●作業量と体制との関連付けが明確
になっていること

①スケジュール表を
書いた根拠

なぜ根拠のないスケジュールを作らざるを得なかったかという背景を探る
●顧客・プライムコンストラクタ・上司からの根拠のないプレッシャー
●プロジェクト・マネージャの知識／経験不足　
●メンバーの言いなり
●プロジェクト・マネージャの意思が弱い
背景を把握した上で、再スケジューリングをする。
ポイントは次の通り。
●作業要員、個人別作業能力と、集中度（過負荷にならない）を勘案する
（予算との見合いで要員増強・期間延長など）
●リスクに耐えられるスケジュールにする。必ず途中でチェック、レビュー、修
正期間を入れる。“急がば回れ”
●初めに納期ありきの場合は、リスクとなる可能性が非常に高い（各フェー
ズごとに、それ以上は短縮できない最低作業期間がある。その期間をク
リアするようにする）。この場合には、作業の進行状況に応じて、ステーク
ホルダーと調整しながら、適宜スケジュールを見直す
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No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H32 スコープ システム化の方向性を定義するような
機能範囲と作業範囲の変更につい
て、変更管理手順が明確になってい
るか？

業務要件、システム機能について、変更管理のベースが存在すること
●納期、コストとの関係を考慮してコントロールしているか　
●成り行きでシステムのスコープが変わらないようにしているか
●各ステークホルダーに変更管理手続きを徹底させているか

H33 スコープ 想定外のスコープ増（機能範囲と作
業範囲の増加）が発生しているか？
発生している場合、それは許容範囲
内か？

●スコープ増加時の対応策（機能削減、費用増、スコープ変更）を顧客とあらかじめ
合意しておく

●スコープ増の場合は、テストの増大やクリティカルな機能に対する影響度を確認
する

H34 スコープ 前工程担当者から引継ぐ時、引継ぎ
資料の読込み、説明会の実施など
によって、充分な理解を得ているか？
（引継ぎに関するＱＡシートに未回答
や意味不明な個所がないこと）

●引き継ぎ資料が不足なくあることや、その内容についてもきちんと理解しているか
●前工程のアウトプットを十分に咀嚼しているか
●理解度が不足している場合は、引き継ぎ資料のレビューや上流工程担当者から
の再説明を受けているか

●コンサル会社が入っている場合、成果物の引き継ぎがきちんとされているか

H35 統合 保守・運用計画および作業手順・ル
ールを明確にし、レビューを実施して
いるか？
あるいはその計画があるか？

●プロジェクトのクロージングで問題になるケースがある
●統合テストより前の段階で確定しているか

H36 リスク リスクの内容について、その内容が
明確に記述されているか？

●リスク管理表により、想定されるリスクの洗い出しが行われているか　
●想定されるリスクの洗出しに関して、プロジェクトに関連する有識者からの意見が
取り入れられているか
●たとえば顧客との打ち合わせに出席している者でないと意味が分からないような
記述になっていないか

H37 リスク リスクを減少させるために、リスクの
分析と影響度のプライオリティ付け、
対策について十分検討しているか？

●想定リスクの重大度と発生可能性の評価結果により、対応策（人を増やす、納
期を調整する、機能を落とすなど）の優先順を定めているか

●リスクの発生時の対応には、コスト予備、スケジュール予備の確保、要員の代替
や追加投入が必要になることをプロジェクト・マネージャが認識できているか

●次工程におけるリスク評価のタイミングが設定されているか

H38 リスク 顧客などのステークホルダーとリスク
を共有しているか？

●プロジェクト・リスクの洗い出しや、対応策検討について顧客と対策協議を行って
いるか
●顧客との協議がなされていない場合、リスクが問題となって顕在化したときに、責
任分担で問題になることがある

H39 リスク セキュリティ管理方式に対する考慮
がなされているか？
同時に、個人情報保護法の観点か
らレビューを行っているか？

●ユーザーが既に有している管理方式を踏襲することで、設計、運用に際して違和
感を与えずにシステム構築を進められる。ただし、セキュリティ管理方式の強化が
求められるプロジェクトにおいては、新しいルールの設定と徹底が必要

●個人情報保護法に沿ってシステムが実現できているか、既存部分との関連を含
めて有識者のレビューを受けておく必要がある

2.ヒアリングシート付録
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ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

システム対応のスコープそのものが記
述されているドキュメントを特定できる
こと。
そのようなドキュメントが存在する上
で、下記のような視点で管理レベル
を確認する
●窓口、取りまとめ者が明確になって
いること

●解決期限が明確になっていること
●実際の実施に関して問題がないこと
●変更管理手順が明確になっている
こと

①変更管理表
②変更管理ルール

●変更管理ルールがない場合は、変更管理についての手続き手順を明確に
する
●変更管理の実施に問題があるかを関係者にヒアリングし、問題がある場
合は、どのような問題点があるかを聞き出し、改善する

●スコープ増を定量的に押さえている
こと

●許容範囲かどうかをコスト、スケジュ
ールの観点から評価していること

①変更管理表
②議事録

●許容範囲でない場合、どの程度の増があるのかを明確にした上で、顧客と
の打ち合わせを実施する。ただし、大幅な機能範囲や作業範囲の変更が
ステークホルダーの合意の下に行われており、変更に伴うコスト増、納期
遅れについても顧客と合意できている場合を除く

●何が引き継ぎ資料なのか定義され
ていること

●検討が十分でないところが明確に
されていること

①引き継ぎ資料 ●理解度に不足がある場合は、コンサルティング部門に再度支援を依頼する。
起こりがちなことなので、あらかじめ引き継ぎ資料を理解するための工数、
期間を想定したスケジュールを立てることが望ましい

●体制作り、保守・運用計画に問題が
ないかをチェックすること

●あるいは、保守・運用計画を作成す
る作業が予定されていること

①保守・運用計画書
②レビュー記録票

●保守・運用に関する体制の計画を立て、関係者と合意しておく
●作業手順・ルールがない場合は、過去の事例などを参考に整備する

リスク管理表に以下の内容が記載
されていること
●想定するリスク
●リスク検知のための確認項目
●該当のリスクの影響度
●リスク発生防止のための対応策
●リスク発生時の対応策とその実施
タイミング

①リスク管理表 ●リスク管理表上、曖昧な記述や誤解を生むような記述がないかをチェック
する。そのような記述があれば、記入者を特定して、真意をヒアリングし、分
かりやすく明確な記述にする
●その後、再度レビューを実施し、リスク内容をステークホルダー間で共有す
る

●個々のリスクについて、その発生頻
度と影響度を分析し、対策を検討
していること

①リスク管理表 ●リスク管理を行っていない場合は、リスク管理表を作成して、回避策につい
て検討を実施する。手馴れた仕事で、リスクがなければ除外する

●リスク管理表をステークホルダー間
でレビューしていること

①議事録
②リスク管理表

●リスクに対する意識を持たせるために、ステークホルダーとの打ち合わせで
リスク管理表をレビューする
●プロジェクトの状況悪化を検知できるようにして、リスクを検知した場合は、
逐次対処する

以下のようなシステムの管理項目がル
ール化されていること
●ユーザーアカウント管理の実現方法
●データ保存媒体管理
●開発・テストにおけるシステム利用基準
●テストデータ活用基準
個人情報保護法と関連性があるかを
見極めたうえで、セキュリティ管理レベ
ルについてレビューがなされていること

①リスク管理表 ●顧客が有する情報セキュリティ標準を入手しておくことが前提
●設計対象システムが顧客側のセキュリティ標準の考え方と整合しているか
をレビューを通じて検証する
●システム提供者が守るべきセキュリティ管理関連のルールを明確に文面化
したうえで、すべての担当者がそのルールを理解、順守するように徹底する
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No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H40 統合 構成管理のルールや手順を策定す
る予定になっているか？

●例えば上流工程においては、検討範囲をまたがる共通検討事項について構成管
理のルールに基づいて、情報共有ができていないと、統一の仕様が守れないこ
とが想定される（ドキュメントの先祖返りが起きないようにする）

●策定方針があらかじめ設定されることにより、次工程移行の管理負荷を軽減する
ことができる

H41 統合 上流工程における構成管理の対象
（ドキュメント類）が明確になっている
か？
また、プロジェクト全体にわたって、構
成管理の対象（ソースプログラムなど）
が明確になっているか？

●マルチベンダー実施体制の場合に１社が遅れると、順当に進まない場合がある
●ベンダーが虚偽の報告をしている場合、構成管理そのものがきちんとされていな
い

●不良が出たときにどうするかなど構成管理のルールが必要である
・バグ票が回ったときに追跡できるようになっているか　
・問題点の追跡管理ができるようになっているか
・課題管理は優先順位を付けて行うようになっているか

H42 スコープ 仕様変更対応の（契約上の）取り扱
いについて顧客と合意し、別精算な
どの対応を行っているか？

特に仕様変更をどう取り扱うかについて契約がきちんとしてないと、トラブルが発生
しやすい
●たとえば、承認ルート、精算方法、リスク・インパクトなどを考慮して顧客と共通認
識とする

●スコープについて契約で規定されている必要がある（2次請けも同様）

H43 課題管理 課題管理を実施しており、それらの課
題について、顧客との合意が取れてい
るか？

●課題管理について、顧客との合意ができているか
●顧客側で課題と認識しているのに、開発サイドでは認識していない場合は、将来、
大きな問題に発展することがある
●課題として共通認識になっていても、重要度や緊急度の認識のずれも問題にな
る場合がある

H44 課題管理 管理されている課題の対策予定日が
過ぎたものに対して、対処の強化を
実施しているか？

●対策予定日が大幅に過ぎているものはないか。対策予定日が大幅に過ぎているも
のは、以下のようなプロジェクトの推進に関して問題を含んでいる可能性がある
・担当者がアサインされていない
・担当者の認識がない
・課題が大きすぎて解決策が具体的なところまで落とし込めないまま放置されて
いる

●課題管理の対象にリスクを混入させないこと
●課題の平均解決日数などを活用すると、課題の大きさや意志決定の速さを評価
できる

H45 課題管理 複数の課題解決策に対し、明確な
判断基準（メリット／デメリット）のもと
に優先順位をつけたうえで、解決策
を選択しているか？

●経験や勘だけに頼った判断をしていないか？
●経験や勘だけに頼った判断は大きな判断ミスにつながる。判断には根拠や基準
が必要である

●判断の材料となる選択肢についても、十分に検討し、よりよい判断であるかを常
に意識しているかをチェックする

H46 コスト システム化の規模見積もりを行って
いるか？
その際の見積もり根拠を記録してあ
るか？

●実施した見積もり結果の位置付けがはっきりしていること（予算取り、ベンダー調
達の参考情報、顧客との契約）
●見積もり方法、見積もり基準（生産性の想定値）など、算定方法を明確に残して
いること

●開発規模、体制、生産性、開発期間が整合するか第三者チェックを受けている
こと

●再見積もりの際に、前回との見積金額差異が、説明できるようになっていること

2.ヒアリングシート付録
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ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

●構成管理のルールや手順について、
策定方針が明確になっていること

●第1版がどの時期に承認を得たかが
分かるルールになっていること

①ルール・手順書 ●構成管理の対象物を明確にし、管理ルールや手順を明文化する

成果物の管理がきちんとなされてい
ることを確認する。例えば、以下のよ
うな観点で確認する
●ドキュメントの構成管理方法が明
確になっていること
●プログラムソースの管理方法が明
確になっていること

●プログラム設計レベルの修正は、
どの時点の仕様書まで遡って更新
されるかが決まっていること

①構成管理計画書 ●構成対象が不明確、あるいは管理されていない場合は、必要な構成対象
をリストアップし、それらの管理開始日を決める

●顧客と文書で合意が取れているこ
と

①プロジェクト計画書
②体制図
③責任分担表

●契約上の取り扱いについて合意が取れていない場合、開発を一度止めて、
早急に合意を取る
●合意が取れるまでの経緯も、必ず文書に記録しておく

●顧客と課題管理表のレビューを実
施し、その内容および改訂事項に
ついて合意を得ていること

①課題管理表 ●是正処置を実施していない原因を突き止める
●特に課題内容が大きすぎて、誰が着手するべきか判断ができない場合は、
キーパーソンを集めて対応策を検討していく必要がある
●大きな課題か、なかなか合意が取れない場合は、エスカレーションして対策
を打つ

●課題管理表に完了予定日を記入し
ていること

●期限が過ぎた課題に対して、優先
順位を上げて対応していること

①課題管理表 ●判断の根拠を明確にしたうえで判断する。判断の根拠、優先順位を課題
管理表に記録を残す
●しかし、明確な判断ができない場合には、スキルを持ったメンバーやプ
ロジェクト外の技術者などとレビューを実施して、解決策を選択する

●解決策を複数考え、論理的な比較
を行ってより適切な解決策を選択
するようにしていること

●解決策が単なる思い込みになって
いないこと

①課題管理表 ●判断の根拠を明確にしたうえで判断する。判断の根拠、優先順位を課題
管理表に記録を残す。
●しかし、明確な判断ができない場合には、スキルを持ったメンバーやプロジ
ェクト外の技術者などとレビューを実施して、解決策を選択する

プロジェクトのシステム化対象範囲
について規模見積もりを行っている
こと。また、その見積もり根拠が明
確になっていること。見積もり根拠
の例としては、現行ステップ数、過
去の類似プロジェクト、機能数やフ
ァイル数からの係数見積もり、複数
有識者の意見集約（デルファイ法）
などがある

①システム化規模見積
もり

●工程の進行に伴い、より精度の高い見積もりを行っていくことを計画に盛
り込む
●見積もり結果について、前回との差異がどこから発生しているかを、顧客に
説明して合意（納得）を得る
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No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H47 コスト 顧客が提示するシステム化費用にお
いて、当初の計画からの「振れ」を調
整しうる部分は明確になっているか？
（仕様変更の増分に対して、削減で
きる部分の候補を持つことなど）

●当初の計画との差異を、費用、工数、機能のそれぞれについて管理しているか
●工数山積みがコスト制約に見合っているか
●基本契約は結ばれている場合には、調整の余地が乏しい

H48 コスト プロジェクトの進展に伴って発生す
るコストが予測できているか？

●上流（企画）工程におけるスケジュール延長について、どの程度のコスト増になる
か認識できている

●以降の工程についても、プロジェクトへの参画人数や業務内容に関連してどの
タイミングでどの程度のコストが消費されるのか把握できていること

H49 品質 要件定義に記された内容から、テス
ト段階での検証項目が導き出せるよ
うになっているか？

●要件定義を記述する際に、統合テストの実施を先読みして、検証項目として潰し
込みがしやすいようにしているか

H50 品質 性能要件を満たしていることを確認
するためのテスト計画が明確か？

●本番環境でないと実施できない性能要件テストの場合以外について、性能要件
テストを計画しているか

●性能要件テストをすることで、課題を認識したり、課題を解決するため対処策を
検討し、対策を打つことができる

H51 品質 障害対策時の運用面でのテストの
計画が明確か？

●実運用面での操作・作業ができるかどうかを事前に確認しているか

H52 統合 作業環境（作業場所、支援システム、
ツール）についての見通し、およびテ
スト環境利用計画が検討されている
か？

●計画段階でこのようなことを検討して見通しをつけ、それに基づいて対策を実施
することが重要である

●環境準備の段取りがWBSとなっている
●パッケージ利用やオープンソースソフトウェアの組み合わせなどでは、設計段階で
見えてなかったものが統合段階で突然出てくることがあるので注意が必要である

●方式面で初物（未経験技術や今までにないソフトウェアの組合せ）やパッケージ
利用をする場合は、注意する。特に、パッケージはカタログスペックと実際のスペ
ックが異なる場合がある

H53 コミュニケ
ーション

顧客への報告は随時行っているか？ ●検討状況についての中間報告などを行い、随時情報を提供する必要がある

H54 技術 システム実現の基本事項として、方
式設計が行われているか？

●方式設計の位置付けを認識できていること
●方式設計の内容について、実務経験のある人が設計を行うか、またはレビューワ
ーとして参加してもらう必要がある

2.ヒアリングシート付録
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ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

コスト制約に見合った機能削減や請
負金額の増額、スコープ変更などの
対応実施策を顧客と決めておくこと
●費用はどこまで増額が可能なのか
●削減可能な機能はどこまでか

①プロジェクト計画書
②リスク管理表

コスト制約に見合った機能削減を実施することを顧客と決める。
スムーズに調整するための要件は次の通り。
●顧客との間で費用や実現機能についての調整を随時できる関係が築かれ
ている

●ある程度作業が進み、計画と実績の差異が生じた段階で、機能ごとの工
数、費用を算出し、機能の削減について顧客と調整を行う

順調に進行した場合の発生コストや
不調に陥った場合に追加発生するコ
ストの規模について把握できている
こと

人員の調達を中心に、プロジェクトの予実績管理について、プロジェクト・マ
ネージャから見えるようにする

●要件定義の内容から、テストシナリ
オの設定のめどが立つこと

●各要件からシステムの利用ケースに
なぞらえて、テストケースに分解でき
るようになっていること

①全体テスト計画 ●テスト計画に問題点がある場合は、問題点およびリスクの洗い出しを行い、
解決方法およびリスク回避方法を検討する。特に、テスト作業のクリティカ
ルパスを見極め、全体に影響のある部分を重点的に計画する

●運用テストや実際の運用に入ってか
ら性能問題が発生しないように、事
前に性能要件テストが計画されてい
ること

①プロジェクト計画書 ●性能テストの計画が未計画の場合は、計画を立てる
●性能目標値が明確でない場合は、顧客との打ち合わせを実施して明確に
し、合意する

●顧客との打ち合わせでも性能目標が明確に決まらない場合は、SIベンダー
側で妥当と思われる目標を設定して、システム性能を設計する

●業務面での影響を考慮のうえ、障
害発生時の復旧猶予時間が検討
されていること
●復旧猶予時間内にシステム復旧の
シナリオが明確になっていること
●代替運用のテスト計画が立てられ
ていること

①テスト計画書
②障害運用書

●障害対策、運用テストの計画が未計画の場合は、計画を立てる
●顧客打合せで障害・運用についてなかなか決まらずテスト計画が作成できな
い場合は、顧客と重要性を共有することによって、決める必要がある

●プロジェクト計画書に明文化されて
ること
●開発の実施方針として、計画書に
以下の観点で記述されていること
・開発環境の構築
・開発場所の確保

●テストの実施方針として、計画書に
以下の観点で記述されていること
・テスト環境の構築
・テストデータの準備
・テストの実施タイミングなど

①プロジェクト計画書
②テスト環境利用計
画
③WBS 

●今後の作業計画と照らし合わせて、作業場所、支援システム、ツールなどの環
境面で不都合がないかを確認する
●テスト環境利用計画を立てる

●顧客との会議体を決めて、実際に
開催していること
●緊急報告体制を構築していること

●課題やリスク、プロジェクト状況などを報告するための会議体を設定する
●緊急時は、即時連絡する

方式要件と方式設計についてレビュ
ーが行われていること
●ハードウェア：非機能要件がインフ
ラ（設備）設計に反映していること

●アプリケーション：外部接続のプロト
コルや共通ログの出力といった要
件が共通設計に反映されていること

●ユーザーインターフェース：エラーメッ
セージやファンクションキーなどが統
一仕様としてルール化されていること

●方式設計の実施タイミングを全体計画の中で確保する
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No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H55 技術 システム的な移行切替方式（他社か
らの移行などを含む）については、移
行対象物、切替ツールなど十分に検
討しているか？

●可能な限り単純な移行切替方式を検討しているか

H56 技術 レスポンスの確保や機器障害時の
対策など信頼性に関する方式設計
については十分に実施しているか？

●アプリケーションの機能設計ばかりに注目しすぎず、非機能要件（レスポンス確保
や無応答状態の回避など）について、ソフトウェア／ハードウェアの両方の観点
から検討されているかどうか

H57 技術 トラフィック量とトラフィックパターン
についての想定の検討は十分に行
われているか？
どのような対応策を採るか明確にな
っているか？

●顧客と話し、ピーク時のトラフィック量について対策を検討しているか
●限界量以上のデータが入ってきたときにサービスの停止を考慮しているか
●顧客との間で責任範囲を明確にしているか

H58 基本動作 議事録のほか、各種ドキュメントが正
しい日本語で書けているか？

●文面化した内容をもって、ステークホルダー間にそごを生まないような記述ができ
ているか
●正しい日本語での記述は、プロジェクトの状況を把握する上での前提事項となる。
特に議事録を読む相手のことを考えて、正しい日本語で記述できているかどうか
が重要である

H59 基本動作 プロジェクト内で使われる用語の意
味について、顧客およびプロジェク
ト・メンバーの認識のずれがないよう
にしているか？

使われている用語の意味の取り違えにより設計ミス、作業ミスを起こさない対策を
採っているか

H60 基本動作 プロジェクトのメンバー内に話しづら
い雰囲気があって報告が上がってこ
ないという事象はないか？

●課題管理や進捗管理など、プロジェクト・マネジメント上の問題が報告されていな
いことはないか

H61 基本動作 非公式の場で上下間のコミュニケー
ションが図られているか？

会議の場以外で情報共有を行うことで、通常では表面化しない問題に対応できる
ことがある。特に、メンバーのマインドの問題には有効

H62 モチベーシ
ョン

プロジェクト・メンバーに、このプロジ
ェクトでの個人成長目標を持たせて
いるか？

●プロジェクトを通して、個人の成長が期待できるということが、話し合われているこ
と。各メンバーが成長するための目標を持っているかどうかは、モチベーションに
大きく影響する

H63 モチベーシ
ョン

プロジェクトの問題点や作業環境に
ついて、メンバー内に不満、要望が
でてきていないか？

より良い作業環境を望む前向きな意見か、プロジェクトに対する不信感かを区別
する。メンバーの要望がプロジェクトの運営に反映できていることが重要

H64 モチベーシ
ョン

社員の労務状況（労務時間、作業
環境）は悪くないか？

●遅刻が多い、さっさと帰る、仕事がないのに残っているなどの問題がある場合に、
原因分析を行い、適切な対応策（増員や人材配置の見直しなど）を実施している
か

2.ヒアリングシート付録
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ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

●有識者のレビューを受けて、移行方
式の実現性などをチェックすること

①プロジェクト計画書　
②リスク管理表　
③移行計画書

●移行方式に問題がある場合は、リスクを洗い出したうえで顧客と打ち合わ
せを行う

●不測の事態に陥ったときのリカバリ方式を検討して、移行失敗に対するリ
スクを低減する策を練る
特に、移行する対象が明確になっているかが最も重要（お得意様先の住所
や金額など顧客経営に直結するような項目のデータ品質を問われるような場
合には全面的な顧客責任を前提とする）

●例えば、大量アクセスがあった場合
のスレッド枯渇や障害発生時のク
ラスタによる二重化などの施策は
考慮されていること

●方式検討がされていない場合は、方式に問題がないかを再度チェックする
●システム基盤技術の知識や運用に長けた外部ベンダーやコンサルタントに
協力を要請するなどの対策を打つ

●クライアント数やアプリケーション
のトラフィック量、ミドルウェアが利
用するトラフィック量など、システム
全体としての要求負荷や、ピークを
想定しておくこと

①要件定義書　 システムで処理できるトラフィックを定義する際、トラフィックに応じたシステム
の振舞いを明確に定義しておく必要がある。
トラフィックの定義方法は、次の通り。
●顧客から現状の運用に関する情報を集めて、想定されるトラフィック量とパ
ターンを導き出す

●全くの新規プロジェクトの場合で運用実績がない場合はトラフィック量とパ
ターンを見極めるのは困難なので、測定のためのプロトタイプを用意するか、
本番移行前に、仮リリースしてトラフィックを測定する

●それも困難である場合は、前提条件を明確にしてトラフィック量・パターンを
決めておき、それについて顧客と合意しておく

●各種ドキュメントの内容を確認して
いること

①議事録 ●議事録や障害票の日本語に問題がある場合は、教育的指導を実施する。ま
た、悪い事例の修正例を公開・情報共有して、注意を促す

●用語集などを作成し、関係者間で
共有できていること

①用語集 ●用語集一覧を作って顧客およびプロジェクト・メンバーとレビューを実施する
●顧客と長い付き合いがある場合は、必ずしも用語集が必要でないが、顧客
側用語を使うかベンダー側用語を使うか決めておくことは必要である

●進捗、課題管理の定例などでのメ
ンバーの発言量が少なくないこと
●メンバーが他のメンバーの発言に対し
て、活発に意見を出し合っていること

●プロジェクト内の雰囲気作りを推進する
●上下の人間関係に問題がある場合には、メンバー変更など体制の問題として
取り上げる

●会議以外の場でも報告、相談が行
われており、共有できていること

●プロジェクト内の雰囲気作りを推進する

●プロジェクト・メンバーと個人成長目
標について話し合いができているこ
と

①要員育成目標 ●プロジェクトとして各メンバーの育成目標を定めて、各メンバーとその内容につ
いて合意する

●プロジェクト・メンバーとプロジェクト
の問題点や作業環境についてなど
コミュニケーションができていること
●メンバーの不満、要望に、適切に
対処していること

①メール
②ヒアリング

●プロジェクト・マネージャを補佐するスタッフを付けて管理を強化しつつ、不
信感を表している人それぞれとコミュニケーションをとる

●労務時間などを基に判断するととも
に、現場に残っているかどうかを目
視で確認すること

①勤務管理表　
②職場見学

●労務状況をよくするために、増員、人材配置の見直し、作業環境の改善な
どを実施する
●労務状況の改善が難しい場合、コミュニケーションを頻繁に取りメンバとの
一体感を作るようにする



170

No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H65 モチベーシ
ョン

人員の離脱が多くないか？（心身に
おける体調不良、一身上の都合など）

●離脱が多い場合、その原因がプロジェクトへの不信感・危機感ではないか

H66 組織 協力会社を使う場合、開発の下請け
が多階層になって、責任範囲が曖昧
になっていないか？
多階層による問題（責任範囲、コミュ
ニケーション）はないか？

多階層になっている場合、責任の所在がどこにあるかが不明確になりがち。多階
層構造にするか、フラット構造にするかを評価の上、組織を作っていることが重要

H67 調達 協力会社を使う場合、作業の内製、
外部委託の判定を行い、調達作業
を決定しているか？

●外部調達とした理由、範囲、期間が明確になっているか
●協力会社の力量を十分つかんでいるか　
●協力会社の概況を把握しているか
●力量評価に基づいて、状況把握のための定例会議を開催しているか（営業を同
席させる、頻度を増やすなど）
●発注する際に約束事項を明確にしているか（例えば、不良が予定以上出た場合
に品質向上策を実施する、瑕疵責任をとらせるなど）

H68 調達 協力会社を使う場合、協力会社の
進捗・品質に関する中間フォロー実
施計画が明確になっているか？

●請負契約は成果物さえ納入すればよいと考えていないか
●請負業者の品質方針・品質管理体制などの具体的な品質管理手順について確
認を行ったか　

●中間時点のチェックを約束･実施しているか

H69 人的資源 他部署と連携して作業を行う場合、
作業範囲と役割分担、作業を推進
する責任者がステークホルダー間で
明確か？

●自社と他部署とのミッションがはっきりしているか

H70 顧客 業務改革を含む場合、計画時に実
現可能性について検討したか？

業務改革の内容が実現可能性上問題がないことを検討し、その内容について顧
客との合意が取れていること
●業務、技術の有識者の参加を伴うウォークスルーによる検証がなされているか
●成約事項に見落としがないかをチェックした資料を残しているか
●性能面（バッチ所要時間、オンライン・レスポンスなど）、技術面での不整合に見
落としがないか、検証していること

H71 スコープ 他社の開発範囲とのシステム上の接
続がある場合、責任分担は明確か？

●仕様決定に関する調整方法についてのルールなどが明確か
●仕様取りまとめの責任者が明確になっているか
●テスト方針の設定の段取りが明確になっているか

2.ヒアリングシート付録
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ITプロジェクトの「見える化」
上流工程編

評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

●休みや離職の傾向を確認している
こと

①体制表 ●離脱原因がプロジェクトへの不信感・危機感である場合は、プロジェクトの
区切り（終わり）の時期について明言してあげることで改善したり、プロジェ
クト推進に関してプロジェクト一体感や仲間意識を醸成することで、離脱を
抑えることができる場合がある

●また、プロジェクト・マネージャを補佐するスタッフを付けて体制を強化する
方法も有効である

●さらに、定常的に付き合う協力会社などを作り、離脱が食い止められない
場合の要員補充を容易にできるようにすると同時に、キーパーソンの状況
を重点的に確認し離脱されないようにしておく

●役割分担、責任範囲を明確にでき
ていること

①体制図　
②役割分担表　
③ヒアリング

●各社のキーパーソンを集めた会議体を設置する。その中で各社の責任範
囲を確認・見直しを実施し、定期的にコミュニケーションを行う

●実施責任者（プロジェクト・マネージ
ャ、プロジェクト・リーダーなど）およ
び有識者を交え、協力会社に依頼
する作業が適切な規模、難易度で
あることを検討していること

●協力会社の要員数、技術・スキル
のレベル、これまでの実績、業務ノ
ウハウの保有について判断し、適
切な協力会社を選択すること
●作業の外部調達の決定に際して、
社内稟議を行っていること
●外部流出してはいけないシステム化
範囲を委託していないこと

①協力会社の実績資
料　
②協力会社との契約
書（受託明細）
③協力会社マネージャ
との面談結果

●想定されるリスク対応策を立てる
●作業の内外判定をしないで、従来からの協力会社に発注する場合は、今
回のSOWに関する能力を探り、サポートするか、マネジメントをしっかりすれ
ば対応できる場合は、その点に留意してマネジメントする

●進捗会議の定例化や品質基準の
明確化についての計画がされてお
り、ステークホルダー間で合意され
ていること

①進捗管理表　
②委託契約書（提出
すべき中間成果物
などが記述されてい
ることがある）

●協力会社へのフォローに関して問題がなければよいが、フォローを行ってい
ない状態である場合は、フォローの計画を立てて、実施する

●協力会社との信頼関係が築けている場合は、必要ない

●例えば進捗報告や会議体への参
画責任者が明確になっていること

①進捗報告書 ●取りまとめは誰が責任を持って行うのか、ステークホルダーのそれぞれの位
置を明確にする

●上流の検討段階においては、作業を分担するというよりも、一体型の共同
検討の形で進める方が効率的な場合もある

●業務改革におけるシステムの位置
付けと期待される役割が明確にな
っていることを確認する

●理想論に偏っていて、実際の論理
が破綻しているようなことがないか
確認する

①プロジェクト計画書　
②リスク管理表

●未検討の場合、業務改革についての実現可能性の検討を行って、問題が
ありそうであればリスクとして管理する

●現場レベルの調整が必要になる可能性があるので、顧客との認識あわせ
をする

他社接続に関する責任分担表とテ
スト･移行スケジュールを関係会社と
合意しておくこと。例えば、以下のよ
うな観点で確認を行う
●責任分解点を定義する方法、資料
は特定できているか

●責任分解点が変更になる要素があ
るか

●ある場合は、どの時点で確定でき
るのかが明確になっているか

①プロジェクト計画書
②移行計画書

●責任分担と接続に関するスケジュールを明確にすることから始め、次に、顧
客、他社、自社の３者での打ち合わせを実施する
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2.ヒアリングシート付録

No. 知識エリア チェック項目 個別のヒアリング要領

H72 顧客 現行機能保証が必要な場合、現行
ドキュメントの整備状況は十分であ
るか？

●「現行機能を保証すること」という要求の場合、範囲が明確になっているか。さら
に、現行機能に関する仕様書があるか
●現行機能の保証を読み取る範囲が顧客と確認できていることが重要

H73 調達 パッケージを活用する場合、製品・
ベンダーを含めた品質を判定してい
るか？

●評価基準に基づく、選定会議が実施されているか
●選定会議において、採点評価がされているか
●システムの中でのパッケージの利用想定と、パッケージ製品の提供機能が整合
していないのに（フィット＆ギャップ分析の結果、ギャップが大きいのに）使おうとし
ていないかを確認しているか

H74 技術 新技術/未経験技術がある場合、そ
の技術に対する対応策は十分か？

●新技術／未経験技術の導入効果に対して、過度の期待や役に立たないという
思い込みなど、きわめて主観的な評価をしていないこと
●評価者自体が新技術を理解していない可能性はないか
●社内に評価・支援組織があるか
●プロジェクト・メンバーにとって、新しいシステム基盤や技術要素がある場合には、
早めのプロトタイプの導入と検証の工数が確保されていること
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評価基準 エビデンス・確認方法 対策案

●顧客から文書の形式で仕様書を受
領し、その中身について十分に確
認していること

●保証しなければならない現行機能
について、要求仕様を記述して、顧
客と合意していること

①プロジェクト計画書　
②リスク管理表

●現行の調査作業については別途協議として、再見積もりを行う必要がある
ことを顧客と合意し、明文化する

●現行ドキュメントがなく、ソースファイルだけという場合は、現行機能のリバ
ースエンジニアリングが必要で、そのための工数が必要になる

●使用するパッケージ製品の導入事
例の数や、導入先の企業特性など
を顧客と比較して、パッケージの品
質を適切に判定して選定しているこ
と
●パッケージ・ベンダーのサポート品
質レベルと、顧客の要求する品質
レベルが整合しているかを考慮して
選定していること

●技術的観点から評価できる有識者
を交えたレビューが実施されている
こと

①パッケージ活用
リスクチェックリスト

●ソリューションとしての的確性、品質、推進体制に関するリスク・マネジメン
トを事前に行い、リスク対応策を立てる
●実現すべき機能の内、パッケージによる割合が低く、パッケージに問題が
あっても、新規開発により納期内に完了させることができる場合は、リスク
を受け入れてもよい

●机上評価、社内外の実績を評価し、
開発着手前に実機評価をするよう
スケジュール化していること

①プロジェクト計画書 ●新技術や未経験技術に対して、開発チーム側として対応に問題があるよう
であれば、有識者をアサインするなどの対策を打つ
●新技術・未経験技術であることをスケジュールに反映させておく
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1 顧客側担当者が異動になり約束事が反故に
顧客側の担当課長レベルと費用および作業内容について内々に話をつけ仕事をしたが、顧客側の職制が変更になった
（前任者は退職）。後任者は前任者からこのことについて全く引き継ぎがなかったため今までの話がご破算になった

決められた社内ルールを無視して顧客との
契約をせずに開発に着手

・費用と作業内容については最低限、文書で取り交わしておく。作業を実施するに至っ
た経緯についても記録しておき、たとえ後付けでも作業の妥当性を顧客側の新担当者
に説得できるようにしておく必要がある
・その非公式な約束事が反故になるケースを想定し、そのリカバリ方法が確保できてい
て、かつリカバリ・コストへの対策を考えておく

・顧客側の人事異動情報 ・契約する前であれば、機能を削減し、予算判明以降に発生する赤字を減額する
・契約内容を確認し、プロジェクト単体が最小限の損害で契約を満たす方法を検討する
・システム化対象範囲を分割して複数年度の契約にするなど、戦略的に採算が取れるよ
うな交渉を進める

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

ユーザー部門からの旧システムに対する問
題提示や新システムへの要求などが上がっ
ていたが、あまり議題に取り上げることなく情
報システム部門主管で仕様決めを行った。
本来はユーザー部門側からも仕様検討者が
いるべきではあるが、顧客企業の情報システ
ム部門ということで、特に仕様に関しては問
題ないだろうと思っていた

・よい考え方とは言えないが、受注側のプロジェクト・マネージャーは、発注側との検討の
末に定義した仕様について仕様凍結であることを合意できていれば、その後の仕様変
更に対して別途契約を結ぶなどの対処を取ることができる。そのために仕様凍結の議
事録を残すなどの処置は、プロジェクト遂行上、最低限必要である
・情報システム部門だけで業務をきちんとサポートできるシステム仕様を決定できるかどう
かは、その担当者の業務経験量や知識量に依るところが大きい。システム部門の担当
者が業務部門から信頼が厚いことが望ましい
・一般的にエンドユーザーであるユーザー部門から「これでは業務が回らない」と新システム
に対する文句が出ると情報システム部門は対応せざるを得ないことが多い。したがって
上流工程においては、仕様の決定に際し、情報システム部門だけではなくユーザー部門
側の承認ももらうようにする必要がある

・システム機能の話ばかりで業務レベルの検
討を実施しようとしない
・先方の体制にユーザー部門が入っていない
・情報システム部門がユーザー部門との打ち
合わせの場を持ちたがらない
・ユーザー部門への質問を情報システム部門
で制限をかけようとする

・はっきりと仕様変更だと認めてもらった上で、仕様変更の手続きに従い、計画の修正／
変更を行う。まだ上流工程であれば手戻り量は少ないことが多いが、仕様を見直すと
スコープが想定以上に広がることもあるので、場当たり的な対処はなるべく避ける
・仕様凍結が公式に認められていない場合、更に要件定義／基本設計から請けており、
発注側が「仕様検討時の問題である」と一歩も譲らない場合など、要望を随時聞いて対
応するのではなく、ユーザー部門に対する要求仕様の洗い出しから整理しなおす。場
当たり的な対応では、仕様矛盾が埋め込まれ、その後の工程で問題が顕在化するこ
とが多い

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

2 本当のユーザーを見誤ってしまう
情報システム部門からの要請によるシステム構築であり、情報システム部門と契約し、開発を進めていた。そのため、
顧客内部のユーザー部門と情報システム部門に対立があったようだが、発注者である情報システム部門主導でのシ
ステム仕様作成を進めていた。いざ実装してユーザー部門での利用が始まると、操作性や仕様に関しての問題が相
次ぎ、仕様変更対応に追われ、予定通りの本番稼働が出来なくなった
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4 仕切る気がないとりまとめ役
大きな開発物件で、複数ベンダーが一緒に開発を受注した。開発範囲の中でどこまでをどのベンダーが構築するかと
いう分担がなかなか決まらずに時間だけが経過。責任分担が不明確な機能の重複や、機能自体が無い物が発生して
しまった

会社間での調整が不十分であることが分か
っていたが、開発が進むうちに開発分担が
決まっていくだろうと思い、とりあえずプロジ
ェクトは開始された

・開発の境界線が曖昧なプロジェクトは破綻する危険が高い。特に複数ベンダー間での
調整の場合、なるべくうまみのあるところで境界を引きたがるため、とりまとめ役（この事
例では発注者）の仕切りの技量が問われる
・とりまとめ役がどの程度プロジェクトを仕切る気があるのか、どれだけのオーナーシップを
もってプロジェクトに参画しているかを見定めて、十分な仕切り能力があるのであれば、
プロジェクトの進行とともに開発範囲も明確になる可能性があると見てよい
・発注側が仕切り役であるという役割分担を認識していないようであれば、プロジェクト体
制や役割分担について顧客と合意を得た上で、想定する境界線を自ら宣言してプロジ
ェクトを進める必要がある

・主張しない発注者（ベンダー任せ）
・会議体を設定するだけの発注者
・検討項目や課題項目だけがリストアップ
されて解決担当社（者）が明確にならない
課題管理

・プロジェクト全体の俯瞰図を作成し、境界と見逃しの有無を確認する
・自分の作業範囲の確定と、自分に関係する作業範囲を誰が実施するのかを明確に
する
・請け負ったシステム開発の範囲について想定範囲を明示し、その開発を進めるために
必要な情報の提供を積極的に打診する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

3 新サービスと非合理的な納期
金融機関で創立○○年の記念日に新サービスを開始することが至上課題だった。新サービスについてはマスコミへ
の発表もされていたため納期順守が絶対であった。ところが、新サービスということで実現方式も二転三転し、手戻りが
発生。カットオーバー前に突貫作業でとりあえず動くレベルの物を納入。しかし、稼働後は突貫作業の影響で品質の
問題が多発した

目新しい新サービスということで、実現方式
がなかなか決まらなかった。そのため、非機
能要件やセキュリティポリシーについてもな
かなか決まらず、方式設計が曖昧なままであ
った。納期まで時間がないこともあって、開
発に進めそうなところから着手していかざるを
得なかった

・プロジェクト進行上何か問題が発生した場合は、ＱＣＤのいずれかを犠牲にするしかない。
つまりＱ（品質）、Ｃ（コスト）、Ｄ（納期）のどれを優先させるかを明確に意識するべきである。
この事例ではＤ（納期）を優先課題としているため、Ｄを犠牲にはできない。したがって、
Ｑ（品質）かＣ（コスト）を犠牲にする必要がある
・上流工程の段階で不調が現れてきた場合は、最悪のシナリオを考えて、実現しなければ
ならない最低限の機能と品質について早めに合意を取ること
・中・下流工程であれば、予算を追加し、要員を増やしたりすることは可能であるが、上流
工程では要員の増員は功を奏しないことが多い。したがって、Ｑ（品質）をどこまで妥協で
きるかを顧客側と合意が取れていれば、プロジェクト側も対策を打ちやすい

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
・マスコミ発表など対外的なセレモニーを優
先させるキーパーソン
・顧客任せの仕様決め

・顧客側でなかなか仕様が決まらない場合は、納期を基点にして、バックフォワードで線
表を引き、これ以上の遅れはプロジェクトの破たんを招きかねないという危機感をもっ
てもらうようにする。そのためには類似する他プロジェクトを参考にするなどして、なる
べく詳細なＷＢＳを準備する
・顧客側の上層部に対しては、マスコミ発表のキャンセルについて手続きを検討してお
いてもらう（これにより現実的な危機感を持ってもらうことができる）
・方式がある程度限定可能な場合はそれを満たすマルチスキルな人材を確保し、次工
程に向けた要員確保と準備を進める
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6 体制の事前確保が仇に
契約に向けて顧客側と折衝を続けていたが、金額面がなかなか折り合わなかった。顧客側から要求されている納期
が非常に短く、サービスインスケジュールを確保するためにベンダー側で要員を確保した。要員がそろったため作業を
進めていたが、いざ契約の段階で開発対象機能を削減されてしまい、それまでに進めていた基本設計作業は契約範
囲外ということでなかったことにされ、契約未締結期間の要員コストはベンダー側持ち出しとなり、赤字プロジェクトに
なってしまった

プロジェクトを進める上で必要な要員をすぐ
に準備できるわけではない。契約を締結して
から体制作りや要員調達をしていては、短納
期プロジェクトは難しい。そのため、契約は
未締結であったが、金額交渉に問題はない
と判断し、基本設計に着手してしまった

・契約未締結であるにもかかわらず作業を実施することは認められていない
・契約未締結期間の持ち出し分についてのコストを事前に見積もっておき、その分のコス
ト見積もりと実施内容について、契約時に上乗せさせてもらうことを合意してもらってお
く
・契約締結の遅れは営業の責任と割り切れるのであれば、営業部門と交渉し、持ち出し
分の費用について負担してもらうよう確約を取る。そのためにも、プロジェクトの悪化要
因が契約プロセスにあることを営業や顧客に理解してもらっておくこと
・金額面で折り合いがつかない状態であることから、費用削減交渉がされており、当然機
能削減や最悪の場合プロジェクト中止の場合もあることを想定しておかなければならな
い

・契約期間の遅れとその原因 ・契約の締結を急ぐ
・作業着手依頼をもらう
・依頼単位で作業承認をもらう
・作業時間の記録を残す
・上記によって、仕事を依頼しているという認識を共有する
・金額が折り合わないにもかかわらずサービスインスケジュールは守らねばならない理由が
あるはず。見積もり前提が崩れるなら、それを補填可能な要求を出すように折衝を進め
る
・契約締結・金額アップは営業をフォローする
・原価低減活動（オフショア、共通部品化など）を検討しておく

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

5 発注側から要件が小出しにされ、マネジメントできなくなる
発注側にて要件定義を実施しており、その要件定義の結果を受けて、受注側で開発することになっていた。しかし、サ
ービスインのスケジュールまでの時間に余裕がなく、しかも要件について小出しにされ、提示された要件の変更も多
発。基本設計の手戻りも多発することになり、結局赤字プロジェクトになってしまった

要件定義が未完了ではあったが、要件定義
が固まったと顧客から言われたところから、
基本設計に着手せざるを得なかった

・工程を後ろから引いて、要件定義をフィックスしなければならない日が明確になった上で、
その日までに顧客から要件について提示があることを作業の前提条件とすることを合意
しておく
・重要な機能とそうでない機能があるはずであり、その優先度を意識して要件定義が進め
られていることが望ましい

・発注側の要件定義の進捗状況
・キーパーソンが要件定義状況の全体を語
れるかどうか（決定済と未検討項目につい
て説明ができるか）

・まずは発注側で洗い出そうとしている要件の検討範囲や検討項目を教えてもらい、受
注側ではある程度の作業ボリュームをおさえておく
・要件未確定によるリスクの洗い出しを実施し、発注側に対し合意してもらう
・要件定義をフィックスする期限を明確にし、顧客に約束して頂く。この際、すべての要件定
義を何日までに、という形では具体性がないので、先に洗い出した要件の検討範囲・検討
項目に照らし合わせて、各項目ごとに優先度の高い順に期限日を設けてマネジメントを行う

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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8 基本設計の承認なしで詳細設計に着手
顧客がビル移転をするとともに古いシステムを廃棄することなっていたため、新ビルでの新システム稼働が絶対条件で
あり、サービスインスケジュールになんとしてでも間に合わせる必要があった。要件定義工程が大幅に遅れたため基本
設計を顧客に提示後、承認を得ないまま、詳細設計まで進行。途中、顧客から基本設計の変更を要請され、詳細
設計をやり直すという二度手間になり、遅れたスケジュールを取り戻すため、要員の追加することとなってしまった

要件定義に時間がかかったが、その分、シ
ステムの実装の姿が見えていたつもりだ
った。顧客側もだいぶ焦っており、基本
設計書を顧客に提出したが、もともと承認
されるまでに時間のかかる顧客だったの
で、承認未完了のままで詳細設計に着手
した

・詳細設計に顧客の合意がないまま着手できるのは、その着手範囲の仕様変更が発生
してもリカバリができるだけの範囲であることである。たとえば基幹系の重要な部分や
他システムとの連携が多い部分は、仕様がひっくり返されれば影響範囲が広いため、
たとえ工程が遅れても合意を得た上で着手する必要がある
・仕様の固まり具合を見定めて、システム単位、機能単位、データ単位などのいくつか
の視点で、仕様変更に柔軟なシステム設計をする工夫をする必要がある。その見極
めを行い、仕様変更をして欲しくないところを説明できるようにしておくこと

・基本設計書に顧客側の承認があるか ・まずは顧客から要望されている基本設計レベルの仕様変更が、すでに進行している詳細
設計に対してどの程度の影響なのかを調べる必要がある。基本設計書の合意を得ずに
進めている以上、受注側は文句を言える立場ではない

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

7 営業がプロジェクト・マネージャの承認のないまま概算見積もりで受注契約を結んでしまった
顧客側のシステム投資予算が決まっているようであり、ベンダー側の営業部門はその予算額をある程度把握しているよ
うだった。その予算に収まるよう、概算で予算を見積もって顧客に提示し、契約した。しかし、最終的には見積もりを
大きく上回る開発工数を要し、大幅赤字に追い込まれた

営業が詳細見積もり未完了のまま請負金
額を確定させてしまっており、プロジェクト・マ
ネージャによる見積もりを実施しないまま開
発を着手してしまった

・プロジェクト・マネージャがプロジェクトを請け負うときに、自らが見積もった金額を営業に
提示し、営業側見積もり予算とプロジェクト側の見積もり予算との乖離を明示する
・その時点ですでに赤字であったとしても、それをコストのベースラインとし、それ以上の
赤字を増やさないという視点でプロジェクト・マネジメントを請け負う。営業側見積もりの
甘さによる赤字は、プロジェクト実施側の責任ではない。このことを営業と合意できている
のであれば、プロジェクトを進めてもよい

・契約確定時の見積もり根拠
・戦略受注（たとえ赤字になろうとも受注す
ることに重きを置くという受注）かどうか

・まだ上流工程で問題が顕在化していないのであれば、プロジェクト・マネージャが見積もり
をしなおして、早めに契約時の見積金額との差異を理由と共に明らかにする
・たとえ営業を問い詰めても「それを何とかするのがプロジェクト・マネージャだろ」と言われる
ことが多い。可能なコスト低減策を説明し、それでもこれだけの低減が精一杯であるという
ことを説明すること
・可能な限り生産性を上げつつ、合理的な理由を掲げ少しでも回収する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



3.プロジェクトにおける問題事象と対策の事例集付録

10 性急な立ち上げでの体制確保のため、要員調達でコスト高に
スケジュールを守るために開始時期をずらせなかった。通常は設計工程は社員比率を高くして実施するが、社員を
集めるためには社内調整に時間がかかるため、協力会社の要員で補充することにした。ただ、急を要する手配だった
ことと、ハイスキルの要員補充をお願いする必要があったため、コストをあまり下げることができなかった

プロジェクトの立上げに手間取り、設計フェ
ーズでの要員の確保が不十分のまま、設計
を開始した

・上流工程は人に依存する部分があり、上流工程の途中で人を増やしても効果が出な
いことが多い。したがって、社員か社外（協力会社など）の要員かにかかわらず、上流
工程の立ち上げ時点からべったり参画できるかどうかが重要

・欲しい人材（社内）の業務負荷 ・さらに次の工程の要員確保を早めに始め、超過分を補うべく有利な条件で契約を行い
マイナス分を吸収

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

9 評価が終わっていない基本設計で協力会社に着手依頼
基本設計のフェーズが若干遅れてしまい、まだ品質評価（フェーズ終了判定）が終わっていなかったが、詳細設計を協力
会社に着手してもらった。その後、下流工程で不適合個所が発見され、原因調査の結果、基本設計不良であるとこが
分かり、大幅な手戻り作業が発生してしまった

詳細設計以降を委託する予定だった委託先
とはすでに契約済みだった。基本設計の品
質評価（完了判定）が未完了ではあったが、
その委託先の着手日が到来してしまったこと
もあって、その基本設計を提示し、詳細設計
に着手してもらった

・先出しする仕様の確定度がどの程度かをよく吟味すること
・先出しする仕様に変更があった場合に、どの程度の手戻りが発生するかを把握できて
おり、たとえその手戻りが発生してもリカバリできると考えているのであれば先出し着手
でもよい

・基本設計の出来具合を、直接執筆者にヒ
アリングし、問題意識を感じているかどうか

・要件の確定度が高く、基本設計の品質の高い機能から詳細設計に着手。その際、その
部分の仕様変更が発生した場合のコスト増については自社がかぶるものという認識と
覚悟が必要
・協力会社との契約の見直しが可能であれば見直しを行い、着手日の延期を調整する。
それにともなう費用と、仕様変更による費用との比較を行って、よりコストの低い方法を
選択するという考え方もあるが、仕様変更は別のリスクを生むため、なるべくならお金を
払ってでも、着手を待ってもらうべきである

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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12 コーディングの標準化を実施する時間を惜しんだためにかえって非効率に
段取り不足で、標準化を実施する時間的余裕がなかった。単体テストや結合テストで十分な応答速度を得られない
処理が多数発覚したうえに、プログラム修正にも必要以上に時間を要することとなった

コーティング規約を作成しないで、プログラ
ムコーディングを実施した

・開発担当者のスキルとモラルが高い場合は、コーディング規約がたとえ定められていない
としても、高品質で分かりやすいコーディングをすることが多い。その場合は、必ずしも
コーディング規約が必要というわけではない
・レビューを徹底して品質を確保することができれば、規約はそれほど重要ではない。ただ
し、コーディング規約がないことによるコードのバラツキが、レビュー効率を下げることも
あるので、開発担当者のスキルのバラツキがある場合には、やはり遅れてでも作成する
べきである

・開発担当者のスキルが低さ（コーディング
規約のなさが生産性の低下につながる）

・コーディング規約は言語ごとにインターネット上で入手することができる（組込ソフトウ
ェア開発向けのC言語の規約についてはSECより提供されている）。自社でコーディン
グ規約を策定する時間がない場合は、これらのコーディング規約を利用する
・プログラミングの工程にすでに入ってしまっている場合は、各自が最初に作成したプ
ログラムに対し、全員でピアレビューを実施する。2つめに作ったプログラムも全員で
ピアレビューする。以降はプログラムの品質が一定になる
・静的チェッカーを利用する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

11 業務経験・業務知識の乏しい要員で要件定義工程を実施
要件定義に必要な要員の人数は確保できたので、プロジェクトをスタートした。担当者に業務知識がなく、要件定義は
日を追うごとに遅れていき、成果物の品質もきわめて低いものとなってしまった

業務経験・業務知識があるかどうかを特に
確認しないまま、確保した要員ばかりで、要件
定義作業に着手した

・業務経験・業務知識のない要員だけでの要件定義では、十分な要件定義の品質を確保
することは相当難しい。要員のそれらのスキルを確認していないことがそもそも問題
・たとえ要員の業務経験・業務知識の不足が分かっていたとしても、顧客側の担当者が
業務経験・知識について深い理解を持っており、ベンダー側の業務知識不足を理解して
もらっている上で仕様検討の打ち合わせをしてもらえる状況であり、かつ、その担当者に
よるレビューを頻繁に実施してもらえるのであれば、軟着陸させることができる

・体制作りの段階での要員のスキル確認
・要件定義工程の手戻りの量
・顧客側からの苦情

・なるべく早期にエキスパートに参画してもらうなど、体制面での強化を急ぐ
・要件定義のレビュー頻度を高めるなどのレビュー体制強化をする。その際のレビュアーは、
顧客側の業務担当者とベンダー側社内のエキスパート
・要件定義書の標準や作成手引きなどを作成して品質を一定におさめる

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



3.プロジェクトにおける問題事象と対策の事例集付録

13 法務部同士で合意に至らず契約が破談
発注側と受注側の、それぞれの法務部間で契約書の内容に関する調整が滞っていたが、設計に着手した。ところが、
契約書の内容について合意が得られず、破談となってしまい、それまでの設計工数が丸々無駄になった

本来、未契約で作業を実施することはよくな
いことだと分かってはいたが、ただ単に事務
処理が滞っているだけだと思い、設計に着手
した

・契約前の作業については、その契約が破談になったときにそれまでの作業コストが自
社で持ち出しになることについて認識しておくべきである
・契約前にもかかわらず作業を実施しなければならない場合は、顧客からの作業着手依
頼書などの証跡を残した上で、作業を開始すること

・契約締結の遅れとその原因 ・契約締結までは絶対に作業着手をしてはいけない

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

14 初物プログラム言語での開発で十分な性能が出ない
ユーザー側から、まだ市場に出て日が浅いプログラム言語を使っての開発を指定された。その顧客はそのベンダー側に
とっては重要な顧客であったため、どうしても受注したかった。そのプログラム言語での実装を行ったが、十分な性能
要件を満たすことができなかった

どうしても受注するという営業判断もあった
ため、自分たちで経験していない新しいプロ
グラム言語についての見極めができていな
いまま、プロジェクトをスタートさせた

・新しいプログラム言語での開発の場合、いざとなったときに外部から専門の要員を連れ
てくることも困難である。最悪のシナリオを考えて、慣れた言語での開発について、決定
権のある顧客側キーパーソンとネゴシエーションをしておき、従来法での開発の準備を
しておければよい

・いざとなったときに頼れる専門家が外部に
いるかどうか

・設計中に別途チームを作って、新言語での実機能確認のためのプロトタイプを作成して
確認する。同時に、この結果に問題がある場合の対処方法をユーザーと合意する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

15 現行システムと新システムの並行開発
新法制度への対応のため、現行システムを、そのシステムを保守しているベンダーがリプレースするというプロジェクト。
基本は現行システム機能を踏襲することになっており、新しい法制度の要件を加味したシステムにする必要があった。
ところが現行システムも機能追加・変更が多く、現行システムへの機能追加・変更が、現行踏襲の新システムにも影
響し、開発作業が重複するという事態になった

新システムの開発で現行システム踏襲分の
仕様を凍結し、新システムの結合テスト後に、
それまでの間に現行システムに発生した機
能追加分を一括開発することにした。しかし
そのため、総合テスト環境と開発環境の構
築が重複することになり、環境の構築、管理
する要員の負荷が増え、環境ミスによる進
捗遅れが生じてしまった

・結合テスト後に新システムに、現行システムで発生した機能追加分を一括開発する際、
現行システムの保守メンバーを新システム構築のプロジェクト側にアサインできることを
確認しておくこと

・現行システムの障害発生状況 ・機能追加･変更に合わせて現行システム要員を更改システムに参加させる

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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16 運用テストに入ってから現場固有の業務要件が多数発覚
給与システムの更改プロジェクト。運用テストに入った段階で、実は現場でローカル仕様があることが判明。ローカル
仕様の調査には、かなりの期間と工数が必要であったが、システム稼動後、ローカル処理を手作業でカバーすること
にした。そのため、1年間にわたって、顧客側の運用コストが大幅にかかってしまった

現場でローカル仕様があることが運用テスト
で判明したが、他のローカル仕様の有無を
調査せずに、システム更改を実施

・ローカル仕様が膨大になることを想定して、新システムの移行後に、現システムに戻せる
ようにしておく

・設計工程でローカル仕様を含めた現場の
業務調査を実施していない
・プロジェクト設計メンバーに顧客側業務部
門が関与していない

・ローカル仕様がどれだけ存在するのかを把握し、もしその量が多い場合は、段階移行か
リリースの延期をするなどの検討を顧客と実施する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

17 標準仕様に先駆けてシステム構築したが、標準化への対応で品質問題が発生
ある先進的なシステムを開発していたが、他社ベンダーで同様なシステムを開発中との情報があり、それより先に提供
し稼動させる必要があった。そのシステムに関連するＪＩＳ化が予定されている国際標準もあったが、独自仕様で開発
し、納期に間に合わせた。ただし、その標準への完全準拠のために改造を行ったが、品質に問題が多く、顧客から
のクレームがあった

その国際標準の国内でＪＩＳ化が進められて
いたが、その策定スケジュールと顧客側の納
期が合わないため、独自の仕様で開発を進
めた。あとでＪＩＳが策定されてから、改造すれ
ば対応できると考えた

・競合社よりも先に稼働実績を作ることに重きを置くか、他社に遅れつつもＪＩＳに徹底対応
した安定システムを稼働させるか、どちらの方針なのかを明確にする
・ＪＩＳと独自仕様がどのくらいのギャップがありそうかを見積もり、そのギャップを埋めるだけ
の改造コストと、ＪＩＳ化に対応できなかった場合の業務上の影響度を天秤にかける

・将来予測されるシステム変更への対応方
針がない

・ＪＩＳ化で影響が生じる範囲を予測できれば、ＪＩＳ化されても容易に対応できるようにプロ
グラム設計する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



3.プロジェクトにおける問題事象と対策の事例集付録

18 仕様検討に時間を要し、十分なテストができないまま受け入れテスト（1）
短工期を求められていた上に、仕様検討に時間を要した。仕様の確定した機能から順次開発に着手したが、工期内で
テストが十分できていない機能があった。工期を守ることを優先し、その状態でリリースしたため、顧客の受け入れ
テストで仕様認識違いを含めて不具合が多発した

多少の品質の悪さは、リリース後の受け入
れテスト時点での修正でなんとか対応でき
ると考えて、工期を優先してリリースしてしま
った

・品質が不十分と思われる部分について、その部分に問題があった場合に手作業や他
の機能で業務を遂行でき、かつ、それに対して顧客側が納得しているのであればよい
・顧客の合意を得ないまま、品質の低いシステムを受け入れテストにかけるのは、顧客と
の関係上、大きな問題に発展することもある

・基本設計、詳細設計の進捗の大幅な遅れ
・顧客の仕様決めの遅れ、仕様変更の多さ

・上流工程であれば、実現のためのケースシナリオ（楽観、悲観、最悪）を決めておき、
最悪のケースにおける、スケジュールと最小限の実現機能を顧客と合意しておく
・すでに受け入れテストに入っている場合は、受け入れテストを中断し、スケジュールを
延期する。仕様再確認、修正後テストを再実施する。その後、顧客のキーマンによる
仕様確認テスト（受け入れてスト前）を実施後、リリースする

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

19 仕様検討に時間を要し、十分なテストができないまま受け入れテスト（2）
基本設計で仕様確定に時間が掛かり、他に影響する可能性がある機能の詳細設計が遅れていた。その部分の詳細
設計が完全に終わらないうちに、出来る部分からプログラミングに着手。しかしその部分のプログラミングで設計工程
に起因する問題が多発し、手戻り量が多かった。その対応のために工期を守れなくなった

工期がまもれない場合、スケジュールの延期
を顧客にお願いすれば、顧客は受け入れて
くれる可能性はあると考え、できるものからプ
ログラミングに着手した（結果的には顧客も
受け入れてくれた）

・スケジュール延期が許されるだろうというプロジェクトスケジュール管理の問題と、システム
構築プロセスの問題を一緒にしてはいけない
・影響範囲が広いシステム機能部分の詳細設計が遅れているときに、できたところから着
手してよいと見切ることができるのは、詳細設計の後の変更が着手部分にどの程度の
影響が出るかを把握しているときである。インターフェースの改修で先行着手部分が生き
残るかどうかである

・他に影響する可能性がある機能の詳細設
計が遅れる

・上流／下流工程にかかわらず、工期が遅れることが予想される場合は、カットオーバ
ーのスケジュールの延長についてなるべく早く顧客と協議する
・同様に、仕様の縮小や段階的なリリースを検討する
・効果的であると判断される場合には、要員の追加投入を検討する（ただし闇雲な要員
投入はかえって効率を悪くする場合もある）

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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20 顧客側メンバーの体制が弱く、仕様が詰められない
顧客側メンバーは、システム化の経験が浅く、現場部門に対する仕様決定権も弱いので、仕様確定には計画より期
間がかかる可能性があったが、ベンダー側の戦略上、受注する必要があった。プロジェクトが始まると、顧客側メンバ
ーが多忙との理由により、仕様検討の稼働や時間が十分に取れず仕様確定が遅れ始めた。顧客側の要件の提出
期限をベンダー側から提示。顧客は、遅れをとりもどすためメンバーの増強を行なった。また、スケジュールを延期する
こととなり、当初予定していた納期は守れなかった

当初ベンダー側としては、顧客側メンバーの
スキル不足を補う形で、ベンダー側で作成し
た仕様案をもとに打ち合わせすることにより、
仕様確定をスムーズに行い計画通りに納め
ることができると考えて受注した

・顧客側の体制やスキルの不足が事前に分かっているのであれば、顧客側の体制強化
を依頼する先（相談相手）を見極めておくこと
・仕様のたたき台が作成できるほどのスキルがベンダー側にあり、現行システムのリプレ
ース案件である場合は、現行システムのドキュメントをベースに仕様詰めする部分を絞る
などの可能性を検討しておくこと
・契約時に顧客側起因のスケジュール遅延や予算オーバーについての免責事項を入れ
ておくべきである

・顧客側メンバーの経験が浅く、決定権も
弱い

・顧客側の責任を明確にした上で、顧客側の体制強化を依頼する
・システム検討範囲の縮小や工期延長について協議する
・現行システムのドキュメントなどをもらって、それをベースに検討を進められるかを判断する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

21 不条理な予算圧縮要請で開発に着手
システム化の対象領域の業務知識に乏しかったが、受注しないと、この先顧客との取り引きが続かないという危機感
があった。請負契約をしてしまったが、大幅な工数増になり、プロジェクトの想定よりも採算が大きく悪化した

顧客からの「簡単にできる」という言葉にも
反論できず、顧客予算に合わせた見積額の
圧縮要請を受け入れて受注し、開発に着手
した。赤字になっても受注するほうがよいと
判断した

・予算の圧縮要請を受けても、それに見合うだけの前提条件について合意されていること
（対処例参照）
・工数増分と原因を把握しておき、都度顧客に説明し、できるかぎり費用追加を認めて
もらうことは必要

・対象領域の知見に乏しい
・根拠のない費用圧縮要請

・圧縮要請に対しては、それに見合うだけの前提条件を提示し合意してもらうこと。たとえ
ば「現行システムのドキュメント提示」や「顧客側メンバーの業務知識の提供およびメン
バーの積極的な参画」など
・（業務知識が受注側に不足している場合は難しいが）予算に応じた仕様検討対象範
囲（開発範囲）の合意

・仕様検討対象範囲（開発範囲）増に伴う再見積もりと対処策の事前確認
・予算の増額要求

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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22 さほど大きな影響はないだろうと思い、既存システムのプログラムを修正
既存システムに対する追加機能の開発を受注した。追加部分の開発は、共通基盤部分にも手を入れる必要があった。
ただ、契約範囲外ではあったが、現行システムのメンテナンス性の向上を図るために、自社費用で共通部分のプロ
グラム修正を行うことにした。ところが結合テストでその修正に起因する不具合が多発し、手戻りによる工数増と
工期の遅れが生じた。既開発プログラムの修正は、弊社理由によるものであり、これによるスケジュール延期を顧客に
話すことができなった

修正による影響個所は少ないと見込んでい
たので、修正部分の単体テストを十分実施
しないまま、追加機能の結合テストを行った

・状況から察するに、既存部分のテストのし直しが大きな工数になるため、テストのし直しを
やらないで済ますことを考えていたと思われる。影響が少ないだろうという楽観的な見
切りは行ってはならない。すでに稼働しているシステムに手を入れる場合は「何かが起
こる」という危機感を持つこと
・最低限、いつでも現行の稼働状況に戻せるようにしておくこと

・そのプロジェクトで、戻し手順と戻しによる
影響度について検討されていない場合は、
既存分部の改修に対して甘く見ている

・既存改修部分にかかわる結合テストを優先して実行し、また追加機能部分ではない別
の現行システムについてもテストを実施する
・既存改修部分に対するソースコードレビューの徹底

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

23 時間のかかる顧客側承認プロセスを見切って、承認前に作業着手
短納期のプロジェクトであったにもかかわらず、顧客側の意志決定プロセスがシステム部門・業務部門に関連し、複
雑になっており承認までの時間がかかることが多く、顧客側の検討に多くの時間が費やされてしまった。顧客側か
ら提示された仕様が、想定して製造していた仕様と大きく異なってしまい、テスト実施中にもかかわらず大幅に手戻
りが発生した。顧客との打合せは週１回で実施され、仕様の確認プロセスに非常に多くの時間が費やされていた

仕様の顧客承認を得るまでに時間がかかり
すぎる上に、承認を待ってから着手したので
は納期を守れないと判断したため、承認を得
る前に製造に着手した

・正式には顧客側承認を得てから着手するべきだが、顧客側承認を見切るには、最低限、
顧客側キーパーソンの仕様に対するコミッションを得ていることである。たとえ顧客側で、
その仕様に対する反対意見が出ても、声の大きいキーパーソンであれば、反対を押し
切ってでも当初の仕様で押し切ってくれることが多い
・上記の見切りでは、誰がキーパーソンかということをよく把握していることが条件になる

・顧客側担当者と仕様案の確定度合いに
ついてヒアリングし、もし「協議の場に出し
てみないとなんとも言えない」という回答で
ある場合、その仕様がひっくり返される可
能性がある（またはそれで押し切ろうという
担当者の熱意がない）

・顧客側のキーパーソン（必ずしも担当者とは限らない）を見定めて、仕様に対する内定を
もらっておく。できればキーパーソンと思われる人物を複数人押さえておく
・工程（マイルストーン）と先行着手のリスクについて顧客と協議し、リスク発生時の責任
分担・役割分担について合意を得ておく
・顧客にプロジェクトのスピード感に応じた体制をとってもらう（線表を後ろから引くと先方
にも危機感が生まれる）
・仕様（開発範囲）増に伴う再見積もりと対処策の事前確認

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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24 契約金が未決定ながら進めたプロジェクトだったが、契約時に予算額が大幅に減額
顧客から「契約する」との約束があったが、契約金額については未調整の状態であった。案件は短納期でかつ納期厳守
のプロジェクトであった。時間もないので作業着手。しかし、契約締結時には想定していた金額よりも受注額が少なか
ったため、コストが超過し採算が取れなくなった

契約金額が確定されないまま、想定される
規模に相当する人員を投入して開発作業に
着手した

・契約締結前に作業を開始することがそもそもまずいが、たとえ締結前であったとしても、
契約前作業をすることの覚え書きを書いてもらうようにする
・その上で、システムの開発範囲のうち、優先度の高いもの（すなわちシステムのコア部分）
を先に開発するなどし、予算を低減されても開発はするだろうという部分に着手する

・金額については別途調整と顧客に保留
された
・未契約状態でのプロジェクト立ち上げ

・なかなか契約金額が決まらないという状況である場合、見積有効期限を明確にして、
そこまでに契約をしてもらわねば納期が守れないことを明確にする
・これから着手するという段階において、必要最低限の機能範囲に絞り込んで着手する
などのリスク低減を検討する。その際に営業担当者から顧客の予算額についての確度
を確認しておく
・作業開始後であれば、要員投入と作業／稼働実績の顧客報告を行い金額交渉を行う

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

25 保守フェーズにおける作業慣習で、仕様変更の見積もりとともに作業を着手してしまった
常日頃から保守ＳＥは顧客からの依頼があったら対応するという慣習があった。ただし今回は、顧客は緊急依頼として、
仕様変更を見積もってほしいと保守ＳＥに依頼した。顧客の都合で、仕様変更は実施しないことになり、仕様変更設計
や開発作業が無駄になった

これまでの慣習から、顧客側の承認は後
から得られるものと考えて、通常通り開発に
着手した

・この事例は慣習にしたがって作業着手したということで、「開発することになるだろう」と
いう実施の見込みをして作業に入っている。本来してはいけない内容
・やってしまった分は泣くしかないが、開発成果物や検討内容などの情報は保管しておき、
次期システム開発などにて回収できるように調整する

・プロジェクト・マネージャが「誰が今何をして
いるのか」を管理できていない
・保守案件の仕様変更や機能追加などの
テーマ管理がされていない
・忙しくないはずなのに、忙しくしているメン
バーがいる

・合意内容について文書化を行っておき、作業実施記録も詳細に記録しておく

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



3.プロジェクトにおける問題事象と対策の事例集付録

26 最新技術てんこ盛りで、納期も短いシステム構築で手戻り多発
重要顧客の記念事業として、最新技術をふんだんに盛り込んだ社内システムを計画していたが、技術的に困難が予
想され、しかも短納期で開発する必要があった。プロトタイピングなどあらかじめ検証する工数や工期も取れなかった。
設計～製造フェーズに入り、実現できない機能が多発し、一部は要件定義に手戻りが生じた。結果、工数増大し不
採算プロジェクトとなった

実現性、生産性、性能など未知の領域を残
したままだったが、顧客側の押しも強く、なん
とかなるだろうと思い開発に着手した

・通常、新技術を熟知した人材を集めることは困難である。人をかき集めればなんとかなる
という発想は危険。人員追加投入を繰り返し、不採算プロジェクトとなることも多い
・本来は委任契約と請負契約を使い分け、技術リスクの高い工程は委任契約とすべき。
重要な顧客であるなら、なおのこと、実現性の低いプロジェクトに対して「ノー」と言うべ
きである

・引き合い時の顧客の過度の期待 ・開発が間に合わなかった場合に備えて、既存技術での実装や他パッケージの利用も
想定しておく。それに備えて、どのくらいの遅れが発生したら開発方法を切り替えるかを
検討し、顧客と合意しておく

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

27 DBMSが詳細設計後に決まって手戻り
実績、機能、価格の異なる２つのＤＢＭＳのいずれを使うか顧客が迷っていた。また、マルチベンダーでの開発案件だ
ったが、開発ベンダー間でもそれぞれのＤＢＭＳを押す勢力ができてしまい、お互いに譲らない形になった。そのため
顧客も更に迷い、ＤＢＭＳ決定に手間取った。詳細設計終盤で顧客が、当プロジェクトの想定ＤＢＭＳとは別のＤＢＭ
Ｓに決定。一部詳細設計が無駄になった

プロジェクトの特性や世の中のトレンドを考
え、一方のDBMSを使うことになるだろうと
見切り、詳細設計に着手した

・想定外のＤＢＭＳになったときにリカバリが間に合うのであれば、先行着手することも
可能
・そのためには、システムの設計や実装のうち、どの部分がＤＢＭＳの製品に依存するかを
把握できており、さらにＤＢＭＳが想定外にものになった際の回収コストと期間を見積
もっておく必要がある。プロジェクトで想定する期間・予算のバッファ（保険）があると
思うが、それに収まるかどうかを判断すること

・基本設計時のＤＢＭＳ選定に関するすれ
違い

・まだ実装着手前である場合、顧客にＤＢＭＳの製品特性が実装方式に与える影響を
説明し、早期の決定を促すこと
・実現方式に依存する部分としない部分を明確にして開発を進めるように周知徹底する。
もし他のＤＢＭＳになった場合を想定して、他ＤＢＭＳ案を推してきたチームに対して技術
提供をしてもらう
・別部署へ応援手配し最低限の技術者を確保すること

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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28 開発効率向上のためのフレームワーク作りがボトルネックになってしまった
ソフトウェア開発フレームの標準化による開発効率性と保守性の向上を図るため、専用のフレームワークを開発し、
その上に業務プログラムを乗せることにした。専用フレームワークの設計・開発にアサインした人材の能力が足りず、
設計作業がずるずると遅延した。このままではすべての開発が止まるため、専用フレームワークの開発を止めた。最
終的に、フレームワーク機能を縮小し設計作業を進めたが、似たような別モジュールが多く設計されてしまい、開発効
率が低下し、工数が増え、工期が遅れることとなった

専用フレームワークの設計作業に、適した人
材をアサインすることができず、なんとかなる
だろうと思い、別の人材をアサインした

・本プロジェクトでは専用フレームワークの構築がクリティカルパスであり、重要なマネジ
メントポイントである。アサインした人材が適していたか適していなかったかは結果論で
あって、本来は重点的なマネジメントを実施して、危険と判断したら人員投入するか、フレ
ームワーク開発そのものを諦めて他のフレームワークを利用するなどの対応策を発動す
るべきであった
・クリティカルパスが何かをよく考え、そのクリティカルパスに問題が発生した場合の代替
案を準備しておくことと、その代替案切り替えの判断基準を決めておくことが重要である。
代替案と代替案を発動した場合の影響範囲を把握し、影響度合いがプロジェクト内で
処理できるレベルであれば、見切ってもよい

・フレームワーク設計メンバーの能力不足
・フレームワークの開発ドキュメントのでき
ばえ

・フレームワークの開発が失敗したときのことを考えて、機能縮小の影響度合いや範囲を
確認しておき、その範囲について顧客と合意しておく
・フレームワークの開発が失敗した場合の代替案を準備し、代替案発動時の影響度も考
慮しておく

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

29 プロジェクト・マネージャに大規模プロジェクトの経験がなく、結合テストの頃から調整不足が露呈
大規模プロジェクトを受注したが、プロジェクト・マネージャを任命する責任者に大規模プロジェクトの経験がなく、その
プロジェクト・マネージャが適任かどうかを判断する能力がなかった。要件定義から設計、プログラミング、サブシステム内
結合テストまでは、計画通りに順調に進んでいるように見えていた。しかし、サブシステム間テストの段階で、結合テスト
の進め方やテストデータの準備を誰がするのかといった調整不足が露呈し、テスト作業が停滞してしまった

責任者が、大規模プロジェクトをマネジメント
できるスキルを確認せずに、プロジェクト・
マネージャを任命した

・大規模システムかどうかに限らず、プロジェクト・マネージャがそのプロジェクトを制御でき
るかどうかを、プロジェクト・マネージャ任命者は見極めなければならない。少なくとも、
そのプロジェクト・マネージャのスキル不足による問題が発生することも考えて、プロジェ
クト支援のための組織（PMOなど）をバックアップに付けておく
・後進を育てる意味もあるが、そのプロジェクト・マネージャが倒れた場合もしくは機能しない
場合を想定して、有能な若手をサブリーダーに付けておけば、プロジェクト・マネージャ交代
時のリカバリも早い

・プロジェクト・マネージャ自身がリスクとして
認識していないので、不調の予測は難しい
・上流工程の段階で、下流工程での作業
内容やリスクについて想定していない（想
定できない）場合は結合テストの頃からま
ごつく可能性あり

・組織として、高い頻度でプロジェクト実行状況のレビューをして、プロジェクト・マネージャ
が適任でないことを早く見つける
・一刻も早く、必要スキルのあるプロジェクト・マネージャを投入する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



3.プロジェクトにおける問題事象と対策の事例集付録

30 未知のパッケージを協力会社から提案してもらったが、そのパッケージに品質問題が発生
顧客に対する提案内容として、自社内では、ある中核機能に関する実現手段を持っていなかったため、協力会社に提
案してもらったパッケージを利用する方法を採用した。しかし、いざその方法で構築作業に入ったところ、提案された
パッケージに重大な品質不良が発覚した。提案してきた協力会社配下にて、さらにパッケージベンダーとハードウェア
ベンダーの間で、原因の切り分けができず、対策に時間と費用を要した

中核機能の実装にあたって、協力会社が
パッケージを提案してきたが、プロジェクト・
マネージャにはパッケージの内容については
理解不足で判断しようもなく、協力会社を
信じてパッケージの品質には問題がない
だろうと判断した

・機能実現にあたっての重要な機能および性能についてリストアップしておき、その部分
についてのパッケージの品質を確認しておく必要がある
・そのパッケージが実は開発中のベータ版しかなく、品質確認が難しい場合は、少なくと
も代替運用か、または代替パッケージを用意することによる抜け道を作っておく必要が
ある

・パッケージまたはソリューションの品質または
性能に関して、ベンダー側のコメントがない。
もしくは品質・性能の根拠を示さない

・必要最小限の機能、性能でとりあえずリリースする。その後、性能向上を図る
・パッケージベンダーに機能保証をしてもらうとともに、トラブルへの迅速対応のために
多階層の関係をフラットにするようリーダーを決めておく

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

31 経験の少ないオープン系システムで、プロジェクト・マネージャがコントロール不能に
未経験のオープン・システム基盤を用いたシステム開発案件で、顧客にとって非常に重要であり、セキュリティ要件や
性能要件など、コントロールの難しい要素が多数あるプロジェクトであった。ベンダーの経験不足・知識不足もあり、
安易な体制でスタートしたため、プロジェクト・マネージャは、上がってくる懸案事項や日々のタスクを処理しきれない
状態になり、統括できなくなってしまった

受注前に十分調査をせず、マネジメントの問
題が発生するだろうと想定することもなく、
安易なプロジェクト体制で受注した

・新しい開発方法論や技術などを利用する場合、どのようなことが起こるかを想定すること
が難しいため、リスクも多く、問題となって顕在化する可能性も多い
・基本設計の段階で専門家などの有識者によるレビューをするなどの手段を講じることが
できるのであれば、軟着陸できる可能性はある

・要件の確定が遅れる（業務改善検討結果
が影響している）

・基本設計の段階からオープンシステム基盤の専門家など有識者の投入をする

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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32 複数会社でのプロジェクトで旗振り役が不在
ポータルサイトの実証実験に複数社が参加し、プロジェクト全体としての実験項目だけが決められていた。実証実験
システムの開発プロジェクトの全体をとりまとめる体制がなく旗振り役がいなかったため、発注側が意図している実験
項目が消化できないほどシステム開発が遅れた。システム開発と実証実験のスケジュール調整もできていなかった。各
ベンダーでのプロジェクトコントロールがきかなくなってしまった

発注側は、各ベンダーで意図するとおりの役
割分担になっているだろうと見切ってスタート
した（ベンダーの立場から考えると自社の範
囲分についてあらかじめ与えられた予算内で
一定の成果さえ達成すればよいので、全体
的な管理を考える必要性はなかった）

・役割分担や開発範囲についてはそごが起きるのが当然であるという意識を持つべきで、
発注側はオーナーシップを発揮しなければならない
・「うまいことやってくれるだろう」という淡い期待だけで、プロジェクトの成否にかかわるス
コーピングを見切ってはいけない

・要件を確定するのが誰かが曖昧である場
合、プロジェクトのオーナーが実質不在で
あると考えてよい
・お互いが領空侵犯しないように気を遣って
いる、もしくは各々の事情で情報公開を
あまりしない傾向がある場合は、開発範囲
で抜け、漏れにつながる可能性がある

・発注側による積極的なプロジェクト参画は必須
・発注側と受注側の複数社それぞれからマネージャ／リーダークラスの代表者を選出してもら
い、意志決定を行うための合同会議体を作る
・または、取りまとめ役のベンダーを指定して、リーダーシップを発揮してもらうようお願いする
・すでに不調に陥っている場合、現状調査を行って課題の洗い出しを行い、担当者を取り決
めるなどの旗振りを発注側主導で進める

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

33 顧客指定のフレームワークで受注し、大幅コスト増
顧客からの提案要請時に、アプリケーションフレームワーク（ＦＷ）を利用しての開発が前提になっていた。開発を進める
うちに、ＦＷが機能的に不十分であることが分かり、ＦＷの上に載せるアプリケーション側で機能を補完することに
なった。ＦＷの品質や性能にも問題があり、アプリケーション開発部分のテスト工程で、障害が多発したり性能が
でないなどの問題もあり、ハードウェア増強など大幅なコスト増大となった

FWがターゲット業務に適合するかどうか、実
現可能なのかを吟味せずにFWを適用する
ことが決定された

・ＦＷの適用に関しては、想定している機能に関する性能や品質について見通しが立って
いるかを考える必要がある
・その見通しが立てられない場合、そのＦＷが全く使えないことを想定して作り直す場合
や他のＦＷを持ってくる場合の工数を見積もっておき、線表を後ろから引いて、“顧客指
定ＦＷの品質を判断するエンドポイント”を決め、それまでにＦＷを評価できるかを考える
・ＦＷの利用はもともと効率性を考えた上での戦略なので、上記のように代替案で後ろか
ら線表を引くというのは現実的ではないことが多い（代替案のほうが期間がかかることが
多い）。この場合、プロジェクトとしては顧客指定ＦＷに問題があった場合の免責事項を
契約条件の中に含めることでリスクヘッジする必要がある

・顧客側にそのＦＷを実地に利用した経験
がない
・そのＦＷの評判がよくない
・ＦＷそのものが新製品である、または、導入
実績が少ない
・ＦＷについて性能評価結果が存在しない

・上流工程においては、なるべく早期にＦＷの品質検証をする期間を設けることを計画す
る。同じＦＷを使った他のシステムやプロジェクトを調査するとよい
・また、ＦＷの品質・性能に問題がありそうな場合を想定して、顧客との合意の上で、代
替ＦＷを用意する手はずも整えておく
・体制強化として、その顧客指定FWの経験者を開発メンバーに加えたり、FW開発者と
技術支援契約を結ぶ
・下流工程に入ってしまっている場合は、事例にあるようにハードウェアを増強したり、ボ
トルネックを探るなどの地道な性能改善をするしかない

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



3.プロジェクトにおける問題事象と対策の事例集付録

34 本番データに現場部門のパッチが当たっており、論理的不整合が多く移行コスト増大
長年使用してきた現行システムの再構築案件。現行システムのデータを、正確に新システムに移行することが業務上必
須であった。ところがいざプロジェクトを開始したところ、売掛残（債権管理）システムについて、現行の仕様が不明確で
あるためデータ移行ロジックを正しく作れないことが判明。しかも移行すべきデータに、現場部門で手作業でデータ修
正を加えて運用していることに気づいた。結果として、データ移行に多大な費用と期間がかかり、カットオーバー後も業
務上の障害が発生しつづけた

提供してもらう予定の現行システムの仕様書
が正確で、かつ移行するデータが論理的に
も整合しているはずと考えてスケジュールと
費用を算出してプロジェクト計画とした

・現行システム踏襲型のプロジェクトでは、現行システムに関する情報がどれだけ提供して
もらえるかがプロジェクトの成否を握る。したがって、現行システムに関する仕様書などを
見て、どのくらいの作業量があるかを見積もった上で、スケジュールと費用を算出する
必要がある
・現行データの現場部門での手作業での修正（パッチ）まではなかなか想定できない。
現行システムに入っている元データに論理的な整合性がない以上はプログラムでの移行
は困難。致し方ない事例
・移行ツールを設計するにあたっての前提条件を明確にしておいて、データに問題があっ
たり仕様書などの十分な情報がなかったりした場合の再スケジュールなど、調整余地を
残すように顧客と合意しておくこと

・移行データの詳細仕様が、催促を繰り返
してもなかなか現システムの担当者から提
示されない

・プロジェクトの前提条件に現行システムの仕様書の提供やデータ要件、運用状況など
についての情報提供をしてもらうことと、それらに不備があった場合には再スケジュール
や再見積もりをすることを明記する
・すでに事例のような問題になっている場合は、移行データの手作業パッチの記録や
不整合パターンの洗い出しを行う
・移行データの状況判定プログラムを作成し、移行対象データを徹底的に調査する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

35 現行システムを再利用した新システムを導入しようとして例外処理に苦しむ
長年利用して保守が困難になっている複数の現行オンラインシステムがあり、利便性向上のためにフロントエンドに
新しくワークフローサーバーを置いて、新しい業務を、ワークフローサーバーによるシステム間連携で実現するというのが
顧客の要望だった。ところが現行システムの内容を知っている技術者は居らず（そのベンダーはすでに存在していな
かった）、現行システムとの結合テストでは例外処理など予想と異なる動きが多発。テストが進まなくなった

プロジェクト体制に、現行システムの内容を
熟知している技術者を参画させることが出来
るかどうかを確認せず、プロジェクトを計画した。
現行システムに関する技術者がいる、もしくは、
システムの仕様が明確であろうと思って進め
てしまった

・現行システムに関する仕様が明確であることが前提条件であることはこの事例の中にも
表れている。この仕様が明確である、もしくは熟知した技術者をプロジェクト体制に組み
込むことができることが前提条件であるので、これらの前提条件が覆されたときの対応
処置案がきちんとあれば、プロジェクトを進めてもよい
・実現可能性について懸念がある場合は、実現するレベルを抑えたり（たとえば機能を
絞るとか、運用方法を利用側で注意するなど）、最悪の場合はプロジェクトを中止するな
どの判断基準を顧客と取り決めておく、といった対応策を準備しておく

・見積もり時から、現行オンラインシステムの
仕様が十分提示されていない（特に入力
エラー時などの障害処理）
・現行システムが非常に古いシステムである
（技術者や仕様を決めた者がすでにいない
可能性が高い）

・まだ上流工程であれば、実現可能性について検討し、実現にあたっての課題出しから
始める。そのために、現行システムの調査をしてから、新システムの実現方針を考える
・下流工程ですでに事例のような不調に陥っている場合、実現レベル（実現機能や運用
制限など）について顧客と合意した上で、スコープを決めて開発に入るか、もしくはプロ
ジェクトを中止する
・例外処理や処理の組み合わせパターンを把握できないなど、今後の作業量が見えない
うちは、開発作業に入らないようにすること

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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36 顧客側からの要件出しが細切れで、なかなか要件を確定してくれない
教育機関の顧客で、他社が開発した旧システムをリプレースする案件。開発担当社側には業務ノウハウが無かった。
要件定義工程では、顧客からの仕様提示が細切れで、なかなか要件が確定しない。プロトタイピングしながら進めたが
顧客は否認を繰り返すばかりで大幅な納期遅延が生じた。ついには要件定義もそこそこで設計に入ったが手戻りが多
発。プログラムの品質も悪く、開発要員を多数投入したが納期遅延。要員も疲弊し、デスマーチプロジェクトとなった

受注側は顧客側のノウハウ不足のため仕様
が確定できないのだと判断し、プロトタイピン
グとして一部業務について仕様が確定しな
いまま先行開発を行なった

・システムのプロトタイプを見せることによって顧客側の新業務内容検討を促進させることが
できる場合もあるが、それは受注側に豊富な業務知識・経験があり、それをベースに適切
なプロトタイプを提供できるときである。勝手なイメージだけでプロトタイプを作っても、まっ
たく別の業務処理が策定されて、そのプロトタイプが無に帰すことになる可能性が高い。
事例のように、顧客に納得してもらえない場合も多い
・顧客側から「こういうイメージのプロトタイプを作って欲しい」という要請があった場合を含め、
プロトタイプの内容について顧客側と合意が取れていればプロトタイプを進める価値は
ある。いずれにしてもプロトタイプの効果を考えてから開発に進むこと

・客先からの仕様提示が細切れ、曖昧であ
る
・客先の意思決定の責任が分散しており、
キーパーソンが不明

・顧客側に構築期間に対する危機感がない場合は、仕様凍結の時期を明確に宣言し、
顧客側で早急に決めてもらう必要があることを理解してもらう
・顧客側に要件を決める能力が不足していると思われる場合は、要件定義の舵取りを
する。検討体制や意志決定プロセスの定義・確認からシステム化対象範囲の確定、
検討事項の整理などを進める。そのための上流工程要員を体制に新たに組み入れる
などの対応を進める

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

37 既存資産が流用できると思っていたが、流用できないことが分かりコストオーバー
とある地方自治体のシステム化案件。他の自治体で、同じ業務処理をするシステム案件を実施したことがあったので、
そのときの成果を流用できると判断して見積もりをし、開発を着手した。ところが、開発を進めていくうちに、業務処理が
想定と大きくことなり、既存のシステムは流用できないことが判明。結果として大幅に開発規模の増大し、開発期間も
長期化した

類似システムが流用可能と考えて、それを前
提に原価を低めに見積もり、プロジェクトを
計画した

・類似システムを流用できるだろうと見込んで開発に着手し、当初想定規模を大きく上回
る開発規模になるということはよくあることであり、既存資産を流用することを前提とする
計画立案時には注意が必要である
・流用部分なしで新規開発する想定で見積もりを出すと、他のベンダーに価格面で負け
てしまうなどの営業的な要素も絡むため、流用の適用／非適用の判断はプロジェク
ト・マネージャだけでできるものではない。既存資産の流用がプロジェクトの前提である
なら、既存資産の流用をすることと流用が適わなかった場合の費用・納期の変更につ
いて顧客側と同意を取ること

・費用削減だけを目的とした既存資産流用
・業務名、システム名だけで既存資産流用
可能と判断する見通しの甘さ

・流用しない場合の見積もりと流用した場合の見積もりを顧客側に提示し、流用が適わな
かった場合の費用追加・納期の延期について合意を得ておく
・流用部分についての適用可能性について評価する工程を追加し、その評価結果に
応じたその後の進め方について事前に検討しておく

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



3.プロジェクトにおける問題事象と対策の事例集付録

38 顧客との共同開発という名目で、イニシアチブが取れずに要件がなかなか確定できない
医療法人である顧客と、開発受託会社とで費用折半でシステムを共同研究・開発することになった。開発したシステ
ムは、開発受託会社で他の医療法人へのパッケージ展開する計画で顧客とも合意していたが、その顧客にしか適用
できないような個別要件が噴出し、歯止めが利かず、設計手直しなどの手戻りが多発。共同開発ということで、開発
者側もイニシアチブを発揮することができなかった。結果、ローカル仕様ばかりの、他社展開できないようなシステム
ができあがった

顧客側の仕様確定が遅延していたが、共同
研究のメリットを重視し、仕様未確定である
にもかかわらず開発を開始した

・共同研究や共同開発の場合、顧客側と受託側とで、役割分担が曖昧なままプロジェ
クトが進行することが多い。業務ノウハウをなるべく引き出して他社展開できるパッケージ
を作りたいというシステム開発側と、たくさんの要件を入れ込んで自分たちにとって使い
やすいシステムが欲しいという顧客側との思惑が一致して、要件が山のように膨れるが、
金と納期が決まっているので「どこまでやるのか」という仕切りが必要になる
・全体の要件は未確定でも、確定部分と未確定部分の整理ができていれば、確定部分
を先行着手することは可能

・共同研究という名目のもと、顧客と開発担
当会社との役割分担や責任所在が明確
になっていない
・パッケージ化対象機能かローカル対応機
能かの判断基準がない、もしくは曖昧

・要件の確定部分と未確定部分の切り分けと、未確定部分による全体への影響度を
調査する
・未確定部分による影響が多少あっても先行開発のほうがメリットがあると判断したら着手
する。万が一のリカバリ手段も用意しておく
・パッケージ部分への機能取り込みか、ローカル開発部分への機能取り込みかの判断
基準を明確にし、ローカル開発部分は追加発注であることを宣言する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

39 何でも言うことを聞くという応札条件の案件
医療法人の顧客で、顧客要望を全て取り入れるということが応札条件。顧客要望が膨大に発生し、仕様取りまとめ
るはずの客先窓口が破綻したため、要件発散。パッケージのカスタマイズを設計したところ、提案したパッケージでは
品質・納期を満たせないことが判明し、別パッケージに切り替えて開発しなおしたため、二重開発となり、費用が想定
より大幅に増大してしまった

既存パッケージソフトを流用し、一部カスタ
マイズすることにより、顧客要望が満たせる
と判断して応札した

・開発範囲と作業期間が決まらないと非定型業務であるプロジェクトを定義し、完了させ
ることができない。したがって、「全ての要求を取り入れる」という終了条件を定義できない
ような前提条件については、開発範囲と作業期間の制限から顧客側にある程度の要求
の押さえ込みを覚悟してもらう必要がある
・プロジェクトのスコープとして受け入れられる要件の量に限度があることを理解してもらい、
開発対象範囲を絞ることと、その後の要件については追加案件ということで別途費用を
もらうなどの合意を少なくとも取ること

・すべての要求を聞くというプロジェクトの完
了条件が曖昧な応札仕様

・応札の見直し
・応札してしまったとしたら、納期について合意し、用意できる開発要員のリソースから開
発可能な規模を算定する。それに見合うような要件までを開発するということを合意して
もらう。開発範囲をなんとかして決める必要がある
・最悪のケースとして、ペナルティを払ってでもプロジェクト中止・撤退

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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40 パッケージの品質と機能は十分に確認しよう
パッケージを利用したシステム開発。開発途中で、パッケージの品質不良が発生し、当初予定した機能の開放が遅れ、
システム改修や機能追加が多量に発生した

パッケージの品質・機能・性能について、
大きな問題は発生しないだろうと判断した

・パッケージ、特に新規に使うパッケージの場合は、品質、機能を十分に評価して、適用の
可否を判断することが重要である
・リスクが高いが、戦略的な理由で、パッケージを使う必要がある場合は、パッケージ部分
を先行する、代替案を考慮しておくなどのリスクヘッジが重要である

・利用するパッケージの品質、性能を確認
せずに、また、利用する機能の提供スケ
ジュールの担保をとらずに開発を進めた

・パッケージ側の体制強化により品質強化を図る。体制を強化し、再スケジュールする

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

41 仕様変更に関する扱いは、顧客と意識を合わしておくこと
全国の拠点に導入するシステム開発。ハードウェアも含めSIとして受注。ハードウェアの納入遅れにより、サービスイン
の遅れが発生。また仕様追加、変更についいても、顧客と交渉したが、有償対応が認められなかった。全国の拠点に
導入する支援作業も、顧客との作業規模、範囲に意識違いが発覚し、大幅に増えた

仕様追加の場合の再見積もりなどの取り決
め、支援作業の内容と範囲、ハードウェア調
達遅れの取り決め、などを明確にしないまま、
開発を進めた

・ハードウェアの納期、仕様変更、付帯・支援作業は、納期やコストに与える影響が大きい
ので、あらかじめ顧客と調整しておく

・仕様追加、変更時の取り決め、支援作業の
具体的な仕切りがないまま、開発が進んだ

・仕様変更の取り扱い、作業支援範囲の再調整
・サービスインの時期調整
・費用の扱いを明確にしておく

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

42 大幅な再利用を前提とした開発は要注意
他システムの再利用80%を前提にシステム開発を計画。プロジェクトの独自仕様、業務プロセスの違い、仕様の増加
に伴い、再利用率が大幅に低下し、開発規模が増大した。また、仕様確定が遅れた部分に先行着手し、結果、手戻
りが発生した

他システムと類似しているため、かなりの部分
を再利用できると考え、見積もりを実施した

・再利用を前提とした業務システムの開発は、パッケージ適用の場合と同様に、業務プ
ロセス、要求仕様を十分に明確にした上で、適用可否の判断をする必要がある。もし、
適用を決めた後で、適用できない部分が多いことが判明した場合は、再利用できる
範囲が大幅に減少するため、納期遅延と大幅なコスト増になる

・再利用可能な部分を検証せず、契約した ・体制の増強、管理体制の強化、再スケジュールの実施
・パッケージの利用率が変わったときの扱いを明確にする

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



43 作りながら仕様を確認
ノウハウの無い業界相手にパッケージ製品を導入し、仕様の詳細は顧客にヒアリングしながら開発していく計画を
立てていた。しかし、ヒアリングを進めると見た目や機能名からは想像できないような仕様が続々明確化され「無いと
業務にならない」「常識だ」という言葉に踊らされて開発規模が増大。納期遅延を引き起こした

知らないことを自分の都合の良い方に考
え、「仕様は不明確だがベースとなるパッケ
ージが必要な部分を充足してくれているだ
ろう」と期待してしまった

・分からない部分を明確にするか、制限とすることで仕切りを作る必要がある
・システムの使用者は理想を語るので、聞いているうちに仕様が膨らんでいくことはよくあ
る。ヒアリング結果と現実を比較する（パッケージ機能とヒアリング内容のフィット＆ギャッ
プを取る）作業と、やる、またはやらないの検討を別にする必要がある

・「よく分からないけど大丈夫」と思ってしま
った。もしくはそう説明された
・ユーザーの提示する仕様の反映で仕様検
討が遅延し始めた（仕様が明確にならない
場合も、後で噴出する可能性がある）
・パッケージのカスタマイズ

・業務をよく知る人員の投入
・仕様確定に向けた不明確部分の明確化と期限管理強化
・品質確保に向けた変更管理体制の強化
・パッケージの拡張の扱いを明確にする（戦略案件など）

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

44 知らないもので決まっていないものを作る
運用開始の日程が確定している状態で仕様検討から開発を開始した。仕様確定が遅延し、納期が迫っている状態で
あったにもかかわらず、未経験の新技術を採用して難度の高い開発を行った。その結果、開発効率が落ちた上に突貫
工事で発生する不良が増加し、稼働品質を確保するために納期遅延を引き起こした

残期間から逆算した計画を立てて対策を
打つ必要があったが、新技術採用のリスク
バッファを踏まえて「そうは言ってもこれ
くらいの期間があれば出来るだろう」と甘く
見てしまった

・納期ありきで計画を立てる場合には、必ずスケジュールは逆算して検討する必要があ
る
・未確定な要素（新分野開拓・新技術採用など）は、悪い方で検討し、常にアンテナを
高くし、コンティンジェンシープランを立てておく必要がある
・仕様検討という発注側意思が大きくかかわる部分でスケジュールに影響が出る物は、
その影響を明確にして発注側の責任を明確にする必要がある（製造側にも説明責任
がある）

・仕様検討で工程遅延が発生した
・工程分割（リスク軽減）した受注になってい
ない

・技術ノウハウを持った要員の投入
・仕様変更と取り込むべき仕様の明確化と管理強化
・要求を出してくるユーザーとの意識差解消と、顧客側トップへ影響把握の申し入れ

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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45 無理な見積もりを通すと作り手か使い手のどちらかが破綻する
顧客予算に合わせ強引に原価低減した提案を通した。パッケージ機能に可能な限り準拠した仕様とすることを前
提として受注したが、曖昧な線引きのため、カスタマイズが必要となる要求が大量に発生。仕様を確定できないま
ま原価山積みに合わせて開発を併走させ、手戻りも多発。最後は納期遅延となりペナルティが発生してしまった

「パッケージ機能を前提とする」という言葉で
改修量を制限できると考え、改修量や内容
のしきい値を決めていなかった

・前提条件が変わる場合には、その影響を明確にして示す必要がある
・開発範囲の明確化と意識合わせを前提とした上で仕様の調整に入る必要がある

・予算に合わせて受注額を決めている
・前提条件が破綻した
・パッケージのカスタマイズ
・仕様確定に遅延が発生した

・顧客承認がなければ先に進まない部分を一括範囲に含む場合は、そのリスクと影響
を顧客にも理解してもらった上で話を進める
・開発範囲の再確認と徹底
・範囲外作業の有償化
・顧客との合意を徹底
・前提条件が変わったときの扱いの明確化

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

46 個別に検討したものを繋げてみたら、繋がらなかった
大規模なシステム開発を分割して数社に、それぞれ仕様検討から発注した。個別に開発して出来上がったシステム
で業務全体を通すテストを行ったところ、システム全体で仕様の整合性が取れていない状態になっていた。仕様整合
性の再検証から計画を立て直し、予算大幅超過の上、納期遅延で顧客に迷惑をかけてしまった

一次請けとして全体を管理しなければならな
かったのだが、分配して各社に任せた時点
で「個別の機能が出来上がれば全体も出来
るだろう」と考えてシステム全体としての取り
まとめを放棄してしまった

・システムを稼働させる視点を持ってプロジェクトを見た上で、各社に開発を依頼する必
要がある
・取りまとめ者として各社間インターフェースや全体仕様など、隙間を埋めたり土台を作
ったりする作業が必要である
・顧客と各社の仕様調整については、全体影響がある内容と個別で済む内容の切り分
けと調整をする必要がある

・システム全体を説明できる人員がいない
・稼働責任者が明確になっていない
・各社間コミュニケーションの場がない
・顧客と開発側のレビューワーが機能ごとに
違っている

・システム全体仕様の再確認
・管理体制の強化
・稼働時期調整と、それに向けたリスタート
・PMOなど、監査組織の設立

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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47 顧客側の体制、顧客との役割分担、作業分担を明確にすること
顧客が指定する独自ミドルウェアを利用したシステム開発で、業務やその独自ミドルウェアについて十分な知識・スキ
ルがない体制で開始。顧客側は、現行業務の分析やミドルウェアの情報開示に協力的ではなく、上流工程で大幅に
遅れが発生し、後工程でも、手戻りが多く発生して納期とコストが超過した

ベンダー側は、発注側がリーダーシップをも
って現行業務分析の実施や独自ミドルの詳
細情報開示について実施してくれるだろうと
思っていた

・顧客側提供のソフトウェアを利用した開発の場合は、請負ではなく委任での契約が望
ましいが、請負の場合には、開示条件、ドキュメントのレベル、開発におけるサポートレ
ベルなどの条件をあらかじめ明確にして契約すべきである。また、業務分析においても、
顧客側の体制や、役割、作業分担を調整しておく必要がある

・独自ミドルウェアの利用に関して、守秘義
務の問題から、受注後の開示とされていた。
受注後に発注側ミドルウェア担当者の説
明を聞いたが、仕様書の説明を淡 と々実
施し、あまり踏み込んだ説明をしてくれない。
情報システム部門が業務をよく把握してお
らず、帳票一覧も持っていない

・顧客が参画する仕様確認会議の実施
・プロジェクト要員強化
・日次会議、および週次（休日）の進捗確認会議実施でプロジェクト管理を強化。全イ
ンターフェースの再精査、主要業務評価の前倒し実施
・専任要員（PMO）による調達費用精査と削減交渉実施
・経営層への報告実施

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

48 オフショア開発では、ドキュメントの記述は詳細に、プロジェクト管理はしっかりと
オフショアを活用したシステム開発。オフショアに委託する段階では、最近力を付けてきているものの、まだ設計で
きるほどのレベルにまで落ちていなかった。そのため、中国ソフトハウス側でも勝手な思い込みで作り込み続けた。
プロジェクト側もスキル不足で、上がってくる中間成果物を十分に把握できず、システム規模が増え、作業遅れが発生
した

顧客側の業務ノウハウについて、ある程度
ヒアリングを実施。システムの大まかな姿
を概要設計として示し、中国ソフトハウスに
委託した

・国内発注の場合は、概要レベルの記述でも、スキルがある会社であれば、問題はな
いが、オフショアの場合は難しく、より詳細なドキュメントにする必要がある。また、途
中成果物を定期的にチェックし、問題がないか確認するなど、きめ細かいプロジェクト
管理が必要である

・中国ソフトハウスに渡したドキュメントが概
要レベルにとどまっている。プロジェクト経
験の浅いメンバーばかりになっている

・体制の増強、管理体制の強化、再スケジュールの実施

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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49 顧客の体制が弱いときは、仕様追加、変更が多発する可能性が大
業務的にシステム化範囲が広いシステムの開発を受注。発注側の仕切り能力が弱く、業務内容の定義がきちんと
できないことが懸念された。それぞれのイテレーションごとに追加要求や仕様変更が頻発し、規模がどんどん膨れ
た。進捗も遅れだし、品質にも問題が出始めた。規模の増大に伴ってテスト規模も大幅に増え、結果的に工数が
大幅超過となってしまった

顧客要件をきちんと抽出することで構築後に
大幅な手戻りをなくすことができるだろうと考
え、４回のイテレーションを回すスパイラル型
で開発を進めることにした

・顧客の体制が弱い上に、業務内容も定義されていない状態では、顧客要件を抽出し、
仕様を固めるのは非常に難しく、後で仕様追加、変更が多発する可能性が大きい。こ
のような状態で、開発しながら仕様を決めていく開発手法は非常にリスクが高い

・プロジェクトの全体像が見えていない。ス
ケジュールの関係から、仕様が十分に決
まらない状態で、設計、製造に着手する

・体制の増強、管理体制の強化、リスケジュールの実施

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

50 規模が大きくなくても、協力会社に丸投げは危険
中規模のシステム開発。協力会社4社へ発注。その中の1社において、設計不良から、製造に大幅な手戻りが発生。
要員を大量に投入してリカバリを図るが、品質問題が頻発。結果、プロジェクト全体が遅延し始めた。体制を強化し、
マネジメントの強化と品質向上を図ってリカバリしたが、費用は大幅超過してしまった

予算の関係上、社員１名に協力会社4社を
付けて対応することにした

・中小規模の開発においても、社員1人で4社の外部委託管理を行うのは、外部委託先
への丸投げと等しい
・問題を早期発見し、適切なタイミングで対処できず、問題が大きくなる可能性がある

・1人で多数の協力会社をマネジメントして
いる。管理体制が弱い

・体制の増強、管理体制の強化

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



3.プロジェクトにおける問題事象と対策の事例集付録

51 信頼関係だけでは適切な課題管理はできない
ＳＩベンダーが受注したシステム開発に際し、要件定義をSIベンダーが実施した後、基本設計以降の作業を実績がある
協力会社に全面委託した。信頼関係を根拠に、設計内容の品質を進捗報告だけでフォローした結果、協力会社だけ
では解決できない重大課題への対処が遅れ、上流工程の完了が大幅に遅延することとなった

要件確認をSIベンダーが行ったことで当該
プロジェクトにかかわる主要な要件は見切れ
たとの認識から、基本設計以降の作業を協
力会社に全面委託した。加えて、当該協力
会社の実力をこれまでの実績から評価して
いたこともあり、作業の進捗報告だけで管理
を行い、個々の課題管理などを共有しな
かった

・協力会社に設計を委託する場合、設計品質の可視化と課題の達成状況の管理がSI
ベンダーにとって重要なタスクとなる
・また、新規業務の開発を委託した場合などは、協力会社が抽出する課題やWBSなどの
網羅性を捕捉できるSIベンダーの体制作りが、プロジェクト・マネージャの重要なタスク
であることを理解しておきたい

・SIベンダー側で、結合テスト・統合テストの
仕様書が書けない
・計画どおりに進捗している

・SIベンダーが求める設計水準や設計範囲などを協力会社と共有する目的で、当該SIベ
ンダー側で設計書記載のガイドラインを事前に作成し、協力会社との間で十分なレビュ
ーを行っておく
・進捗報告以外に、設計内容の段階的なレビュー会を適宜実施することで、設計内容の
網羅性や品質についてタイムリーにフォローする
・設計作業の過程で発生する課題のエスカレーションルールを協力会社との間で確立する
・協力会社との契約状況再検証

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

52 インパクトが大きい要件への対処は先送りしない
要件定義完了段階で、RFPおよび提案書に記載しないような粒度の機能を新規要件として追加した際、当該シス
テムの開発に不可欠な基本機能との認識から、コスト増に関する顧客側の承諾が得られなかった。交渉の長期化
に伴う次工程への影響を配慮し、新規要件にかかわるコストをプロジェクトの持ち出しとせざるを得ない結果を招
いた

提案時に機能単位の見積もりを要求されな
かったこともあり、要件定義の段階でも、
個々の機能に関するコストのインパクトや顧
客側のコスト感に関する調整、確認を顧客
との間で実施しないまま、要件定義の完了
時点でコストの見積もりを一括で提出してし
まった

・顧客側の予算枠やコスト増への手続きなどについては、可能な範囲で、営業を通じて
事前に把握しておくことで、要件定義または基本設計段階で新規要件が発生する都度、
顧客担当者と事前に相談すべき案件規模の見極めやタイミングをプロジェクト・マネー
ジャ自身が判断できるようになる
・顧客側では見えにくいシステム機能にかかわる要件については、要件定義や基本設計
の内容をフィックスする以前に、提案内容との関連やコストへのインパクトについて顧客
に説明をする機会を設けることで、見積もり範囲の妥当性に関する合意形成が容易に
なる

・要件定義の内容には関心があるが、コスト
について不安を感じていそうもない雰囲気
・業務に関する要件定義には的確に応じて
くれるが、システム面の見識には乏しそうな
顧客側の開発体制

・提案時に、顧客側から特段の要求がなくても、RFPに記載されている要件から推定さ
れる実装機能の種類や、規模とコストとの関連を見積もりの添付資料として顧客側に
提出する
・見積もりコストにインパクトのある新規要件が発生する都度、コストや納期への影響
にフォーカスした意識合わせを、営業や顧客との間で実施する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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53 フィット＆ギャップ分析をせずにパッケージ導入の決断はしない
短期開発という事情もあり、業務要件とパッケージ仕様のフィット＆ギャップ分析を実施せずに上流工程を完了したが、
エンドユーザーによるテストで、パッケージソフトでは対応が困難な業務が存在することが判明し、一部の機能に関し
要件定義のやり直しを迫られ、大幅な遅延とコスト負担をもたらす結果となった

提案時に既存システムの画面や帳票レイア
ウトを確認した範囲では、過去に発生した法
制度や規則などの変更に伴う複雑な業務仕
様を想定できないまま、開発コスト低減を目
的にパッケージソフトの導入を提案した。顧
客側が既存ベンダーに細かい業務仕様の検
討を丸投げしていたこともあり、要件確認段
階でシステム部門、ユーザー部門ともに“現
行保証”以上の要件提示がなかったため、フ
ィット＆ギャップ分析を実施しないまま、パッ
ケージソフトによる開発を決定してしまった

・“現行保証”という業務要件だけで行うシステム開発は、顧客側でどこまで要件が見
えているのか把握しづらい。上流工程の早い段階で、業務の複雑性や特異性を把握
しているキーパーソン（多くの場合、既存ベンダーである可能性が高い）を見極め、業
務要件にかかわる難易度をテーマにインタビューを重ねることで、パッケージソフト適
用の是非を早期に見切ることが容易となる
・上流工程では見えにくい仕様追加が発生する可能性がある場合は、導入するパッケー
ジソフトのカスタマイズ機能や開発体制などを事前に詳細を押さえておくことで、問題発
生時の打ち手を幅広に持っておくことができる

・顧客側のユーザー部門と打ち合わせをし
ても、過去の苦労話が一切出てこない。
・要件確認を行う際、システム部門との関係
が悪そうにみえないのに、なぜかユーザー
部門の参加率が悪い（業務を担当するユ
ーザー部門も、要件定義で話せる内容が
少ない）

・初めて扱う業務開発に関しては、過去の開発経緯などを把握している既存ベンダーを開発
体制に組み入れるように、営業などを通じて早期に調整する
・要件定義の早い段階で、受注側が把握している業務要件に関して顧客側のユーザー部門
を含めたレビューを実施し、パッケージソフトを提案した妥当性について、顧客側の理解を求
めておく必要がある
・パッケージソフトのサポート範囲（パッケージソフトでできること）は、上流工程の早い段階で
顧客側に説明を行い、想定外の仕様追加への対応策について、コスト負担を含め、顧客
側の了解を取り付けておく
・経営、営業部門含めた課題管理の実施

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

54 過去データ移行の難易度はプロジェクト・コストにインパクトあり
他社リプレースに際し、過去データの量的規模を見極めたうえでデータ移行にかかわる見積もりを行った。だが、過去
に幾度となく実施された制度変更を踏まえたデータの連続性が、帳票作成やデータ検索処理に求められることを把
握し切れなかった。請負契約のなか、要件実現に必要な移行ツールやデータ変換機能などの開発コストを受注側で
捻出する結果となった

過去データのなかにはオペレーションミスな
どによる不正なデータが一部含まれている可
能性については覚悟していたが、過去の制
度変更に伴うデータ移行や業務処理などへ
の配慮といった特殊な要件が見えないまま、
設計工程を完了してしまった

・過去データの取り扱いは、顧客側にも見えにくい要件の一つである
・また、制度変更時にビジネスロジックで対応することで、実際のデータには手を付けな
かったケースも意外と多い。データ移行に関する具体的な要件を把握しづらい場合は、
データ移行の特殊性を意識したうえで、既存ベンダーへのインタビューや既存のプログ
ラム仕様書の確認などを、早い段階で実施することが望ましい

・法改正や制度変更などの頻度
・対象業務の特殊性

・過去に発生した制度変更や業務仕様の変更がデータに与える影響調査を上流工程の
段階で確実にフォローする
・上流工程では、既存ベンダーを含む業務仕様に精通したメンバーの関与が不可欠で
ある旨、受注の条件やプロジェクトの立上げ段階で明確に顧客側に伝える
・経営、営業部門含めた課題管理の実施

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例



3.プロジェクトにおける問題事象と対策の事例集付録

55 中核と思われる機能以外に相応の開発規模が隠れていることも
他社パッケージ製品を採用したシステムのリプレースに際し、基本設計で入出力項目を調査したところ、パッケージを
改造したり個別プログラムで補完するなど、パッケージ製品だけでは実現できない業務要件が存在することが判明した。
しかしながら、商談の性格上、大幅なコスト増を顧客と折衝することもできず、相当部分を自社調達することになった

重点顧客に初めて自社製品を導入できる絶
好の機会であったこともあり、業務要件より
もパッケージの機能比較に着目した提案を
行ってしまった。短期開発であったこともあり、
他社パッケージ製品に基づくスクリプトなどを
解析する手間をかけるわけにもいかず、要件
確認フェーズをクローズしてしまった

・メジャーなパッケージ製品に限って一般に公開されている情報量も多いこともあり、パ
ッケージ製品の機能比較に偏った提案および要件確認を行ってしまう傾向が強い
・パッケージ商談では、中核となる業務要件だけではなく、画面や帳票出力といった外
部仕様へのこだわり度合いや、制度変更などに伴う処理の複雑さなどに関してもアン
テナを高くしながら、上流工程全般をフォローするスタンスが重要となる

・要件定義の初期段階から、顧客側が細か
い画面仕様への拘りを示すようになった
・対象業務の特殊性

・状況が許すのであれば、上流工程の早い段階でエンドユーザーへのインタビューを行い、
仕様変更の頻度や要求仕様へのこだわり度合いなどへの把握に努める
・状況が許すのであれば、既存ベンダーへの事前ヒアリングやこれまでにかかったコスト
（概要の工数でも可）の開示などを顧客側に依頼してみる
・既存システムのパッケージに関する技術仕様に詳しいメンバーをプロジェクトに投入する

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

56 ドキュメントの成果レベルは事前調整が不可欠
他社リプレース開発において、上流工程で実施する要件定義や基本設計などの成果イメージを顧客と合意していな
かった。このため、設計過程で記載レベルや設計範囲などの調整に時間を要した結果、上流工程の終了が遅延し、
コスト増加と後続の開発スケジュールに影響を与えた

初めて当該顧客の開発を請け負うこととな
ったため、ドキュメントの品質をはじめ、成果
物の出来栄えまで事前にすり合わせができ
るような状況ではなかった。要件定義書や
設計内容に関しては、記述内容の粒度や範
囲について、どの顧客もあまり大きな差がな
いだろうという経験的判断が働き、成果物イ
メージのすり合わせを事前に行わなかった。
要件そのものの追加や変更が発生すること
は想定していたが、要件定義書に記載する
内容のレベル感が顧客と合っていないとは
想定していなかった

・それぞれの顧客にとって、上流工程で作成するドキュメントの位置付けが様々であるこ
とを理解することが重要である。顧客によっては、開発の標準化による手続きなどの
都合で、他の顧客でいう詳細設計の一部を基本設計で求めるケースも少なくない
・特に新規顧客の場合は、顧客側で策定している開発プロセスに関する考え方や手続
きなどを把握することを最初のタスクとしてもよいほどである

・計画したとおりに打ち合わせが進行しない
・受注者側では想定していなかったスケジュ
ール遅延を顧客側から言い出し始めた

・プロジェクトのキックオフミーティングなどの機会を捉えて、顧客側が想定している開発プロ
セスや手続きに関するレビューを依頼する
・顧客側に既存システムのドキュメントについて開示を要求するか、ベンダー側で成果物の
イメージを共有できるサンプルの提示をもって、可能な限り、早期の意識合わせを行う
・経営、営業部門含めた課題管理の実施

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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57 RFPとの差異が明確になっているか
RFPに記載されていた機能の実現方法では業務要件を達成できないと判断し、RFPとの差異を明確にしないまま提
案を行った結果、要件定義フェーズで顧客側との検討が噛み合わず、上流工程の完了が大幅に遅延したばかりか、
改善提案部分のコストも持ち出す結果となってしまった

他社競合の商談であったこともあり、自社の
ソリューション力をPRすべく、一部の内容に
ついてRFPが求める実現方式と異なる提案
を行った。要件定義のベースが提案書記載
の内容であるという受注側の思いを先行さ
せたまま上流工程を進めたため、設計の後
半まで、顧客との意識のずれを把握し切れ
なかった

・RFPの記載内容に対する改善提案をしたつもりでも、PowerPointによる概念的な表
現が主流になっている昨今、そういた意図がストレートには伝わりにくい傾向がある。
加えて、顧客側はRFPに準拠した提案であるため、潜在的な期待感もあり、相違点に
ついてはより明確に記載するよう心掛ける必要がある。また、要件定義のベースが
RFPなのか提案書なのか、といった基本的なことについても、顧客と早い段階で合意
を得ておくことも大切
・改善提案のなかには、システムの中核機能や顧客の現状に影響を与えかねない内容
が含まれていることが多いので、プロジェクトの円滑な推進のため、早期にリスクとなり
得る芽を摘んでおくことを心掛けておきたい

・仕様検討の過程で顧客の反応が鈍って
きた
・何度打ち合わせを重ねても顧客との合意を
得られなくなってきた

・RFPと異なる要件に関しては、顧客側との意識合わせを行う主旨からも、要件定義フェ
ーズの前半に集中討議を実施するなどして、プロジェクトのリスクとなっていないことを確
認する機会を設ける

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例

58 パッケージ開発では業務要件とのギャップが重要な見極めのポイント
パッケージ製品による開発に際し、プライマリーベンダーを支援する形態でプロジェクトに参画したが、開発体制にパッケ
ージ製品に関するエキスパートを組み込めないまま上流工程を進めたため、パッケージ機能と業務要件とのギャップが
製造途上で判明し、方式全体の見直しを余儀なくされ、設計及び製造に大幅な手戻りが発生した

＜プライマリーベンダーの見切り＞
顧客のビル移転との関係で稼働時期が決め
られていたこともあり、パッケージ製品の適用
による短期開発こそが最善の開発方式であ
ると思い込んでいた。フィット＆ギャップ分析
を意識はしていたものの、顧客側の仕様決
定が度々滞る事態も発生したため、パッケー
ジ機能を活用することで、顧客の要求仕様
は概ね実現できるという直感的な見切りを行
うことで、上流工程を完了させてしまった
＜サブベンダーの見切り＞
採用しているパッケージ製品の製造元がプラ
イマリーベンダーであったこともあり、プロジェ
クト推進過程で発生した問題解決は迅速に
行えるはずという判断から、上流工程におけ
るエキスパート投入を重視しなかった

・パッケージ製品の機能に依存したシステム開発を行う場合は、製造工程を圧縮してでも、
上流工程で業務要件とのフィット＆ギャップ分析を適切に実施すべきである。分析結果
という明確な証跡をもって上流工程を完了することで、例え上流工程では見えない業務
要件などが潜在していたとしても、中・下流工程で方式全体の見直しを行う場面で、
コストや納期を含めた顧客やプライマリーベンダーとの折衝が容易になるものである
・自社、他社を問わず、パッケージ製品にかかわるエキスパートの投入や迅速なQ/A対応を
実現できる体制作りは、パッケージ機能に依存したシステム開発の場合、避けて通ること
ができない重要な準備タスクである
・自社製品とはいえ、企業の合併、吸収が頻繁なIT業界では、必ずしも製品のサポート
体制が国内になるとは限らない。製品のサポートレベルについては、具体的な水準や
実現時期を明確にしたうえで、プロジェクトへの参入時点で、プライマリーベンダーと体制
に関する調整を済ませておくことが重要である

・機能設計やプログラム設計書の記載内容
に曖昧さが残る
・パッケージ機能と業務要件とのマッピング
に予想以上の時間を要し始めた

・業務要件とのギャップを埋めるノウハウを有する技術者を最優先で確保するようプライ
マリー・ベンダーに要請する
・上流工程で決定した設計内容の実現の可否を評価できるエキスパートを開発体制に
組み入れることで、製造工程以降の手戻りを最小化するよう、プライマリーベンダーに
要請する
・プライマリー・ベンダーとの契約（分担、責任など）を明確にしておく

事例における見切りの内容 本来の見切りの考え方

捉えるべき兆候 対処例
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項番 知識エリア リスク分類 ヒアリングシート 測定分析データ一覧 事例集

1 顧客予算 H6,H42,H47 6,13,24

2 顧客特性 H2,H3 4,20,24,27,32,38,
39,46,47

3 案件特性 H32,H70 23,26,27,35,36,
38,39,46,47,56

4 顧客役割分担 H2 Ko1,Ko2,Ko3 2,4,5,20,32,34,46

5 開発範囲の取り決め H32,H34,H52 5,6,23,25,27,41,42,
43,44,45,46

6 要求と要件の整合性 S1,S2,S3 3,43,45,52,53,57

7 要件とシステム化範囲の整合性 H1,xH4,H5,H6,
H33,H34"

S5,S6,S7,S8,Q10,
Q11,Q14,Q15,Q16

16,17,32,36,43,45,
49,52,53,56,57

8 システム化範囲と体制の整合性 H3,H4,H16 2,32

9 システム化の実現可能性 H5,H6,H7,H25,
H35,H72

Q14,Q15,Q16 26,31,33,53

10 変更対応 H32,H33,H42,
H47

S4,S9 14,15,22,27,43,45,
51,55

11 クリティカルパスの特定 H5,H22 T15 3,12,31,32,44,49

12 実行可能スケジュールの作成 H4,H16,H18,H19,
H21,H23,H31

T16 3,5,10,17,18,26,32,
44

13 進捗確認 H27,H68 Q10,Q11,Q14,Q15,
Q16,T3,T4,T7,T8,
T9,T10

49,50,51

14 作業ボリューム推移 H7,H18,H21 T1,T2,T5,T6,Q16 31,49

15 タスクの分解 H16,H19,H31 Q10,Q14 32,46,49

16 上流工程の見積り妥当性 H46 C1 7,26,43,44,45,46,56

17 基本設計以降の見積り妥当性 H7,H46,H47,H48 Q10,Q11,Q14,Q15,
Q16

26,43,44,45,49

18 業務有識者 H28 H2,H6 11,21,43,45,48,54

19 技術系専門家 H29 H1,H5,H7 11,26,28,34,35,58

20 PJ内部体制 H13,H14,H15,
H17,H30,H66,
H69,H70,H71

H3,H4,H8,H9,H10,
Ko1,Ko2,Ko3

10,25,26,28,29,31,
48

21 外部調達の妥当性 H66,H67 10,30,46,48

22 パッケージ適用 H32,H73 40,43,45,53,55,58

23 PJ支援体制 H14 26,29,50

24 組織の効率 O6

25 PJ内情報共有 H1,H8,H9,H11,
H20,H60

Cm2,Cm3,Cm4 25,51

26 PJ外情報共有 H2,H10,H12,H20,
H24,H38,H43,
H44,H53

Cm1 17,38,43,44,45,46

顧客

スコープ

タイム

コスト

人的資源

調達

組織

コミュニケー
ション
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項番 知識エリア リスク分類 ヒアリングシート 測定分析データ一覧 事例集

27 品質計画 H26,H49,H50,H51,
H68,H73

Q10,Q11,Q14,Q15,
Q16,Q17,Q18,Q19

28 品質管理 H9,H40,H41,H49,
H51,H56,H68,H72,
H73

T11,T12,T13,T14,
Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,
Q7,Q8,Q9,Q10,
Q11,Q14,Q15,Q16,
Q17,Q18,Q19,O1,
O2,O5

30,50

29 品質保証 Q1,Q12,Q13,Te1

30 未経験技術 H74 Te2 14,26,28,31,33,48

31 標準化検討 H26,H40,H41,H52 Q13 12

32 システム実現方式検討 H25,H35,H54,H56,
H57

Te1 26,31,33,35,46

33 移行・パッケージ H55,H73,H74 30,33,34,37,39,47,
54,55,58

34 作業標準 H40,H58,H59 O1,O2,O5,O7,O8 1,8,9,24,25,43,45

35 セキュリティ順守 H39

36 人材活用 H61,H62 M1

37 当事者意識 H15,H60,H62,H63,
H64,H65

M2

38 リスク識別 H36 R1,R2 31,43,45

39 リスク分析・評価 H37 R1,R2,R3 26,27,45

40 リスク対応策 H38 27

41 課題認識 H43,H44 K1,K2,K3 31

42 課題解決 H45 K1,K2

技術

基本動作

モチベー
ション

リスク

課題

品質
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